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『ちょっと教えて！経営協』に寄せられたよくある質問とその回答集 

 

（評議員会への理事・監事の出席） 

問 1 評議員会には、理事及び監事が全員出席しなければならないのか。 

 

（理事会と定時評議員会の開催間隔） 

問 2 理事会の開催日と定時評議員会の開催日との間を 2週間以上空ける必要がある

が、この場合、日数計算はどのように行うのか。 

 

（決議の省略） 

問 3 理事会の「決議の省略」とは、どのようなものか。また、「決議の省略」を行う

場合の具体的な手続きについて教えてほしい。 

 

（理事長が欠席した場合の議事録署名人） 

問 4 理事会の議事録署名人について、定款で「出席した理事長及び監事」と定めて

いるが、理事長が欠席した場合の取り扱いを教えてほしい。 

   また、監事が欠席した場合の取り扱いは如何か。 

 

（事業報告の附属明細書） 

問 5 事業報告の附属明細書にはどのような内容を記載すればよいのか。 

 

（理事長等の職務執行状況の報告） 

問 6 理事長等の職務執行状況の報告は、どのような内容を報告すればよいのか。 

 

（監事の過半数の同意が必要となる議案） 

問 7 理事会が評議員会に提出する議案について監事の過半数の同意が必要となるの

はどのような場合か。 

 

（公認会計士または監査法人による社会福祉法に準じた監査） 

問 8 会計監査人による監査と公認会計士または監査法人による社会福祉法に準じた

監査との違いは。 

 

（社会福祉充実残額の算定の特例） 

問 9 社会福祉充実残額の算定にあたって、「主として施設・事業所の経営を目的とし

ていない法人等の特例」の適用要件について教えてほしい。 

 

（電子開示システムで公表できる書類） 

問 10 「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」を用いて公表される書類は。 
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問 1 評議員会には、理事及び監事が全員出席しなければならないのか。 

 

答 1 理事及び監事には、評議員会への出席義務がないため必ず全員が出席する必要

はないが、社会福祉法第 45 条の 10 で、「評議員会から特定の事項について説明が

求められた場合には、当該事項について説明をしなければならない」とされており、

その体制を確保することが求められる。 

 

  なお、評議員会において、理事及び監事は、評議員会から評議員会の目的である

事項に関しないものについて説明を求められた場合や、以下の場合には、説明義務

を負わない。 

 

  ＜説明義務を負わない正当な理由（社会福祉法施行規則第 2条の 14）＞ 

  ① 評議員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要

である場合で、以下に該当する場合を除く。 

    ア 当該評議員が評議員会の日より相当の期間前に当該事項を社会福祉法人

に対して通知した場合 

    イ 当該事項について説明するために必要な調査が著しく容易である場合 

  ② 評議員が説明を求めた事項について説明することにより社会福祉法人その他

の者（当該評議員を除く。）の権利を侵害することとなる場合 

  ③ 評議員が当該評議員会において実質的に同一の事項について繰り返して説明

を求める場合 

  ④ ①から③に掲げる場合のほか、評議員が説明を求めた事項について説明をし

ないことにつき正当な理由がある場合 

 

 

（参考）『改訂増補 社会福祉法改正のポイント』 

 ・ 理事等の説明義務 p61～62 

 

 

  

- 4 -



問 2 理事会の開催日と定時評議員会の開催日との間を 2 週間以上空ける必要がある

が、この場合、日数計算はどのように行うのか。 

 

答 2 定時評議員会を開催する場合、開催の 2 週間前までに、理事会の承認を得て、

計算書類を事務所に備え置かなければならない。 

  この場合、計算書類の備え置き開始日から定時評議員会の開催日まで、中 14 日

間（2週間）以上空ける必要がある。具体的には以下のように日数を計算する。 

   

○月Ｎ日     理事会の開催 → 同日 備え置き 例）6月 5日 

     

       中 14 日間（2週間）以上を空けることが必要 

 

  ○月Ｎ＋15 日  定時評議員会の開催 例）6月 20（5＋15）日 

 

  定時評議員会の開催までのスケジュールは、厚生労働省「社会・援護局関係主管

課長会議」（平成 29 年 3 月 2 日）で示された以下の例を参照いただきたい。 

 

決算関係スケジュール例 
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定時評議員会の承認前から計算書類を備え置くことになるが、「定時評議員会で

承認を受ける前であるため、修正等があり得る」等の付記は不要とされている（厚

生労働省平成 28 年 11 月 11 日付Ｑ＆Ａ問 47-2 参照）。 

 

また、前頁の「決算関係スケジュール例」では、5月 31 日に理事会を開催し、そ

の翌日から計算書類の備え置きを開始しているが、5月 31 日の理事会の開催日と同

日に計算書類の備え置きを開始すれば、中 14 日間（2 週間）空けた 6 月 15 日に定

時評議員会を開催することができる。 

 

なお、計算書類の「備え置き」については、定時評議員会の開催の 2週間前まで

に主たる事務所に備え置かなければならないが、計算書類の「公表」については、

所轄庁へ届出後、遅滞なく、インターネットで公表しなければならない。 

 

 

（参考）『改訂増補 社会福祉法改正のポイント』 

 ・ 決算から評議員会までのスケジュール（例示） p64～65 

 ・ 計算書類等の備置き及び閲覧等 p96～97 

 ・ 情報の公開 p100 
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問 3 理事会の「決議の省略」とは、どのようなものか。また、「決議の省略」を行う

場合の具体的な手続きについて教えてほしい。 

 

答 3 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合、当該提案につ

いて、あらかじめ理事（議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又

は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会

の決議があったものとみなされる旨を定款に定めることができる。 

  これは、議決権を行使することができる理事の全員が、決議の目的となる事項に

ついての提案に同意の意思表示をし、かつ、監事も当該提案に異議を述べない場合

には、会議を開催しなくても、各理事及び監事が当該議案を決議することについて

その責任を伴う十分な意思表示を行っているものと認めることができ、また、提案

に全員が賛成であるならば、討議を省略することによる理事会機能の形骸化という

弊害のおそれも少ないと考えられるためである。 

   

  この理事会の「決議の省略」を行うには、 

  ① 定款に理事会の決議の省略に関する定めがあること 

  ② 理事が理事会の決議の目的である事項について提案したこと 

  ③ 当該提案について、あらかじめ理事（議決に加わることができるものに限る。） 

の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたこと 

  ④ 監事が当該提案について異議を述べていないこと 

  の要件を満たす必要がある。 

 

法令上、「決議の省略」を行うことができる決議事項に制限はないが、「決議の省

略」は、理事会による意思決定における最も重要な要素である討議を省略するとい

う理事会制度の例外を認めるものであるため、各法人において慎重な取り扱いが求

められる。 

  議案によっては、理事会が招集されず、討議が行われなかったことにより、法人

もしくは第三者等に損害が生じる場合には、理事または監事の善管注意義務違反の

問題になる可能性も少なからずあり得るので、事務手続きの負担軽減の理由等で、

安易に「決議の省略」を行うものではないと思われる。 
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  理事会の「決議の省略」の具体的な手順は以下のとおり。 

   ① 理事が、理事会の決議の目的である事項を記載した提案書を、理事全員及

び監事全員に送付。 

               ↓ 

   ② 議決に加わることができる理事全員からの同意書、監事全員からの異議が

ない旨の確認書の提出。 

               ↓ 

   ③ 理事全員から同意書が、監事全員から確認書が提出された日をもって、理

事会の決議があったものとみなされた旨を記録した議事録の作成。 

 

また、「決議の省略」をした場合の議事録には、以下の事項を記載しなければな

らない。 

① 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容 

② ①の事項の提案をした理事の氏名 

③ 理事会の決議があったものとみなされた日 

④ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 

 

なお、理事会及び評議員会の決議・報告の省略の手続きの要件については、次頁

の比較表をご参照いただきたい。 

 

 

（参考）『改訂増補 社会福祉法改正のポイント』（全国経営協 編） 

 ・ 理事会の決議の省略及び理事会への報告の省略 p76 

 ・ 理事会の決議の省略の場合の議事録の作成等 p77～78 
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問 4 理事会の議事録署名人について、定款で「出席した理事長及び監事」と定めて

いるが、理事長が欠席した場合の取り扱いを教えてほしい。 

  また、監事が欠席した場合の取り扱いは如何か。 

 

答 4  理事会の議事録署名は、原則、「出席した理事及び監事」とされており、定款

で定めた場合には、「出席した理事長及び監事」とすることができる。 

   定款で「出席した理事長及び監事」と定めており、理事長が欠席した場合にお

いては、原則に戻り、「出席した理事及び監事」の署名又は記名押印が必要とな

る。 

◎ 理事会の議事録署名人 

原則（法第 45 条の 14 第 6 項） 出席した理事及び監事 

例外（定款記載） 出席した理事長及び監事 

                   ↓理事長が欠席した場合 

原則へ戻る 出席した理事及び監事 

 

また、欠席した監事は、議事録へ署名又は記名押印する必要はない。 

定款で「出席した理事長及び監事」と定めており、監事が全員欠席した場合は、

理事長のみの署名又は記名押印となる。 

   監事が欠席しても理事会は成立するが、監事には理事会への出席義務があるた

め、正当な理由がなく欠席し、そのことにより理事への監督や監査が不十分とな

り、法人やその関係者が損害を受けた場合には、監事は職務上の義務違反として

損害賠償責任を負うこともあるので、十分注意していただきたい。 

 

 

（参考）『改訂増補 社会福祉法改正のポイント』（全国経営協 編） 

 ・ 理事会の議事録の作成等 p77～78 

 ・ 監事の理事会への出席義務 p85 

  

- 10 -



問 5 事業報告の附属明細書にはどのような内容を記載すればよいのか。 

 

答 5 事業報告の附属明細書は、社会福祉法施行規則第 2条の 25 第 3 項において、「事

業報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない」とされてい

るだけで、具体的な記載事項は定められていない（一般社団法人及び一般財団法人

に関する法律施行規則第 34 条第 3項においても、社会福祉法施行規則と同様に、

具体的な記載事項は定められていない）。 

  他の法人類型での例をみると、特別な事業にかかる成果や重要な取引にかかる契

約状況等を記載する場合もあるが、社会福祉法人については、それぞれの実情に応

じて、事業報告の内容を補足する重要な事項がない場合は、附属明細書の記載を省

略することができるものと考えられる。また、事業報告に記載した内容と同一の内

容を附属明細書に重複して記載する必要はない。 

  なお、記載を省略する場合は、事業報告あるいは附属明細書に「事業報告の内容

を補足する重要な事項がないため、事業報告の附属明細書は作成していない」旨を

明記することが望ましい。 

 

 

（参考）『改訂増補 社会福祉法改正のポイント』（全国経営協 編） 

 ・ 計算書類等 p94-96 
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問 6 理事長等の職務執行状況の報告は、どのような内容を報告すればよいのか。 
 
答 6 社会福祉法法第 45 条の 16 第 3 項において、理事長及び業務執行理事は、3 か

月に 1回以上（定款で、毎会計年度に 4か月を超える間隔で 2回以上とすることが

可能）、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならないとされている

が、法令上、具体的な報告内容までは定められていない。 

  そのため、法人の事業内容や理事会で定める業務執行の範囲等に即して、各法人

において報告内容を定めることになる。報告の具体例としては、以下のようなもの

が考えられる。 

 

 事業計画・予算の進捗状況 

 理事長が専決した契約内容、固定資産の取得内容、固定資産の処分内容 

 重要な契約の内容 

 内部管理体制の運用状況 

 その他理事会から報告が求められた事項 等 

 

 

 

 

（参考）『改訂増補 社会福祉法改正のポイント』（全国経営協 編） 

 ・ 理事長／業務執行理事の職務及び権限等 p71-72 
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問 7 理事会が評議員会に提出する議案について監事の過半数の同意が必要となるの

はどのような場合か。 

 

答 7 理事会が評議員会に提出する議案について、以下の場合は、監事の過半数の同

意が必要となる。この場合、「監事の過半数」とは、在任する監事の過半数をいう。 

 

 監事の選任に関する議案 

 会計監査人の選任に関する議案 

 会計監査人の解任に関する議案 

 会計監査人を再任しないことに関する議案 

 

  理事会が提出する議案について監事の過半数の同意を得ていたことを証する書

類は、各監事ごとに作成した同意書や監事の連名による同意書の他、監事の選任に

関する議案を決定した理事会の議事録（当該議案に同意した監事の氏名の記載及び

当該監事の署名又は記名押印があるものに限る）でも差し支えないとされている。 

 

  また、会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合

には、監事の過半数の同意を得なければならないとされている。 

 

  なお、以下の議案を評議員会に提出する場合には、「監事の過半数の同意」では

なく、「監事の同意」が必要となる。 

 

 理事、監事又は会計監査人の責任の免除に関する議案 

 理事会の決議による責任の一部免除を定款で定める議案 

 

  理事会の決議による責任の一部免除を定款で定めた場合、定款に基づく理事、監

事又は会計監査人の責任の免除について理事会に議案を提出する場合には、「監事

の同意」が必要となる。 

 

 

 

（参考）『改訂増補 社会福祉法改正のポイント』（全国経営協 編） 

 ・ 監事の選任及び解任 p81 

 ・ 会計監査人の選任及び解任 p86-87 

 ・ 理事、監事、評議員又は会計監査人の損害賠償責任 p90-92 
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問 8 会計監査人による監査と公認会計士または監査法人による社会福祉法に準じた

監査との違いは。 

 

答 8 会計監査人設置義務のない法人（収益 30 億円以下または負債 60 億円以下の法

人）において、公認会計士または監査法人による監査を受ける場合には、以下の

2つの方法がある。 

 

  ＜方法①：会計監査人による監査＞ 

   法人が定款において、会計監査人を置く旨の規定をし、監査を受ける。 

 

  ＜方法②：公認会計士または監査法人による社会福祉法に準じた監査＞ 

   法人が定款において、会計監査人を設置せずに、公認会計士または監査法人と

の間で監査契約を締結したうえで、監査を受ける。 

 

 

＜方法①＞ 

会計監査人による監査 

 

＜方法②＞ 

公認会計士または監査法人による

社会福祉法に準じた監査 

定款 定款規定 定款規定しない 

選任 評議員会で選任 評議員会での選任不要 

監査対象書類 計算書類、附属明細書、財産目録 

監査手続 一般に公正妥当と認められる監査の基準 

監査報告書 会計監査報告（独立監査人の監査報告書） 

監事との関係 社会福祉法上損害賠償責任あり 社会福祉法上の定めはなし 

責任 社会福祉法上損害賠償責任あり 社会福祉法上の定めはなし 

社会福祉法人会計監査円滑実施協議会資料をもとに作成 

 

 上記の方法②による場合、予備調査の必要性や具体的な監査内容等については、監

査契約の締結に際して、法人としての要求仕様や公認会計士等による提案内容に基づ

き、十分な検討を行い、明確な合意のもと、監査を実施することが望まれる。 
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問 9 社会福祉充実残額の算定にあたって、「主として施設・事業所の経営を目的とし

ていない法人等の特例」の適用要件について教えてほしい。 

 

答 9 主として施設・事業所の経営を目的としていない法人等であって、現に社会福

祉事業等の用に供している土地・建物を所有していないか、当該土地・建物の価

額が著しく低い場合には、特例的な取扱いとして、将来的な事業用土地・建物の

取得も考慮し、図表 1の社会福祉充実残額の算定式にかかわらず、年間事業活動

支出全額（1年分）を控除することができる。 

   この特例は、「主として施設・事業所の経営を目的としていない法人等の特例」

となっているが、施設・事業所を経営する法人であっても、図表 2の適用要件に

合致すれば、対象となる。 

   この特例が適用される場合（土地・建物の価額が著しく低い場合）とは、図表

2のとおり、「②再取得に必要な財産」と「③必要な運転資金（年間支出の 3月分）」

の合計額が「④年間事業活動支出」を下回る場合をいう。 

   この場合、図表 1の原則的な社会福祉充実残額の計算式ではなく、図表 3の計

算式により社会福祉充実残額を算定することになる。 

 

 

図表 1 （原則）社会福祉充実残額の計算式 

社会福祉充実残額 ＝ 活用可能な財産 －

控除対象財産 
①社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等

     ＋ 

②再取得に必要な財産 

     ＋ 

③必要な運転資金（年間事業活動支出 3月分）

年間事業活動支出…法人単位の資金収支計算書における事業活動支出 

 

図表 2 特例の適用要件 

②再取得に必要な財産 
＋ 

③必要な運転資金（年間支出の 3月分） 
＜ ④年間事業活動支出 

 

 

図表 3 特例適用の場合の社会福祉充実残額の計算式 

社会福祉充実残額 ＝ 活用可能な財産 －

控除対象財産 
①社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等 
     ＋ 
④年間事業活動支出 
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  （参考）厚生労働省「「社会福祉充実計画の承認等に関するＱ＆Ａ（vol.2）」に

ついて」（事務連絡／平成 29 年 4 月 25 日） 

   問 36 「主として施設・事業所の経営を目的としていない法人等の特例」につ

いては、「再取得に必要な財産」と「必要な運転資金」の合計額が法人全体

の年間事業活動支出を下回る場合は、その適用を受けられるものと考えて良

いのか。【事務処理基準 3の（7）関係】 

   （答） 

１．貴見のとおり取り扱って差し支えない。 

 

   

会員法人向け支援ツール「社会福祉充実残額試算ツール（ver.4.2）」では、「主

として施設・事業所の経営を目的としていない法人等の特例」の適用を自動で計算

できるようになっている。ただし、この計算にあたっては、「１．「内部留保」の額」

～「３．再取得に必要な財産」までを正確に入力しておく必要があることに留意し

ていただきたい。 
社会福祉充実残額試算ツール（ver.4.2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）『改訂増補 社会福祉法改正のポイント』（全国経営協 編） 

 ・ 社会福祉充実残額の算定 p102～107 
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問 10 「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」を用いて公表される書類は。 

 

答 10 各法人が、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」を用いて所轄庁に

届出を行った場合、以下の書類が公表されたものとみなされる。 

 

 計算書類 

 現況報告書（法人の運営に係る重要な部分に限り、個人の権利利益が害さ

れるおそれがある部分を除く） 

 社会福祉充実計画 

 

   したがって、「定款」、「役員等名簿」、「報酬等の支給の基準」については、各

法人のホームページあるいは全国経営協の「情報公開ページ」等を用いて、イン

ターネットによる公表が必要である。 

 

   社会福祉法人が届出を行う書類等の公表の詳細については、次頁を参照。 

   なお、次頁において、「システム」は、社会福祉法人の財務諸表等電子開示シ

ステムを指し、実線はシステムを用いるもの。点線はシステムを用いないものを

指す。 
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実
計

画
の

策
定

の
状

況
及

び
そ

の
進

捗
の

状
況

 
（

規
則

２
条

の
4
1
第

1
2
号

）

当
該

社
会

福
祉

法
人

に
関

す
る

情
報

の
公

表
等

の
状

況

第
1
2
号

に
規

定
す

る
社

会
福

祉
充

実
残

額
の

算
定

の
根

拠

そ
の

他
必

要
な

事
項

当
会

計
年

度
の

初
日

に
お

け
る

監
事

の
状

況

前
会

計
年

度
及

び
当

会
計

年
度

に
お

け
る

会
計

監
査

人
の

状
況

当
会

計
年

度
の

初
日

に
お

け
る

職
員

の
状

況
前

会
計

年
度

に
お

け
る

評
議

員
会

の
状

況

財 産 目 録 等

（ 法 第 5 9 条 第 ２ 号 ）

財
産

目
録

（
法

4
5
条

の
3
4
第

１
項

第
１

号
）

役
員

等
名

簿
（

法
4
5
条

の
3
4
第

１
項

第
２

号
）

事
業

の
概

要
そ

の
他

省
令

で
定

め
る

事
項

を
記

載
し

た
書

類
（

法
第

4
5
条

の
3
4

第
１

項
第

４
号

）

当
該

社
会

福
祉

法
人

の
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
及

び
電

話
番

号
そ

の
他

連
絡

先
等

の
当

該
社

会
福

祉
法

人
に

関
す

る
基

本
情

報

当
会

計
年

度
の

初
日

に
お

け
る

評
議

員
の

状
況

当
会

計
年

度
の

初
日

に
お

け
る

理
事

の
状

況

報
酬

等
の

支
給

の
基

準
（

法
4
5
条

の
3
4
第

１
項

第
３

号
、

法
4
5
条

の
3
5
第

２
項

）

前
会

計
年

度
に

お
け

る
理

事
会

の
状

況
前

会
計

年
度

に
お

け
る

監
事

の
監

査
の

状
況
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全国経営協社会福祉法人制度改革関連成果物一覧表 

 

◎ 全国経営協ＨＰ「会員法人ＭＹページ」、●全国経営協ＨＰ、★厚生労働省ＨＰからダウ

ンロード可能 

 

【制度改革全般】 

◎ 社会福祉法改正ハンドブック（平成29年2月28日） 

◎ 社会福祉法人制度改革に関するＱ＆Ａ【全国経営協版】（平成28年12月28日） 

◎ 保育事業経営法人・小規模法人向け社会福祉法の解説（平成28年12月8日） 

◎ 制度見直しに係るスケジュール（平成28年12月28日版） 

◎ 平成28年4月1日施行内容について【概要】（平成28年4月1日） 

○ 『経営協vol.399（平成28年12月）』連載 社会福祉法人制度改革への対応「第6回 改

正社会福祉法に関連する11月11日政省令等の概要」 

○ 『経営協vol.392（平成 28 年 5 月）』連載 社会福祉法人制度改革への対応「第1 回 平

成28年4月1日施行内容について」 

 
【定款】 

◎ 定款例の解説（平成28年12月） 

◎ モデル定款細則（平成29年1月） 
◎ 評議員選任・解任委員会運営規則（例）と作成のポイント（平成28年12月） 

◎ 役員・評議員の選任等にかかる解説（平成29年1月24日版） 

◎ 社会福祉法人役員、評議員の報酬等に関する基準策定にむけて（平成28年9月13日版） 

○ 『経営協vol.400（平成 29 年 1 月）』連載 社会福祉法人制度改革への対応「第7 回 租

税特別措置法第40条の特例の適用を受けるにあたっての留意点等について」 
（関連通知等） 

★ 「社会福祉法人の認可について」の一部改正について（雇児発1111第1号・社援発1111

第4号・老発1111第2号／平成28年11月11日） 

 ⇒ ◎『経営協情報No.51（平成28年11月14日）』 

★ 社会福祉法人制度改革の施行に伴う定款変更に係る事務の取扱いについて（事務連絡／

平成28年11月11日） 

 ⇒ ◎『経営協情報No.51（平成28年11月14日）』 

★ 「社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項について（経営組織の見直しについて）」

の改訂について事務連絡／平成28年11月11日） 

 ⇒ ◎『経営協情報No.51（平成28年11月14日）』 

★ 「社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項について」等に関するＱ＆Ａ（平成29

年2月6日改訂）（事務連絡／平成29年2月6日） 

 ⇒ ◎『経営協情報 No.65（平成 29 年 2 月 8 日）』、『経営協情報 No.51（平成 28 年 11 月 14 日）』 

★ 社会福祉法人制度改革に伴う租税特別措置法第40条の適用に関するＱ＆Ａについて（事

務連絡／平成29年1月24日） 

 ⇒ ◎『経営協情報No.63（平成29年1月26日）』 
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【経理規程】 

● 社会福祉法人モデル経理規程（平成29年3月） 

（関連通知等） 

★ 社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて（雇児総発 0329 第 1 号・社援基発

0329第1号・障企発0329第1号・老高発0329第3号／平成29年3月29日） 

 ⇒ ◎『経営協情報No.72（平成29年3月31日）』 

★ 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」の

一部改正について（雇児発1111第3号・社援発1111第5号・老発1111第6号／平成28

年11月11日） 

 ⇒ ◎『経営協情報No.51（平成28年11月14日）』 
★ 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」

の一部改正について（雇児総発1111第2号・社援基発1111第2号・障障発1111第1号・

老総発1111第1号／平成28年11月11日） 

 ⇒ ◎『経営協情報No.51（平成28年11月14日）』 
 
【地域における公益的な取組／情報発信】 

● 地域における公益的な取組の実践発表会 発表事例（平成28年10月） 

◎ よろず相談窓口の開設から実践まで～社会福祉法人による地域における公益的な取組の

手引書～（平成29年2月） 

◎ 地域社会とともに歩む社会福祉法人をめざして～障害福祉分野における1法人1実践の

取り組み～（平成28年3月） 

◎ 措置施設経営法人「地域における公益的な取組」事例集（平成27年3月） 

○ 『経営協vol.404（平成29年5月）』特集 地域を支える社会福祉法人の姿 
○ 『経営協vol.403（平成29年4月）』特集 社会福祉法人が行う「総合相談窓口」の意義 
○ 『経営協vol.399（平成28年12月）』特集 社会福祉法人へのポジティブな評価をつくる 
○ 『経営協vol.398（平成28年11月）』連載 社会福祉法人制度改革への対応「第5回 社

会福祉法人の地域公益活動と地域福祉の推進」 

○ 『経営協vol.394（平成28年7月）』特集 社会からの信頼と支持を得る福祉実践と情報発信 
○ 『経営協vol.393（平成 28 年 6 月）』連載 社会福祉法人制度改革への対応「第2 回 い

ま、求められる情報発信とは」 
（関連通知等） 

★ 社会福祉法人の「地域における公益的な取組」について（社援基発 0601 第 1 号／平成

28年6月1日） 

 ⇒ ◎『経営協情報No.25（平成28年6月6日）』 

 
【社会福祉充実残額】 

◎ 社会福祉充実残額試算ツール（Ver4.2）（平成29年3月15日） 

（関連通知等） 

★ 「社会福祉充実計画の承認等に関するＱ＆Ａ（vol.2）」について（事務連絡／平成29年

4月25日） 
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 ⇒ ◎『経営協情報 No.5（平成 29 年 4月 25 日）』、『経営協情報 No.66（平成 29年 2月 15 日）』  

★ 社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について（雇児発0124

第1号・社援発0124第1号・老発0124第1号／平成29年1月24日） 

 ⇒ ◎『経営協情報No.63（平成29年1月26日）』 
★ 「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」に基づく別に定める単価等について

（社援基発0124第1号／平成29年1月24日） 

 ⇒ ◎『経営協情報No.63（平成29年1月26日）』 

 
【社会福祉法人アクションプラン2020】 

● 社会福祉法人アクションプラン2020（平成28年4月） 

○ 『経営協vol.395（平成28年8月）』特集 社会福祉法人の経営指標としての「アクショ

ンプラン2020」の活用 

○ 『経営協vol.394（平成28年7月）』連載 社会福祉法人制度改革への対応「第3回 2025

年の社会福祉法人のあるべき姿」 
○ 『経営協vol.395（平成 28 年 8 月）』連載 社会福祉法人制度改革への対応「第4 回 事

業継続マネジメントの実践に向けて」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 全国経営協会員法人ＭＹページ ※会員法人ID・パスワード必要 

  http://www.keieikyo.gr.jp/cswm/flogin.php 

● 全国経営協 ※ 会員法人ID・パスワード不要 

   http://www.keieikyo.gr.jp/ 

★ 厚生労働省 社会福祉法人制度改革について 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142657.html 
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地域共生社会 
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１
自
立
支
援
・
重
度
化
防
止
に
向
け
た
保
険
者
機
能
の
強
化
等
の
取
組
の
推
進
（
介
護
保
険
法
）

全
市

町
村

が
保

険
者

機
能

を
発

揮
し
、
自

立
支

援
・
重

度
化

防
止

に
向

け
て
取

り
組

む
仕

組
み

の
制

度
化

・
国

か
ら
提

供
さ
れ

た
デ
ー
タ
を
分

析
の

上
、
介

護
保

険
事

業
（
支

援
）
計

画
を
策

定
。
計

画
に
介

護
予

防
・
重

度
化

防
止

等
の

取
組

内
容

と
目

標
を
記

載
・

都
道

府
県

に
よ
る
市

町
村

に
対

す
る
支

援
事

業
の

創
設

・
財

政
的

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の

付
与

の
規

定
の

整
備

（
そ

の
他

）
・

地
域

包
括

支
援
セ

ン
タ

ー
の

機
能
強
化

（
市
町

村
に

よ
る

評
価

の
義

務
づ
け
等
）

・
居
宅

サ
ー

ビ
ス
事

業
者

の
指

定
等

に
対

す
る
保

険
者

の
関

与
強

化
（

小
規
模

多
機

能
等

を
普

及
さ

せ
る
観

点
か

ら
の

指
定

拒
否

の
仕
組

み
等

の
導

入
）

・
認
知

症
施

策
の
推

進
（

新
オ

レ
ン

ジ
プ

ラ
ン
の

基
本

的
な

考
え

方
（

普
及
・

啓
発

等
の

関
連

施
策

の
総
合

的
な

推
進

）
を

制
度

上
明
確

化
）

２
医
療
・
介
護
の
連
携
の
推
進
等
（
介
護
保
険
法
、
医
療
法
）

①
「
日

常
的

な
医

学
管

理
」
や

「
看

取
り
・
タ
ー
ミ
ナ
ル

」
等

の
機

能
と
、
「
生

活
施

設
」
と
し
て
の

機
能

と
を
兼

ね
備

え
た
、
新

た
な
介

護
保

険
施

設
を
創

設
※

 
現

行
の

介
護
療

養
病

床
の

経
過

措
置

期
間
に

つ
い

て
は

、
６

年
間

延
長
す

る
こ

と
と

す
る

。
病

院
又
は

診
療

所
か

ら
新

施
設

に
転
換

し
た

場
合

に
は

、
転

換
前
の

病
院

又
は

診
療
所

の
名

称
を

引
き

続
き
使

用
で

き
る

こ
と

と
す

る
。

②
医

療
・
介

護
の

連
携

等
に
関

し
、
都

道
府

県
に
よ
る
市

町
村

に
対

す
る
必

要
な
情

報
の

提
供

そ
の

他
の

支
援

の
規

定
を
整

備

３
地
域
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
た
取
組
の
推
進
等
（
社
会
福
祉
法
、
介
護
保
険
法
、
障
害
者
総
合
支
援
法
、
児
童
福
祉
法
）

・
市

町
村

に
よ
る
地

域
住

民
と
行

政
等

と
の

協
働

に
よ
る
包

括
的

支
援

体
制

作
り
、
福

祉
分

野
の

共
通

事
項

を
記

載
し
た
地

域
福

祉
計

画
の

策
定

の
努

力
義

務
化

・
高

齢
者

と
障

害
児

者
が

同
一

事
業

所
で
サ

ー
ビ
ス
を
受

け
や

す
く
す
る
た
め
、
介

護
保

険
と
障

害
福

祉
制

度
に
新

た
に
共

生
型

サ
ー
ビ
ス
を
位

置
付

け
る

（
そ

の
他

）
・

有
料

老
人

ホ
ー
ム

の
入

居
者

保
護

の
た

め
の
施

策
の
強
化

（
事

業
停

止
命
令

の
創

設
、

前
払
金
の

保
全
措

置
の

義
務

の
対

象
拡

大
等
）

・
障
害

者
支

援
施
設

等
を

退
所

し
て

介
護

保
険
施

設
等

に
入

所
し

た
場

合
の
保

険
者

の
見

直
し

（
障

害
者
支

援
施

設
等

に
入

所
す

る
前
の

市
町

村
を

保
険

者
と

す
る
。

）

向
け
た
保
険
者
機
能
の
強
化
等
の
取
組
の
推
進
（
介
護
保
険
法
）

１
自
立
支
援
・
重
度
化
防
止
に
向
け
た
保
険
者
機
能
の
強
化
等
の
取
組
の

１
自
立
支
援
・
重
度
化
防
止
に
向
け
た
保
険
者
機
能
の
強
化
等
の
取
組
の

Ⅰ
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
深
化
・
推
進

４
２
割
負
担
者
の
う
ち
特
に
所
得
の
高
い
層
の
負
担
割
合
を
３
割
と
す
る
。
（
介
護
保
険
法
）

５
介
護
納
付
金
へ
の
総
報
酬
割
の
導
入
（
介
護
保
険
法
）

・
各

医
療

保
険

者
が

納
付

す
る
介

護
納

付
金

（
4
0
～

6
4
歳

の
保

険
料

）
に
つ
い
て
、
被

用
者

保
険

間
で
は

『
総

報
酬

割
』
（
報

酬
額

に
比

例
し
た
負

担
）
と
す
る
。

２
割
負
担
者
の
う
ち
特
に
所
得
の
高
い
層
の
負
担
割
合

４
２
割
負
担
者
の
う
ち
特
に
所
得
の
高
い
層
の
負
担
割
合

２
割
負
担
者
の
う
ち
特
に
所
得
の
高
い
層
の
負
担
割
合

Ⅱ
介
護
保
険
制
度
の
持
続
可
能
性
の
確
保

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
ポ
イ
ン
ト

※
平
成
３
０
年
４
月
１
日
施
行
。
（
Ⅱ
５
は
平
成

2
9
年

8
月
分
の
介
護
納
付
金
か
ら
適
用
、
Ⅱ
４
は
平
成
３
０
年
８
月
１
日
施
行
）

高
齢

者
の

自
立

支
援

と
要

介
護

状
態

の
重

度
化

防
止

、
地

域
共

生
社

会
の

実
現

を
図

る
と
と
も
に
、
制

度
の

持
続

可
能

性
を
確

保
す
る
こ
と
に
配

慮
し
、
サ

ー
ビ
ス
を
必

要
と
す
る
方

に
必

要
な
サ

ー
ビ
ス
が

提
供

さ
れ

る
よ
う
に
す
る
。平
成

29
年

５
月

26
日

成
立

、
６
月

２
日

公
布

1
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デ
ー

タ
に

基
づ

く
地

域
課

題
の

分
析

取
組

内
容

・
目

標
の

計
画

へ
の

記
載

保
険

者
機

能
の

発
揮

・
向

上
（

取
組

内
容

）

・
リ
ハ
ビ
リ
職
等
と
連
携
し
て
効
果
的
な
介
護

予
防
を
実
施

・
保
険
者
が
、
多
職
種
が
参
加
す
る
地
域
ケ
ア

会
議
を
活
用
し
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
支
援
等

適
切

な
指

標
に

よ
る

実
績

評
価

・
要
介
護
状
態

の
維
持
・
改
善

度
合
い

・
地
域
ケ
ア
会

議
の
開
催
状
況 等

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ

・
結
果
の
公
表

・
財
政
的
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
付
与

都
道
府
県
が
研
修
等
を
通
じ
て
市
町
村
を
支
援

１
．
保
険
者
機
能
の
強
化
等
に
よ
る
自
立
支
援
・
重
度
化
防
止
に
向
け
た
取
組
の
推
進

見
直

し
内

容

国
に
よ
る

分
析

支
援

H2
3年

H2
7年

17
.3

18
.0

9.
6

9.
3

19
.6

18
.6

要
介
護
認
定
率
の
推
移

先
進
的
な
取
組
を
行
っ
て
い
る

和
光
市
、
大
分
県
で
は

●
認
定
率
の
低
下

●
保
険
料
の
上
昇
抑
制

全
国

和
光
市

大
分
県

国
に
よ
る

○
高

齢
化

が
進

展
す
る
中

で
、
地

域
包

括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
推

進
す
る
と
と
も
に
、
制

度
の

持
続

可
能

性
を

維
持

す
る
た
め

に
は

、
保

険
者

が
地

域
の

課
題

を
分

析
し
て
、
高

齢
者

が
そ
の

有
す
る
能

力
に
応

じ
た
自

立
し
た
生

活
を
送

っ
て
い
た
だ
く
た
め

の
取

組
を
進

め
る
こ
と
が

必
要

。

○
全

市
町

村
が

保
険

者
機

能
を
発

揮
し
て
、
自

立
支

援
・
重

度
化

防
止

に
取

り
組

む
よ
う
、

①
デ
ー
タ
に
基

づ
く
課

題
分

析
と
対

応
（
取

組
内

容
・
目

標
の

介
護

保
険

事
業

（
支

援
）
計

画
へ

の
記

載
）

②
適

切
な
指

標
に
よ
る
実

績
評

価
③

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の

付
与

を
法

律
に
よ
り
制

度
化

。

※
主

な
法

律
事

項
・
介

護
保

険
事

業
（
支

援
）
計

画
の

策
定

に
当

た
り
、
国

か
ら
提

供
さ
れ

た
デ

ー
タ
の

分
析

の
実

施
・
介

護
保

険
事

業
（
支

援
）
計

画
に
介

護
予

防
・
重

度
化

防
止

等
の

取
組

内
容

及
び

目
標

を
記

載
・
都

道
府

県
に
よ
る
市

町
村

支
援

の
規

定
の

整
備

・
介

護
保

険
事

業
（
支

援
）
計

画
に
位

置
付

け
ら
れ

た
目

標
の

達
成

状
況

に
つ
い
て
の

公
表

及
び

報
告

・
財

政
的

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の

付
与

の
規

定
の

整
備

～
保

険
者

機
能

の
抜

本
強

化
～

2
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２
．
新
た
な
介
護
保
険
施
設
の
創
設

○
今

後
、

増
加

が
見

込
ま

れ
る

慢
性

期
の

医
療

・
介

護
ニ

ー
ズ

へ
の

対
応

の
た

め
、

「
日
常
的
な
医
学
管
理
が
必
要
な

重
介
護
者
の
受
入
れ
」
や
「
看
取
り
・
タ
ー
ミ
ナ
ル
」
等
の
機
能
と
、
「
生
活
施
設
」
と
し
て
の
機
能
を
兼
ね
備
え
た
、

新
た

な
介

護
保

険
施

設
を

創
設

す
る

。

○
病

院
又

は
診

療
所

か
ら

新
施

設
に

転
換

し
た

場
合

に
は

、
転

換
前

の
病

院
又

は
診

療
所

の
名

称
を

引
き

続
き

使
用

で
き

る
こ

と
と

す
る

。

＜
新

た
な

介
護

保
険

施
設

の
概

要
＞

見
直

し
内

容

名
称

介
護

医
療

院
※

た
だ

し
、

病
院

又
は

診
療

所
か

ら
新

施
設

に
転

換
し

た
場

合
に

は
、

転
換

前
の

病
院

又
は

診
療

所
の

名
称

を
引

き
続

き
使

用
で

き
る

こ
と

と
す

る
。

機
能

要
介

護
者

に
対

し
、

「
長

期
療

養
の

た
め

の
医

療
」

と
「

日
常

生
活

上
の

世
話

（
介

護
）

」
を

一
体

的
に

提
供

す
る

。
（

介
護

保
険

法
上

の
介

護
保

険
施

設
だ

が
、

医
療

法
上

は
医

療
提

供
施

設
と

し
て

法
的

に
位

置
づ

け
る

。
）

開
設

主
体

地
方

公
共

団
体

、
医

療
法

人
、

社
会

福
祉

法
人

な
ど

の
非

営
利

法
人

等

※
具

体
的

な
介

護
報

酬
、
基

準
、
転

換
支

援
策

に
つ
い
て
は

、
介

護
給

付
費

分
科

会
等

で
検

討
。

☆
現

行
の

介
護

療
養

病
床

の
経

過
措

置
期

間
に
つ
い
て
は

、
６
年

間
延

長
す
る
こ
と
と
し
、
平

成
3
5
年

度
末

ま
で
と
す
る
。

3
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障
害

福
祉

サ
ー
ビ
ス
事

業
所

等

介
護

保
険

事
業

所

３
．
地
域
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
た
取
組
の
推
進

新
た
に
共

生
型

サ
ー
ビ
ス
を
位

置
づ
け

○
高

齢
者

と
障

害
児

者
が

同
一

の
事

業
所

で
サ

ー
ビ
ス
を
受

け
や

す
く
す
る
た
め
、

介
護

保
険

と
障

害
福

祉
両

方
の

制
度

に
新

た
に
共

生
型

サ
ー
ビ
ス
を
位

置
付

け
る
。
（
指

定
基

準
等

は
、
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
及

び
障

害
福

祉
サ

ー
ビ
ス
等

報
酬

改
定

時
に
検

討
）

サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
場

合
、

そ
れ

ぞ
れ

指
定

基
準

を
満

た
す
必

要
が

あ
る

共
生

型
サ

ー
ビ
ス
事

業
所

新

介
護

保
険

事
業

所
障
害

福
祉

サ
ー
ビ
ス
事

業
所

等

高
齢
者

障
害
児
者

高
齢
者

障
害
児
者

所

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業

所
等
で
あ
れ
ば
、
介
護
保
険

事
業
所
の
指
定
も
受
け
や

す
く
す
る
特
例
を
設
け
る
。

※
逆
も
同
じ

※
対

象
サ

ー
ビ
ス
は

、
①

ホ
ー
ム
ヘ
ル

プ
サ

ー
ビ
ス
、

②
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
、

③
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
等

を
想

定

現
行

「
我

が
事

・
丸

ご
と
」
の

地
域

作
り
・
包

括
的

な
支

援
体

制
の

整
備

１
．
「
我
が
事
・
丸
ご
と
」
の
地
域
福
祉
推
進
の
理
念
を
規
定

地
域

福
祉

の
推

進
の

理
念

と
し
て
、
支

援
を
必

要
と
す
る
住

民
（
世

帯
）
が

抱
え
る
多

様
で
複

合
的

な
地

域
生

活
課

題
に
つ
い
て
、
住

民
や

福
祉

関
係

者
に

よ
る
①

把
握

及
び
②

関
係

機
関

と
の

連
携

等
に
よ
る
解

決
が

図
ら
れ

る
こ
と
を
目

指
す
旨

を
明

記
。

２
．
こ
の
理
念
を
実
現
す
る
た
め
、
市
町
村
が
以
下
の
包
括
的
な
支
援
体
制
づ
く
り
に
努
め
る
旨
を
規
定

○
地

域
住

民
の

地
域

福
祉

活
動

へ
の

参
加

を
促

進
す
る
た
め
の

環
境

整
備

○
住

民
に
身

近
な
圏

域
に
お
い
て
、
分

野
を
超

え
て
地

域
生

活
課

題
に
つ
い
て
総

合
的

に
相

談
に
応

じ
、
関

係
機

関
と
連

絡
調

整
等

を
行

う
体

制
（
＊

）

○
主

に
市

町
村

圏
域

に
お
い
て
、
生

活
困

窮
者

自
立

相
談

支
援

機
関

等
の

関
係

機
関

が
協

働
し
て
、
複

合
化

し
た
地

域
生

活
課

題
を
解

決
す
る
た
め
の

体
制

３
．
地
域
福
祉
計
画
の
充
実

○
市

町
村

が
地

域
福

祉
計

画
を
策

定
す
る
よ
う
努

め
る
と
と
も
に
、
福

祉
の

各
分

野
に
お
け
る
共

通
事

項
を
定

め
、
上

位
計

画
と
し
て

位
置

づ
け
る
。
（
都

道
府

県
が

策
定

す
る
地

域
福

祉
支

援
計

画
に
つ
い
て
も
同

様
。
）

（
＊

）
例

え
ば

、
地

区
社

協
、

市
区

町
村

社
協

の
地

区
担

当
、

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

、
相

談
支

援
事

業
所

、
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

、
利

用
者

支
援

事
業

、
社

会
福

祉
法

人
、

Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人
等

※
法

律
の
公

布
後

３
年

を
目

途
と
し
て
、
２
の
体

制
を
全

国
的

に
整

備
す
る
た
め
の
方

策
に
つ
い
て
検

討
を
加

え
、
必

要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
そ
の
結

果
に
基

づ
い
て
所

要
の
措

置
を
講

ず
る
旨

の
附

則
を
置

く
。

4
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※
１

具
体
的
な
基
準
は
政
令
事
項
。
現
時
点
で
は
、
「
合
計
所
得

金
額

（
給

与
収

入
や

事
業

収
入

等
か

ら
給

与
所

得
控

除
や

必
要

経
費

を
控

除
し
た
額
）

2
2
0
万
円
以
上
」
か
つ
「
年
金
収
入
＋
そ
の
他
合
計
所
得
金
額

3
4
0
万
円
以
上
（単

身
世
帯
の
場
合
。
夫

婦
世
帯
の
場
合

4
6
3
万
円
以
上
）
」
と
す
る
こ
と
を
想

定
。
⇒

単
身

で
年

金
収

入
の

み
の

場
合

3
44
万

円
以

上
に
相

当
※
２

「
合

計
所
得
金
額

1
6
0
万
円
以
上
」
か
つ
「
年
金
収
入
＋

そ
の

他
合

計
所

得
金

額
2
8
0万

円
以

上
（
単

身
世

帯
の

場
合

。
夫

婦
世

帯
の

場
合

34
6万

円
以
上
）
」⇒

単
身
で
年
金
収
入
の
み
の
場
合

28
0万

円
以
上
に
相
当

※
介

護
保

険
事

業
状

況
報

告
（
平

成
２
８
年

４
月
月

報
）

※
特
養

入
所

者
の

一
般

的
な
費

用
額

の
２
割
相

当
分

は
、
既
に

4
4,

4
0
0円

の
上

限
に
当
た
っ
て
い
る
た
め
、

３
割

負
担

と
な
っ
て
も
、
負

担
増
と
な
る
方

は
ほ

と
ん
ど
い
な
い
。

４
．
現
役
世
代
並
み
の
所
得
の
あ
る
者
の
利
用
者
負
担
割
合
の
見
直
し

世
代

間
・
世

代
内

の
公

平
性

を
確

保
し
つ
つ
、
制

度
の

持
続

可
能

性
を
高

め
る
観

点
か

ら
、
２
割

負
担

者
の

う
ち
特

に
所

得
の

高
い
層

の
負

担
割

合
を

３
割

と
す
る
。
た
だ
し
、
月

額
４
４
，
４
０
０
円

の
負

担
の

上
限

あ
り
。
【
平

成
3
0
年

８
月

施
行
】

見
直

し
内

容

負
担
割
合

年
金
収
入
等

34
0万

円
以
上

（
※
１
）
２
割
⇒
３
割

２
割

年
金
収
入
等

28
0万

円
以
上

（
※
2）

年
金
収
入
等

28
0万

円
未
満

１
割

特
養

受
給
者
数
（
実
績
）

36
0

13
6

56
49

6

３
割
負
担
（
推
計
）

約
13

約
4

約
1

約
16

う
ち
負
担
増

（
対
受
給
者
数
）

約
11

（
3％

）
約

1
（

1％
）

約
0.

0
（

0.
0％

）
約

12
（

3％
）

２
割
負
担
（
実
績
）

35
10

2
45

１
割
負
担
（
実
績
）

32
5

12
6

54
45

1

【
対
象
者
数
】

（単
位
：万

人
）

【
利
用
者
負
担
割
合
】

受
給
者
全
体

：
４
９
６
万
人

３
割
負
担
と
な
り
、
負
担
増
と
な
る
者

：
約
１
２
万
人
（全

体
の
約

３
％
）

現
行
制
度
の
２
割
負
担
者

：
４
５
万
人

合
計

施
設
・
居
住
系

在
宅
サ
ー
ビ
ス

5
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５
．
介
護
納
付
金
に
お
け
る
総
報
酬
割
の
導
入

見
直

し
内

容

○
第

２
号

被
保

険
者

（
4
0
～

6
4
歳

）
の

保
険

料
は

、
介

護
納

付
金

と
し
て
医

療
保

険
者

に
賦

課
し
て
お
り
、
各

医
療

保
険

者
が

加
入

者
で
あ
る
第

２
号

被
保

険
者

の
負

担
す
べ

き
費

用
を
一

括
納

付
し
て
い
る
。

○
各

医
療

保
険

者
は

、
介

護
納

付
金

を
、
２
号

被
保

険
者

で
あ
る
『
加

入
者

数
に
応

じ
て
負

担
』
し
て
い
る
が

、
こ
れ

を
被

用
者

保
険

間
で
は

『
報

酬
額

に
比

例
し
た
負

担
』
と
す
る
。
（
激

変
緩

和
の

観
点

か
ら
段

階
的

に
導

入
）
【
平

成
2
9
年

8
月

分
よ
り
実

施
】

第
２

号
被

保
険

者
の

保
険

料
2
8
%

第
１
号
被
保
険
者
の

保
険
料

2
2
%

地
方
自
治
体

負
担

2
5
%

国
庫
負
担

2
5
%

【
介
護
給
付
費
の
財
源
】

「
負
担
増
」
と
な
る
被
保
険
者

約
１
，
３
０
０
万
人

「
負
担
減
」
と
な
る
被
保
険
者

約
１
，
７
０
０
万
人

国
保

医
療
保
険
者
が
介
護
納
付
金
と
し
て
負

担 協
会
け
ん
ぽ

健
保
組
合

共
済
組
合

各
医
療
保
険
者
は
、
被
保
険
者
数
に

応
じ
て
納
付
金
を
負
担
（
加
入
者
割

）

被
用
者
保
険
間
で
は
報
酬
額

に
比
例
し
て
負
担
す
る
仕
組

み
（
総
報
酬
割
）
を
導
入

２
９
年

度
３
０
年

度
３
１
年

度
３
２
年

度
～

７
月

８
月

～

総
報

酬
割

分
な
し

１
／

２
１
／

２
３
／

４
全

面

【
総
報
酬
割
導
入
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
】

【
全
面
総
報
酬
割
導
入
の
際
に
影
響
を
受
け
る
被
保
険
者
数
】

※
平
成
26
年
度
実
績
ベ
ー
ス

6
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○
住

民
の

主
体

的
な
支

え
合

い
を
育

み
、
暮

ら
し
に
安

心
感

と
生

き
が

い
を
生

み
出

す
○

地
域

の
資

源
を
活

か
し
、
暮

ら
し
と
地

域
社

会
に
豊

か
さ
を
生

み
出

す
○

個
人

や
世

帯
の

抱
え
る
複

合
的

課
題

な
ど
へ

の
包

括
的

な
支

援
○

人
口

減
少

に
対

応
す
る
、
分

野
を
ま
た
が

る
総

合
的

サ
ー
ビ
ス
提

供
の

支
援

◆
制

度
・
分

野
ご
と
の

『
縦

割
り
』
や

「
支

え
手

」
「
受

け
手

」
と
い
う
関

係
を
超

え
て
、
地

域
住

民
や

地
域

の
多

様
な
主

体
が

『
我

が
事

』
と
し
て
参

画
し
、

人
と
人

、
人

と
資

源
が

世
代

や
分

野
を
超

え
て
『
丸

ご
と
』
つ
な
が

る
こ
と
で
、
住

民
一

人
ひ
と
り
の

暮
ら
し
と
生

き
が

い
、
地

域
を
と
も
に
創

っ
て
い
く
社

会

「
地

域
共

生
社

会
」

の
実

現
に
向

け
て
（

当
面

の
改
革
工
程
）
【
概
要
】

「
地

域
共

生
社

会
」

と
は

平
成

29
（2

01
7）
年
：介

護
保
険
法
・社

会
福
祉
法
等
の
改
正


市

町
村

に
よ
る
包

括
的

支
援

体
制

の
制

度
化


共

生
型

サ
ー
ビ
ス
の

創
設

な
ど

平
成

3
0
（

2
0

1
8
）
年

：


介
護

・
障

害
報

酬
改

定
：
共

生
型

サ
ー
ビ
ス
の

評
価

な
ど


生

活
困

窮
者

自
立

支
援

制
度

の
強

化
2

0
2

0
年

代
初

頭
：

全
面

展
開

【
検

討
課

題
】

①
地

域
課

題
の

解
決

力
強

化
の

た
め
の

体
制

の
全

国
的

な
整

備
の

た
め
の

支
援

方
策

（
制

度
の

あ
り
方
を
含

む
）

②
保

健
福

祉
行

政
横

断
的

な
包

括
的

支
援

の
あ
り
方

③
共

通
基

礎
課

程
の

創
設

等

平
成

3
1
（

2
0

1
9
）
年

以
降

：
更

な
る
制

度
見

直
し

平
成

2
9
年

2
月

7
日

厚
生

労
働

省
「
我

が
事

・
丸

ご
と
」
地

域
共

生
社

会
実

現
本

部
決

定

実
現

に
向

け
た
工

程

改
革

の
骨

格

専
門

人
材

の
機

能
強

化
・
最

大
活

用

地
域

を
基

盤
と
す
る
包

括
的

支
援

の
強

化


地

域
包
括

ケ
ア
の

理
念

の
普

遍
化

：
高

齢
者

だ
け
で
な
く
、

生
活

上
の

困
難

を
抱

え
る
方

へ
の

包
括

的
支

援
体

制
の

構
築


共

生
型

サ
ー
ビ
ス
の

創
設

【
2

9
年

制
度

改
正

・
3

0
年

報
酬

改
定

】


市

町
村
の

地
域

保
健

の
推

進
機

能
の

強
化

、
保

健
福

祉
横

断
的

な
包

括
的

支
援

の
あ
り
方

の
検

討


住

民
相
互

の
支

え
合

い
機

能
を
強

化
、
公

的
支

援
と
協

働
し
て
、
地

域
課

題
の

解
決

を
試

み
る
体

制
を
整

備
【

2
9
年

制
度

改
正

】


複

合
課
題

に
対

応
す
る
包

括
的

相
談
支

援
体

制
の

構
築

【
2

9
年

制
度

改
正

】


地

域
福
祉

計
画

の
充

実
【

2
9
年

制
度

改
正

】

地
域

課
題

の
解

決
力

の
強

化

地
域

丸
ご
と
の

つ
な
が

り
の

強
化


対

人
支
援

を
行

う
専

門
資

格
に
共

通
の

基
礎

課
程

創
設

の
検

討


福

祉
系

国
家

資
格

を
持

つ
場

合
の

保
育

士
養

成
課

程
・
試

験
科

目
の

一
部

免
除

の
検

討

「
地

域
共

生
社

会
」

の
実

現

改
革

の
背

景
と
方

向
性

公
的

支
援

の
『
縦

割
り
』
か

ら
『
丸

ご
と
』
へ
の

転
換

『
我

が
事

』
・
『
丸

ご
と
』
の

地
域

づ
く
り
を
育
む
仕
組

み
へ

の
転

換


多

様
な
担

い
手

の
育

成
・
参

画
、

民
間

資
金

活
用

の
推

進
、
多

様
な
就

労
・
社

会
参

加
の

場
の

整
備


社

会
保
障

の
枠

を
超

え
、
地

域
資

源
（
耕

作
放

棄
地

、
環

境
保

全
な
ど
）
と

丸
ご
と
つ
な
が

る
こ
と
で
地

域
に
「
循

環
」
を
生

み
出

す
、
先

進
的

取
組

を
支

援
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地
域
力
強
化
検
討
会
中
間
と
り
ま
と
め
の
概
要

～
従
来
の
福
祉
の
地
平
を
超
え
た
、
次
の
ス
テ
ー
ジ
へ
～

【
現
状
認
識
】

【
今
後
の
方
向
性
】

○
地
域
づ
く
り
の
３
つ
の
方
向
性
⇒
互
い
に
影
響
し
合
い
、
「
我
が
事
」
の
意
識
を
醸
成

①
「自
分
や
家
族
が
暮
ら
し
た
い
地
域
を
考
え
る
」と
い
う
主
体
的
・積
極
的
な
取
組
の
広
が
り

②
「地
域
で
困
っ
て
い
る
課
題
を
解
決
し
た
い
」と
い
う
気
持
ち
で
活
動
す
る
住
民
の
増
加

③
「一
人
の
課
題
」に
つ
い
て
解
決
す
る
経
験
の
積
み
重
ね
に
よ
る
誰
も
が
暮
ら
し
や
す
い
地
域
づ
く
り

○
生
活
上
生
じ
る
課
題
は
介
護
、
子
育
て
、
障
害
、
病
気
等
か
ら
、
住
ま
い
、
就
労
、
家
計
、
孤
立
等
に

及
ぶ
⇒
く
ら
し
と
し
ご
と
を
「
丸
ご
と
」
支
え
る

○
地
域
の
持
つ
力
と
公
的
な
支
援
体
制
が
協
働
し
て
初
め
て
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
に

４
．
自
治
体
等
の
役
割

○
自
治
体
組
織
も
、
福
祉
部
局
の
横
断
的
な
体
制
、
保
健
所
等
も

含
め
た
包
括
的
な
相
談
体
制
の
構
築
を
検
討
す
べ
き

１
．
「
住
民
に
身
近
な
圏
域
」
で
の
「
我
が
事
・
丸
ご
と
」

○
他
人
事
を
「
我
が
事
」
に
変
え
る
働
き
か
け
を
す
る
機
能
が
必
要
【
１
】

○
「
複
合
課
題
丸
ご
と
」
「
世
帯
丸
ご
と
」
「
と
り
あ
え
ず
丸
ご
と
」

受
け
止
め
る
場
を
設
け
る
べ
き
【
２
】

・
「ど
の
よ
う
な
地
域
に
住
み
た
い
か
」を
話
し
合
え
る
土
壌

・「
楽
し
い
」
「や
り
が
い
が
あ
る
」
取
組
へ
の
地
域
住
民
の
参
加

・「
深
刻
な
状
況
に
あ
る
人
」
に
対
し
「
自
分
た
ち
で
何
か
で
き
な
い
か
」と

思
え
る
意
識

・表
に
出
に
く
い
深
刻
な
状
況
に
あ
る
世
帯
に
早
期
に
気
付
け
る
の
は
住
民

・し
か
し
、
支
援
に
つ
な
げ
ら
れ
る
体
制
が
な
け
れ
ば
、
自
ら
解
決
す
る
か
、

気
に
な
り
な
が
ら
も
声
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
に
せ
ざ
る
を
得
な
い

２
．
市
町
村
に
お
け
る
包
括
的
な
相
談
支
援
体
制

○
協
働
の
中
核
を
担
う
機
能
が
必
要
【
３
】

・
例
え
ば
、
生
活
困
窮
に
関
わ
る
課
題
は
、
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度
の
自
立
相
談

支
援
機
関
。
自
立
相
談
支
援
機
関
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
自
治
体
や
生
活
困
窮
以

外
の
課
題
は
、
「多
機
関
の
協
働
に
よ
る
包
括
的
支
援
体
制
構
築
事
業
」（
28
年
度
5億
円
）

・
住
民
に
身
近
な
圏
域
で
把
握
さ
れ
た
「丸
ご
と
」
の
相
談
に
対
応

・多
様
・複
合
課
題
⇒
福
祉
の
ほ
か
、
医
療
、
保
健
、
雇
用
・就
労
、
司
法
、
産

業
、
教
育
、
家
計
、
権
利
擁
護
、
多
文
化
共
生
等
多
岐
に
わ
た
る
連
携
体
制

が
必
要

・
制
度
の
狭
間
⇒
地
域
住
民
と
協
働
し
て
新
た
な
社
会
資
源
を
見
つ
け
出
し
、

生
み
出
す

３
．
地
域
福
祉
計
画
等
法
令
上
の
取
扱
い

○
地
域
福
祉
計
画
の
充
実

・１
、
２
の
「我
が
事
・丸
ご
と
」の
体
制
整
備
を
記
載

・地
域
福
祉
計
画
策
定
を
義
務
化
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
徹
底
す
べ
き

・地
域
福
祉
計
画
の
上
位
計
画
と
し
て
の
位
置
づ
け

○
地
域
福
祉
の
対
象
や
考
え
方
の
進
展
を
社
会
福
祉
法
に

反
映
す
べ
き

・福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
と
す
る
⇒
就
労
や
孤
立
の
解
消
等
も
対
象

・支
え
手
側
と
受
け
手
側
に
分
か
れ
な
い
（一
億
プ
ラ
ン
）

○
ど
の
よ
う
な
形
で
作
る
か
は
、
自
治
体
に
よ
り
様
々
な
方
法

○
分
野
ご
と
の
財
源
⇒
柔
軟
な
財
源
の
活
用
や
、
別
途
の
財
源
の
議

論
な
ど
、
財
源
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
す
べ
き
。

○
守
秘
義
務
に
伴
う
課
題
⇒
法
制
的
な
対
応
を
含
め
検
討

・守
秘
義
務
を
有
す
る
者
が
、
住
民
の
協
力
も
得
な
が
ら
課
題
解
決
に

取
り
組
む
場
合
、
住
民
と
の
間
で
個
人
情
報
の
共
有
が
難
し
い
。

【進
め
て
い
る
取
組
】

・
地
方
創
生
・
地
域

づ
く
り
の
取
組

・
生
活
困
窮
者
自
立

支
援
制
度
に
よ
る

包
括
的
な
支
援

・
例
え
ば
、
地
区
社
協
、
市
区
町
村
社
協
の
地
区
担
当
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
相
談
支
援
事
業
所
、

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
、
利
用
者
支
援
事
業
、
社
会
福
祉
法
人
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等

※
平
成
2
8
年
度
に
2
6
自
治
体
が
実
施
。
自
立
相
談
支
援
機
関
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、

社
協
、
社
会
福
祉
法
人
、
医
療
法
人
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
行
政
と
、
様
々
な
機
関
に
置
か
れ
て
い
る
。

・
少
子
高
齢
・
人
口
減
少

→
地
域
の
存
続
の
危
機

→
人
、
モ
ノ
、
お
金
、
思
い

の
循
環
が
不
可
欠

・
課
題
の
複
合
化
・
複
雑
化

・
社
会
的
孤
立
・
社
会
的
排
除

・
地
域
の
福
祉
力
の
脆
弱
化

1
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地
域
に
お
け
る
住
民
主
体
の
課
題
解
決
力
強
化
・
包
括
的
な
相
談
支
援
体
制
の
イ
メ
ー
ジ

H
2
8
多
機
関
協
働
事
業

様
々
な
課
題
を

抱
え
る
住
民

高
齢
関
係

障
害
関
係

自
立
相
談

支
援
機
関

児
相児
童
関
係

病
院

医
療
関
係

教
育
関
係

保
健
関
係

家
計
支
援
関
係

が
ん
･
難
病
関
係

発
達
障
害
関
係

自
治
体
に
よ
っ
て
は

一
体
的

相
談
支
援

包
括
化
推
進
員

ご
近
所

民
生
委
員
・

児
童
委
員

P
T
A子

ど
も
会

住 民 に 身 近 な 圏 域 市 町 村 域 等

自
治
会

N
P
O

住
民
が
主
体
的
に
地
域
課
題
を
把
握
し
て

解
決
を
試
み
る
体
制
づ
く
り

環
境

産
業

地
区
社
協

司
法
関
係

住
ま
い
関
係

市
町
村

市
町
村
に
お
け
る

総
合
的
な

相
談
支
援
体
制
作
り

明
ら
か
に
な
っ
た
ニ
ー
ズ
に
、

寄
り
添
い
つ
つ
、
つ
な
ぐ

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

交
通

土
木

老
人
ｸ
ﾗ
ﾌ
ﾞ

医
療
的
ケ
ア
を
要
す
る

子
ど
も
や
D
V
、
刑
務

所
出
所
者
、
犯
罪
被
害

者
な
ど
、
身
近
な
圏
域

で
対
応
し
が
た
い
、
も

し
く
は
本
人
が
望
ま
な

い
課
題
に
も
留
意
。

農
林
水
産

都
市
計
画

ま
ち
お
こ
し

住
民
が
主
体
的
に
地
域
課
題
を
把
握
し
て
解
決

を
試
み
る
体
制
づ
く
り
を
支
援
す
る

複
合
課

題
の
丸

ご
と

世
帯
の

丸
ご
と

と
り
あ

え
ず
の

丸
ご
と

解
決

課
題
把
握

受
け
止
め

地
域
の
基
盤
づ
く
り

雇
用
･
就
労
関
係

「
丸
ご
と
」
受
け
止
め
る
場

（
地
区
社
協
、
市
区
町
村
社
協
の
地
区
担
当
、
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
、
相
談
支
援
事
業
所
、
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
、
利

用
者
支
援
事
業
、
社
会
福
祉
法
人
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等
）

協
働
の
中
核
を
担
う
機
能

他
人
事
を
「
我
が
事
」
に
変
え
て

い
く
よ
う
な
働
き
か
け
を
す
る
機
能

防
犯
・
防
災

社
会
教
育

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

企
業
・
商
店

受
け
手

支
え
手

社
会
福
祉
法
人

【
１
】

【
２
】

【
３
】

学
校

2

権
利
擁
護
関
係

多
文
化
共
生
関
係
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ガ
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ェ
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イ
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事
項
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ガ
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項
目

監
査
事
項

チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

確
認
書
類

Ｇ
Ｌ
頁

１
　
定
款
は
、
法
令
等
に
従
い
、
必
要
事

項
が
記
載
さ
れ
て

い
る
か
。

○
　
定

款
の
必

要
的

記
載

事
項

（
法
第

3
1
条

第
１
項

）
が
事

実
に
反

す
る
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
か
。

定
款

3

○
　
定

款
の
変

更
が
評

議
員

会
の
特

別
決

議
を
経

て
行
わ
れ
て
い
る
か
。

決
議

を
行

っ
た
評

議
員

会
の
議

事
録

、
評

議
員

会
の
招

集
通

知
、
評

議
員

会
の

議
題

・
議

案
を
決

定
し
た
理

事
会

の
議

事
録

3

２
　
内
部
管
理

体
制

１
　
特
定
社
会
福
祉
法
人
に
お
い
て
、
内
部
管
理
体
制
が
整

備
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
内

部
管

理
体

制
が
理

事
会

で
決

定
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
内

部
管

理
体

制
に
係

る
必

要
な
規

程
の
策

定
が
行
わ
れ
て
い
る
か
。

関
係

規
程

理
事

会
の
議

事
録

53
変

更
認

可
書

定
款

変
更

の
届

出
書

評
議
員
の
選
任
に
関
す
る
書
類
（
評
議

員
選

任
・
解

任
委

員
会

の
資

料
、
議

事
録

等
）
、
就

任
承

諾
書

等

定
款

4 6

Ⅰ
　
【
法

人
運

営
に
つ
い
て
】

○
　
定
款
の
変
更
が
所
轄
庁
の
認
可
を
受
け
て
行

わ
れ
て
い
る
か
（
所
轄
庁
の
認
可
が
不
要
と
さ
れ

る
事

項
の
変

更
に
つ

い
て
は
、
所

轄
庁

へ
の
届

出
が
行
わ
れ
て
い
る
か
。
）
。

○
　
定

款
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
社

会
福

祉
法

人
の
適
正

な
運

営
に
必

要
な
識

見
を
有

す
る
者

が
選

任
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
定
款
を
事
務
所
に
備
え
置
い
て
い
る
か
。

○
　
定

款
の
内

容
を
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利

用
し
て
公

表
し
て
い
る
か
。

○
　
公

表
し
て
い
る
定

款
は
直

近
の
も
の
で
あ
る
か
。

１
　
定
款

２
　
定
款
の
変
更
が
所
定
の
手
続
を
経
て
行
わ
れ
て
い
る

か
。

３
　
法
令
に
従
い
、
定
款
の
備
置
き
・
公

表
が
さ
れ
て
い
る

か
。

１
　
法
律
の
要
件
を
満
た
す
者
が
適
正

な
手
続
に
よ
り
選
任

さ
れ

て
い
る
か
。

３
　
評
議
員
・
評

議
員
会

（
1
）
評

議
員
の

選
任

2
＠

全
国

社
会

福
祉

法
人

経
営

者
協

議
会
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項
目

監
査

事
項

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

確
認

書
類

Ｇ
Ｌ

頁

２
　

評
議

員
と

な
る

こ
と

が
で

き
な

い
者

又
は

適
当

で
は

な
い

者
が

選
任

さ
れ

て
い

な
い

か
。

○
　
欠

格
事

由
に
該

当
す

る
者

が
選

任
さ
れ
て
い
な
い
か
。

○
　
当

該
法

人
の
役

員
又

は
職

員
を
兼

ね
て
い
な
い
か
。

○
　
当

該
法

人
の
各

評
議

員
、
各
役

員
と
特

殊
の
関

係
に
あ
る
者

が
選

任
さ
れ
て
い
な
い
か
。

○
　
社
会
福
祉
協
議
会
に
あ
っ
て
は
、
関
係
行
政
庁
の
職
員
が
評
議
員
の
総
数
の
５
分
の
１
を
超
え

て
選
任
さ
れ
て
い
な
い
か
。

○
　
実
際
に
評
議
員
会
に
参
加
で
き
な
い
者

が
名
目
的
に
選
任
さ
れ
て
い
な
い
か
。

○
　
地

方
公

共
団

体
の
長

等
特

定
の
公

職
に
あ
る
者

が
慣

例
的

に
評

議
員

と
し
て
選

任
さ
れ
て
い

な
い
か
。

○
　
暴

力
団

員
等

の
反

社
会

的
勢

力
の
者

が
評

議
員

と
な
っ
て
い
な
い
か
。

評
議
員
の
選
任
手
続
に
お
け
る
関
係
書

類
（
履

歴
書

、
誓

約
書

等
）
、
役

職
員

名
簿

、
評

議
員

会
の
議

事
録

等

6

３
　

評
議

員
の

数
は

、
法

令
及

び
定

款
に

定
め

る
員

数
と

な
っ

て
い

る
か

。

○
　
評

議
員

の
数

は
、
定

款
で
定

め
た
理

事
の
員

数
を
超

え
て
い
る
か
。

定
款

、
評

議
員

名
簿

、
役

員
名

簿
、
評

議
員
の
選
任
に
関
す
る
書
類
（
評
議
員
選

任
・
解

任
委

員
会

の
議

事
録

、
委

嘱
状

、
就

任
承

諾
書

等
）
、
理

事
の
選

任
・
解

任
等

に
関

す
る
書

類
（
理

事
が
選

任
さ
れ
た

評
議

員
会

の
議

事
録

、
委

嘱
状

、
就

任
承

諾
書

等
）

8

１
  

評
議

員
会

の
招

集
が

適
正

に
行

わ
れ

て
い

る
か

。
○

　
評

議
員

会
の
招

集
通

知
を
期

限
ま
で
に
評

議
員

に
発

し
て
い
る
か
。

○
　
招

集
通

知
に
記

載
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
事

項
は
理

事
会

の
決

議
に
よ
っ
て
い
る
か
。

○
　
定

時
評

議
員

会
が
毎

会
計

年
度

終
了

後
一

定
の
時
期

に
招

集
さ
れ
て
い
る
か
。

評
議

員
会

の
招

集
通

知
、
理

事
会

の
議

事
録

、
評

議
員

会
の
議

事
録

、
評

議
員

全
員
の
同
意
が
確
認
で
き
る
書
類

9

２
　

 決
議

が
適

正
に

行
わ

れ
て

い
る

か
。

○
　
決

議
に
必

要
な
数

の
評

議
員

が
出
席

し
、
必

要
な
数

の
賛

成
を
も
っ
て
行

わ
れ
て
い
る
か
。

○
　
決

議
が
必

要
な
事

項
に
つ

い
て
、
決

議
が
行

わ
れ
て
い
る
か
。

○
　
特

別
決

議
は
必

要
数

の
賛

成
を
も
っ
て
行

わ
れ
て
い
る
か
。

○
　
決

議
に
つ

い
て
特

別
の
利

害
関

係
を
有
す

る
評

議
員

が
議

決
に
加

わ
っ
て
い
な
い
か
。

○
　
評

議
員

会
の
決

議
が
あ
っ
た
と
み

な
さ
れ
た
場

合
（
決

議
を
省

略
し
た
場

合
）
や

評
議

員
会

へ
の
報

告
が
あ
っ
た
と
み

な
さ
れ
た
場

合
（
報

告
を
省

略
し
た
場

合
）
に
、
評

議
員

の
全

員
の
書

面
又

は
電

磁
的

記
録

に
よ
る
同

意
の
意

思
表

示
が
あ
る
か
。

定
款

、
評

議
員

会
の
議

事
録

、
同

意
の

意
思

表
示

の
書

面
又

は
電

磁
的

記
録

、
法

人
が
決

議
に
特

別
の
利

害
関
係

を
有

す
る
評

議
員

が
い
る
か
を
確

認
し
た
書

類
1
0

３
　

評
議

員
会

に
つ

い
て

、
適

正
に

記
録

の
作

成
、

保
存

を
行

っ
て

い
る

か
。

○
　
厚

生
労

働
省

令
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議

事
録

を
作

成
し
て
い
る
か
。

○
　
議
事
録
を
法
人
の
事
務
所
に
法
定
の
期
間
備
え
置
い
て
い
る
か
。

○
　
評

議
員

会
の
決

議
が
あ
っ
た
と
み

な
さ
れ
た
場

合
（
決

議
を
省

略
し
た
場

合
）
に
、
同

意
の
書

面
又

は
電

磁
的

記
録

を
法

人
の
主

た
る
事

務
所

に
法

定
の
期

間
備

え
置

い
て
い
る
か
。

評
議

員
会

の
議

事
録

、
同

意
の
意

思
表

示
を
行

っ
た
書

面
又

は
電

磁
的

記
録

1
1

（
2
）
評

議
員

会

3
＠

全
国

社
会

福
祉

法
人

経
営

者
協

議
会
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項
目

監
査
事
項

チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

確
認
書
類

Ｇ
Ｌ
頁

４
　
理
事

（
１
）
定
数

１
　
法
に
規
定
さ
れ
た
員
数
が
定
款
に
定

め
ら
れ
、
そ
の
定

款
に
定
め
る
員
数
を
満
た
す
選
任
が
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
定

款
に
定

め
る
員

数
が
選

任
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
定

款
で
定

め
た
員

数
の
３
分

の
１
を
超

え
る
者

が
欠

け
た
と
き
は
遅

滞
な
く
補

充
し
て
い
る
か
。

○
　
欠

員
が
生

じ
て
い
な
い
か
。

定
款
、
理
事
の
選
任
に
関
す
る
評
議
員

会
議

事
録

、
理

事
会

議
事

録
、
そ
の
他

関
係

書
類

1
3

（
２
）
選
任
及
び

解
任

１
　
理
事
は
法
令
及
び
定
款
に
定
め
る
手
続
に
よ
り
選
任
又

は
解

任
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
評

議
員

会
の
決

議
に
よ
り
選

任
又

は
解

任
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
理

事
の
解

任
は
、
法

に
定

め
る
解

任
事

由
に
該

当
し
て
い
る
か
。

評
議

員
会

の
議

事
録

、
評

議
員

会
の
招

集
通

知
、
評

議
員

会
の
議

題
（
及

び
議

案
）
を
決

定
し
た
理

事
会

の
議

事
録

、
就

任
承

諾
書

等

1
4

（
３
）
適
格
性

１
　
理
事
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
又
は
適
切
で
は
な
い
者

が
選

任
さ
れ
て
い
な
い
か
。

○
　
欠

格
事

由
を
有

す
る
者

が
選

任
さ
れ
て
い
な
い
か
。

○
　
各

理
事

に
つ

い
て
、
特

殊
の
関

係
に
あ
る
者

が
上

限
を
超

え
て
含

ま
れ
て
い
な
い
か
。

○
　
社

会
福

祉
協

議
会

に
あ
っ
て
は
、
関

係
行

政
庁

の
職

員
が
役

員
の
総

数
の
５
分

の
１
ま
で
と

な
っ
て
い
る
か
。

○
　
実
際
に
法
人
運
営
に
参
加
で
き
な
い
者

が
名
目
的
に
選
任
さ
れ
て
い
な
い
か
。

○
　
地

方
公

共
団

体
の
長

等
特

定
の
公

職
に
あ
る
者

が
慣

例
的

に
理

事
長

に
就

任
し
た
り
、
理

事
と

し
て
参

加
し
て
い
な
い
か
。

○
　
暴

力
団

員
等

の
反

社
会

勢
力

の
者

が
選

任
さ
れ
て
い
な
い
か
。

役
員
の
選
任
手
続
に
お
け
る
関
係
書
類

（
履

歴
書

、
誓

約
書

等
）
、
役

員
名

簿
、
理

事
会

及
び

評
議

員
会

の
議

事
録

等

1
4

（
４
）
理
事
長

１
　
理
事
長
及
び
業
務
執
行
理
事
は
理
事
会
で
選
定
さ
れ
て

い
る
か
。

○
　
理

事
会

の
決

議
で
理

事
長

を
選

定
し
て
い
る
か
。

○
　
業

務
執

行
理

事
の
選

定
は
理

事
会

の
決

議
で
行

わ
れ
て
い
る
か
。

定
款

、
理

事
会

の
議

事
録

1
7

５
　
監
事

（
１
）
定
款

１
　
法
に
規
定
さ
れ
た
員
数
が
定
款
に
定

め
ら
れ
、
そ
の
定

款
に
定
め
る
員
数
を
満
た
す
選
任
が
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
定

款
に
定

め
る
員

数
が
選

任
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
定

員
で
定

め
た
員

数
の
３
分

の
１
を
超

え
る
者

が
欠

け
た
と
き
は
遅

滞
な
く
補

充
し
て
い
る
か
。

○
　
欠

員
が
生

じ
て
い
な
い
か
。

定
款
、
監
事
の
選
任
に
関
す
る
評
議
員

会
議

事
録

、
理

事
会

議
事

録
及

び
そ
の

他
関

係
書

類
1
8

理
事
の
選
任
手
続
に
お
け
る
関
係
書
類

（
履

歴
書

、
誓

約
書

等
）
、
役

員
名

簿
、
理

事
会

及
び

評
議

員
会

の
議

事
録

等

○
　
社

会
福

祉
事

業
の
経

営
に
識

見
を
有

す
る
者

が
選
任

さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
当
該
社
会
福
祉
法
人
が
行
う
事
業
の
区
域
に
お
け
る
福
祉
に
関
す
る
実
情
に
通
じ
て
い
る
者

が
選

任
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
施

設
を
設

置
し
て
い
る
場

合
は
、
当

該
施

設
の
管

理
者

が
選

任
さ
れ
て
い
る
か
。

２
　
理
事
と
し
て
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
が
選
任

さ
れ

て
い
る
か
。

1
6

4
＠
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国
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項
目

監
査
事
項

チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

確
認
書
類

Ｇ
Ｌ
頁

(２
)選

任
及
び

解
任

１
　
法
令
及
び
定
款
に
定
め
る
手
続
に
よ
り
選
任
又
は
解
任

さ
れ

て
い
る
か
。

○
　
評

議
員

会
の
決

議
に
よ
り
選

任
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
評

議
員

会
に
提

出
さ
れ
た
監

事
の
選

任
に
関

す
る
議

案
は
監

事
の
過

半
数

の
同

意
を
得

て
い

る
か
。

○
　
監

事
の
解

任
は
評

議
員

会
の
特

別
決

議
に
よ
っ
て
い
る
か
。

評
議

員
会

の
議

事
録

、
評

議
員

会
の
招

集
通

知
、
評

議
員

会
の
議

題
（
及

び
議

案
）
を
決

定
し
た
理

事
会

の
議

事
録

、
監

事
の
選
任
に
関
す
る
評
議
員
会
の
議
案

に
つ
い
て
の
監
事
の
同
意
を
証
す
る
書

類

1
8

２
　
監
事
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
が
選
任
さ
れ
て
い
な
い

か
。

○
　
欠

格
事

由
を
有

す
る
者

が
選

任
さ
れ
て
い
な
い
か
。

○
　
評

議
員

、
理

事
又

は
職

員
を
兼

ね
て
い
な
い
か
。

○
　
監

事
の
う
ち
に
、
各

役
員

に
つ

い
て
、
そ
の
配

偶
者
又

は
三

親
等

以
内

の
親

族
そ
の
他

各
役

員
と
厚

生
労

働
省

令
で
定

め
る
特

殊
の
関

係
に
あ
る
者
が
含

ま
れ
て
い
な
い
か
。

○
　
社

会
福

祉
協

議
会

に
あ
っ
て
は
、
関

係
行

政
庁

の
職

員
が
役

員
の
総

数
の
５
分

の
１
ま
で
と

な
っ
て
い
る
か
。

○
　
実
際
に
法
人
運
営
に
参
加
で
き
な
い
者

が
名
目
的
に
選
任
さ
れ
て
い
な
い
か
。

○
　
地

方
公

共
団

体
の
長

等
特

定
の
公

職
に
あ
る
者

が
慣

例
的

に
理

事
長

に
就

任
し
た
り
、
理

事
と

し
て
参

加
し
て
い
な
い
か
。

○
　
暴

力
団

員
等

の
反

社
会

勢
力

の
者

が
選

任
さ
れ
て
い
な
い
か
。

監
事
の
選
任
手
続
に
お
け
る
書
類
（
履

歴
書

、
誓

約
書

等
）
、
役

員
名

簿
、
理

事
会

及
び

評
議

員
会

の
議

事
録

1
9

３
　
法
に
定
め
る
者
が
含
ま
れ
て
い
る
か
。

○
　
社

会
福

祉
事

業
に
つ

い
て
識

見
を
有

す
る
者

及
び
財

務
管

理
に
つ

い
て
識

見
を
有

す
る
者

が
含

ま
れ
て
い
る
か
。

監
事
の
選
任
手
続
に
お
け
る
書
類
（
履

歴
書

等
）
、
役

員
名

簿
、
理

事
会

及
び

評
議

員
会

の
議

事
録

2
1

１
　
法
令
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
業
務
を
行
っ
て
い
る
か
。

○
　
理

事
の
職

務
の
執

行
を
監

査
し
、
厚

生
労

働
省

令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
監

査
報

告
を
作

成
し
て
い
る
か
。

監
査

報
告

、
監

査
報

告
の
内

容
の
通

知
2
2

○
　
理

事
会

へ
の
出

席
義

務
を
履

行
し
て
い
る
か
。

理
事

会
の
議

事
録

2
4

（
３
）
職
務
・
義

務

5
＠

全
国

社
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福
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項
目

監
査

事
項

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

確
認

書
類

Ｇ
Ｌ

頁

６
 理

事
会

（
１

）
審

査
状

況

１
　

理
事

会
は

法
令

及
び

定
款

の
定

め
に

従
っ

て
開

催
さ

れ
て

い
る

か
。

○
　
権
限
を
有
す
る
者
が
招
集
し
て
い
る
か
。

○
　
各

理
事

及
び

各
監

事
に
対

し
て
、
期

限
ま
で
に
招

集
の
通

知
を
し
て
い
る
か
。

○
　
招

集
通

知
の
省

略
は
、
理

事
及

び
監

事
の
全

員
の
同

意
に
よ
り
行

わ
れ
て
い
る
か
。

理
事

会
の
招

集
通

知
、
理

事
会

の
議

事
録

、
招

集
通

知
を
省

略
し
た
場

合
の
理

事
及

び
監

事
の
全

員
の
同

意
を
証

す
る

書
類

2
5

２
　

理
事

会
の

決
議

は
、

法
令

及
び

定
款

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

行
わ

れ
て

い
る

か
。

○
　
決

議
に
必

要
な
数

の
理

事
が
出

席
し
、
必

要
な
数

の
賛

成
を
も
っ
て
に
よ
り
行

わ
れ
て
い
る
か
。

○
　
決

議
が
必

要
な
事

項
に
つ

い
て
、
決

議
が
行

わ
れ
て
い
る
か
。

○
　
決

議
に
つ

い
て
特

別
の
利

害
関

係
を
有
す

る
理

事
が
決

議
に
加

わ
っ
て
い
な
い
か
。

○
　
理

事
会

で
評

議
員

の
選

任
又

は
解

任
の
決

議
が
行

わ
れ
て
い
な
い
か
。

○
　
書

面
に
よ
る
議

決
権

の
行

使
が
行

わ
れ
て
い
な
い
か
。

定
款

、
理

事
会

議
事

録
、
理

事
の
職

務
の
執
行
に
関
す
る
規
程

2
5

３
　

理
事

へ
の

権
限

の
委

任
は

適
切

に
行

わ
れ

て
い

る
か

。
○
　
理
事
に
委
任
で
き
な
い
事
項
が
理
事
に
委
任
さ
れ
て
い
な
い
か
。

○
　
理
事
に
委
任
さ
れ
る
範
囲
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
か
。

理
事

会
議

事
録

、
理

事
に
委

任
す

る
事

項
を
定
め
る
規
程
等

2
7

４
　

法
令

又
は

定
款

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
理

事
長

等
が

、
職

務
の

執
行

状
況

に
つ

い
て

、
理

事
会

に
報

告
を

し
て

い
る

か
。

○
　
実

際
に
開

催
さ
れ
た
理

事
会

に
お

い
て
、
必

要
な
回

数
以

上
報

告
が
さ
れ
て
い
る
か
。

定
款

、
理

事
会

の
議

事
録

2
7

（
２

）
記

録
１

　
法

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
議

事
録

が
作

成
さ

れ
、

保
存

さ
れ

て
い

る
か

。

○
　
法

令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
議

事
録

が
作

成
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
議

事
録

に
、
法

令
又

は
定

款
で
定

め
る
議

事
録

署
名

人
が
署

名
又

は
記

名
押

印
が
さ
れ
て
い

る
か
。

○
　
議

事
録

が
電

磁
的

記
録

で
作

成
さ
れ
て
い
る
場

合
、
必

要
な
措

置
を
し
て
い
る
か
。

○
　
議

事
録

又
は
同

意
の
意

思
表

示
の
書

面
等

を
主

た
る
事

務
所

に
必

要
な
期

間
備

え
置

い
て
い

る
か
。

定
款

、
議

事
録

、
理

事
全

員
の
同

意
の

意
思

表
示

を
記

し
た
書

類

2
8

７
　

会
計

監
査

人

１
　

会
計

監
査

人
は

定
款

の
定

め
に

よ
り

設
置

さ
れ

て
い

る
か

。

○
　
特

定
社

会
福

祉
法

人
が
、
会

計
監

査
人

の
設

置
を
定

款
に
定

め
て
い
る
か
。

○
　
会

計
監

査
人

の
設

置
を
定

款
に
定

め
た
法

人
が
、
会
計

監
査

人
を
設

置
し
て
い
る
か
。

○
　
会

計
監

査
人

が
欠

け
た
場

合
、
遅

滞
な
く
会

計
監

査
人

を
選

任
し
て
い
る
か
。

定
款

、
会

計
監

査
人

の
選

任
に
関

し
て

検
討

を
行

っ
た
理

事
会

議
事

録
等

3
0

6
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項
目

監
査

事
項

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

確
認

書
類

Ｇ
Ｌ

頁

２
　

法
令

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

選
任

さ
れ

て
い

る
か

。
○

　
評

議
員

会
の
決

議
に
よ
り
適

切
に
選

任
等

が
さ
れ
て
い
る
か
。

評
議

員
会

の
議

事
録

、
理

事
会

の
議

事
録

、
監

事
の
過

半
数

の
同

意
を
証

す
る

書
類

（
理

事
会

の
議

事
録

に
記

載
が
な

い
場

合
）
、
会

計
監

査
人

候
補

者
の
選

定
に
関
す
る
書
類

3
1

３
　

法
令

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

会
計

監
査

を
行

っ
て

い
る

か
。

○
　
省
令
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
会
計
監
査
報
告
を
作
成
し
て
い
る
か
。

○
　
財

産
目

録
を
監

査
し
、
そ
の
監

査
結

果
を
会

計
監

査
報

告
に
併

せ
て
記

載
又

は
記

録
し
て
い

る
か
。

会
計

監
査

報
告

、
会

計
監

査
人

が
会

計
監

査
報

告
を
特

定
監

事
及

び
特

定
理

事
に
通

知
文

書
3
2

８
 役

員
報

酬
（
１

）
報

酬

１
　

評
議

員
の

報
酬

等
の

額
が

法
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

定
め

ら
れ

て
い

る
か

。

○
　
評

議
員

の
報

酬
等

の
額

が
定

款
で
定

め
ら
れ
て
い
る
か
。

定
款

3
3

２
　

理
事

の
報

酬
等

の
額

が
法

令
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
定

め
ら

れ
て

い
る

か
。

○
　
理

事
の
報

酬
等

の
額

が
定

款
又

は
評

議
員

会
の
決

議
に
よ
っ
て
定

め
ら
れ
て
い
る
か
。

定
款

、
評

議
員

会
の
議

事
録

3
4

３
　

監
事

の
報

酬
等

の
額

が
法

令
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
定

め
ら

れ
て

い
る

か
。

○
　
監

事
の
報

酬
等

が
定

款
又

は
評

議
員

会
の
決

議
に
よ
っ
て
定

め
て
い
る
か
。

○
　
定

款
又

は
評

議
員

会
の
決

議
に
よ
っ
て
監

事
の
報
酬

総
額

の
み

が
決

定
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、

そ
の
具

体
的

な
配

分
は
、
監

事
の
協

議
に
よ
っ
て
定

め
ら
れ
て
い
る
か
。

定
款

、
評

議
員

会
の
議

事
録

、
監

事
の

報
酬

等
の
具

体
的

な
配

分
の
決

定
が
行

わ
れ
た
こ
と
及

び
そ
の
決

定
内

容
を
記

録
し
た
書

類

3
4

４
　

会
計

監
査

人
の

報
酬

等
が

法
令

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

定
め

ら
れ

て
い

る
か

。

○
　
会

計
監

査
人

の
報

酬
等

を
定

め
る
場

合
に
、
監

事
の
過

半
数

の
同

意
を
得

て
い
る
か
。

理
事

会
の
議

事
録

、
監

事
の
過

半
数

の
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

3
5

7
＠
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項
目

監
査
事
項

チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

確
認
書
類

Ｇ
Ｌ
頁

（
２
）
報
酬
等
支

給
基
準

１
　
理

事
、
監

事
及

び
評

議
員

に
対
す
る
報

酬
等

の
支

給
基

準
に
つ
い
て
、
法
令
に
定
め
る
手
続
に
よ
り
定
め
、
公
表
し
て

い
る
か
。

○
　
理
事
、
監
事
及
び
評
議
員
に
対
す
る
報
酬
等
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
支

給
の
基

準
を
定

め
、
評

議
員

会
の
承

認
を
受

け
て
い
る
か
。

理
事

、
監

事
及

び
評

議
員

の
報

酬
等

の
支

給
基

準
、
評

議
員

会
の
議

事
録

3
5

○
　
理

事
、
監

事
及

び
評

議
員

に
対

す
る
報

酬
等

の
支
給

の
基

準
を
公

表
し
て
い
る
か
。

3
6

（
３
）
報
酬
の
支

給

１
　
役
員
及
び
評
議
員
の
報
酬
等
が
法
令
等
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
支
給
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
評

議
員

の
報

酬
等

が
定

款
に
定

め
ら
れ
た
額

及
び
報

酬
等

の
支

給
基

準
に
従

っ
て
支

給
さ
れ

て
い
る
か
。

○
　
役

員
の
報

酬
等

が
定

款
又

は
評

議
員

会
の
決

議
に
よ
り
定

め
ら
れ
た
額

及
び

報
酬

等
の
支

給
基

準
に
従

っ
て
支

給
さ
れ
て
い
る
か
。

定
款

、
評

議
員

会
の
議

事
録

、
報

酬
等

の
支
給
基
準
、
報
酬
等
の
支
払
い
の
内

容
が
確
認
で
き
る
書
類

3
7

（
４
）
報
酬
等
の

総
額
の
公
表

１
　
役
員
及
び
評
議
員
等
の
報
酬
に
つ
い
て
、
法
令
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
公
表
し
て
い
る
か
。

○
　
理

事
、
監

事
及

び
評

議
員

の
区

分
ご
と
の
報

酬
等

の
総

額
に
つ

い
て
、
現

況
報

告
書

に
記

載
の
上
、
公
表
し
て
い
る
か
。

3
7

8
＠
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項
目

監
査
事
項

チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

確
認
書
類

Ｇ
Ｌ
頁

１
　
事
業
一
般

１
　
定
款
に
従
っ
て
事
業
を
実
施
し
て
い
る
か
。

○
　
定

款
に
定

め
て
い
る
事

業
が
実

施
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
定

款
に
定

め
て
い
な
い
事

業
が
実

施
さ
れ
て
い
な
い
か
。

定
款

、
法

人
の
事

業
内

容
が
確

認
で
き

る
書

類
（
事

業
報

告
等

）
3
7

２
　
「
地
域
に
お
け
る
公
益
的
な
取
組
」
を
実
施
し
て
い
る
か
。

○
　
社

会
福

祉
事

業
及

び
公

益
事

業
を
行

う
に
当

た
り
、
日

常
生

活
若

し
く
は
社

会
生

活
上

の
支

援
を
必

要
と
す

る
者

に
対

し
て
、
無

料
又

は
低

額
な
料

金
で
、
福

祉
サ
ー

ビ
ス
を
積

極
的

に
提

供
す

る
よ
う
努

め
て
い
る
か
。

地
域
公
益
取
組
の
内
容
が
確
認
で
き
る

書
類

（
事

業
報

告
、
現

況
報

告
書

等
）

3
8

１
　
社

会
福
祉

事
業

を
行

う
こ
と
を
目

的
と
す
る
法

人
と
し
て

適
正

に
実
施
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
当
該
法
人
の
事
業
の
う
ち
主
た
る
地
位
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
か
。

○
　
社

会
福

祉
事

業
で
得

た
収

入
を
、
法

令
・
通

知
上

認
め
ら
れ
て
い
な
い
使

途
に
充

て
て
い
な
い

か
。

計
算

書
類

及
び

そ
の
附

属
明

細
書

3
9

２
　
社
会
福
祉
事
業
を
行
う
た
め
に
必
要
な
資
産
を
有
し
て
い

る
か
。

○
　
社

会
福

祉
事

業
を
行

う
た
め
に
必

要
な
資

産
が
確

保
さ
れ
て
い
る
か
。

定
款

、
貸

借
対

照
表

、
財

産
目

録
、
登

記
簿

謄
本

4
0

３
　
公
益
事
業

１
　
社
会
福
祉
事
業
を
行
う
こ
と
を
目
的

と
す
る
法
人
が
行
う

公
益

事
業

と
し
て
適

正
に
実

施
さ
れ

て
い
る
か

。

○
　
社

会
福

祉
と
関

係
が
あ
り
、
ま
た
、
公

益
性

が
あ
る
も
の
で
あ
る
か
。

○
　
公

益
事

業
の
経

営
に
よ
り
、
社

会
福

祉
事

業
の
経

営
に
支

障
を
来

し
て
い
な
い
か
。

○
　
公

益
事

業
の
規

模
が
社

会
福

祉
事

業
の
規

模
を
超

え
て
い
な
い
か
。

計
算

書
類

及
び

そ
の
附

属
明

細
書

（
特

に
「
事

業
区

分
間

及
び

拠
点

区
分

間
繰

入
金

明
細

書
」
）
、
事

業
報

告
、
理

事
会

及
び

評
議

員
会

の
議

事
録

4
2

１
　
法
に
基
づ
き
適
正
に
実
施
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
社

会
福

祉
事

業
又

は
政

令
で
定

め
る
公

益
事

業
の
経

営
に
収

益
が
充

て
ら
れ
て
い
る
か
。

○
　
収

益
事

業
の
経

営
に
よ
り
、
社

会
福

祉
事

業
の
経

営
に
支

障
を
来

し
て
い
な
い
か
。

計
算

書
類

及
び

そ
の
附

属
明

細
書

（
特

に
「
事

業
区

分
間

及
び

拠
点

区
分

間
繰

入
金

明
細

書
」
）
、
事

業
報

告
、
理

事
会

及
び

評
議

員
会

の
議

事
録

4
4

２
　
法
人
が
行
う
事
業
と
し
て
法
令
上
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
か
。

○
　
事

業
規

模
が
社

会
福

祉
事

業
の
規

模
を
超

え
て
い
な
い
か
。

○
　
法

人
の
社

会
的

信
用

を
傷

つ
け
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
又

は
投

機
的

な
も
の
で
な
い
か
。

○
　
当

該
事

業
を
行

う
こ
と
に
よ
り
当

該
法

人
の
社

会
福

祉
事

業
の
円

滑
な
遂

行
を
妨

げ
る
お

そ
れ

が
あ
る
も
の
で
な
い
か
。

計
算

書
類

、
収

益
事

業
の
事

業
内

容
が

確
認
で
き
る
書
類
（
事
業
報
告
等
）

4
5

Ⅱ
　
【
事

業
に
つ
い
て
】

２
　
社
会
福
祉

事
業

４
　
収
益
事
業

9
＠
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項
目

監
査
事
項

チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

確
認
書
類

Ｇ
Ｌ
頁

１
　
人
事
管
理

１
　
法
令
に
従
い
、
職
員
の
任
免
等
人
事
管
理
を
行
っ
て
い

る
か
。

○
　
重

要
な
役

割
を
担

う
職

員
の
選

任
及

び
解

任
は
、
理
事

会
の
決

議
を
経

て
行

わ
れ
て
い
る
か
。

○
　
職

員
の
任

免
は
適

正
な
手

続
に
よ
り
行

わ
れ
て
い
る
か
。

理
事

会
の
議

事
録

、
職

員
の
任

免
に
関

す
る
規

程
、
辞

令
又

は
職

員
の
任

免
に

つ
い
て
確
認
で
き
る
書
類

4
6

２
　
資
産
管
理

（
１
）
基
本
財
産

１
　
基
本
財
産
の
管
理
運
用
が
適
切
に
な
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
法

人
の
所

有
す

る
社

会
福

祉
事

業
の
用

に
供

す
る
不

動
産

は
、
全

て
基

本
財

産
と
し
て
定

款
に
記

載
さ
れ
て
い
る
か
。
ま
た
、
当

該
不

動
産

の
所

有
権
の
登

記
が
な
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
所

轄
庁

の
承

認
を
得

ず
に
、
基

本
財

産
を
処

分
し
、
貸

与
し
又

は
担

保
に
供

し
て
い
な
い
か
。

○
　
基

本
財

産
の
管

理
運

用
は
、
安

全
、
確

実
な
方

法
、
す

な
わ
ち
元

本
が
確

実
に
回

収
で
き
る
も

の
に
よ
り
行

わ
れ
て
い
る
か
。

定
款

、
財

産
目

録
、
登

記
簿

謄
本

、
国

又
は
地

方
公

共
団

体
の
使

用
許

可
が
あ
る

こ
と
を
確
認
で
き
る
書
類
、
基
本
財
産
の

処
分

等
に
関

す
る
決

定
を
行

っ
た
理

事
会

議
事

録
、
評

議
員

会
議

事
録

4
7

（
２
）
基
本
財
産

以
外
の
財
産

１
　
基
本
財
産
以
外
の
資
産
の
管
理
運

用
は
適
切
に
な
さ
れ

て
い
る
か
。

○
　
基

本
財

産
以

外
の
資

産
（
そ
の
他

財
産

、
公

益
事

業
用

財
産

、
収

益
事

業
用

財
産

）
の
管

理
運

用
に
あ
た
っ
て
、
安

全
、
確

実
な
方

法
で
行

わ
れ
て
い
る
か
。

○
　
そ
の
他
財
産
の
う
ち
社
会
福
祉
事
業
の
存
続
要
件
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
管
理
が
適
正
に
さ

れ
、
そ
の
処

分
が
み

だ
り
に
行

わ
れ
て
い
な
い
か
。

資
産
の
管
理
運
用
に
関
す
る
規
程
、
理

事
会

議
事

録
、
計

算
関

係
書

類
4
8

（
３
）
株
式
保
有

１
　
株
式
の
保
有
は
適
切
に
な
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
株
式
の
保
有
が
法
令
上
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
。

○
　
株
式
保
有
等
を
行
っ
て
い
る
場
合

（
全
株
式
の
2
0
％
以
上
を
保
有
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

に
、
所

轄
庁

に
必

要
書

類
の
提

出
を
し
て
い
る
か
。

株
式

の
保

有
及

び
取

引
の
状

況
を
確

認
で
き
る
書
類

4
9

（
４
）
不
動
産
の

借
用

１
　
不
動
産
を
借
用
し
て
い
る
場
合
、
適
正
な
手
続
き
を
行
っ

て
い
る
か
。

○
　
社

会
福

祉
事

業
の
用

に
供

す
る
不

動
産

を
国

又
は
地

方
公

共
団

体
か
ら
借

用
し
て
い
る
場

合
は
、
国

又
は
地

方
公

共
団

体
の
使

用
許

可
等

を
受

け
て
い
る
か
。

○
　
社

会
福

祉
事

業
の
用

に
供

す
る
不

動
産

を
国

又
は
地

方
公

共
団

体
以

外
の
者

か
ら
借

用
し
て

い
る
場

合
は
、
そ
の
事

業
の
存

続
に
必

要
な
期

間
の
利
用

権
を
設

定
し
、
か
つ

、
登

記
が
な
さ
れ
て

い
る
か
。

登
記

簿
謄

本
、
国

又
は
地

方
公

共
団

体
の
使

用
許

可
が
あ
る
こ
と
又

は
国

又
は
地

方
公
共
団
体
が
借
用
を
認
め
て
い
る
こ
と

を
証

す
る
書

類
（
賃

貸
借

契
約

書
等

）
、

法
人
が
行
う
事
業
・
施
設
が
確
認
で
き
る

書
類

5
0

３
　
会
計
管
理

（
１
）
予
算

１
　
収
支
予
算
は
、
適
正
に
編
成
、
執
行
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
資

金
収

支
予

算
書

は
、
定

款
の
定

め
等

に
従

い
適

正
な
手

続
に
よ
り
編

成
さ
れ
て
い
る
か
。

資
金

収
支

予
算

書
、
定

款
、
理

事
会

議
事

録
、
評

議
員

会
議

事
録

5
2

○
　
予

算
の
執

行
に
当

た
っ
て
、
変

更
を
加

え
る
と
き
は
、
定

款
等

に
定

め
る
手

続
を
経

て
い
る
か
。

資
金

収
支

予
算

書
、
資

金
収

支
計

算
書

、
定

款
、
理

事
会

議
事

録
、
評

議
員

会
議

事
録

5
3

Ⅲ
　
【
管

理
に
つ
い
て
】

1
0
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項
目

監
査
事
項

チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

確
認
書
類

Ｇ
Ｌ
頁

（
２
）
規
程
・
体

制

１
　
経
理
規
程
を
制
定
し
て
い
る
か
。

○
　
定

款
等

に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
経

理
規

程
を
制

定
し
て
い
る
か
。

○
　
経

理
規

程
が
遵

守
さ
れ
て
い
る
か
。

定
款

、
経

理
規

程
等

、
理

事
会

の
議

事
録
等
、
経
理
規
程
等
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
会

計
処

理
等

が
行

わ
れ
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
書
類

5
3

２
　
予
算
の
執
行
及
び
資
金
等
の
管
理
に
関
す
る
体
制
が
整

備
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
予

算
の
執

行
及

び
資

金
等

の
管

理
に
関

し
て
、
会

計
責

任
者

の
設

置
等

の
管

理
運

営
体

制
が

整
備

さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
会

計
責

任
者

と
出

納
職

員
と
の
兼

務
を
避

け
る
な
ど
、
内

部
牽

制
に
配

意
し
た
体

制
と
さ
れ
て

い
る
か
。

経
理

規
程

、
業

務
分

担
を
定

め
た
規

程
等

5
4

（
３
）
会
計
処
理

１
　
資
産
の
評
価
は
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
か
。

○
　
資

産
を
取

得
し
た
場

合
、
原

則
と
し
て
取

得
価

額
を
付

し
て
い
る
か
。

固
定

資
産

管
理

台
帳

、
新

規
の
固

定
資

産
の
取

得
に
か
か
る
会

計
伝

票
、
関

連
証

憑
等

5
6

○
　
有

形
固

定
資

産
及

び
無

形
固

定
資

産
に
係

る
減

価
償

却
を
行

っ
て
い
る
か
。

計
算

書
類

の
附

属
明

細
書

（
基

本
財

産
及

び
そ
の
他

の
固

定
資

産
（
有

形
・
無

形
固

定
資

産
）
の
明

細
書

）
、
固

定
資

産
管

理
台

帳
、
法

人
が
減

価
償

却
計

算
を

行
っ
て
い
る
補

助
簿

、
減

価
償

却
費

を
計

上
し
た
会

計
伝

票
等

5
6

○
　
資

産
に
つ

い
て
時

価
評

価
を
適

正
に
行

っ
て
い
る
か
。

固
定

資
産

管
理

台
帳

、
時

価
評

価
の
必

要
性
の
有
無
を
判
定
し
て
い
る
法
人
作

成
資

料
、
時

価
評

価
に
係

る
会

計
伝

票
等

5
7

○
　
有

価
証

券
の
価

額
に
つ

い
て
適

正
に
評

価
し
て
い
る
か
。

市
場

価
格

の
あ
る
有

価
証

券
（
満
期

保
有

目
的

の
債

券
を
除

く
。
）
に
つ

い
て
時

価
評

価
の
必

要
性

の
有

無
を
判

断
し
て

い
る
法

人
作

成
資

料
、
時

価
評

価
に
係

る
会

計
伝

票
等

、
満

期
保

有
目

的
の
債

券
に
つ
い
て
の
償
却
原
価
法
に
係
る
法

人
作

成
資

料
、
償

却
原

価
法

に
係

る
会

計
伝

票
等

5
7

1
1

＠
全

国
社

会
福

祉
法
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経

営
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項
目

監
査
事
項

チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

確
認
書
類

Ｇ
Ｌ
頁

○
　
棚

卸
資

産
に
つ

い
て
適

正
に
評

価
し
て
い
る
か
。

棚
卸

資
産

に
つ

い
て
時

価
評

価
の
必

要
性
の
有
無
を
判
定
し
て
い
る
法
人
作
成

資
料

、
棚

卸
資

産
の
管

理
の
た
め
に
作

成
し
て
い
る
帳
簿
等
、
時
価
評
価

に
係
る

会
計

伝
票

等

5
8

２
　
引
当
金
は
適
正
に
計
上
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
債

権
に
つ

い
て
徴

収
不

能
引

当
金

を
適

正
に
計

上
し
て
い
る
か
。

引
当

金
明

細
書

（
計

算
書

類
の
附

属
明

細
書

）
、
個

別
法

及
び

一
括

法
に
よ
る
徴

収
不

能
引

当
金

の
計

上
の
必

要
性
の
有

無
を
検

討
し
て
い
る
法

人
作

成
資

料
、
徴

収
不
能
引
当
金
の
計
上
に
係
る
会
計
伝

票
等

5
8

○
　
賞

与
引

当
金

を
適

正
に
計

上
し
て
い
る
か
。

引
当

金
明

細
書

（
計

算
書

類
の
附

属
明

細
書

）
、
賞

与
引

当
金

の
計

上
の
必

要
性
の
有
無
を
検
討
し
て
い
る
法
人
作
成

資
料

、
未

収
金

や
貸

付
金

の
管

理
に
関

す
る
帳
簿
等
、
賞
与
引
当
金
に
係
る
会

計
伝

票
等

5
9

○
　
退

職
給

付
引

当
金

を
適

正
に
計

上
し
て
い
る
か
。

引
当

金
明

細
書

（
計

算
書

類
の
附

属
明

細
書

）
、
退

職
給

付
引

当
金

の
計

上
の

必
要
性
の
有
無
を
検
討
し
て
い
る
法
人

作
成

資
料

、
退

職
給

付
引

当
金

に
係

る
会

計
伝

票
等

5
9

○
　
上

記
の
ほ
か
、
必

要
な
引

当
金

を
計

上
し
て
い
る
か
。

引
当

金
明

細
書

（
計

算
書

類
の
附

属
明

細
書

）
、
役

員
退

職
慰

労
引

当
金

の
計

上
の
必

要
性

の
有

無
を
検

討
し
て
い
る

法
人

作
成

資
料

、
役

員
退

職
慰

労
金

に
関

す
る
規

程
、
役

員
退

職
慰

労
引

当
金

に
係
る
会
計
伝
票
等

6
0

1
2
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項
目

監
査

事
項

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

確
認

書
類

Ｇ
Ｌ

頁

３
　

純
資

産
は

適
正

に
計

上
さ

れ
て

い
る

か
。

○
　
基

本
金

に
つ

い
て
適

正
に
計

上
さ
れ
て
い
る
か
。

計
算

書
類

、
基

本
金

明
細

書
（
計

算
書

類
の
附

属
明

細
書

）
、
寄

附
の
受

け
入

れ
に
関

す
る
書

類
（
寄

附
申

込
書

、
贈

与
契

約
書
等
）
、
基
本
金
の
計
上
に
係
る
会
計

伝
票

等

6
0

○
　
国

庫
補

助
金

等
特

別
積

立
金

に
つ

い
て
適

正
に
計

上
さ
れ
て
い
る
か
。

国
庫

補
助

金
等

特
別

積
立

金
明

細
書

（
計

算
書

類
の
附

属
明

細
書

）
、
国

庫
補

助
金

等
特

別
積

立
金

の
積

み
立

て
、
取

り
崩

し
に
係

る
伝

票
等

6
1

○
　
そ
の
他

の
積

立
金

に
つ

い
て
適

正
に
計

上
さ
れ
て
い
る
か
。

積
立

金
・
積

立
資

産
明

細
書

（
計

算
書

類
の
附

属
明

細
書

）
、
そ
の
他

の
積

立
金

の
積

み
立

て
、
取

り
崩

し
に
係

る
伝

票
等

6
2

（
４

）
会

計
帳

簿
１

　
会

計
帳

簿
は

適
正

に
整

備
さ

れ
て

い
る

か
。

○
　
各

拠
点

ご
と
に
仕

訳
日

記
帳

及
び

総
勘

定
元

帳
を
作

成
し
て
い
る
か
。

○
　
計

算
書

類
に
係

る
各

勘
定

科
目

の
金

額
に
つ

い
て
主

要
簿

と
一

致
し
て
い
る
か
。

計
帳

簿
、
計

算
書

類
、
固

定
資

産
管

理
台

帳
6
2

（
５

）
決

算
及

び
計

算
関

係
書

類

１
　

決
算

手
続

は
法

令
及

び
定

款
の

定
め

に
従

い
適

正
に

行
わ

れ
て

い
る

か
。

○
　
計

算
書

類
及

び
そ
の
附

属
明

細
書

並
び

に
財

産
目
録

に
つ

い
て
、
監

事
の
監

査
を
受

け
て
い

る
か
。

○
　
会

計
監

査
人

設
置

法
人

は
、
計

算
書

類
お

よ
び

そ
の
附

属
明

細
書

並
び

に
財

産
目

録
に
つ

い
て
会

計
監

査
人

に
監

査
を
受

け
て
い
る
か
。

○
　
計

算
書

類
及

び
そ
の
附

属
明

細
書

並
び

に
財

産
目
録

は
理

事
会

の
承

認
を
受

け
て
い
る
か
。

○
　
会

計
監

査
人

設
置

法
人

以
外

の
法

人
は
計

算
書

類
及

び
財

産
目

録
に
つ

い
て
定

時
評

議
員

会
の
承

認
を
受

け
て
い
る
か
。

○
　
会

計
監

査
人

設
置

法
人

は
計

算
書

類
及

び
財

産
目

録
を
定

時
評

議
員

会
に
報

告
し
て
い
る

か
。

定
款

、
経

理
規

程
、
計

算
書

類
等

に
関

し
て
所
轄
庁
へ
の
提
出
日
が
分
か
る
資

料
、
監

事
に
よ
る
監

査
報

告
、
会

計
監

査
人

に
よ
る
会

計
監

査
報

告
、
理

事
会

議
事

録
、
評

議
員

会
議

事
録

等
6
3

２
  

計
算

書
類

が
法

令
に

基
づ

き
適

正
に

作
成

さ
れ

て
い

る
か

。

○
　
作

成
す

べ
き
計

算
書

類
が
作

成
さ
れ
て
い
る
か
。

計
算

書
類

6
3

○
　
計

算
書

類
の
様

式
が
会

計
基

準
に
則

し
て
い
る
か
。

計
算

書
類

6
4
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項
目

監
査
事
項

チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

確
認
書
類

Ｇ
Ｌ
頁

○
　
計

算
書

類
の
注

記
に
つ

い
て
注

記
す

べ
き
事

項
が
記

載
さ
れ
て
い
る
か
。

計
算

書
類

、
計

算
書

類
に
対

す
る
注

記
（
法

人
全

体
）
、
計

算
書

類
に
対

す
る
注

記
（
拠

点
区

分
）

6
5

○
　
注

記
に
係

る
勘

定
科

目
と
金

額
が
計

算
書

類
と
整

合
し
て
い
る
か
。

計
算

書
類

、
計

算
書

類
に
対

す
る
注

記
（
法

人
全

体
）
、
計

算
書

類
に
対

す
る
注

記
（
拠

点
区

分
）

6
7

○
　
事

業
区

分
に
つ

い
て
、
適

正
に
区

分
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
拠

点
区

分
に
つ

い
て
、
適

正
に
区

分
さ
れ
て
い
る
か
。

定
款

、
収

支
予

算
、
計

算
書

類
6
7

○
　
拠

点
区

分
に
つ

い
て
、
サ
ー

ビ
ス
区

分
が
設

け
ら
れ
て
い
る
か
。

定
款

、
拠

点
区

分
資

金
収

支
明

細
書

、
拠

点
区

分
事

業
活

動
明

細
書

6
8

３
　
附
属
明
細
書
が
法
令
に
基
づ
き
適

正
に
作
成
さ
れ
て
い

る
か
。

○
　
作

成
す

べ
き
附

属
明

細
書

が
様

式
に
従

っ
て
作

成
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
附

属
明

細
書

に
係

る
勘

定
科

目
と
金

額
が
計

算
書
類

と
整

合
し
て
い
る
か
。

定
款

、
計

算
書

類
、
計

算
書

類
の
附

属
明

細
書

6
9

４
　
財
産
目
録
が
法
令
に
基
づ
き
適
正

に
作
成
さ
れ
て
い
る

か
。

○
　
財
産
目
録
の
様
式
が
通
知
に
則
し
て
い
る
か
。

○
　
財

産
目

録
に
係

る
勘

定
科

目
と
金

額
が
法

人
単

位
貸

借
対

照
表

と
整

合
し
て
い
る
か
。

定
款

、
法

人
単

位
貸

借
対

照
表

、
財

産
目

録
7
1

（
６
）
債
権
債
務

の
状
況

１
　
借
入
は
、
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
か

。
○

　
借

入
（
多

額
の
借

財
に
限

る
）
は
、
理

事
会

の
決

議
を
受

け
て
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
。

定
款

、
理

事
会

議
事

録
、
借

入
金

明
細

書
（
計

算
書

類
の
附

属
明

細
書

）
、
専

決
規

程
等

、
理

事
長

に
よ
る
決

裁
文

書
、
借

入
契

約
書

等

7
2

1
4
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項
目

監
査
事
項

チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

確
認
書
類

Ｇ
Ｌ
頁

４
　
そ
の
他

（
１
）
特
別
の
利

益
供
与
の
禁
止

１
　
社
会
福
祉
法
人
の
関
係
者
に
対
し
て
特
別
の
利
益
を
与

え
て
い
な
い
か
。

○
　
評

議
員

、
理

事
、
監

事
、
職

員
そ
の
他

の
政

令
で
定

め
る
社

会
福

祉
法

人
の
関

係
者

に
対

し
て

特
別

の
利

益
を
与

え
て
い
な
い
か
。

経
理

規
程

、
給

与
規

程
等

関
係

規
程

類
、
役

員
等

報
酬

基
準

、
計

算
関

係
書

類
、
会

計
帳

簿
、
証

憑
書

類
、
法

人
の
関

係
者
が
確
認
で
き
る
書
類
（
履
歴
書
等
）

7
2

（
２
）
社
会
福
祉

充
実
計
画

１
　
社
会
福
祉
充
実
計
画
に
従
い
事
業

が
行
わ
れ
て
い
る

か
。

○
　
社

会
福

祉
充

実
計

画
に
定

め
る
事

業
が
計

画
に
沿

っ
て
行

わ
れ
て
い
る
か
。

社
会

福
祉

充
実

計
画

、
事

業
報

告
、
計

算
書

類
等

7
3

（
３
）
情
報
の
公

表

１
　
法
令
に
定
め
る
情
報
の
公
表
を
行
っ
て
い
る
か
。

○
　
法

令
に
定

め
る
事

項
に
つ

い
て
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利

用
し
て
公

表
し
て
い
る
か
。

7
4

（
４
）
そ
の
他

１
　
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
評
価
を
行
い
、
サ
ー
ビ
ス
の
質

の
向
上
を
図
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
か
。

○
　
福

祉
サ
ー

ビ
ス
第

三
者

評
価

事
業

に
よ
る
第

三
者

評
価

の
受

審
等

の
福

祉
サ
ー

ビ
ス
の
質

の
評

価
を
行

い
、
サ
ー

ビ
ス
の
質

の
向

上
を
図

る
た
め
の
措
置

を
講

じ
て
い
る
か
。

第
三

者
評

価
の
結

果
報

告
書

等

7
5

２
　
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
苦
情
解
決

の
仕
組
み
へ
の
取

組
が

行
わ
れ
て
い
る
か
。

○
　
福

祉
サ
ー

ビ
ス
に
関

す
る
苦

情
解

決
の
仕

組
み

へ
の
取

組
が
行

わ
れ
て
い
る
か
。

苦
情

解
決

責
任

者
、
苦

情
受

付
担

当
者
、
第
三
者
委
員
の
任
命
に
関
す
る
書

類
、
苦

情
解

決
に
関

す
る
規

程
類

、
苦

情
解

決
の
仕

組
み

の
利

用
者

へ
の
周

知
の
た
め
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等

7
5

３
　
当
該
法
人
が
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に
つ
い

て
期
限
ま
で
に
登
記
が
な
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
登

記
事

項
（
資

産
の
総

額
を
除

く
）
に
つ

い
て
変

更
が
生

じ
た
場

合
、
二

週
間

以
内

に
変

更
登

記
を
し
て
い
る
か
。

○
　
資

産
の
総

額
に
つ

い
て
は
、
会

計
年

度
終

了
後

3
か
月

以
内

に
変

更
登

記
を
し
て
い
る
か
。

登
記

簿
謄

本
、
登

記
手

続
の
関

係
書

類
等

7
7

1
5
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1 
 

雇児発0427 第７号 

社援発0427 第１号 

老 発0427 第１号 

平成 29 年４月 27 日 

 

都道府県知事 

各 指定都市市長 殿 

中核市市長 

 

 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 

 

社 会 ・ 援 護 局 長 

 

老 健 局 長 

 

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について 

 

  

 社会福祉事業の実施を目的として設立される社会福祉法人（以下「法人」という。）の

指導監査については、これまで「社会福祉法人指導監査要綱の制定について」（平成 13 年

7 月 23 日付け雇児発第 487 号・社援発第 1274 号・老発第 273 号厚生労働省雇用均等・児

童家庭局長、社会・援護局長及び老健局長連名通知。以下「旧要綱」という。）により行

われてきたところでありますが、今般、「社会福祉法等の一部を改正する法律」（平成 28

年法律第 21 号）及び「「社会福祉法人の認可について」の一部改正について」（平成 28

年 11 月 11 日付け雇児発 1111 第１号・社援発 1111 第４号・老発 1111 第２号厚生労働省雇

用均等・児童家庭局長、社会・援護局長及び老健局長連名通知）等による関係法令・通知

の改正が行われ、法人の経営組織のガバナンスの強化等が図られたことから、法人の自主

性・自律性を前提として、指導監査の効率化・重点化及び明確化を図るため、法人の指導

監査を行う基準として別添のとおり「社会福祉法人指導監査実施要綱」を制定しましたの

で、本要綱に基づき適切に指導監査を行っていただきますようお願いいたします。 

 都道府県におかれましては、貴管内の市（指定都市及び中核市を除き、特別区を含む。）

に対して周知いただきますようお願いいたします。 

また、本通知について、法人が自ら適正な運営の確保を行うよう所轄庁から所管法人に

対して周知いただくようお願いいたします。 

 なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の９第１項及び第３項

の規定に基づく都道府県及び市（特別区を含む。）が法定受託事務を処理するに当たりよ

るべき基準として発出するものであり、本通知の施行に伴い、旧要綱は廃止する旨を併せ

て申し添えます。   
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別添 

 

社会福祉法人指導監査実施要綱 

 

 

１ 指導監査の目的 

社会福祉法人（以下「法人」という。）に対する指導監査は、社会福祉法（昭和 26 年

法律第 45 号。以下「法」という。）第 56 条第１項の規定に基づき、法人の自主性及び

自律性を尊重し、法令又は通知等に定められた法人として遵守すべき事項について運営

実態の確認を行うことによって、適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を

図るものである。 

 

２ 指導監査の類型 

（１）指導監査は、一般監査と特別監査とし、いずれも実地において行う。 

（２）一般監査は、一定の周期で実施する。その実施に当たっては、年度当初に指導監査 

の方針、指導監査の対象とする法人及び指導監査の実施の時期等を内容とした指導監 

査の実施に関する計画（以下「実施計画」という。）を策定した上で、別紙「指導監 

査ガイドライン」に基づき実施する。 

（３）特別監査は、運営等に重大な問題を有する法人を対象として、随時実施する。その 

実施に当たっては、別紙「指導監査ガイドライン」に基づいて行うほか、当該問題の 

原因を把握するため、必要に応じて詳細な確認を行う。 

 

３ 一般監査の実施の周期 

（１）毎年度法人から提出される報告書類により法人の運営状況を確認するとともに、前 

回の指導監査の状況を勘案し、以下の事項を満たす法人に対する一般監査の実施の周 

期については、３箇年に１回とする。 

ア 法人の運営について、法令及び通知等（法人に係るものに限る。）に照らし、特

に大きな問題が認められないこと。 

イ 法人が経営する施設及び法人の行う事業について、施設基準、運営費並びに報酬 

の請求等に関する大きな問題が特に認められないこと。 

なお、法人に対する一般監査と施設又は事業（以下「施設等」という。）に対する 

監査（以下「施設監査」という。）との実施の周期が異なる場合において、これらの 

監査を併せて実施することが所轄庁及び法人にとって効率的かつ効果的であると認め 

られること等特別の事情のあるときは、所轄庁の判断により、監査の実施の周期を３

箇年に１回を超えない範囲で設定することができる。ただし、その場合には、法人の

理解と協力が得られるよう十分に配慮するものとする。 

（２）（１）にかかわらず、（１）のア及びイに掲げる事項について問題が認められない 

法人において、会計監査人による監査等の支援を受け、会計監査人の作成する会計 

監査報告等が次の各号に掲げる場合に該当する場合にあっては、所轄庁が毎年度法人 

から提出される報告書類を勘案の上、当該法人の財務の状況の透明性及び適正性並び 

に当該法人の経営組織の整備及びその適切な運用が確保されていると判断するとき 

は、一般監査の実施の周期を、各号に掲げる周期まで延長することができる。 

ア 法第 36 条第２項及び法第 37 条の規定に基づき会計監査人を設置している法人に 
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おいて、法第 45 条の 19 第１項及び社会福祉法施行規則（昭和 26 年厚生省令第 28 

号。以下「規則」という。）第２条の 30 の規定に基づき作成される会計監査報告に 

「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」（除外事項について 

改善されたことが確認できる場合に限る。）が記載された場合 ５箇年に１回 

イ 会計監査人を設置していない法人において、法第 45 条の 19 の規定による会計監 

査人による監査に準ずる監査（会計監査人を設置せずに、法人と公認会計士又は監 

査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって、会計監査人による監 

査と同じ計算関係書類及び財産目録を監査対象とする監査をいう。以下同じ。）が実

施され、当該監査の際に作成された会計監査報告に、「無限定適正意見」又は「除外

事項を付した限定付適正意見」（除外事項について改善されたことが確認できる場合

に限る。）が記載された場合 ５箇年に１回 

ウ 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人（以下「専門家」という。）によ 

る財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体 

制の向上に対する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成す 

る書類として別に定めるものが提出された場合 ４箇年に１回 

（３）（１）にかかわらず、（１）のア及びイに掲げる事項について問題が認められない 

法人のうち（２）に掲げる場合に該当しない法人において、苦情解決への取組が適切 

に行われ、次の各号に掲げるいずれかの場合に該当する場合にあっては、良質かつ適 

切な福祉サービスの提供に努めていると所轄庁が判断するときは、一般監査の実施の 

周期を４箇年に１回まで延長することができる。 

ア 福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果について公表を行い、サービス 

の質の向上に努めていること（一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審 

している場合においては、法人全体の受審状況を勘案して判断する。）又は ISO9001 

の認証取得施設を有していること。 

    イ 地域社会に開かれた事業運営が行われていること（例えば、福祉関係養成校等の 

研修生の受入れ又は介護相談員の受入れに加え、ボランティアの受入れや地域との 

交流が積極的に行われていること等。）。  

   ウ 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。 

（４）新たに設立された法人に対する一般監査については、設立年度又は次年度において、 

当該法人の設立後速やかに実施する。 

（５）法人の運営等に関する問題が発生した場合や、毎年度法人から提出される報告書類 

の内容から当該法人の運営状況に問題があると認められる場合については、実施計画 

にかかわらず、必要に応じて指導監査を実施する等適切に対応する。 

 

４ 指導監査事項の省略等 

（１）法第 36 条第２項及び法第 37 条の規定に基づき会計監査人を設置している法人並び 

に法第 45 条の 19 に規定する会計監査人による監査に準ずる監査を実施している法人 

については、当該監査の際に作成された会計監査報告に「無限定適正意見」又は「除 

外事項を付した限定付適正意見」が記載されている場合には、別紙「指導監査ガイド 

ライン」のⅢ「管理」の３「会計管理」に関する監査事項を省略することができる。 

ただし、「除外事項を付した限定付適正意見」である場合は、除外事項に関して、理 

事会等で協議の上、改善のための必要な取組を行っているかについて、指導監査にお 

いて確認するものとする。 
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（２）専門家による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援や財務会計に関する事 

務処理体制の向上に対する支援を受けている法人については、専門家が当該支援を踏 

まえて作成する書類として別に定めるものにより、会計管理に関する事務処理の適正 

性が確保されていると所轄庁が判断する場合には、別紙「指導監査ガイドライン」の 

Ⅲ「管理」の３「会計管理」に掲げる監査事項を省略することができる。 

（３）（１）の会計監査及び（２）の専門家による財務会計に関する内部統制の向上に対 

する支援を受けている法人に対する指導監査を実施するに当たっては、別紙「指導監 

査ガイドライン」のⅠ「組織運営」に掲げる項目及び監査事項に関して、会計監査を 

行った者又は専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものの内容 

を活用し、効率的な実施を図られたい。 

 

５ 指導監査の結果及び改善状況の報告 

（１）指導監査の結果に基づいて行う法人への指導は、以下のとおり実施する。 

ア 法令又は通知等の違反が認められる場合 

（ア）違反が認められる事項については、原則として、改善のための必要な措置（以 

下「改善措置」という。）をとるべき旨を文書により指導すること（文書指摘）。 

また、改善措置の具体的な内容について、期限を付して法人から報告をさせ、所 

轄庁が必要と認める場合には、法人における改善状況の確認のため、実地におい 

て調査を行うことができること。 

（イ）違反の程度が軽微である場合又は違反について（ア）の指導を行わずとも改善 

が見込まれる場合は、口頭により指導すること（口頭指摘）ができること。 

イ 法令又は通知等の違反が認められない場合 

法人運営に資するものと考えられる事項についての助言を行うことができるこ 

と。 

なお、アの（イ）及びイの指導を行う場合は、法人と指導の内容に関する認識を共 

有できるよう配慮する必要がある。 

（２）（１）の指導に際しては、常に公正不偏かつ懇切丁寧であることを旨とし、単に改 

善を要する事項の指導にとどまることなく、具体的な根拠を示して行うものとする。 

また、法人との対話や議論を通じて、指導の内容に関する真の理解を得るよう努め、 

自律的な運営を促すものとする。 

（３）（１）の指導を行った事項について改善が図られない場合には、法第 56 条第４項又 

は第 58 条第２項の規定に基づき、改善のために必要な措置をとるべき旨の勧告（以下 

「改善勧告」という。）をする等所要の措置を講ずる。 

（４）（３）の改善勧告を受けた法人が、当該勧告に従わなかったときは、法第 56 条第５ 

項の規定に基づき、その旨の公表をする等所要の措置を講ずる。 

（５）（３）の改善勧告を受けた法人が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとら 

なかったときは、法第 56 条第６項又は第 58 条第３項の規定に基づき、当該勧告に係 

る措置をとるべき旨の命令（以下「改善命令」という。）をする等所要の措置を講ず 

る。 

（６）（５）の改善命令に従わないときは、法第 56 条第７項及び第８項の規定に基づく業 

務の全部若しくは一部の停止の命令、役員の解職勧告又は解散命令等も検討の上、適 

切な改善措置を速やかに実施する。 

（７）指導監査の結果の開示は、法人運営の適正化のみでなく、利用者の立場に立った質 
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の高いサービスの提供に資することも目的としていることを踏まえ、各都道府県市の 

情報公開条例に基づく開示請求に対しても積極的に閲覧を可能としておく体制を整え 

ることが望ましい。 

 

６ 指導監査の結果の報告 

都道府県、指定都市及び中核市が実施した各年度の指導監査の結果（都道府県にあっ 

ては、管内市（指定都市及び中核市を除く。）が実施した指導監査の結果を含む。）に 

ついては、別に定めるところにより、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課に報告する。 

 

７ 関係機関等との連携等 

（１）法人運営と施設等の運営とは相互に密接な関係を有するものであることから、法人 

の指導監査を行うに当たっては、当該法人の施設等が所在する区域の行政庁に必要な 

情報又は資料の提供その他必要な協力を求める等、十分に連携を取りながら実施する。 

（２）当該法人の施設等が所在する区域の行政庁は、法人に対して適当な措置をとる必要 

があると認めるときは、法人の所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができる。 

（３）指導監査の過程において、所轄庁が処分権限を有さない法令又は通知（労働関係法 

令、消防関係法令等）に関する違反の疑いのあるものを発見した場合は、施設監査の 

所管課又は当該法人の施設等が所在する区域の行政庁と十分に連携を図りながら、法 

人に対して管轄機関への確認を促す等の指導を行う。その際、法人と指導内容の認識 

を共有できるよう配慮するとともに、必要に応じて、処分権限を有する関係機関へ通 

報する等の措置をとることにより、適切に対応する。 

 

 

- 56 -



1 
 

別
紙
 

指
導

監
査
ガ

イ
ド
ラ
イ

ン
 

  ＜
指

導
監
査

ガ
イ
ド
ラ

イ
ン

の
留

意
事
項
に

つ
い

て
＞

 
 

○
 

指
導

監
査

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

（
以

下
「

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
と

い
う

。
）

は
、

所
轄

庁
が

別
添

「
社

会
福

祉
法

人
指

導
監

査
実

施
要

綱
」
（

以
下

「
実

施
要

綱
」

と
い

う
。
）

に
基

づ
い

て
行

う
一

般
監

査
に

つ
い

て
、

そ
の

監
査

の
対

象
と

す
る

事
項

（
監

査
事

項
）
、
当

該
事

項
の

法
令

及
び

通
知

上
の

根
拠

、
監

査
事

項
の

適
法

性
に

関
す

る
判

断
を

行
う

際
の

確
認

事
項

（
チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト
）、

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

の
確

認
を

行
う

際
に

着
目

す
べ

き
点

（
着

眼
点

）
、

法
令

又
は

通
知

等
の

違
反

が
あ

る
場

合
に

文
書

指
摘

を
行

う
こ

と
と

す
る

基
準

（
指

摘
基

準
）

並
び

に
チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト
を

確
認
す

る
た
め
に

用
い

る
書

類
（
確
認

書
類

）
を

定
め
る
も

の
で

あ
る

。
 

 ○
 

ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
の

運
用

に
関

し
て
は
、

次
の

事
項

に
留
意
す

る
こ

と
と

す
る
。
 

１
 

実
施
要

綱
の
５
の

（
１

）
に

定
め
る
文

書
指

摘
、

口
頭
指
摘

又
は

助
言

に
つ
い
て

は
、

指
摘

基
準
に
定

め
る

も
の

の
他
、
次

の
点

に
留

意
し
て
行

う
こ

と
。
 

（
１

）
指
摘

基
準
に
該

当
し

な
い

場
合
は
文

書
指

摘
を

行
わ
な
い

こ
と

。
 

（
２

）
指
摘

基
準
に
該

当
す

る
場

合
で
あ
っ

て
も

、
違

反
の
程
度

が
軽

微
で

あ
る

場
合

又
は

文
書

指
摘

を
行

わ
ず

と
も

改
善

が
見

込
ま

れ
る

場
合

に
は

、
口

頭
指

摘
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

こ
と

。
 

（
３

）
指

摘
基

準
に
該

当
し

な
い

場
合
で
あ

っ
て

も
、
法

人
運
営

に
資

す
る

も
の
と
考

え
ら

れ
る

事
項
に
つ

い
て

は
、
助

言
を
行

う
こ

と
が

で
き
る
こ

と
。
な

お
、
助

言
を

行
う

場
合

は
、
法
人

が

従
わ

な
け
れ

ば
な
ら
な

い
も

の
で

は
な
い
こ

と
を

明
確

に
し
た
上

で
行

う
こ

と
。
 

２
 

法
令
又

は
通
知
等

に
違

反
す

る
１
つ
の

事
実

が
、
複

数
の
指

摘
基

準
に

該
当
す
る

が
、
指

導
す

べ
き
事

項
が

実
質

的
に
１
つ

で
あ

る
場

合
に
つ
い

て
は

、
状
況

に
応
じ

、
い

ず
れ
か

一
方
の

指

摘
基

準
に
基

づ
く
指
導

を
行

う
こ

と
で
差
し

支
え

な
い

こ
と
。
 

（
例

：
定

款
変
更

に
係

る
評

議
員

会
の

特
別

決
議

に
法

令
等

の
違

反
が

あ
る

場
合

、
定

款
変

更
の

手
続

に
関

す
る

事
項

と
評

議
員

会
の

決
議

の
手

続
に

関
す

る
事

項
の

両
方

の
指

摘
基

準
に

該
当

す
る

が
、
各

々
の
指
摘

基
準

に
基

づ
い
た
同

じ
内

容
の

指
導
を
２

回
行

う
必

要
は
な
い

。
）
 

３
 

監
査
事

項
の
確
認

に
当

た
っ

て
は
、
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に
定
め

る
確

認
書

類
を
用
い

る
こ

と
。
 

た
だ

し
、

ガ
イ
ド

ラ
イ

ン
は

法
人

に
新

た
な

書
類

の
作

成
を

義
務

付
け

る
も

の
で

は
な

い
た

め
、

法
人

が
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

定
め

る
確

認
書

類
を

作
成

し
て

い
な

い
場

合
は

、
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン

に
定

め
る
指

摘
基
準
の

該
当

性
を

確
認
で
き

る
既

存
の

別
の
書
類

を
用

い
て

行
う
よ
う

努
め

る
こ

と
。
ま
た

、
法

令
又

は
通
知
の

根
拠

な
し

に
特
定
の

書
類

の
作

成
を
求
め

な
い

こ
と

。
 

※
 

な
お
、

法
人
は
、

社
会

福
祉

事
業
を
適

正
に

行
う

た
め
、
事

業
運

営
の

透
明
性
の

確
保

等
を

図
る
経
営

上
の

責
務

を
負
う
も

の
で

あ
り

（
法
第

2
4
条

第
１
項

）、
法
令

等
に

従
い

適
正
に

運

営
を

行
っ

て
い
る

こ
と

に
つ

い
て

、
客

観
的

な
資

料
に

基
づ

き
自

ら
説

明
で

き
る

よ
う

に
す

る
こ

と
が

適
当

で
あ

る
。

そ
の

た
め

、
法

人
は

、
法

人
に

お
い

て
確

認
を

要
す

る
も

の
と

ガ
イ

ド

ラ
イ

ン
に

定
め
ら

れ
て

い
る

事
項

に
つ

い
て

、
法

令
等

で
特

定
の

文
書

の
作

成
が

義
務

付
け

ら
れ

て
い

な
い

場
合

で
あ

っ
て

も
、

文
書

等
に

よ
り

客
観

的
な

説
明

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
よ

う

に
努

め
る
べ

き
で
あ
る

。
 

 ○
 

実
施
要

綱
の
２
の
（

３
）
に

定
め
る
特

別
監

査
に

つ
い
て
は

、
法
人

運
営
等

に
重

大
な

問
題

が
あ
る
場

合
に

行
わ

れ
る
も
の

で
あ

り
、
当
該

監
査

を
行

う
際

は
、
ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
定
め
る

監
査
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事
項

及
び
チ

ェ
ッ
ク
ポ

イ
ン

ト
の

確
認
を
行

う
こ

と
に

加
え
、
当

該
問

題
の

内
容
又
は

原
因

等
に

関
連
す
る

そ
の

他
の

事
項
の
確

認
も

行
い

、
そ
の
結

果
に

基
づ

い
て
、
当

該
問

題
の

是
正
の
た

め

の
必

要
な
指

導
を
行
う

こ
と

と
す

る
。
 

 ○
 

ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
に

お
け

る
略

称
は
次
の

と
お

り
で

あ
る
。
 

法
人

：
社
会

福
祉
法
人

 

法
：

社
会
福

祉
法
（
昭

和
26

年
法

律
第

45
号

）
 

令
：

社
会
福

祉
法
施
行

令
（

昭
和

33
年

政
令

第
18

5
号

）
 

規
則

：
社
会

福
祉
法
施

行
規

則
（

昭
和

26
年

厚
生

省
令

第
28

号
）

 

認
可

通
知
：「

社
会

福
祉

法
人

の
認

可
に
つ
い

て
（

通
知
）」
（

平
成

1
2
年

12
月

１
日
付

け
障

第
89
0
号
・
社

援
第

26
1
8
号
・
老
発

第
79

4
号
・
児

発
90
8
号

厚
生

省
大

臣
官
房

障
害

保
健

福
祉
部

長
、

厚
生
省

社
会
・
援

護
局

長
、

厚
生
省
老

人
保

健
福

祉
局
長
及

び
厚

生
省

児
童
家
庭

局
長

連
名

通
知
）
 

審
査

基
準
：

認
可
通
知

別
紙

１
「

社
会
福
祉

法
人

審
査

基
準
」
 

定
款

例
：
認

可
通
知
別

紙
２

「
社

会
福
祉
法

人
定

款
例

」
 

審
査

要
領
：
「
社

会
福
祉

法
人

の
認

可
に
つ
い

て
（

通
知

）」
（
平
成

1
2
年

12
月

１
日
付

け
障

企
第

59
号

・
社

援
企

第
35

号
・

老
計

第
52

号
・

児
企
第

3
3
号

厚
生
省

大
臣
官

房
障

害
保

健
福
祉

部
企

画
課
長

、
厚
生
省

社
会

・
援

護
局
企
画

課
長

、
厚

生
省
老
人

保
健

福
祉

局
計
画
課

長
及

び
厚

生
省
児
童

家
庭

局
企

画
課
長
連

名
通

知
）

別
紙
「
社

会
福

祉
法

人
審
査
要

領
」
 

会
計

省
令
：

社
会
福
祉

法
人

会
計

基
準
（
平

成
28

年
厚

生
労

働
省

令
第

79
号

）
 

運
用

上
の
取

扱
い
：
「
社

会
福

祉
法

人
会
計
基

準
の

制
定

に
伴
う
会

計
処

理
等

に
関
す
る

運
用

上
の

取
扱
い
に

つ
い

て
」
（
平

成
28

年
３

月
31

日
付

け
雇

児
発

03
31

第
15

号
・

社
援
発

03
3
1
第

3
9
号

・
老

発
03
31

第
4
5
号

厚
生
労

働
省
雇

用
均

等
・

児
童
家
庭

局
長

、
厚

生
労
働
省

社
会

・
援

護
局
長
、

厚
生

労
働

省
老
健
局

長
連

名
通

知
）
 

留
意

事
項
：
「
社

会
福
祉

法
人

会
計

基
準
の
制

定
に

伴
う

会
計
処
理

等
に

関
す

る
運
用
上

の
留

意
事

項
に
つ
い

て
」（

平
成

28
年
３

月
31

日
付

け
付

け
雇

児
総
発

03
31

第
７
号

・
社

援
基

発
03
31

第
２

号
・
障

障
発

03
31

第
２

号
・
老

総
発

03
31

第
４

号
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等
・
児

童
家

庭
局

総
務

課
長

、
厚

生
労

働
省

社
会
・
援

護
局

福
祉

基
盤
課
長

、
厚

生
労

働
省

社
会
・
援

護
局

障
害

保
健

福
祉
部

障
害
福
祉

課
長

、
厚

生
労
働
省

老
健

局
総

務
課
長
連

名
通

知
）
 

平
成

28
年

改
正

法
：
社

会
福

祉
法

等
の
一
部

を
改

正
す

る
法
律
（

平
成

28
年

法
律

第
2
1
号

）
 

平
成

28
年

改
正

政
令
：

社
会

福
祉

法
等
の
一

部
を

改
正

す
る
法
律

の
施

行
に

伴
う
関
係

政
令

の
整

備
等
及
び

経
過

措
置

に
関
す
る

政
令

（
平

成
28

年
政

令
第

34
9
号

）
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3 
 

項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

Ⅰ
 

法
人

運
営
 

 
 

 
○
 
法
人
の
業
務
執
行
は
、
社
会
福
祉
法
関
係
法
令
、
通
知
、
定
款
及
び
法
人
で
定
め
た
各
種
内
部
規
程
（
以
下
「
内
部
規
程
等
」
と
い
う
。
）

に
基
づ
き
、
理
事
会
の
決
定
を
経
て
、
理
事
長
等
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
当
該
業
務
執
行
に
対
す
る
法
人
内
部
の
牽
制
の

仕
組
み
と
し
て
、
法
令
上
、
理
事
会
に
よ
る
理
事
長
等
の
監
督
及
び
選
定
・
解
職
、
評
議
員
会
に
よ
る
定
款
変
更
・
計
算
書
類
等
の
承
認
及
び

理
事
の
選
任
・
解
任
、
監
事
に
よ
る
理
事
の
職
務
の
執
行
の
監
査
、
会
計
監
査
人
に
よ
る
会
計
監
査
等
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

 
○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
牽
制
の
仕
組
み
が
適
正
に
運
営
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
、
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
に
定
め
る
事
項
を
確
認
の
対
象
と
し
つ
つ
、
そ
れ
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
も
、
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
そ
の
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。
確
認
の
結
果
、
法
人
に
内
部
規
程
等
の
違
反
が
見
受
け
ら
れ
た
場
合
の
当
該
法
人
に
対
し
て
行
う
指
導
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

 
・
 
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
定
め
る
指
摘
基
準
に
該
当
し
な
い
内
部
規
程
等
の
違
反
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
当
該
内
部
規
程
等
の
違

反
の
是
正
を
求
め
る
口
頭
指
摘
に
よ
る
こ
と
。

 
・
 
上
記
に
か
か
わ
ら
ず
、
重
大
な
違
反
や
直
ち
に
是
正
が
必
要
で
あ
っ
て
、
口
頭
指
摘
に
よ
る
こ
と
で
は
是
正
が
見
込
ま
れ
な
い
場
合
等
法

人
運
営
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
と
判
断
す
る
場
合
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

 
○
 
内
部
規
程
が
法
令
、
通
知
若
し
く
は
定
款
に
違
反
す
る
場
合
又
は
当
該
規
程
が
法
人
の
実
情
に
即
し
て
い
な
い
場
合
で
、
当
該
規
程
の
変
更

に
よ
り
是
正
が
可
能
な
場
合
に
は
、
当
該
規
程
の
変
更
の
た
め
の
適
切
な
指
導
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

 
○
 
指
導
に
当
た
っ
て
は
、
違
反
の
内
容
及
び
そ
の
根
拠
を
明
確
に
し
た
上
で
行
う
こ
と
と
す
る
。

 
１
 
定
款
 

１
 

定
款

は
、
法

令
等

に
従
い

、

必
要

事
項

が
記

載
さ

れ
て

い
る

か
。
 

  
 

法
第

31
条
第
１
項
 

               

○
 
定
款
の
必
要
的
記
載
事
項
（
法
第

3
1
条
第
１

項
）
が
事
実
に
反
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
か
。 

  

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
法
人
の
定
款
に
つ
い
て
は
、
平
成

2
8
年
改
正
法
の
施
行
に
伴
い
、
認
可
通
知
に
つ
い
て
、
法
人
の
自
主
性
を
尊
重
す
る
観
点
か
ら
、
別
紙

２
が
「
定
款
準
則
」
か
ら
「
定
款
例
」
へ
と
改
め
ら
れ
、
法
人
の
定
款
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
に
多
い
と
思
わ
れ
る
事
項
に
つ
い
て
の

定
款
の
定
め
方
の
一
例
と
な
り
、
定
款
例
の
文
言
の
全
て
に
法
人
が
拘
束
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

○
 
各
法
人
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
必
要
的
記
載
事
項
に
つ
い
て
は
、
事
実
に
反
す
る
も
の
で
な
い
か
の
確
認
を
す
る
。
な
お
、
相
対
的
記
載
事

項
及
び
任
意
的
記
載
事
項
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
事
実
に
反
す
る
も
の
で
な
い
か
の
確
認
を
す
る
。
 

○
 
定
款
の
必
要
的
記
載
事
項
に
は
法
第

31
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
等
が
該
当
し
、
当
該
事
項
の
全
て
を
定
款
に
記
載
す
る
必
要
が
あ

り
、
そ
の
一
つ
で
も
記
載
が
欠
け
る
と
、
当
該
定
款
の
効
力
が
生
じ
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

＜
法
第

3
1
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
＞
 

目
的
（
第
１
号
）
、
名
称
（
第
２
号
）
、
社
会
福
祉
事
業
の
種
類
（
第
３
号
）
、
事
務
所
の
所
在
地
（
第
４
号
）
、
評
議
員
及
び
評
議
員
会
に
関

す
る
事
項
（
第

５
号
）
、
役
員
（
理
事
及
び
監

事
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
の
定
数
そ
の
他
役
員
に
関
す
る

事
項
（
第
６
号
）
、

理
事
会
に
関
す

る
事
項
（
第
７
号
）
、
会
計
監
査
人
に
関
す
る
事
項
（
会
計
監
査
人
を
設
置
す
る
場
合
に
限
る
。
第
８
号
）、

資
産
に
関
す
る
事
項
（
第
９
号
）、

会
計
に
関
す
る
事
項
（
第

10
号
）
、
公
益
事
業
の
種
類
（
公
益
事
業
を
行
う
場
合
に
限
る
。
第

1
1
号
）
、
収
益
事
業
の
種
類
（
収
益
事
業
を
行

う
場
合
に
限
る
。
第

12
号
）
解
散
に
関
す
る
事
項
（
第

13
号
）
、
定
款
の
変
更
に
関
す
る
事
項
（
第

14
号
）、

公
告
の
方
法
（
第

15
号
）
 

 

＜
指
摘
基
準
＞
 

 
必
要
的
記
載
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
又
は
定
款
に
記
載
さ
れ
た
内
容
と
事
実
と
が
異
な
る
場
合
は
、
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す

る
。
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
定
款
 

 
２

 
定
款

の
変
更

が
所

定
の
手

続
法
第

45
条
の

36
第
１

○
 

定
款

の
変
更

が
評

議
員
会

の
特
別

決
議
を

経
＜
着
眼
点
＞
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4 
 

項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

を
経
て
行
わ
れ
て
い
る
か
。
 

項
、
第
２
項
、
第
４
項
、
 

第
4
5
条
の
９
第
７
項
第

３
号
、
 

規
則
第
４
条
 

て
行
わ
れ
て
い
る
か
。
 

○
 

定
款

の
変
更

が
所

轄
庁
の

認
可
を

受
け
て

行

わ
れ

て
い

る
か
（

所
轄

庁
の
認

可
が
不

要
と
さ

れ

る
事

項
の

変
更
に

つ
い

て
は
、

所
轄
庁

へ
の
届

出

が
行
わ
れ
て
い
る
か
。
）。

 

○
 
定
款
は
、
法
人
の
基
本
的
事
項
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
変
更
は
、
評
議
員
会
の
特
別
決
議
（
注
）
を
も
っ
て
行
い
（
法
第

4
5
条
の
９
第
７
項
第
３
号
、
法
第

45
条
の

3
6
第
１
項
）、

所
轄
庁
の
認
可
又
は
所
轄
庁
へ
の
届
出
が
必
要
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
（
法
第

4
5
条
の

3
6
第
２
項
、
第
４
項
）、

指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
必
要
な
手
続
が
と
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
 

 
な
お
、
定
款
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
変
更
の
う
ち
、
所
轄
庁
の
認
可
を
要
さ
な
い
（
所
轄
庁
へ
の
届
出
で
足
り
る
）
事
項
は
、
法
第

3
1
条

第
１
項
に
定
め
る
必
要
的
記
載
事
項
の
う
ち
、
事
務
所
の
所
在
地
（
第
４
号
）
の
変
更
、
資
産
に
関
す
る
事
項
（
第

9
号
）
の
変
更
（
基
本
財

産
が
増
加
す
る
場
合
に
限
る
。）

及
び
公
告
の
方
法
（
第

15
号
）
の
変
更
の
み
で
あ
り
（
規
則
第
４
条
）
、
相
対
的
記
載
事
項
及
び
任
意
的
記

載
事
項
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
軽
微
な
変
更
で
あ
っ
て
も
所
轄
庁
の
認
可
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

（
注
）
評
議
員
会
の
特
別
決
議
に
つ
い
て
は
、
３
の
（
２
）
の
２
を
参
照
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

・
 
定
款
変
更
に
つ
い
て
の
評
議
員
会
の
特
別
決
議
が
出
席
者
不
足
又
は
賛
成
数
不
足
に
よ
り
成
立
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
認
可
の

申
請
も
し
く
は
届
出
が
さ
れ
て
い
る
場
合
 

・
 
定
款
変
更
の
決
議
を
行
っ
た
評
議
員
会
の
招
集
手
続
又
は
議
案
の
提
出
手
続
が
法
令
、
通
知
又
は
定
款
に
違
反
し
て
い
る
場
合
 

・
 
定
款
変
更
に
つ
い
て
評
議
員
会
の
決
議
が
成
立
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
所
轄
庁
の
認
可
を
受
け
る
手
続
又
は
所
轄
庁
の
認
可
を
要

さ
な
い
場
合
の
所
轄
庁
へ
の
届
出
の
手
続
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
決
議
を
行
っ
た
評
議
員
会
の
議
事
録
、
評
議
員
会
の
招
集
通
知
、
評
議
員
会
の
議
題
・
議
案
を
決
定
し
た
理
事
会
の
議
事
録
、
所
轄
庁
の
変
更

認
可
書
又
は
所
轄
庁
に
提
出
し
た
定
款
変
更
の
届
出
書
（
所
轄
庁
で
保
存
し
て
い
る
書
類
を
確
認
す
る
こ
と
）
 

 
３

 
法
令

に
従
い

、
定

款
の
備

置

き
・
公
表
が
さ
れ
て
い
る
か
。
 

法
第

34
条
の
２
第
１
項
、

第
４
項
、
 

第
5
9
条
の
２
第
１
項
第

１
号
、
 

規
則
第
２
条
の
５
、
 

第
1
0
条
第
１
項
 

○
 
定
款
を
事
務
所
に
備
え
置
い
て
い
る
か
。
 

○
 

定
款

の
内
容

を
イ

ン
タ
ー

ネ
ッ
ト

を
利
用

し

て
公
表
し
て
い
る
か
。
 

○
 

公
表

し
て
い

る
定

款
は
直

近
の
も

の
で
あ

る

か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
法
人
の
高
い
公
益
性
に
照
ら
し
、
そ
の
事
業
の
運
営
の
透
明
性
を
確
保
す
る
た
め
、
計
算
書
類
等
と
同
様
に
、
定
款
に
つ
い
て
も
事
務
所
へ

の
備
置
き
（
法
第

3
4
条
の
２
第
１
項
）
及
び
公
表
（
法
第

5
9
条
の
２
第
１
項
第
１
号
）
が
法
人
に
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
公
表
の

範
囲
に
つ
い
て
は
、
個
人
の
権
利
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
（
例
：
公
表
す
る
こ
と
に
よ
り
個
人
又
は
利
用
者
の
安
全
に
支
障
を

来
す
恐
れ
が
あ
る
母
子
生
活
支
援
施
設
や
婦
人
保
護
施
設
等
の
所
在
地
）
を
除
く
。
 

○
 
定
款
の
事
務
所
へ
の
備
置
き
に
つ
い
て
は
、
主
た
る
事
務
所
及
び
従
た
る
事
務
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
従
た
る
事
務
所
に

つ
い
て
は
、
定
款
が
電
磁
的
記
録
で
作
成
さ
れ
、
従
た
る
事
務
所
の
電
子
計
算
機
（
パ
ソ
コ
ン
）
に
当
該
電
磁
的
記
録
の
内
容
が
記
録
さ
れ
て

い
る
場
合
は
、
備
置
き
が
不
要
と
な
る
（
法
第

3
4
条
の
２
第
４
項
、
規
則
第
２
条
の
５
）。

 

指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
定
款
が
主
た
る
事
務
所
に
実
際
に
備
え
置
か
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
確
認
し
、
ま
た
、
従
た
る
事
務
所

の
指
導
監
査
を
実
施
す
る
場
合
は
、
当
該
従
た
る
事
務
所
に
実
際
に
備
え
置
か
れ
て
い
る
か
、
又
は
電
子
計
算
機
（
パ
ソ
コ
ン
）
に
電
磁
的
記

録
が
記
録
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
 

○
 
定
款
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
（
規
則
第

1
0
条
第
１
項
）
、
原
則
と
し
て
、
法
人

（
又
は
法
人
が
加
入
す
る
団
体
）
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
に
よ
る
。
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
具
体
的
な
公
表
の
方
法
に
関
す

る
規
程
及
び
当
該
規
程
に
よ
り
実
際
に
公
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
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5 
 

項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

・
 
主
た
る
事
務
所
に
お
け
る
定
款
の
備
置
き
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
、
又
は
従
た
る
事
務
所
に
お
け
る
定
款
の
備
置
き
若
し
く
は
電
磁
的

記
録
で
作
成
さ
れ
た
定
款
の
電
子
計
算
機
（
パ
ソ
コ
ン
）
へ
の
記
録
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
 

・
 
定
款
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
（
法
人
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
）
に
よ
り
公
表
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
（
な
お
、
所
轄
庁
が
、
法
人
が
法

人
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
の
利
用
に
よ
り
公
表
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な

く
、
法
人
が
適
切
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
る
公
表
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
助
言
等
の
適
切
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。
）
 

・
 
備
置
き
又
は
公
表
さ
れ
て
い
る
定
款
の
内
容
が
直
近
の
も
の
で
な
い
場
合
 

２
 

内
部

管
理
体
制
 

１
 

特
定

社
会
福

祉
法

人
に
お

い

て
、

内
部

管
理
体

制
が

整
備
さ

れ

て
い
る
か
。
 

  

法
第

45
条
の

13
第
５

項
、
 

令
第

13
条
の
３
、
 

規
則
第
２
条
の

16
 

 

○
 

内
部

管
理
体

制
が

理
事
会

で
決
定

さ
れ
て

い

る
か
。
 

○
 

内
部

管
理
体

制
に

係
る
必

要
な
規

程
の
策

定

が
行
わ
れ
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
特
定
社
会
福
祉
法
人
（
注
）
は
、
経
営
組
織
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
強
化
を
図
る
た
め
、
理
事
の
職
務
の
執
行
が
法
令
及
び
定
款
に
適
合
す
る
こ

と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
そ
の
他
社
会
福
祉
法
人
の
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
（
内
部
管
理
体
制
）
の
整
備
の
決
定
を

理
事
会
で
行
う
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
（
法
第

45
条
の

13
第
５
項
）。

こ
の
内
部
管
理
体
制
の
整
備
に
係
る
決
定
に
つ
い
て
は
、
理

事
会
か
ら
理
事
（
理
事
長
等
）
に
決
定
の
権
限
を
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
項
で
あ
り
（
法
第

4
5
条
の

1
3
第
４
項
第
５
号
）
、
必
ず
理

事
会
の
決
定
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
注
）
事
業
規
模
が
政
令
で
定
め
る
基
準
を
超
え
る
法
人
を
い
う
（
７
「
会
計
監
査
人
」
の
１
に
お
い
て
同
じ
。
）。

政
令
に
お
い
て
は
、
内
部

管
理
体
制
の
整
備
が
義
務
付
け
ら
れ
る
法
人
の
事
業
規
模
を
、
法
人
単
位
事
業
活
動
計
算
書
の
年
間
の
サ
ー
ビ
ス
活
動
収
益
の
額
が

30

億
円
を
超
え
る
法
人
又
は
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
額
が

60
億
円
を
超
え
る
法
人
と
規
定
し
て
い
る
（
令
第

1
3
条
の
３
）
。
な
お
、
特
定

社
会
福
祉
法
人
に
は
、
会
計
監
査
人
の
設
置
も
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
（
法
第

37
条
）。

 

○
 
内
部
管
理
体
制
と
し
て
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
（
規
則
第
２
条
の

1
6
）、

指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て

は
、
こ
れ
ら
の
決
定
が
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
体
制
の
内
容
は
法
人
の
事
務
処
理
体
制
等
に
応
じ
て
法
人
（
理

事
会
）
の
自
主
的
な
判
断
に
基
づ
き
決
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
内
容
の
確
認
ま
で
は
要
さ
な
い
。
 

 
①
 
理
事
の
職
務
の
執
行
に
係
る
情
報
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
体
制
 

 
②
 
損
失
の
危
険
の
管
理
に
関
す
る
規
程
そ
の
他
の
体
制
 

 
③
 
理
事
の
職
務
の
執
行
が
効
率
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
 

 
④
 
職
員
の
職
務
の
執
行
が
法
令
及
び
定
款
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
 

 
⑤
 
監
事
が
そ
の
職
務
を
補
助
す
べ
き
職
員
を
置
く
こ
と
を
求
め
た
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
に
関
す
る
事
項
 

 
⑥
 
⑤
の
職
員
の
理
事
か
ら
の
独
立
性
に
関
す
る
事
項
 

 
⑦
 
監
事
の
⑤
の
職
員
に
対
す
る
指
示
の
実
効
性
の
確
保
に
関
す
る
事
項
 

 
⑧
 
理
事
及
び
職
員
が
監
事
に
報
告
を
す
る
た
め
の
体
制
そ
の
他
の
監
事
へ
の
報
告
に
関
す
る
体
制
 

 
⑨
 
⑧
の
報
告
を
し
た
者
が
当
該
報
告
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
不
利
な
取
扱
い
を
受
け
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
 

 
⑩
 
監
事
の
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
生
ず
る
費
用
の
前
払
又
は
償
還
の
手
続
そ
の
他
の
当
該
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
生
ず
る
費
用
又
は
債
務

の
処
理
に
係
る
方
針
に
関
す
る
事
項
 

 
⑪
 
そ
の
他
監
事
の
監
査
が
実
効
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

内
部
管
理
体
制
と
し
て
理
事
会
で
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に
つ
い
て
、
一
部
で
も
理
事
会
の
決
定
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る

場
合
は
、
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 ＜
確
認
書
類
＞
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6 
 

項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

 
関
係
規
程
、
理
事
会
の
議
事
録
 

３
 

評
議

員
・

評
議

員
会
 

 
 

 
 

（
１

）
評

議
員

の
選

任
 

１
 

法
律

の
要
件

を
満

た
す
者

が

適
正

な
手

続
に
よ

り
選

任
さ
れ

て

い
る
か
。
 

 

法
第

39
条
 

○
 

定
款

の
定
め

る
と

こ
ろ
に

よ
り
、

社
会
福

祉

法
人

の
適

正
な
運

営
に

必
要
な

識
見
を

有
す
る

者

が
選
任
さ
れ
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
評
議
員
に
つ
い
て
は
、「

社
会
福
祉
法
人
の
適
正
な
運
営
に
必
要
な
識
見
を
有
す
る
者
」
の
う
ち
か
ら
、
定
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
選

任
す
る
（
法
第

39
条
）。

そ
の
た
め
、
法
人
は
、
定
款
で
評
議
員
の
選
任
の
た
め
に
必
要
な
事
項
（
例
：
評
議
員
選
任
・
解
任
委
員
会
を
設
置

し
、
当
該
委
員
会
に
よ
り
評
議
員
を
選
任
す
る
）
を
定
め
、
そ
の
定
め
に
基
づ
き
評
議
員
の
選
任
を
行
う
。
た
だ
し
、
理
事
又
は
理
事
会
が
評

議
員
を
選
任
し
、
又
は
解
任
す
る
旨
の
定
款
の
定
め
は
効
力
を
有
し
な
い
（
法
第

3
1
条
第

5
項
）
。
 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
評
議
員
が
「
社
会
福
祉
法
人
の
適
正
な
運
営
に
必
要
な
識
見
を
有
す
る
者
」
と
し
て
選
任
さ
れ
た
者
で

あ
る
こ
と
、
及
び
法
令
又
は
定
款
に
定
め
ら
れ
た
方
法
に
よ
り
そ
の
選
任
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

こ
の
評
議
員
の
資
格
に
つ
い
て
は
、「

社
会
福
祉
法
人
の
適
正
な
運
営
に
必
要
な
識
見
を
有
す
る
者
」
と
し
て
法
人
に
お
い
て
適
正
な
手
続

に
よ
り
選
任
さ
れ
て
い
る
限
り
、
制
限
を
受
け
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
監
査
担
当
者
の
主
観
的

な
判
断
で
、
必
要
な
識
見
を
有
し
て
い
な
い
等
の
指
摘
を
行
う
こ
と
や
、
識
見
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
求
め
る
こ
と
が
な
い
よ
う

留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

○
 
法
人
に
お
け
る
評
議
員
の
選
任
の
手
続
に
お
い
て
は
、
評
議
員
候
補
者
が
「
社
会
福
祉
法
人
の
適
正
な
運
営
に
必
要
な
識
見
を
有
す
る
者
」

で
あ
る
旨
を
説
明
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 

○
 
法
人
と
評
議
員
と
の
関
係
は
、
委
任
に
関
す
る
規
定
に
従
う
（
法
第

38
条
）
。
そ
の
た
め
、
定
款
の
規
定
に
基
づ
き
評
議
員
と
し
て
選
任
さ

れ
た
者
が
就
任
を
承
諾
す
る
こ
と
で
、
そ
の
時
点
（
承
諾
の
と
き
に
評
議
員
の
任
期
が
開
始
し
て
い
な
い
場
合
は
任
期
の
開
始
時
）
か
ら
評
議

員
と
な
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
の
就
任
の
承
諾
の
有
無
に
つ
い
て
の
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
評
議
員
の
役
割
の
重
要
性
に
鑑
み
、

文
書
に
よ
る
確
認
（
就
任
承
諾
書
の
徴
収
等
）
に
よ
っ
て
行
う
必
要
が
あ
り
、
当
該
文
書
は
法
人
に
お
い
て
保
存
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、

評
議
員
の
選
任
の
手
続
に
お
い
て
、
選
任
さ
れ
た
者
に
対
す
る
委
嘱
状
に
よ
る
委
嘱
が
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
法
人
に
お
い
て
、

選
任
さ
れ
た
者
に
委
嘱
状
に
よ
り
評
議
員
に
選
任
さ
れ
た
旨
を
伝
達
す
る
と
と
も
に
、
就
任
の
意
思
の
確
認
を
行
う
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
・
 
法
令
又
は
定
款
に
定
め
ら
れ
た
方
法
に
よ
り
評
議
員
の
選
任
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
 

・
 
評
議
員
と
し
て
選
任
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
「
社
会
福
祉
法
人
の
適
正
な
運
営
に
必
要
な
識
見
を
有
す
る
者
」
と
し
て
、
定
款
及
び
評
議
員

の
選
任
に
関
す
る
規
程
に
基
づ
く
適
正
な
手
続
に
よ
る
選
任
が
さ
れ
て
い
な
い
場
合
 

 
・
 
評
議
員
に
つ
い
て
、
就
任
承
諾
書
等
に
よ
り
、
就
任
の
意
思
表
示
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
な
い
場
合
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
評
議
員
の
選
任
に
関
す
る
書
類
（
評
議
員
選
任
・
解
任
委
員
会
の
資
料
、
議
事
録
等
）、

就
任
承
諾
書
等
 
 

 
２

 
評
議

員
と
な

る
こ

と
が
で

き

な
い

者
又

は
適
当

で
は

な
い
者

が

選
任
さ
れ
て
い
な
い
か
。
 

法
第

40
条
第
１
項
、
第

２
項
、
第
４
項
、
第
５
項
、 

第
6
1
条
第
１
項
、
 

審
査

基
準

第
３

の
１

の

○
 

欠
格

事
由
に

該
当

す
る
者

が
選
任

さ
れ
て

い

な
い
か
。
 

○
 

当
該

法
人
の

役
員

又
は
職

員
を
兼

ね
て
い

な

い
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
評
議
員
会
は
、
役
員
の
選
任
・
解
任
の
権
限
や
定
款
変
更
の
承
認
等
の
法
人
の
基
本
的
事
項
に
つ
い
て
決
議
す
る
権
限
を
有
し
、
こ
れ
ら
を

通
じ
て
中
立
・
公
正
な
立
場
か
ら
理
事
等
を
牽
制
・
監
督
す
る
役
割
を
担
う
機
関
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
評
議
員
会
を
構
成
す
る
評
議
員
の

職
務
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
評
議
員
の
責
任
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
責
任
を
全
う
さ
せ
る
た
め
、
一
定
の
場
合
が
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

（
１

）
、
（

３
）
、
（

４
）
、

（
６
）
 

○
 

当
該

法
人
の

各
評

議
員
、

各
役
員

と
特
殊

の

関
係
に
あ
る
者
が
選
任
さ
れ
て
い
な
い
か
。
 

○
 

社
会

福
祉
協

議
会

に
あ
っ

て
は
、

関
係
行

政

庁
の

職
員

が
評
議

員
の

総
数
の

５
分
の

１
を
超

え

て
選
任
さ
れ
て
い
な
い
か
。
 

○
 

実
際

に
評
議

員
会

に
参
加

で
き
な

い
者
が

名

目
的
に
選
任
さ
れ
て
い
な
い
か
。
 

○
 

地
方

公
共
団

体
の

長
等
特

定
の
公

職
に
あ

る

者
が

慣
例

的
に
評

議
員

と
し
て

選
任
さ

れ
て
い

な

い
か
。
 

○
 

暴
力

団
員
等

の
反

社
会
的

勢
力
の

者
が
評

議

員
と
な
っ
て
い
な
い
か
。
 

欠
格
事
由
と
し
て
定
め
ら
れ
る
（
法
第

40
条
第
１
項
。
注
１
）
と
と
も
に
、
当
該
法
人
の
役
員
若
し
く
は
職
員
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い

こ
と
（
法
第

4
0
条
第
２
項
）、

当
該
法
人
の
各
評
議
員
若
し
く
は
各
役
員
と
特
殊
の
関
係
に
あ
る
者
（
注
２
）
を
評
議
員
と
し
て
選
任
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
（
法
第

4
0
条
第
４
項
及
び
第
５
項
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
法
人
の
高
い
公
益
性
に
鑑
み
、
法
人
は
暴
力
団
員

等
の
反
社
会
的
勢
力
の
者
と
関
わ
り
を
持
っ
て
は
な
ら
ず
、
暴
力
団
員
等
の
反
社
会
的
勢
力
の
者
が
評
議
員
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 

 
（
注
１
）
欠
格
事
由
（
評
議
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
）
は
次
の
と
お
り
。
 

①
 
法
人
 

②
 
成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人
 

③
 
生
活
保
護
法
、
児
童
福
祉
法
、
老
人
福
祉
法
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
又
は
こ
の
法
律
の
規
定
に
違
反
し
て
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の

執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
 

④
 
③
の
ほ
か
、
禁
固
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
 

⑤
 
所
轄
庁
の
解
散
命
令
に
よ
り
解
散
を
命
ぜ
ら
れ
た
法
人
の
解
散
当
時
の
役
員
 

 
（
注
２
）
各
評
議
員
又
は
各
役
員
と
特
殊
の
関
係
に
あ
る
者
の
範
囲
は
次
の
と
お
り
。
 

①
 
配
偶
者
 

②
 
三
親
等
以
内
の
親
族
 

③
 
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
（
規
則
第
２
条
の
７
、
第
２
条
の
８
）
 

ⅰ
 
当
該
評
議
員
又
は
理
事
と
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
 

ⅱ
 
当
該
評
議
員
又
は
理
事
の
使
用
人
 

ⅲ
 
当
該
評
議
員
又
は
理
事
か
ら
受
け
る
金
銭
そ
の
他
の
財
産
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
者
 

ⅳ
 
ⅱ
又
は
ⅲ
の
配
偶
者
 

ⅴ
 
ⅰ
～
ⅲ
の
三
親
等
以
内
の
親
族
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者
 

ⅵ
 
当
該
評
議
員
又
は
理
事
が
役
員
（
注
）
若
し
く
は
業
務
を
執
行
す
る
社
員
で
あ
る
他
の
同
一
の
社
会
福
祉
法
人
以
外
の
団
体
の

役
員
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
職
員
（
同
一
の
団
体
の
役
員
等
が
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
理
事
の
総
数
の
３
分
の
１
を
超
え

る
場
合
に
限
る
。）

 

（
注
）
法
人
で
は
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
を
含
む
。
 

ⅶ
 
他
の
社
会
福
祉
法
人
の
役
員
又
は
職
員
（
当
該
他
の
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員
と
な
っ
て
い
る
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員

及
び
役
員
の
合
計
数
が
、
当
該
他
の
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員
の
総
数
の
半
数
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。）

 

ⅷ
 
次
の
団
体
の
職
員
（
国
会
議
員
又
は
地
方
議
会
の
議
員
を
除
く
。
）（

同
一
の
団
体
の
職
員
が
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員
の

総
数
の
３
分
の
１
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。
）
 

・
 
国
の
機
関
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
、
国
立
大
学
法
人
、
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
、
地
方
独
立
行
政
法
人
、
特

殊
法
人
 

 
 
※
 
法
人
監
査
に
お
け
る
確
認
事
項
で
は
な
い
が
、
租
税
特
別
措
置
法
第

40
条
第
１
項
の
適
用
を
受
け
る
た
め
の
条
件
と
さ
れ
る
特
殊
の

関
係
に
あ
る
者
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
上
記
（
注
２
）
と
同
一
で
は
な
い
た
め
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
 

○
 
法
人
は
、
評
議
員
の
選
任
に
当
た
り
、
評
議
員
候
補
者
が
欠
格
事
由
に
該
当
し
な
い
か
、
各
評
議
員
又
は
各
役
員
と
特
殊
の
関
係
に
な
い
か
、

暴
力
団
員
等
の
反
社
会
的
勢
力
の
者
で
な
い
か
に
つ
い
て
、
確
認
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
確
認
方
法
と
し
て
は
、
履
歴
書
若
し
く
は
誓
約
書
等

に
よ
り
候
補
者
本
人
に
こ
れ
ら
の
者
に
該
当
し
な
い
こ
と
の
確
認
を
行
う
方
法
で
差
し
支
え
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
法
人
の
判
断
に
よ
り
官
公

署
が
発
行
す
る
書
類
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
法
人
が
何
ら
か
の
方
法
に
よ
り
こ
れ
ら
の

事
項
を
確
認
し
た
上
で
選
任
を
行
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
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8 
 

項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

○
 
当
該
法
人
の
役
員
又
は
職
員
と
の
兼
職
の
有
無
の
確
認
に
つ
い
て
は
、
法
人
が
保
有
す
る
関
係
書
類
に
よ
り
、
該
当
す
る
者
が
い
な
い
か
を

確
認
す
る
。
 

○
 
上
記
（
注
２
）
の
特
殊
の
関
係
に
あ
る
者
の
③
の
ⅷ
に
該
当
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
関
係
行
政
庁
の
職
員
が
法
人
の
評
議
員
に
な
る
こ

と
は
、
法
第

61
条
に
「
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
法
人
の
自
主
性
を
重
ん
じ
、
不
当
な
関
与
を
行
わ
な
い
こ
と
」（

第
１
項
第
２
号
）
及
び
「
法

人
が
国
及
び
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
不
当
に
管
理
的
援
助
を
求
め
な
い
こ
と
」（

同
項
第
３
号
）
と
規
定
し
、
公
私
分
離
の
原
則
を
定
め
る

趣
旨
に
照
ら
す
と
適
当
で
は
な
い
こ
と
に
所
轄
庁
等
関
係
行
政
庁
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

○
 
社
会
福
祉
協
議
会
に
つ
い
て
は
、
公
私
の
関
係
者
の
協
力
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
運
営
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
関
係
行
政
庁
の
職
員

が
評
議
員
と
な
る
こ
と
の
み
を
も
っ
て
不
当
な
関
与
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
が
、
役
員
と
同
様
に
、
評
議
員
総
数
の
５
分
の
１
を
超
え
る
割
合

を
占
め
る
場
合
は
、
不
当
な
関
与
に
当
た
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
法
第

10
9
条
第
５
項
（
役
員
に
関
す
る
規
定
）
参
照
）。

 

○
 
評
議
員
会
の
役
割
の
重
要
性
に
鑑
み
る
と
、
実
際
に
評
議
員
会
に
参
加
で
き
な
い
者
や
地
方
公
共
団
体
の
長
等
の
特
定
の
公
職
に
あ
る
者
が

名
目
的
・
慣
例
的
に
評
議
員
と
し
て
選
任
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
評
議
員
会
を
欠
席
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
た
め
、
評
議
員
に

こ
の
よ
う
な
者
が
い
な
い
か
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
 

こ
の
場
合
に
、
評
議
員
と
し
て
不
適
当
で
あ
る
と
の
判
断
を
行
う
基
準
は
、
原
則
と
し
て
、
当
該
年
度
及
び
そ
の
前
年
度
の
評
議
員
会
を
全

て
欠
席
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
指
導
監
査
を
行
う
時
点
に
お
い
て
、
前
記
の
評
議
員
会
の
開
催
が
１
回
の
み
で
あ
る
場

合
に
は
、
直
近
２
回
の
評
議
員
会
を
欠
席
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
・
 
評
議
員
の
選
任
手
続
に
お
い
て
、
評
議
員
候
補
者
が
欠
格
事
由
に
該
当
し
な
い
こ
と
、
又
は
当
該
法
人
の
各
評
議
員
若
し
く
は
各
役
員
と

特
殊
の
関
係
に
あ
る
者
が
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
法
人
に
お
い
て
確
認
が
さ
れ
て
い
な
い
場
合
 

 
・
 
法
人
が
保
有
す
る
書
類
に
よ
り
、
欠
格
事
由
や
特
殊
の
関
係
に
あ
る
者
に
該
当
す
る
者
が
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
 

 
・
 
評
議
員
が
当
該
法
人
の
役
員
又
は
職
員
を
兼
ね
て
い
る
場
合
 

 
・
 
暴
力
団
員
等
の
反
社
会
的
勢
力
の
者
が
評
議
員
と
な
っ
て
い
る
場
合
 

 
・
 
社
会
福
祉
協
議
会
に
お
い
て
、
関
係
行
政
庁
の
職
員
が
評
議
員
総
数
の
５
分
の
１
を
超
え
て
い
る
場
合
 

 
・
 
欠
席
が
継
続
し
、
名
目
的
・
慣
例
的
に
選
任
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
評
議
員
が
い
る
場
合
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
評
議
員
の
選
任
手
続
に
お
け
る
関
係
書
類
（
履
歴
書
、
誓
約
書
等
）、

役
職
員
名
簿
、
評
議
員
会
の
議
事
録
等
 

 
３

 
評
議

員
の
数

は
、

法
令
及

び

定
款

に
定

め
る
員

数
と

な
っ
て

い

る
か
。
 

法
第

40
条
第
３
項
 

○
 

評
議

員
の
数

は
、

定
款
で

定
め
た

理
事
の

員

数
を
超
え
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
評
議
員
の
数
は
定
款
で
定
め
た
理
事
の
員
数
を
超
え
る
数
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法
第

4
0
条
第
３
項
。
注
）。

指
導
監
査
を
行
う
に
当
た

っ
て
は
、
在
任
す
る
評
議
員
の
人
数
が
定
款
で
定
め
た
理
事
の
員
数
及
び
在
任
す
る
理
事
の
人
数
を
超
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
 

な
お
、
定
款
で
定
め
た
評
議
員
の
員
数
が
定
款
で
定
め
た
理
事
の
員
数
を
超
え
て
い
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
必

要
が
あ
る
。
 
 

（
注
）
上
記
に
か
か
わ
ら
ず
、
小
規
模
法
人
に
配
慮
す
る
観
点
か
ら
、
平
成

2
7
年
度
決
算
に
お
け
る
法
人
単
位
事
業
活
動
計
算
書
の
サ
ー
ビ

ス
活
動
収
益
が
４
億
円
以
下
の
法
人
に
つ
い
て
は
、
平
成

29
年
度
か
ら
平
成

3
1
年
度
ま
で
の
間
の
３
年
間
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
経
過

措
置
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
当
該
経
過
措
置
に
よ
り
評
議
員
の
数
は
４
人
以
上
で
あ
れ
ば
よ
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
平
成

28
年
改
正

法
附
則
第

10
条
、
平
成

28
年
改
正
政
令
第
４
条
第
１
項
）。

な
お
、
平
成

2
8
年
度
に
設
立
さ
れ
た
法
人
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
業
規
模
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
経
過
措
置
の
対
象
と
な
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
同
条
第
２
項
）。

 

 
 

＜
指
摘
基
準
＞
 

 
次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
・
 
在
任
す
る
評
議
員
の
人
数
が
定
款
で
定
め
た
理
事
の
員
数
及
び
在
任
す
る
理
事
の
人
数
を
超
え
て
い
な
い
場
合
（
同
数
以
下
の
場
合
）
 

・
 
経
過
措
置
の
対
象
法
人
に
つ
い
て
、
評
議
員
の
人
数
が
４
人
未
満
で
あ
る
場
合
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

定
款
、
評
議
員
名
簿
、
役
員
名
簿
、
評
議
員
の
選
任
に
関
す
る
書
類
（
評
議
員
選
任
・
解
任
委
員
会
の
議
事
録
、
委
嘱
状
、
就
任
承
諾
書
等
）
、

理
事
の
選
任
・
解
任
等
に
関
す
る
書
類
（
理
事
が
選
任
さ
れ
た
評
議
員
会
の
議
事
録
、
委
嘱
状
、
就
任
承
諾
書
等
）
 

（
２

）
評

議
員

会
の

招
集

・
運

営
 

１
 

評
議

員
会
の

招
集

が
適
正

に

行
わ
れ
て
い
る
か
。
 

  

法
第

45
条
の
９
第
１
項
、 

同
条
第

1
0
項
に
よ
り
準

用
さ

れ
る

一
般

法
人

法

第
1
8
1
条
、
第

18
2
条
、
 

規
則
第
２
条
の

12
 

○
 

評
議

員
会
の

招
集

通
知
を

期
限
ま

で
に
評

議

員
に
発
し
て
い
る
か
。
 

○
 

招
集

通
知
に

記
載

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

事

項
は
理
事
会
の
決
議
に
よ
っ
て
い
る
か
。
 

○
 

定
時

評
議
員

会
が

毎
会
計

年
度
終

了
後
一

定

の
時
期
に
招
集
さ
れ
て
い
る
か
。
 

 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
評
議
員
会
の
招
集
に
つ
い
て
は
、
理
事
会
の
決
議
に
よ
り
評
議
員
会
の
日
時
及
び
場
所
等
（
注
）
を
定
め
、
理
事
が
評
議
員
会
の
１
週
間
前

（
又
は
定
款
に
定
め
た
期
間
）
ま
で
に
評
議
員
に
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
（
電
子
メ
ー
ル
等
）
に
よ
り
通
知
を
す
る
方
法
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
（
法
第

4
5
条
の
９
第

1
0
項
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
一
般
法
人
法
第

18
1
条
及
び
第

1
8
2
条
、
規
則
第
２
条
の

1
2
）
。
な
お
、
電
磁
的

方
法
で
通
知
を
す
る
場
合
に
は
、
評
議
員
の
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
手
続
が
適
正
に

な
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
 

 
（
注
）
理
事
会
の
決
議
に
よ
り
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
（
招
集
通
知
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
）（

法
第

4
5
条
の
９
第

1
0

項
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
一
般
法
人
法
第

18
1
条
第
１
項
）
 

 
 
 
①
 
評
議
員
会
の
日
時
及
び
場
所
 

②
 
評
議
員
会
の
目
的
で
あ
る
事
項
が
あ
る
場
合
は
当
該
事
項
 

③
 
評
議
員
会
の
目
的
で
あ
る
事
項
に
係
る
議
案
（
当
該
目
的
で
あ
る
事
項
が
議
案
と
な
る
も
の
を
除
く
。
）
の
概
要
（
議
案
が
確
定
し
て

い
な
い
場
合
は
そ
の
旨
。
施
行
規
則
第
２
条
の

1
2）

 

 
 
な
お
、
評
議
員
の
全
員
の
同
意
が
あ
る
と
き
は
、
招
集
の
手
続
を
経
る
こ
と
な
く
評
議
員
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
お

り
（
法
第

45
条
の
９
第

1
0
項
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
一
般
法
人
法
第

18
3
条
）
、
こ
の
場
合
に
は
招
集
の
通
知
を
省
略
で
き
る
が
、
評
議
員
会

の
日
時
等
に
関
す
る
理
事
会
の
決
議
は
省
略
で
き
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
と
と
も
に
、
評
議
員
全
員
の
同
意
が
あ
っ
た
こ
と
が
客
観
的
に
確
認

で
き
る
書
類
の
保
存
が
必
要
で
あ
る
。
 

○
 
定
時
評
議
員
会
は
毎
会
計
年
度
終
了
後
一
定
の
時
期
に
招
集
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
法
第

45
条
の
９
第
１
項
）
、
ま
た
、
計
算
書
類
等
に

つ
い
て
は
、
毎
年
６
月
末
日
ま
で
に
定
時
評
議
員
会
の
承
認
を
受
け
た
若
し
く
は
定
時
評
議
員
会
に
報
告
し
た
上
で
、
所
轄
庁
に
届
出
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第

4
5
条
の

3
0、

第
45

条
の

3
1、

第
5
9
条
第
１
項
）
。
そ
の
た
め
、
計
算
書
類
等
を
所
轄
庁
に
届
け
出
る
毎
年
６
月
末

日
（
定
款
に
開
催
時
期
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
と
き
）
ま
で
に
定
時
評
議
員
会
が
開
催
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
な
お
、

定
時
評
議
員
会
の
開
催
時
期
に
つ
い
て
は
、
定
款
に
具
体
的
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
も
の
で
あ
り
、
当
該
時
期
を
定
款
に
記
載
し
た

場
合
に
は
、
当
該
時
期
ま
で
に
開
催
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
（
定
款
例
第

1
1
条
参
照
）
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
次
の
場
合
に
は
、
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

・
 
評
議
員
会
の
日
時
及
び
場
所
等
が
理
事
会
の
決
議
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
 

・
 
評
議
員
会
の
１
週
間
前
（
又
は
定
款
に
定
め
た
期
間
）
ま
で
に
評
議
員
に
通
知
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

・
 
電
磁
的
方
法
に
よ
り
通
知
を
し
た
場
合
に
、
評
議
員
の
承
諾
を
得
て
い
な
い
場
合
 

・
 
評
議
員
会
の
招
集
通
知
に
必
要
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
場
合
 

・
 
評
議
員
会
の
招
集
通
知
が
省
略
さ
れ
た
場
合
に
、
評
議
員
全
員
の
同
意
が
確
認
で
き
な
い
場
合
 

・
 
定
時
評
議
員
会
が
計
算
書
類
等
を
所
轄
庁
に
届
け
出
る
毎
年
６
月
末
日
（
定
款
に
開
催
時
期
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
と
き
）
ま
で

に
招
集
さ
れ
て
い
な
い
場
合
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
評
議
員
会
の
招
集
通
知
、
理
事
会
の
議
事
録
、
評
議
員
会
の
議
事
録
、
評
議
員
全
員
の
同
意
が
確
認
で
き
る
書
類
 

 
２

 
決

議
が

適
正

に
行

わ
れ

て
い

る
か
。
 

 

法
第

45
条
の
９
第
６
項

か
ら
第
８
項
ま
で
、
 

同
条
第

1
0
項
に
よ
り
準

用
さ

れ
る

一
般

法
人

法

第
1
9
4

条
第

１
項

、
第

1
9
5
条
 

○
 

決
議

に
必
要

な
数

の
評
議

員
が
出

席
し
、

必

要
な
数
の
賛
成
を
も
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
。
 

○
 

決
議

が
必
要

な
事

項
に
つ

い
て
、

決
議
が

行

わ
れ
て
い
る
か
。
 

○
 

特
別

決
議
は

必
要

数
の
賛

成
を
も

っ
て
行

わ

れ
て
い
る
か
。
 

○
 

決
議

に
つ
い

て
特

別
の
利

害
関
係

を
有
す

る

評
議
員
が
議
決
に
加
わ
っ
て
い
な
い
か
。
 

○
 

評
議

員
会
の

決
議

が
あ
っ

た
と
み

な
さ
れ

た

場
合

（
決

議
を
省

略
し

た
場
合

）
や
評

議
員
会

へ

の
報

告
が

あ
っ
た

と
み

な
さ
れ

た
場
合

（
報
告

を

省
略

し
た

場
合
）

に
、

評
議
員

の
全
員

の
書
面

又

は
電

磁
的

記
録
に

よ
る

同
意
の

意
思
表

示
が
あ

る

か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
評
議
員
会
で
決
議
を
行
う
た
め
に
は
、
議
決
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
る
評
議
員
の
過
半
数
（
定
款
で
過
半
数
を
上
回
る
割
合
を
定
め
た
場
合

に
は
そ
の
割
合
以
上
）
の
出
席
が
必
要
で
あ
る
（
法
第

4
5
条
の
９
第
６
項
）。

な
お
、
こ
の
「
議
決
に
加
わ

る
こ
と
が
で
き
る
評
議
員
」
に
は
、

当
該
決
議
に
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
評
議
員
（
法
第

4
5
条
の
９
第
８
項
）
は
含
ま
れ
な
い
。
 

○
 
評
議
員
会
の
決
議
は
、
法
令
及
び
定
款
に
定
め
る
事
項
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
（
法
第

45
条
の
８
第
２
項
）
。
定
款
に
定
め
る
事
項
の

他
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
評
議
員
会
の
決
議
が
必
要
で
あ
る
。
 

 
・
 
理
事
、
監
事
、
会
計
監
査
人
の
選
任
及
び
解
任
 

 
・
 
理
事
、
監
事
の
報
酬
等
の
決
議
（
定
款
に
報
酬
等
の
額
を
定
め
る
場
合
を
除
く
。）

 

 
・
 
理
事
等
の
責
任
の
免
除
 

 
・
 
役
員
報
酬
等
基
準
の
承
認
 

 
・
 
計
算
書
類
の
承
認
 

 
・
 
定
款
の
変
更
 

 
・
 
解
散
の
決
議
 

 
・
 
合
併
の
承
認
 

 
・
 
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
承
認
 

○
 
評
議
員
会
の
決
議
に
は
、
そ
の
決
議
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
関
係
（
注
１
）
を
有
す
る
評
議
員
が
加
わ
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
か
ら
（
法

第
4
5
条
の
９
第
８
項
）、

当
該
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
評
議
員
の
存
否
に
つ
い
て
は
、
そ
の
決
議
を
行
う
前
に
、
法
人
が
各
評
議
員
に
つ

い
て
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
当
該
法
人
に
お
い
て
そ
の
確
認
が
な
さ
れ
た
か
を
、
指
導
監
査
に
お
い
て
確
認
す
る
必
要
が

あ
る
。
こ
の
確
認
は
、
原
則
と
し
て
議
事
録
で
行
う
も
の
で
あ
る
が
、
評
議
員
会
の
招
集
通
知
と
併
せ
て
、
当
該
評
議
員
会
の
議
案
に
つ
い
て

特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
場
合
に
は
法
人
に
申
し
出
る
こ
と
を
定
め
た
通
知
を
発
し
た
場
合
や
、
評
議
員
の
職
務
の
執
行
に
関
す
る
法
人
の

規
程
で
、
評
議
員
が
評
議
員
会
の
決
議
事
項
と
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
場
合
に
は
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
定
め
て
い
る
場
合

に
は
、
個
別
の
議
案
の
議
決
の
際
に
改
め
て
確
認
を
行
う
必
要
は
な
く
、
決
議
に
利
害
関
係
が
あ
る
評
議
員
が
い
な
い
場
合
に
は
、
議
事
録
の

記
載
も
不
要
で
あ
る
。
 

（
注
１
）「

特
別
の
利
害
関
係
」
と
は
、
評
議
員
が
、
そ
の
決
議
に
つ
い
て
、
法
人
に
対
す
る
善
管
注
意
義
務
（
法
第

3
8
条
、
民
法
（
明
治

2
9

年
法
律
第

89
号
）
第

6
4
4
条
）
を
履
行
す
る
こ
と
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
利
害
関
係
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

○
 
評
議
員
会
に
お
け
る
普
通
決
議
（
特
別
決
議
以
外
の
決
議
）
は
、
出
席
者
の
過
半
数
（
定
款
で
過
半
数
を
上
回
る
割
合
を
定
め
た
場
合
に
は

そ
の
割
合
以
上
）
の
賛
成
（
法
第

45
条
の
９
第
６
項
）
を
も
っ
て
行
い
、
特
別
決
議
（
注
２
）
は
、
議
決
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
る
評
議
員

の
３
分
の
２
（
定
款
で
３
分
の
２
を
上
回
る
割
合
を
定
め
た
場
合
に
は
そ
の
割
合
）
以
上
の
賛
成
（
法
第

4
5
条
の
９
第
７
項
）
を
も
っ
て
行

わ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
評
議
員
会
の
決
議
に
つ
い
て
、
出
席
者
数
及
び
賛
成
者
数
が
決
議
の
成
立
に
必
要
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

な
数
と
な
っ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
 

（
注
２
）
特
別
決
議
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
必
要
な
議
案
（
法
第

4
5
条
の
９
第
７
項
）
 

①
監
事
の
解
任
、
②
役
員
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
除
、
③
定
款
変
更
、
④
法
人
の
解
散
、
⑤
法
人
の
合
併
契
約
の
承
認
 

○
 
理
事
が
評
議
員
会
の
目
的
で
あ
る
事
項
に
つ
い
て
提
案
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
提
案
に
つ
き
、
議
決
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
る
評
議

員
の
全
員
が
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
よ
り
同
意
の
意
思
表
示
を
し
た
と
き
は
、
当
該
提
案
を
可
決
す
る
旨
の
評
議
員
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も

の
と
み
な
さ
れ
る
（
法
第

45
条
の
９
第

10
項
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
一
般
法
人
法
第

1
9
4
条
第
１
項
）。

ま
た
、
理
事
が
評
議
員
の
全
員
に
対

し
て
評
議
員
会
に
報
告
す
べ
き
事
項
を
通
知
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
項
を
評
議
員
会
に
報
告
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
に
つ
き
評
議

員
の
全
員
が
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
よ
り
同
意
の
意
思
表
示
を
し
た
と
き
は
、
当
該
事
項
の
評
議
員
会
へ
の
報
告
が
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
る

（
法
第

4
5
条
の
９
第

1
0
項
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
一
般
法
人
法
第

1
9
5
条
）。

そ
の
た
め
、
当
該
決
議
の
省
略
又
は
報
告
の
省
略
が
な
さ
れ
た

場
合
に
は
、
当
該
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
が
あ
る
か
を
確
認
す
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
・
 
成
立
し
た
決
議
に
つ
い
て
、
法
令
又
は
定
款
に
定
め
る
出
席
者
数
又
は
賛
成
者
数
が
不
足
し
て
い
た
場
合
 

 
・
 
決
議
を
要
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
決
議
が
行
わ
れ
て
な
い
場
合
 

 
・
 
成
立
し
た
決
議
に
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
評
議
員
が
加
わ
っ
て
い
た
場
合
 

 
・
 
決
議
に
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
評
議
員
が
い
る
か
を
法
人
が
確
認
し
て
い
な
い
場
合
 

 
・
 
評
議
員
会
の
決
議
が
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
、
評
議
員
全
員
の
同
意
の
意
思
表
示
の
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
が
な
い
場
合
 

 
・
 
評
議
員
会
へ
の
報
告
が
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
、
評
議
員
全
員
の
同
意
の
意
思
表
示
の
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
が
な
い
場
合
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
定
款
、
評
議
員
会
の
議
事
録
、
同
意
の
意
思
表
示
の
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
、
法
人
が
決
議
に
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
評
議
員
が
い
る
か

を
確
認
し
た
書
類
 

 
３

 
評
議

員
会
に

つ
い

て
、
適

正

に
記

録
の

作
成
、

保
存

を
行
っ

て

い
る
か
。
 

法
第

45
条
の
９
第

1
0
項

に
よ

り
準

用
さ

れ
る

一

般
法
人
法
第

1
9
4
条
第
１

項
、
第
２
項
、
 

法
第

45
条
の

1
1
第
１
項

か
ら
第
３
項
ま
で
、
 

規
則
第
２
条
の

15
 

○
 

厚
生

労
働
省

令
に

定
め
る

と
こ
ろ

に
よ
り

、

議
事
録
を
作
成
し
て
い
る
か
。
 

○
 

議
事

録
を
法

人
の

事
務
所

に
法
定

の
期
間

備

え
置
い
て
い
る
か
。
 

○
 

評
議

員
会
の

決
議

が
あ
っ

た
と
み

な
さ
れ

た

場
合

（
決

議
を
省

略
し

た
場
合

）
に
、

同
意
の

書

面
又

は
電

磁
的
記

録
を

法
人
の

主
た
る

事
務
所

に

法
定
の
期
間
備
え
置
い
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
評
議
員
会
は
、
法
人
の
基
本
的
事
項
に
つ
い
て
の
決
議
を
行
う
機
関
で
あ
り
、
そ
の
議
事
内
容
は
法
人
に
と
っ
て
重
要
な
資
料
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
法
人
に
お
い
て
は
、
評
議
員
会
の
決
議
の
内
容
等
に
つ
い
て
記
録
し
た
議
事
録
を
作
成
し
（
法
第

4
5
条
の

11
第
１
項
）、

評
議
員
及

び
債
権
者
が
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
（
同
条
第
４
項
）。

そ
こ
で
、
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
り
、
評
議
員

会
の
議
事
録
が
法
令
に
基
づ
き
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
さ
れ
、
必
要
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
か
（
規
則
第
２
条
の

1
5
）、

評
議

員
会
の
日
か
ら
法
人
の
主
た
る
事
務
所
に

1
0
年
間
、
従
た
る
事
務
所
に
５
年
間
備
え
置
か
れ
て
い
る
か
（
法
第

4
5
条
の

1
1
第
２
項
、
第
３

項
）
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
ま
た
、
評
議
員
会
の
決
議
が
省
略
さ
れ
た
場
合
に
は
、
同
意
の
意
思
表
示
の
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
が
、
法
人
の

主
た
る
事
務
所
に
決
議
が
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
た
日
か
ら

1
0
年
間
備
え
置
か
れ
て
い
る
か
（
法
第

45
条
の
９
第

1
0
項
に
よ
り
準
用
さ
れ
る

一
般
法
人
法
第

19
4
条
第
２
項
）
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
 

○
 
定
款
に
議
事
録
署
名
人
（
議
事
録
に
署
名
又
は
記
名
押
印
す
る
こ
と
と
定
め
ら
れ
た
者
を
い
う
。
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
定
款

に
従
っ
て
そ
の
署
名
又
は
記
名
押
印
が
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
な
お
、
法
令
上
は
、
評
議
員
会
の
議
事
録
に
、
出
席
し
た
評
議
員
が
署

名
又
は
記
名
押
印
を
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
旨
の
規
定
は
な
い
が
、
議
事
録
の
内
容
が
適
正
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
担
保
す
る
観
点
か
ら
、

定
款
に
議
事
録
署
名
人
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
（
定
款
例
第

1
4
条
参
照
）。

 

○
 
議
事
録
の
記
載
事
項
と
し
て
は
、
開
催
さ
れ
た
評
議
員
会
に
関
す
る
事
項
（
規
則
第
２
条
の

15
第
３
項
）（

注
１
）
、
評
議
員
会
の
決
議
を
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

省
略
し
た
場
合
（
評
議
員
会
の
決
議
が
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
た
場
合
）
の
事
項
（
同
条
第
４
項
第
１
号
）（

注
２
）
及
び
理
事
の
評
議
員
会
へ

の
報
告
を
省
略
し
た
場
合
（
報
告
が
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
た
場
合
）
の
事
項
（
同
項
第
２
号
）（

注
３
）
が
あ
り
、
必
要
な
記
載
事
項
が
記
載

さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
 

 
（
注
１
）
開
催
さ
れ
た
評
議
員
会
の
内
容
に
関
す
る
議
事
録
の
記
載
事
項
（
規
則
第
２
条
の

1
5
第
３
項
）
。
 

①
 
評
議
員
会
が
開
催
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所
（
当
該
場
所
に
存
し
な
い
評
議
員
、
理
事
、
監
事
又
は
会
計
監
査
人
が
評
議
員
会
に
出

席
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
出
席
の
方
法
（
例
：
テ
レ
ビ
会
議
）
を
含
む
。）

 

②
 
評
議
員
会
の
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果
 

③
 
決
議
を
要
す
る
事
項
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
評
議
員
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
評
議
員
の
氏
名
 

④
 
法
の
規
定
に
基
づ
き
評
議
員
会
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
意
見
又
は
発
言
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
意
見
又
は
発
言
の
内
容
の
概
要
 

ⅰ
 
監
事
に
よ
る
監
事
の
選
任
若
し
く
は
解
任
又
は
辞
任
に
関
す
る
意
見
（
法
第

4
3
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
法
人
法

第
7
4
条
第
１
項
）
 

ⅱ
 
監
事
を
辞
任
し
た
者
に
よ
る
監
事
を
辞
任
し
た
旨
及
び
そ
の
理
由
（
辞
任
後
最
初
に
開
催
さ
れ
る
評
議
員
会
に
限
る
。
法
第

43

条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
法
人
法
第

7
4
条
第
２
項
）
 

ⅲ
 
会
計
監
査
人
に
よ
る
会
計
監
査
人
の
選
任
、
解
任
若
し
く
は
不
再
任
又
は
辞
任
に
関
す
る
意
見
（
法
第

43
条
第
３
項
に
お
い

て
準
用
す
る
一
般
法
人
法
第

7
4
条
第
４
項
）
 

ⅳ
 
会
計
監
査
人
を
辞
任
し
た
又
は
解
任
さ
れ
た
者
に
よ
る
会
計
監
査
人
を
辞
任
し
た
旨
及
び
そ
の
理
由
又
は
解
任
に
つ
い
て
の

意
見
（
辞
任
又
は
解
任
後
最
初
に
開
催
さ
れ
る
評
議
員
会
に
限
る
。
同
上
）
 

ⅴ
 
監
事
に
よ
る
理
事
が
評
議
員
会
に
提
出
し
よ
う
と
す
る
議
案
、
書
類
、
電
磁
的
記
録
、
そ
の
他
の
資
料
が
法
令
若
し
く
は
定
款

に
違
反
し
、
若
し
く
は
不
当
な
事
項
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
の
調
査
結
果
（
法
第

45
条
の

1
8
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般

法
人
法
第

10
2
条
）
 

ⅵ
 
監
事
に
よ
る
監
事
の
報
酬
等
に
つ
い
て
の
意
見
（
法
第

4
5
条
の

1
8
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
法
人
法
第

1
0
5
条
第
３

項
）
 

ⅶ
 
会
計
監
査
人
に
よ
る
法
人
の
計
算
書
類
及
び
附
属
明
細
書
が
法
令
又
は
定
款
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
監
事
と
意
見

を
異
に
す
る
と
き
の
意
見
（
法
第

45
条
の

1
9
第
６
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
法
人
法
第

10
9
条
第
１
項
）
 

ⅷ
 
定
時
評
議
員
会
に
お
い
て
会
計
監
査
人
の
出
席
を
求
め
る
決
議
が
あ
っ
た
と
き
の
会
計
監
査
人
の
意
見
（
法
第

45
条
の

1
9
第

６
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
法
人
法
第

1
0
9
条
第
２
項
）
 

⑤
 
評
議
員
会
に
出
席
し
た
評
議
員
、
理
事
、
監
事
又
は
会
計
監
査
人
の
氏
名
又
は
名
称
 

⑥
 
議
長
の
氏
名
（
議
長
が
存
す
る
場
合
に
限
る
。）

 

⑦
 
議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
っ
た
者
の
氏
名
 

 
（
注
２
）
評
議
員
会
の
決
議
を
省
略
し
た
場
合
（
評
議
員
会
の
決
議
が
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
た
場
合
）
の
議
事
録
の
記
載
事
項
（
規
則
第
２
条

の
1
5
第
４
項
第
１
号
）
 

①
 
決
議
を
省
略
し
た
事
項
の
内
容
 

②
 
決
議
を
省
略
し
た
事
項
の
提
案
を
し
た
者
の
氏
名
 

③
 
評
議
員
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
 

④
 
議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
っ
た
者
の
氏
名
 

な
お
、
こ
の
場
合
は
、
全
評
議
員
の
同
意
の
意
思
表
示
の
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
事
務
所
に
備
え
置
く
だ
け
で
は
な
く
、
内
容
に

つ
い
て
評
議
員
会
の
議
事
録
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。
 

- 68 -



13
 

 

項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

 
（
注
３
）
理
事
の
評
議
員
会
へ
の
報
告
を
省
略
し
た
場
合
（
報
告
が
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
た
場
合
）
の
議
事
録
の
記
載
事
項
（
同
項
第
２
号
）
 

①
 
評
議
員
会
へ
の
報
告
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
事
項
の
内
容
 

②
 
評
議
員
会
へ
の
報
告
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
 

③
 
議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
っ
た
者
の
氏
名
 

な
お
、
こ
の
場
合
は
、
全
評
議
員
の
同
意
の
意
思
表
示
に
係
る
書
面
等
を
事
務
所
に
備
え
置
く
必
要
は
な
い
こ
と
。
 

○
 
議
事
録
に
つ
い
て
は
、
記
載
さ
れ
た
事
項
の
全
て
に
つ
い
て
、
出
席
し
て
い
な
い
評
議
員
や
債
権
者
等
が
、
そ
の
関
係
書
類
と
併
せ
て
内
容

の
確
認
が
で
き
る
よ
う
明
確
に
記
載
す
る
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
・
 
議
事
録
が
作
成
さ
れ
て
い
な
い
場
合
 

・
 
議
事
録
の
必
要
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
又
は
不
十
分
で
あ
る
場
合
 

・
 
議
事
録
が
、
評
議
員
会
の
日
か
ら
主
た
る
事
務
所
に

1
0
年
間
、
従
た
る
事
務
所
に
５
年
間
備
え
置
か
れ
て
い
な
い
場
合
 

・
 
評
議
員
会
の
決
議
を
省
略
し
た
場
合
に
、
同
意
の
意
思
表
示
が
行
わ
れ
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
が
、
法
人
の
主
た
る
事
務
所
に
評
議
員

会
の
決
議
が
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
た
日
か
ら

10
年
間
備
え
置
か
れ
て
い
な
い
場
合
 

・
 
定
款
に
議
事
録
署
名
人
に
関
す
る
規
定
が
あ
る
場
合
に
、
当
該
規
定
に
よ
る
署
名
又
は
記
名
押
印
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
評
議
員
会
の
議
事
録
、
同
意
の
意
思
表
示
を
行
っ
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
 

４
 
理
事
 

 
 

 
 

（
１

）
定

数
 

１
 

法
に

規
定
さ

れ
た

員
数
が

定

款
に

定
め

ら
れ
、

そ
の

定
款
に

定

め
る

員
数

を
満
た

す
選

任
が
さ

れ

て
い
る
か
。
 

 

法
第

44
条
第
３
項
、
 

第
4
5
条
の
７
 

○
 

定
款

に
定

め
る

員
数

が
選

任
さ

れ
て

い
る

か
。
 

○
 

定
款

で
定
め

た
員

数
の
３

分
の
１

を
超
え

る

者
が

欠
け

た
と

き
は

遅
滞

な
く

補
充

し
て

い
る

か
。
 

○
 
欠
員
が
生
じ
て
い
な
い
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
理
事
会
は
、
①
法
人
の
業
務
執
行
の
決
定
、
②
理
事
の
職
務
の
執
行
の
監
督
、
③
理
事
長
の
選
定
及
び
解
職
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
理
事
会

を
構
成
す
る
理
事
は
、
そ
の
理
事
会
に
お
け
る
意
思
決
定
を
通
じ
て
業
務
執
行
の
決
定
又
は
監
督
を
行
う
と
い
う
意
味
で
、
法
人
の
運
営
に
お

け
る
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
 

 
理
事
の
員
数
は
、
６
人
以
上
（
法
第

4
4
条
第
３
項
）
の
数
を
定
款
に
定
め
、
そ
の
定
款
に
定
め
た
員
数
が
実
際
に
選
任
さ
れ
て
い
る
か
に

つ
い
て
確
認
す
る
。
 

○
 
定
款
に
定
め
た
員
数
の
３
分
の
１
を
超
え
る
者
が
欠
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法
第

45
条
の
７
）。

指
導
監

査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
指
導
監
査
の
時
点
で
定
款
に
定
め
た
員
数
の
３
分
の
１
を
超
え
る
者
が
欠
け
て
い
な
い
か
、
欠
け
て
い
る
場

合
に
は
遅

滞
な
く

補
充
の

た
め

の
手
続

が
進
め

ら
れ
て

い
る

か
に
つ

い
て
確

認
す
る

。
な

お
、
「
遅
滞

な
く
」
補

充
の
手

続
が
進

め
ら
れ
て
い

る
か
に
つ
い
て
は
、
当
該
法
人
に
お
い
て
、
理
事
候
補
者
の
選
定
、
評
議
員
会
へ
の
理
事
の
選
任
の
議
案
提
出
、
又
は
評
議
員
会
の
開
催
等
の

理
事
選
任
に
係
る
手
続
に
関
し
て
、
具
体
的
な
検
討
や
実
施
が
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
 

○
 
理
事
の
う
ち
定
款
に
定
め
ら
れ
た
員
数
の
３
分
の
１
を
超
え
な
い
欠
員
が
あ
る
場
合
は
、
法
令
に
直
接
的
に
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な

い
が
、
理
事
が
、
理
事
会
の
構
成
員
と
し
て
担
う
法
人
の
業
務
執
行
の
決
定
や
、
理
事
長
等
の
職
務
の
執
行
の
監
督
等
の
役
割
が
十
分
に
発
揮

で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
り
、
法
人
運
営
上
適
当
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
法
人
に
お
い
て
欠
員
の
補
充
の
た
め
の
検
討
や
手
続
が
進
め
ら
れ
て
い

る
か
（
理
事
会
、
理
事
長
等
が
手
続
を
進
め
て
い
る
か
。）

を
、
指
導
監
査
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

 
次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
・
 
定
款
で
定
め
た
員
数
が
選
任
さ
れ
て
い
な
い
場
合
 

 
・
 
定
款
で
定
め
た
員
数
の
３
分
の
１
を
超
え
る
欠
員
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
人
に
お
い
て
補
充
の
た
め
の
手
続
が
進
め
ら
れ
て
お
ら

ず
、
か
つ
、
具
体
的
な
検
討
も
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
 

 
・
 
欠
員
が
あ
る
場
合
に
、
法
人
に
お
い
て
補
充
の
た
め
の
手
続
が
進
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
補
充
の
検
討
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
定
款
、
理
事
の
選
任
に
関
す
る
評
議
員
会
議
事
録
、
理
事
会
議
事
録
、
そ
の
他
関
係
書
類
 

（
２

）
選

任
及

び
解

任
 

１
 

理
事

は
法
令

及
び

定
款
に

定

め
る

手
続

に
よ
り

選
任

又
は
解

任

さ
れ
て
い
る
か
。
 

法
第

43
条
第
１
項
、
 

第
4
5
条
の
４
 

○
 

評
議

員
会
の

決
議

に
よ
り

選
任
又

は
解
任

さ

れ
て
い
る
か
。
 

○
 

理
事

の
解
任

は
、

法
に
定

め
る
解

任
事
由

に

該
当
し
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
理
事
の
選
任
は
評
議
員
会
の
決
議
に
よ
り
行
う
た
め
（
法
第

4
3
条
第
１
項
）
、
評
議
員
会
の
決
議
が
適
切
に
な
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
確

認
す
る
（
評
議
員
会
の
決
議
に
つ
い
て
は
、
３
「
評
議
員
・
評
議
員
会
」
の
（
２
）
の
２
参
照
。
）
。
 

○
 
法
人
と
理
事
と
の
関
係
は
、
評
議
員
と
同
様
に
、
委
任
に
関
す
る
規
定
に
従
う
（
法
第

38
条
）。

そ
の
た
め
、
評
議
員
会
に
よ
り
選
任
さ
れ

た
者
が
就
任
を
承
諾
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
時
点
（
承
諾
の
と
き
に
理
事
の
任
期
が
開
始
し
て
い
な
い
場
合
は
任
期
の
開
始
時
）
か
ら
理
事

と
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
就
任
の
承
諾
の
有
無
に
つ
い
て
の
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
理
事
の
役
割
の
重
要
性
に
鑑
み
、
文
書
に
よ

る
確
認
（
就
任
承
諾
書
の
徴
収
等
）
に
よ
っ
て
行
う
必
要
が
あ
り
、
当
該
文
書
は
法
人
に
お
い
て
保
存
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
理
事
の

選
任
の
手
続
に
お
い
て
、
選
任
さ
れ
た
者
に
対
す
る
委
嘱
状
に
よ
る
委
嘱
が
必
ず
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
法
人
に
お
い
て
、
選
任

さ
れ
た
者
に
委
嘱
状
に
よ
り
理
事
に
選
任
さ
れ
た
旨
を
伝
達
す
る
と
と
も
に
、
就
任
の
意
思
の
確
認
を
行
う
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
。
 

○
 
理
事
の

解
任
は

、
「

職
務
上

の
義
務
に

違
反
し

、
又
は
職

務
を
怠
っ

た
と
き

」
、
「
心
身

の
故
障
の

た
め
、

職
務
の
執

行
に
支
障

が
あ
り

、
又

は
こ
れ
に
堪
え
な
い
と
き
」
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
に
、
評
議
員
会
の
決
議
に
よ
り
行
う
が
（
法
第

45
条
の
４
第
１
項
）、

安
定
的
な

法
人

運
営

や
利

用
者

の
処

遇
に

及
ぼ

す
影

響
が

大
き

い
こ

と
か

ら
、

評
議

員
会

に
よ

っ
て

解
任

権
が

濫
用

さ
れ

る
こ

と
が

あ
っ

て
は

な
ら

な

い
。
そ
の
た
め
、
理
事
が
形
式
的
に
職
務
上
の
義
務
に
違
反
し
又
は
職
務
を
懈
怠
し
た
と
い
う
事
実
や
健
康
状
態
の
み
を
も
っ
て
解
任
す
る
こ

と
は
で
き
ず
、
現
に
法
人
運
営
に
重
大
な
損
害
を
及
ぼ
し
、
又
は
、
適
正
な
事
業
運
営
を
阻
害
す
る
よ
う
な
、
理
事
等
の
不
適
正
な
行
為
な
ど

重
大
な
義
務
違
反
等
が
あ
る
場
合
に
限
定
さ
れ
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
 

 
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
同
条
に
基
づ
く
評
議
員
会
の
決
議
に
よ
り
理
事
が
解
任
さ
れ
た
場
合
に
、
解
任
の
理
由
が
、
当
該
理
事

に
重
大
な
義
務
違
反
等
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

・
 
理
事
の
選
任
が
評
議
員
会
の
有
効
な
決
議
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
 

・
 
理
事
の
解
任
が
評
議
員
会
の
権
限
の
濫
用
に
当
た
る
場
合
（
現
に
法
人
運
営
に
重
大
な
損
害
を
及
ぼ
し
、
又
は
、
適
正
な
事
業
運
営
を
阻

害
す
る
よ
う
な
、
理
事
等
の
不
適
正
な
行
為
な
ど
重
大
な
義
務
違
反
等
が
あ
る
場
合
に
該
当
し
な
い
場
合
）
 

 
・
 
理
事
の
就
任
の
意
思
表
示
が
あ
っ
た
こ
と
が
就
任
承
諾
書
等
に
よ
り
確
認
で
き
な
い
場
合
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
評
議
員
会
の
議
事
録
、
評
議
員
会
の
招
集
通
知
、
評
議
員
会
の
議
題
（
及
び
議
案
）
を
決
定
し
た
理
事
会
の
議
事
録
、
就
任
承
諾
書
等
 

（
３

)
適

格
性
 

１
 

理
事

と
な
る

こ
と

が
で
き

な

い
者

又
は

適
切
で

は
な

い
者
が

選

法
第

44
条
第
１
項
に
よ

り
準

用
さ

れ
る

法
第

4
0

○
 

欠
格

事
由
を

有
す

る
者
が

選
任
さ

れ
て
い

な

い
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
理
事
は
、
理
事
会
の
構
成
員
と
し
て
、
法
人
の
業
務
執
行
の
決
定
を
す
る
等
法
人
の
運
営
に
お
け
る
重
要
な
役
割
を
担
い
、
そ
の
職
務
を
個
々
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

任
さ
れ
て
い
な
い
か
。
 

条
第
１
項
、
 

第
4
4
条
第
６
項
 

（
参
考
）
法
第

61
条
第

１
項
、
 

第
1
0
9
条
か
ら

11
1
条
ま

で
、
 

審
査

基
準

第
３

の
１

の

（
１

）
、
（

３
）
、
（

４
）
、

（
６
）
 

○
 

各
理

事
に
つ

い
て

、
特
殊

の
関
係

に
あ
る

者

が
上
限
を
超
え
て
含
ま
れ
て
い
な
い
か
。
 

○
 

社
会

福
祉
協

議
会

に
あ
っ

て
は
、

関
係
行

政

庁
の

職
員

が
役
員

の
総

数
の
５

分
の
１

ま
で
と

な

っ
て
い
る
か
。
 

○
 

実
際

に
法
人

運
営

に
参
加

で
き
な

い
者
が

名

目
的
に
選
任
さ
れ
て
い
な
い
か
。
 

○
 

地
方

公
共
団

体
の

長
等
特

定
の
公

職
に
あ

る

者
が

慣
例

的
に
理

事
長

に
就
任

し
た
り

、
理
事

と

し
て
参
加
し
て
い
な
い
か
。
 

○
 

暴
力

団
員
等

の
反

社
会
勢

力
の
者

が
選
任

さ

れ
て
い
な
い
か
。
 

の
責
任
に
基
づ
い
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
責
任
を
全
う
さ
せ
る
た
め
、
理
事
に
つ
い
て
、
一
定
の
事
由
が
欠
格
事
由
（
注
１
）

と
し
て
定
め
ら
れ
る
（
法
第

4
4
条
第
１
項
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
法
第

40
条
第
１
項
）
と
と
も
に
、
理
事
長
や
他
の
理
事
の
職
務
の
執
行
を
監

督
す
る
役
割
を
果
た
す
た
め
、
各
理
事
と
特
殊
の
関
係
に
あ
る
者
及
び
当
該
理
事
の
合
計
（
注
２
）
が
、
理
事
総
数
の
３
分
の
１
（
上
限
は
当

該
監
事
を
含
め
ず
に
３
人
）
を
超
え
て
含
ま
れ
て
は
な
ら
な
い
（
法
第

4
4
条
第
６
項
）。

ま
た
、
法
人
の
高
い
公
益
性
に
鑑
み
、
暴
力
団
員
等

の
反
社
会
的
勢
力
の
者
と
関
わ
り
を
持
っ
て
は
な
ら
ず
、
評
議
員
と
同
様
に
暴
力
団
員
等
の
反
社
会
的
勢
力
の
者
が
理
事
に
な
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
 

 
（
注
１
）
欠
格
事
由
（
理
事
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
）
に
つ
い
て
は
、
評
議
員
と
同
じ
く
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

①
 
法
人
 

②
 
成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人
 

③
 
生
活
保
護
法
、
児
童
福
祉
法
、
老
人
福
祉
法
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
又
は
こ
の
法
律
の
規
定
に
違
反
し
て
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の

執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
 

④
 
③
の
ほ
か
、
禁
固
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
 

⑤
 
所
轄
庁
の
解
散
命
令
に
よ
り
解
散
を
命
ぜ
ら
れ
た
法
人
の
解
散
当
時
の
役
員
 

 
（
注
２
）
各
理
事
と
特
殊
の
関
係
に
あ
る
者
の
範
囲
は
次
の
と
お
り
。
 

①
 
配
偶
者
 

②
 
三
親
等
以
内
の
親
族
 

③
 
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
（
規
則
第
２
条
の

1
0）

 

ⅰ
 
当
該
理
事
と
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
 

ⅱ
 
当
該
理
事
の
使
用
人
 

ⅲ
 
当
該
理
事
か
ら
受
け
る
金
銭
そ
の
他
の
財
産
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
者
 

ⅳ
 
ⅱ
又
は
ⅲ
の
配
偶
者
 

ⅴ
 
ⅰ
～
ⅲ
の
三
親
等
以
内
の
親
族
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者
 

ⅵ
 
当
該
理
事
が
役
員
（
注
）
若
し
く
は
業
務
を
執
行
す
る
社
員
で
あ
る
他
の
同
一
の
社
会
福
祉
法
人
以
外
の
団
体
の
役
員
、
業
務

を
執
行
す
る
社
員
又
は
職
員
（
同
一
の
団
体
の
役
員
等
が
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
理
事
の
総
数
の
３
分
の
１
を
超
え
る
場
合
に
限

る
。
）
 

（
注
）
法
人
で
は
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
を
含
む
。
 

ⅶ
 
次
の
団
体
の
職
員
（
国
会
議
員
又
は
地
方
議
会
の
議
員
を
除
く
。
）（

同
一
の
団
体
の
職
員
が
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
理
事
の
総

数
の
３
分
の
１
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。）

 

・
 
国
の
機
関
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
、
国
立
大
学
法
人
、
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
、
地
方
独
立
行
政
法
人
、
 

特
殊
法
人
 

※
 
法
人
監
査
に
お
け
る
確
認
事
項
で
は
な
い
が
、
租
税
特
別
措
置
法
第

4
0
条
第
１
項
の
適
用
を
受
け
る
た
め
の
条
件
と
さ
れ
る
特
殊
の

関
係
に
あ
る
者
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
上
記
（
注
２
）
と
同
一
で
は
な
い
た
め
留
意
が
必
要
。
 

○
 
法
人
は
、
理
事
の
選
任
に
当
た
り
、
理
事
候
補
者
が
欠
格
事
由
に
該
当
し
な
い
か
、
各
理
事
と
特
殊
の
関
係
に
あ
る
者
が
上
限
を
超
え
て
含

ま
れ
て
い
な
い
か
、
暴
力
団
員
等
の
反
社
会
的
勢
力
の
者
で
な
い
か
に
つ
い
て
確
認
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
確
認
方
法
と
し
て
は
、
履
歴
書
若

し
く
は
誓
約
書
等
に
よ
り
候
補
者
本
人
に
こ
れ
ら
の
者
に
該
当
し
な
い
こ
と
の
確
認
を
行
う
方
法
で
差
し
支
え
な
い
が
、
法
人
の
判
断
に
よ
り

官
公
署
が
発
行
す
る
書
類
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
法
人
が
何
ら
か
の
方
法
に
よ
り
こ
れ

ら
の
事
項
を
確
認
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
 

- 71 -



16
 

 

項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

○
 
上
記
（
注
２
）
特
殊
の
関
係
に
あ
る
者
の
③
の
ⅶ
に
該
当
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
関
係
行
政
庁
の
職
員
が
法
人
の
理
事
と
な
る
こ
と
は
、

法
第

61
条
に
「
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
法
人
の
自
主
性
を
重
ん
じ
、
不
当
な
関
与
を
行
わ
な
い
こ
と
」（

第
１
項
第
２
号
）
及
び
「
法
人
が

国
及
び
地

方
公
共

団
体
に

対
し

て
不
当

に
管
理

的
援
助

を
求

め
な
い

こ
と

」
（
同
項

第
３
号

）
と
規

定
し
、

公
私
分

離
の

原
則
を

定
め
る
趣
旨

に
照
ら
す
と
適
当
で
は
な
い
こ
と
に
所
轄
庁
等
関
係
行
政
庁
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

○
 
社
会
福
祉
協
議
会
に
つ
い
て
は
、
公
私
の
関
係
者
の
協
力
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
運
営
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
関
係
行
政
庁
の
職
員

が
役
員
と
な
る
こ
と
の
み
を
も
っ
て
不
当
な
関
与
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
が
、
役
員
総
数
（
注
３
）
の
５
分
の
１
を
超
え
る
割
合
を
占
め
る
場

合
は
、
不
当
な
関
与
と
い
え
る
た
め
、
法
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
な
い
（
法
第

10
9
条
第
５
項
）
。
 

（
注
３
）
法
第

1
0
9
条
第
５
項
は
、
役
員
総
数
に
対
す
る
関
係
行
政
庁
の
職
員
で
あ
る
役
員
の
割
合
に
つ
い
て
規
定
し
て
お
り
、
役
員
、
す
な

わ
ち
、
理
事
と
監
事
の
合
計
数
で
判
断
さ
れ
る
。
 

○
 
理
事
会
の
役
割
の
重
要
性
に
鑑
み
れ
ば
、
実
際
に
理
事
会
に
参
加
で
き
な
い
者
や
地
方
公
共
団
体
の
長
等
の
特
定
の
公
職
に
あ
る
者
が
名
目

的
・
慣
例
的
に
理
事
と
し
て
選
任
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
理
事
会
を
欠
席
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
た
め
、
理
事
に
こ
の
よ
う
な

者
が
い
な
い
か
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
 

こ
の
場
合
の
理
事
と
し
て
不
適
当
で
あ
る
と
判
断
す
る
た
め
の
基
準
は
、
原
則
と
し
て
、
当
該
年
度
及
び
そ
の
前
年
度
に
お
い
て
理
事
会
を

２
回
以
上
続
け
て
欠
席
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
・
 
理
事
の
選
任
手
続
に
お
い
て
、
理
事
候
補
者
に
対
し
て
欠
格
事
由
に
該
当
し
な
い
こ
と
、
各
理
事
と
特
殊
の
関
係
に
あ
る
者
が
上
限
を
超

え
て
含
ま
れ
て
い
な
い
か
、
暴
力
団
等
の
反
社
会
的
勢
力
に
属
す
る
者
で
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
な
い
場
合
 

 
・
 
法
人
が
保
有
す
る
書
類
に
よ
り
、
欠
格
事
由
に
該
当
す
る
者
が
い
る
こ
と
、
又
は
、
各
理
事
と
特
殊
関
係
に
あ
る
者
が
上
限
を
超
え
て
含

ま
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
 

 
・
 
暴
力
団
員
等
の
反
社
会
的
勢
力
の
者
が
理
事
と
な
っ
て
い
る
場
合
 

 
・
 
社
会
福
祉
協
議
会
に
お
い
て
、
関
係
行
政
庁
の
職
員
が
役
員
総
数
の
５
分
の
１
を
超
え
て
い
る
場
合
 

 
・
 
欠
席
が
継
続
し
て
お
り
、
名
目
的
、
慣
例
的
に
選
任
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
役
員
が
い
る
場
合
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
 
役
員
の
選
任
手
続
に
お
け
る
関
係
書
類
（
履
歴
書
、
誓
約
書
等
）、

役
員
名
簿
、
理
事
会
及
び
評
議
員
会
の
議
事
録
等
 

 
２

 
理
事

と
し
て

含
ま

れ
て
い

な

け
れ

ば
な

ら
な
い

者
が

選
任
さ

れ

て
い
る
か
。
 

法
第

44
条
第
４
項
 

○
 

社
会

福
祉
事

業
の

経
営
に

識
見
を

有
す
る

者

が
選
任
さ
れ
て
い
る
か
。
 

○
 

当
該

社
会
福

祉
法

人
が
行

う
事
業

の
区
域

に

お
け

る
福

祉
に
関

す
る

実
情
に

通
じ
て

い
る
者

が

選
任
さ
れ
て
い
る
か
。
 

○
 

施
設

を
設
置

し
て

い
る
場

合
は
、

当
該
施

設

の
管
理
者
が
選
任
さ
れ
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
理
事

の
う
ち
に

は
、
「
社
会

福
祉
事

業
の
経
営

に
関
す
る

識
見
を

有
す
る
者

」
及
び
「

当
該
社

会
福
祉
法

人
が
行
う

事
業
の

区
域
に
お

け
る

福
祉
に
関
す
る
実
情
に
通
じ
て
い
る
者
」
が
含
ま
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
（
法
第

4
4
条
第
４
項
第
１
号
。
第
２
号
）。

ま
た
、
施
設
を
設
置
し

て
い
る
法
人
は
、
施
設
経
営
の
実
態
を
法
人
運
営
に
反
映
さ
せ
る
た
め
、
「
施
設
の
管
理
者
」
（
注
）
が
理
事
と
し
て
選
任
さ
れ
て
い
る
必
要
が

あ
る
（
同
項
第
３
号
）。

 

（
注

）
「
施
設
の
管
理
者
」
に
つ
い
て
は
、

当
該
法
人
が
複
数
の
施
設
を

設
置
し
て
い
る
場
合
は
、
全

て
の
施
設
の
管
理
者
を
理
事

と
す
る
必

要
が
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
施
設
の
管
理
者
の
う
ち
１
名
以
上
が
理
事
に
選
任
さ
れ
て
い
れ
ば
足
り
る
。
 

な
お
、
こ
の
場
合
の
「
施
設
」
と
は
、
原
則
と
し
て
、
法
第

6
2
条
第
１
項
の
第
１
種
社
会
福
祉
事
業
の
経
営
の
た
め
に
設
置
し
た
施
設
を

い
う
が
、
第
２
種
社
会
福
祉
事
業
で
あ
っ
て
も
、
保
育
所
、
就
労
移
行
支
援
事
業
所
、
就
労
継
続
支
援
事
業
所
等
が
法
人
が
経
営
す
る
事
業
の

中
核
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
所
等
は
同
様
に
取
扱
う
。
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

○
 
「
社
会
福
祉
事
業
の
経
営
に
関
す
る
識
見
を
有
す
る
者
」
及
び
「
当
該
社
会
福
祉
法
人
が
行
う
事
業
の
区
域
に
お
け
る
福
祉
に
関
す
る
実
情

に
通
じ
て
い
る
者
」
に
つ
い
て
は
、
法
人
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
社
会
福
祉
事
業
の
経
営
に
関
す
る
識
見
を
有
す
る
者
」
及
び
「
当
該
社
会

福
祉
法
人
が
行
う
事
業
の
区
域
に
お
け
る
福
祉
に
関
す
る
実
情
に
通
じ
て
い
る
者
」
と
し
て
適
正
な
手
続
に
よ
り
選
任
さ
れ
て
い
る
限
り
、
制

限
を
受
け
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
た
め
、
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
監
査
担
当
者
の
主
観
的
な
判
断
の
み
で
、
必
要
な
識
見
を
有

し
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
実
情
に
通
じ
て
い
な
い
等
の
指
摘
を
行
う
こ
と
や
、
識
見
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
求
め
る
こ
と
が
な
い

よ
う
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

な
お
、「

当
該
社
会
福
祉
法
人
が
行
う
事
業
の
区
域
に
お
け
る
福
祉
に
関
す
る
実
情
に
通
じ
て
い
る
者
」
に
関
す
る
審
査
要
領
第
３
の
（
２
）

の
記
載
は
例
示
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
者
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
者
が
必
ず
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で

は
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
・
 
理
事
の
う
ち
に
「
社
会
福
祉
事
業
の
経
営
に
関
す
る
識
見
を
有
す
る
者
」
と
し
て
、
評
議
員
会
の
決
議
等
に
つ
い
て
適
正
な
手
続
に
基
づ

い
て
選
任
さ
れ
た
者
が
い
な
い
場
合
 

・
 
理
事
の
う
ち
に
「
当
該
社
会
福
祉
法
人
が
行
う
事
業
の
区
域
に
お
け
る
福
祉
に
関
す
る
実
情
に
通
し
て
い
る
者
」
と
し
て
、
評
議
員
会
の

決
議
等
に
つ
い
て
適
正
な
手
続
に
基
づ
い
て
選
任
さ
れ
た
者
が
い
な
い
場
合
 

・
 
当
該
法
人
が
施
設
を
設
置
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
施
設
の
管
理
者
が
理
事
と
し
て
一
人
も
選
任
さ
れ
て
い
な
い
場
合
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
 
理
事
の
選
任
手
続
に
お
け
る
関
係
書
類
（
履
歴
書
等
）、

役
員
名
簿
、
理
事
会
及
び
評
議
員
会
の
議
事
録
等
 

（
４

）
理

事
長
 

１
 

理
事

長
及
び

業
務

執
行
理

事

は
理

事
会

で
選

定
さ

れ
て

い
る

か
。
 

法
第

45
条
の

13
第
３

項
、
 

第
4
5
条
の

1
6
第
２
項
 

○
 

理
事

会
の
決

議
で

理
事
長

を
選
定

し
て
い

る

か
。
 

○
 

業
務

執
行
理

事
の

選
定
は

理
事
会

の
決
議

で

行
わ
れ
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
理
事
長
は
、
法
人
の
代
表
権
（
法
人
の
業
務
に
関
す
る
一
切
の
裁
判
上
又
は
裁
判
外
の
行
為
を
対
外
的
に
す
る
権
限
（
法
第

4
5
条
の

1
7
第

１
項
））

を
有
す
る
と
と
も
に
、
対
内
的
に
法
人
の
業
務
を
執
行
す
る
権
限
も
有
す
る
（
法
第

4
5
条
の

1
6
第
２
項
第
１
号
）
も
の
で
あ
り
、

理
事
会
で
理
事
の
中
か
ら
選
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法
第

4
5
条
の

1
3
第
３
項
）。

 

 
 
な
お
、
平
成

28
年
改
正
法
の
施
行
後
に
お
い
て
は
、
法
律
上
、
法
人
の
代
表
権
を
有
す
る
者
は
理
事
長
の
み
と
さ
れ
、
理
事
長
の
代
表
権

を
他
の
者
に
委
任
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
理
事
長
の
職
務
代
行
者
を
定
め
、
職
務
代
行
者
名
で
法
人
の
代
表
権
を
行
使
で
き
る
こ
と
と
す
る

旨
の
定
款
の
記
載
は
無
効
で
あ
る
。
）。

ま
た
、
法
人
の
代
表
者
の
登
記
に
つ
い
て
は
、
法
に
定
め
る
理
事
長
以
外
の
者
を
代
表
者
と
し
て
登
記

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

○
 
理
事

長
の
他

に
、
理

事
の

中
か
ら

法
人
の

業
務
を

執
行

す
る
理

事
（
業

務
執
行

理
事

）
を
理

事
会
で

選
定
す

る
こ

と
が
で

き
る
（

法
第

45

条
の

16
第
２
項
第
２
号
）。

な
お
、
業
務
執
行
理
事
は
、
法
人
の
代
表
権
を
有
さ
な
い
（
法
人
の
対
外
的
な
業
務
を
執
行
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
）
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
理
事
長
が
理
事
会
の
決
定
に
よ
り
選
定
さ
れ
て
い
る
か
、
業
務
執
行
理
事
を
置
く
場
合
に
は
理
事
会
に

よ
り
選
定
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
な
お
、
理
事
長
及
び
業
務
執
行
理
事
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
法
令
上
の
手
続
に
関
す
る
特
別

の
規
定
は
な
く
、
理
事
会
の
決
議
事
項
（
法
第

4
5
条
の

14
）
と
し
て
、
法
令
及
び
定
款
に
定
め
る
手
続
（
注
）
に
従
っ
て
行
う
。
 

 
（
注
）
定
款
例
第

16
条
第
２
項
参
照
。
ま
た
、
理
事
会
の
決
議
に
つ
い
て
は
、
６
「
理
事
会
」
の
（
１
）
の
２
参
照
。
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

＜
指
摘
基
準
＞
 

 
理
事
長
及
び
業
務
執
行
理
事
の
選
定
が
法
令
及
び
定
款
に
定
め
る
手
続
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
定
款
、
理
事
会
の
議
事
録
 

５
 
監
事
 

 
 

 
 

（
１

）
定

数
 

１
 

法
に

規
定
さ

れ
た

員
数
が

定

款
に

定
め

ら
れ
、

そ
の

定
款
に

定

め
る

員
数

を
満
た

す
選

任
が
さ

れ

て
い
る
か
。
 

 

法
第

44
条
第
３
項
、
 

第
4
5
条
の
７
第
２
項
に

よ
る
第
１
項
の
準
用
 

○
 

定
款

に
定

め
る

員
数

が
選

任
さ

れ
て

い
る

か
。
 

○
 

定
員

で
定
め

た
員

数
の
３

分
の
１

を
超
え

る

者
が

欠
け

た
と

き
は

遅
滞

な
く

補
充

し
て

い
る

か
。
 

○
 
欠
員
が
生
じ
て
い
な
い
か
。
 

 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
監
事
は
、
理
事
の
職
務
の
執
行
を
監
査
し
、
監
査
報
告
を
作
成
す
る
と
と
も
に
（
法
第

4
5
条
の

1
8
第
１
項
）、

い
つ
で
も
理
事
及
び
職
員

に
対
し
て

事
業
の

報
告
を

求
め

、
又
は

当
該
法

人
の
業

務
及

び
財
産

の
状
況

を
調
査

す
る

こ
と
が

で
き
（

同
条
第

２
項

）
、

適
正
な
法
人
運
営

の
確
保
に
関
す
る
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
 

 
監
事
の
員
数
は
、
２
人
以
上
（
法
第

4
4
条
第
３
項
）
の
数
を
定
款
に
定
め
る
と
こ
ろ
、
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
定
款
に
定
め

る
員
数
が
実
際
に
選
任
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
 

○
 
定
款
に
定
め
た
員
数
の
３
分
の
１
を
超
え
る
者
が
欠
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法
第

45
条
の
７
）。

指
導
監

査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
指
導
監
査
の
時
点
で
定
款
に
定
め
た
員
数
の
３
分
の
１
を
超
え
る
者
が
欠
け
て
い
な
い
か
、
欠
け
て
い
る
場

合
に
は
遅

滞
な
く

補
充
の

た
め

の
手
続

が
進
め

ら
れ
て

い
る

か
に
つ

い
て
確

認
す
る

。
な

お
、
「
遅
滞

な
く
」
手

続
が
進

め
ら
れ

て
い
る
か
ど

う
か
に
つ
い
て
は
、
当
該
法
人
に
お
い
て
、
監
事
候
補
者
の
選
定
、
評
議
員
へ
の
監
事
の
選
任
の
議
案
提
出
、
評
議
員
会
の
開
催
等
の
監
事
選

任
に
係
る
手
続
に
関
す
る
具
体
的
な
検
討
や
選
任
手
続
が
実
際
に
進
め
ら
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
 

○
 
監
事
に
定
款
で
定
め
た
員
数
の
３
分
の
１
を
超
え
な
い
欠
員
が
あ
る
場
合
は
、
法
令
に
直
接
的
に
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
が
、
監

事
の
役
割
が
十
分
に
発
揮
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
り
、
法
人
運
営
の
観
点
か
ら
適
当
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
法
人
に
お
い
て
欠
員
の
補
充
の
た

め
の
検
討
や
手
続
が
進
め
ら
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
・
 
定
款
で
定
め
た
員
数
が
選
任
さ
れ
て
い
な
い
場
合
 

 
・
 
定
款
で
定
め
た
員
数
の
３
分
の
１
を
超
え
る
欠
員
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
人
に
お
い
て
補
充
の
た
め
の
手
続
が
進
め
ら
れ
て
お
ら

ず
、
か
つ
、
具
体
的
な
検
討
も
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
 

 
・
 
欠
員
が
あ
る
場
合
に
、
法
人
に
お
い
て
補
充
の
た
め
の
手
続
が
進
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
そ
の
補
充
の
た
め
の
検
討
が
行
わ
れ
て
い

な
い
場
合
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
定
款
、
監
事
の
選
任
に
関
す
る
評
議
員
会
議
事
録
、
理
事
会
議
事
録
及
び
そ
の
他
関
係
書
類
 

（
２

）
選

任
及

び
解

任
 

１
 

法
令

及
び
定

款
に

定
め
る

手

続
に

よ
り

選
任
又

は
解

任
さ
れ

て

い
る
か
。
 

法
第

43
条
第
１
項
、
 

同
条

第
３

項
に

よ
り

準

用
さ

れ
る

一
般

法
人

法

第
7
2
条
第
１
項
、
 

法
第

45
条
の
４
第
１
項
、 

第
4
5
条
の
９
第
７
項
第

○
 

評
議

員
会
の

決
議

に
よ
り

選
任
さ

れ
て
い

る

か
。
 

○
 

評
議

員
会
に

提
出

さ
れ
た

監
事
の

選
任
に

関

す
る

議
案

は
監
事

の
過

半
数
の

同
意
を

得
て
い

る

か
。
 

○
 

監
事

の
解
任

は
評

議
員
会

の
特
別

決
議
に

よ

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
監
事
の
選
任
は
評
議
員
会
の
決
議
（
注
１
）
に
よ
り
行
う
た
め
（
法
第

4
3
条
第
１
項
）
、
評
議
員
会
の
決
議
が
適
切
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

（
注
１
）
評
議
員
会
の
決
議
に
つ
い
て
は
、
３
「
評
議
員
・
評
議
員
会
」
の
（
２
）
の
２
参
照
 

○
 
理
事
会
が
監
事
の
選
任
に
関
す
る
議
案
を
評
議
員
会
に
提
出
す
る
た
め
に
は
、
監
事
が
理
事
の
職
務
の
執
行
（
理
事
会
の
構
成
員
と
し
て
行

う
行
為
を

含
む

。
）
を
監

査
す
る

立
場
に

あ
る
こ

と
に
鑑

み
、

そ
の
独

立
性
を

確
保
す

る
た

め
、
監

事
の
過

半
数
（

注
２

）
の
同

意
を
得
な
け
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

１
号
 

っ
て
い
る
か
。
 

れ
ば
な
ら
ず
（
法
第

43
条
第
３
項
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
一
般
法
人
法
第

72
条
第
１
項
）
、
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
監
事
の
過
半

数
の
同
意
を
得
て
い
る
か
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
 

 
（
注
２
）「

監
事
の
過
半
数
」
に
つ
い
て
は
、
在
任
す
る
監
事
の
過
半
数
を
い
う
。
 

 
 
 
な
お
、
理
事
会
が
提
出
す
る
議
案
に
つ
い
て
監
事
の
過
半
数
の
同
意
を
得
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
は
、
各
監
事
ご
と
に
作
成
し
た
同
意

書
や
監
事
の
連
名
に
よ
る
同
意
書
の
他
、
監
事
の
選
任
に
関
す
る
議
案
を
決
定
し
た
理
事
会
の
議
事
録
（
当
該
議
案
に
同
意
し
た
監
事
の
氏
名

の
記
載
及
び
当
該
監
事
の
署
名
又
は
記
名
押
印
が
あ
る
も
の
に
限
る
。）

で
も
差
し
支
え
な
い
。
 

○
 
法
人
と
監
事
と
の
関
係
は
、
評
議
員
や
理
事
と
同
様
に
、
委
任
に
関
す
る
規
定
に
従
う
（
法
第

3
8
条
）。

そ
の
た
め
、
評
議
員
会
に
よ
り
選

任
さ
れ
た
者
が
就
任
を
承
諾
す
る
こ
と
で
、
そ
の
時
点
（
承
諾
の
と
き
に
監
事
の
任
期
が
開
始
し
て
い
な
い
場
合
は
任
期
の
開
始
時
）
か
ら
監

事
と
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
就
任
の
承
諾
の
有
無
に
つ
い
て
の
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
監
事
の
役
割
の
重
要
性
に
鑑
み
、
文
書
に

よ
る
確
認
（
就
任
承
諾
書
の
徴
収
等
）
に
よ
っ
て
行
う
必
要
が
あ
り
、
当
該
文
書
は
法
人
に
お
い
て
保
存
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
監
事

の
選
任
の
手
続
に
お
い
て
、
選
任
さ
れ
た
者
に
対
す
る
委
嘱
状
に
よ
る
委
嘱
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
法
人
に
お
い

て
、
選
任
さ
れ
た
者
に
委
嘱
状
に
よ
り
監
事
に
選
任
さ
れ
た
旨
を
伝
達
す
る
と
と
も
に
、
就
任
の
意
思
の
確
認
を
行
う
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
。 

○
 
監
事
の
解
任
に
つ
い
て
は
、
評
議
員
会
の
特
別
決
議
（
注
３
）
に
よ
り
行
う
た
め
（
法
第

4
5
条
の
９
第
７
項
第
１
号
、
第

45
条
の
４
第
１

項
）
、
評
議
員
会
の
特
別
決
議
が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
 

 
（
注
３
）
評
議
員
会
の
特
別
決
議
に
つ
い
て
は
、
３
「
評
議
員
・
評
議
員
会
」
の
（
２
）
の
２
参
照
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

・
 
監
事
の
選
任
が
評
議
員
会
の
有
効
な
決
議
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
 

・
 
監
事
の
選
任
に
関
す
る
評
議
員
会
の
議
案
に
つ
い
て
、
監
事
の
過
半
数
の
同
意
を
得
て
い
な
い
場
合
 

・
 
監
事
の
解
任
が
評
議
員
会
の
有
効
な
特
別
決
議
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
 

・
 
監
事
の
就
任
の
意
思
表
示
が
あ
っ
た
こ
と
が
就
任
承
諾
書
等
に
よ
り
確
認
で
き
な
い
場
合
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
評
議
員
会
の
議
事
録
、
評
議
員
会
の
招
集
通
知
、
評
議
員
会
の
議
題
（
及
び
議
案
）
を
決
定
し
た
理
事
会
の
議
事
録
、
監
事
の
選
任
に
関
す
る

評
議
員
会
の
議
案
に
つ
い
て
の
監
事
の
同
意
を
証
す
る
書
類
 

 
２

 
監
事

と
な
る

こ
と

が
で
き

な

い
者
が
選
任
さ
れ
て
い
な
い
か
。
 

法
第

40
条
第
２
項
、
 

第
4
4
条
第
２
項
、
第
７

項
 

○
 

欠
格

事
由
を

有
す

る
者
が

選
任
さ

れ
て
い

な

い
か
。
 

○
 

評
議

員
、
理

事
又

は
職
員

を
兼
ね

て
い
な

い

か
。
 

○
 

監
事

の
う
ち

に
、

各
役
員

に
つ
い

て
、
そ

の

配
偶

者
又

は
三
親

等
以

内
の
親

族
そ
の

他
各
役

員

と
厚

生
労

働
省
令

で
定

め
る
特

殊
の
関

係
に
あ

る

者
が
含
ま
れ
て
い
な
い
か
。
 

○
 

社
会

福
祉
協

議
会

に
あ
っ

て
は
、

関
係
行

政

庁
の

職
員

が
役
員

の
総

数
の
５

分
の
１

ま
で
と

な

っ
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
監
事
は
、
適
正
な
法
人
運
営
の
確
保
に
関
す
る
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
欠
格
事
由
（
注
１
）
が
定
め
ら
れ
る
と
と
も
に
（
法

第
44

条
第
１
項
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
法
第

40
条
第
１
項
）
、
理
事
の
職
務
の
執
行
を
監
査
す
る
役
割
を
果
た
す
た
め
、
理
事
又
は
職
員
を
兼

ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
（
法
第

4
4
条
第
２
項
）
、
各
理
事
と
特
殊
の
関
係
に
あ
る
者
（
注
２
）
が
含
ま
れ
て
い
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
ま

た
、
複
数
（
２
人
以
上
）
の
監
事
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
職
務
を
執
行
す
る
こ
と
か
ら
他
の
監
事
と
特
殊
の
関
係
に
あ
る
者
が
含
ま
れ
て
い
て

は
な
ら
な
い
こ
と
（
法
第

44
条
第
７
項
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
法
人
の
高
い
公
益
性
に
鑑
み
、
暴
力
団
員
等
の
反
社
会
的
勢
力

の
者
と
関
わ
り
を
持
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
評
議
員
や
理
事
と
同
様
に
暴
力
団
員
等
の
反
社
会
的
勢
力
者
が
監
事
に
な
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
 

 
（
注
１
）
欠
格
事
由
（
監
事
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
）
は
、
評
議
員
及
び
理
事
と
同
じ
く
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

①
 
法
人
 

②
 
成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

○
 

実
際

に
法
人

運
営

に
参
加

で
き
な

い
者
が

名

目
的
に
選
任
さ
れ
て
い
な
い
か
。
 

○
 

地
方

公
共
団

体
の

長
等
特

定
の
公

職
に
あ

る

者
が

慣
例

的
に
理

事
長

に
就
任

し
た
り

、
理
事

と

し
て
参
加
し
て
い
な
い
か
。
 

○
 

暴
力

団
員
等

の
反

社
会
勢

力
の
者

が
選
任

さ

れ
て
い
な
い
か
。
 

③
 
生
活
保
護
法
、
児
童
福
祉
法
、
老
人
福
祉
法
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
又
は
こ
の
法
律
の
規
定
に
違
反
し
て
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の

執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
 

④
 
③
の
ほ
か
、
禁
固
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
 

⑤
 
所
轄
庁
の
解
散
命
令
に
よ
り
解
散
を
命
ぜ
ら
れ
た
法
人
の
解
散
当
時
の
役
員
 

 
（
注
２
）
各
役
員
と
特
殊
の
関
係
に
あ
る
者
の
範
囲
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

①
 
配
偶
者
 

②
 
三
親
等
以
内
の
親
族
 

③
 
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
（
規
則
第
２
条
の

1
1）

 

ⅰ
 
当
該
役
員
と
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
 

ⅱ
 
当
該
役
員
の
使
用
人
 

ⅲ
 
当
該
役
員
か
ら
受
け
る
金
銭
そ
の
他
の
財
産
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
者
 

ⅳ
 
ⅱ
又
は
ⅲ
の
配
偶
者
 

ⅴ
 
ⅰ
～
ⅲ
の
三
親
等
以
内
の
親
族
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者
 

ⅵ
 
当
該
理
事
が
役
員
（
注
）
若
し
く
は
業
務
を
執
行
す
る
社
員
で
あ
る
他
の
同
一
の
社
会
福
祉
法
人
以
外
の
団
体
の
役
員
、
業
務

を
執
行
す
る
社
員
又
は
職
員
（
同
一
の
団
体
の
役
員
等
が
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
監
事
の
総
数
の
３
分
の
１
を
超
え
る
場
合
に
限

る
。
）
 

（
注
）
法
人
で
は
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
を
含
む
。
ⅶ
に
お
い

て
同
じ
。
 

ⅶ
 
当
該
監
事
が
役
員
若
し
く
は
業
務
を
執
行
す
る
社
員
で
あ
る
他
の
同
一
の
社
会
福
祉
法
人
以
外
の
団
体
の
役
員
、
業
務
を
執
行

す
る
団
体
の
役
員
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
職
員
（
同
一
の
団
体
の
役
員
等
が
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
監
事
の
総
数
の
３
分

の
１
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。）

 

ⅷ
 
他
の
社
会
福
祉
法
人
の
役
員
又
は
職
員
（
当
該
他
の
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員
と
な
っ
て
い
る
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員

及
び
役
員
の
合
計
数
が
、
当
該
他
の
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員
の
総
数
の
半
数
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。）

 

ⅸ
 
次
の
団
体
の
職
員
（
国
会
議
員
又
は
地
方
議
会
の
議
員
を
除
く
。
）（

同
一
の
団
体
の
職
員
が
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
監
事
の
総

数
の
３
分
の
１
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。）

 

・
 
国
の
機
関
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
、
国
立
大
学
法
人
、
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
、
地
方
独
立
行
政
法
人
、
特

殊
法
人
 

 
 
 
※
 
法
人
監
査
に
お
け
る
確
認
事
項
で
は
な
い
が
、
租
税
特
別
措
置
法
第

40
条
第
１
項
の
適
用
を
受
け
る
た
め
の
条
件
と
な
る
特
殊
関

係
者
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
上
記
（
注
２
）
と
同
一
で
は
な
い
た
め
留
意
が
必
要
。
 

○
 
法
人
に
お
い
て
は
、
監
事
の
選
任
に
当
た
り
、
欠
格
事
由
を
有
し
て
い
な
い
か
、
各
役
員
（
理
事
及
び
監
事
）
と
特
殊
の
関
係
に
あ
る
者
が

含
ま
れ
て
い
な
い
か
、
暴
力
団
員
等
の
反
社
会
的
勢
力
の
者
で
な
い
か
に
つ
い
て
確
認
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
確
認
方
法
と
し
て
は
、
履
歴
書

若
し
く
は
誓
約
書
等
に
よ
り
候
補
者
本
人
に
こ
れ
ら
の
者
に
該
当
し
な
い
こ
と
の
確
認
を
行
う
方
法
で
差
し
支
え
な
い
が
、
法
人
の
判
断
に
よ

り
官
公
署
が
発
行
す
る
書
類
に
よ
り
確
認
を
行
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
法
人
が
何
ら
か
の
方
法
で
こ
れ

ら
の
事
項
を
確
認
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
 

○
 
上
記
（
注
２
）
の
特
殊
の
関
係
に
あ
る
者
の
③
の
ⅶ
に
該
当
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
関
係
行
政
庁
の
職
員
が
法
人
の
監
事
と
な
る
こ
と

は
法
第

6
1
条
に
「
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
法
人
の
自
主
性
を
重
ん
じ
、
不
当
な
関
与
を
行
わ
な
い
こ
と
」
（
第
１
項
第
２
号
）
及
び
「
法
人

が
国
及
び

地
方
公

共
団
体

に
対

し
て
不

当
に
管

理
的
援

助
を

求
め
な

い
こ
と

」
（
同

項
第
３

号
）
と

規
定
し

、
公
私

分
離

の
原
則

を
定
め
る
趣
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

旨
に
照
ら
す
と
適
当
で
は
な
い
こ
と
に
所
轄
庁
等
関
係
行
政
庁
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

○
 
社
会
福
祉
協
議
会
に
つ
い
て
は
、
公
私
の
関
係
者
の
協
力
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
運
営
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
関
係
行
政
庁
の
職
員

が
役
員
と
な
る
こ
と
の
み
を
も
っ
て
不
当
な
関
与
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
が
、
役
員
総
数
（
注
３
）
の
５
分
の
１
を
超
え
る
割
合
を
占
め
る
場

合
は
不
当
な
関
与
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
法
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
な
い
（
法
第

1
0
9
条
第
５
項
）
。
 

（
注
３
）
法
第

1
0
9
条
第
５
項
は
、
役
員
総
数
に
対
す
る
関
係
行
政
庁
の
職
員
で
あ
る
役
員
の
割
合
に
つ
い
て
規
定
し
て
お
り
、
役
員
、
す
な

わ
ち
、
理
事
と
監
事
の
合
計
数
で
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 

○
 
上
記
の
監
事
の
役
割
の
重
要
性
に
鑑
み
れ
ば
、
実
際
に
理
事
会
に
参
加
で
き
な
い
者
や
地
方
公
共
団
体
の
長
等
の
特
定
の
公
職
に
あ
る
者
が

名
目
的
・
慣
例
的
に
監
事
と
し
て
選
任
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
理
事
会
を
欠
席
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
た
め
、
監
事
に
こ
の
よ

う
な
者
が
い
な
い
か
を
確
認
す
る
。
こ
の
場
合
の
監
事
と
し
て
不
適
当
で
あ
る
と
判
断
す
る
た
め
の
基
準
は
、
原
則
と
し
て
、
当
該
年
度
及
び

そ
の
前
年
度
お
い
て
理
事
会
を
２
回
以
上
続
け
て
欠
席
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

○
 
次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
・
 
法
人
に
お
い
て
監
事
の
選
任
手
続
の
過
程
に
お
い
て
、
監
事
候
補
者
が
欠
格
事
由
に
該
当
し
な
い
こ
と
、
各
役
員
と
特
殊
関
係
に
あ
る
者

が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
、
暴
力
団
員
等
の
反
社
会
的
勢
力
の
者
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
な
い
場
合
 

 
・
 
法
人
が
保
有
す
る
書
類
に
よ
り
、
監
事
の
う
ち
に
欠
格
事
由
に
該
当
す
る
者
が
い
る
こ
と
、
各
役
員
と
特
殊
の
関
係
に
あ
る
者
が
上
限
を

超
え
て
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
 

 
・
 
暴
力
団
員
等
の
反
社
会
的
勢
力
の
者
が
監
事
に
な
っ
て
い
る
場
合
 

 
・
 
社
会
福
祉
協
議
会
に
お
い
て
、
関
係
行
政
庁
の
職
員
が
役
員
総
数
の
５
分
の
１
を
超
え
て
い
る
場
合
 

 
・
 
理
事
会
へ
の
欠
席
が
継
続
し
て
お
り
、
名
目
的
・
慣
例
的
に
選
任
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
監
事
が
い
る
場
合
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
 
監
事
の
選
任
手
続
に
お
け
る
書
類
（
履
歴
書
、
誓
約
書
等
）、

役
員
名
簿
、
理
事
会
及
び
評
議
員
会
の
議
事
録
 

 
３

 
法
に

定
め
る

者
が

含
ま
れ

て

い
る
か
。
 

 
 
 

法
第

44
条
第
５
項
 

○
 

社
会

福
祉
事

業
に

つ
い
て

識
見
を

有
す
る

者

及
び

財
務

管
理
に

つ
い

て
識
見

を
有
す

る
者
が

含

ま
れ
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
監
事

は
、
監
査

を
行
う
に

当
た
り

、
法
人
の

業
務
及
び

財
産
の

状
況
を
確

認
す
る
も

の
で
あ

る
こ
と
か

ら
、
「
社
会

福
祉
事

業
に
つ
い

て
識

見
を
有
す
る
者
」（

注
１
）
及
び
「
財
務
管
理
に
つ
い
て
識
見
を
有
す
る
者
」（

注
２
）
が
含
ま
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
（
法
第

44
条
第
５
項
）。
 

○
 
「
社
会
福
祉
事
業
に
つ
い
て
識
見
を
有
す
る
者
」
及
び
「
財
務
管
理
に
つ
い
て
識
見
を
有
す
る
者
」
に
つ
い
て
は
、
法
人
に
お
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
「
社
会
福
祉
事
業
に
つ
い
て
識
見
を
有
す
る
者
」
及
び
「
財
務
管
理
に
つ
い
て
識
見
を
有
す
る
者
」
と
し
て
適
正
な
手
続
に
よ
り
選
任
さ

れ
て
い
る
限
り
、
制
限
を
受
け
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
た
め
、
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
監
査
担
当
者
の
主
観
的
な
判
断
で
識
見

を
有

し
て

い
な

い
と

の
指

摘
を

行
う

こ
と

や
、

識
見

を
有

す
る

者
で

あ
る

こ
と

の
証

明
を

求
め

る
こ

と
が

な
い

よ
う

に
留

意
す

る
必

要
が

あ

る
。
 

（
注
１
）「

社
会
福
祉
事
業
に
つ
い
て
識
見
を
有
す
る
者
」
に
つ
い
て
の
審
査
要
領
の
記
載
（
第
３
の
（
１
））

は
例
示
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の

者
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
者
が
必
ず
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
も
な
い
。
 

（
注
２
）「

財
務
管
理
に
つ
い
て
識
見
を
有
す
る
者
」
に
つ
い
て
は
、
公
認
会
計
士
又
は
税
理
士
が
望
ま
し
い
（
審
査
基
準
第
３
の
４
の
（
５
）
）
。

ま
た
、
社
会
福
祉
法
人
、
公
益
法
人
や
民
間
企
業
等
に
お
い
て
財
務
・
経
理
を
担
当
し
た
経
験
を
有
す
る
者
な
ど
法
人
経
営
に
専
門
的

知
見
を
有
す
る
者
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
者
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

＜
指
摘
基
準
＞
 

 
次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

・
 
監
事
の
う
ち
に
「
社
会
福
祉
事
業
に
つ
い
て
識
見
を
有
す
る
者
」
と
し
て
評
議
員
会
の
決
議
等
適
正
な
手
続
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
者
が
い

な
い
場
合
 

・
 
監
事
の
う
ち
に
「
財
務
管
理
に
つ
い
て
識
見
を
有
す
る
者
」
と
し
て
、
評
議
員
会
の
決
議
等
適
正
な
手
続
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
者
が
い
な

い
場
合
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
 
監
事
の
選
任
手
続
に
お
け
る
書
類
（
履
歴
書
等
）
、
役
員
名
簿
、
理
事
会
及
び
評
議
員
会
の
議
事
録
 

（
３

）
職

務
・
義
務
 

１
 

法
令

に
定
め

る
と

こ
ろ
に

よ

り
業
務
を
行
っ
て
い
る
か
。
 

法
第

45
条
の

18
第
１

項
、
 

第
4
5
条
の

2
8
第
１
項
及

び
第
２
項
、
 

規
則
第
２
条
の

26
か
ら

第
２
条
の

28
ま
で
、
 

第
２
条
の

31
、
 

第
２
条
の

34
か
ら
第
２

条
の

37
ま
で
 

○
 

理
事

の
職
務

の
執

行
を
監

査
し
、

厚
生
労

働

省
令

で
定

め
る
と

こ
ろ

に
よ
り

、
監
査

報
告
を

作

成
し
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
監
事
は
、
理
事
の
職
務
の
執
行
を
監
査
し
、
監
査
報
告
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法
第

4
5
条
の

1
8
第
１
項
）。

 

 
 
毎
会
計
年
度
の
計
算
書
類
及
び
事
業
報
告
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
属
明
細
書
は
、
厚
生
労
働
省
令
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
監
事
の
監
査
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
法
第

4
5
条
の

2
8
）、

計
算
書
類
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
（
計
算
関
係
書
類
（
規
則
第
２
条
の

2
6
第
１
項
））

の
監
査

と
、
事
業

報
告
及

び
そ
の

附
属

明
細
書

（
以
下

「
事
業

報
告

等
」
と

い
う

。
）
の
監

査
に
つ

い
て
、

そ
れ
ぞ

れ
監
査

報
告

の
内
容

及
び
そ
の
作

成
等
の
手
続
に
関
す
る
規
定
が
法
及
び
規
則
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。
 

○
 
監
事
の
監
査
に
つ
い
て
は
、
計
算
関
係
書
類
の
監
査
と
事
業
報
告
等
の
監
査
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
監
査
報
告
の
内
容
を
理
事
等
に
通
知

す
る
監
事
（
特
定
監
事
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
こ
の
監
事
を
定
め
な
い
場
合
は
、
全
て
の
監
事
が
通
知
を
行
う
こ
と
と
な
る
。
規
則
第

２
条
の

2
8、

第
２
条
の

3
4、

第
２
条
の

37
）
。
 

○
 
計
算
関
係
書
類
の
監
査
に
つ
い
て
は
、
会
計
監
査
人
設
置
法
人
で
は
、
計
算
関
係
書
類
に
係
る
会
計
監
査
人
の
会
計
監
査
報
告
が
あ
る
こ
と

を
前
提
と
し
て
監
事
の
監
査
が
行
わ
れ
る
た
め
、
会
計
監
査
人
設
置
法
人
と
会
計
監
査
人
非
設
置
法
人
と
で
監
査
の
内
容
は
異
な
る
こ
と
と
な

る
。
 

○
 
会
計
監
査
人
非
設
置
法
人
の
計
算
関
係
書
類
つ
い
て
の
監
査
報
告
の
内
容
及
び
手
続
は
、
次
の
と
お
り
定
め
ら
れ
て
い
る
（
規
則
第
２
条
の

2
7
、
第
２
条
の

28
）
。
 

・
 
監
査
報
告
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
規
則
第
２
条
の

2
7
）。

 

①
 
監
事
の
監
査
の
方
法
及
び
そ
の
内
容
 

②
 
計
算
関
係
書
類
が
当
該
法
人
の
財
産
、
収
支
及
び
純
資
産
の
増
減
の
状
況
を
全
て
の
重
要
な
点
に
お
い
て
適
正
に
表
示
し
て
い
る
か
ど

う
か
に
つ
い
て
の
意
見
 

③
 
監
査
の
た
め
必
要
な
調
査
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
 

④
 
追
記
情
報
 

ⅰ
 
会
計
方
針
の
変
更
 

ⅱ
 
重
要
な
偶
発
事
象
 

ⅲ
 
重
要
な
後
発
事
象
の
う
ち
、
監
事
の
判
断
に
関
し
て
説
明
を
付
す
必
要
が
あ
る
事
項
又
は
計
算
関
係
書
類
の
内
容
の
う
ち
強
調
す
る

必
要
が
あ
る
事
項
（
規
則
第
２
条
の

2
7
第
２
項
）
 

⑤
 
監
査
報
告
を
作
成
し
た
日
 

・
 
特
定
監
事
（
注
１
）
は
、
次
に
掲
げ
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
に
、
特
定
理
事
（
注
２
）
に
対
し
、
計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
の
監

査
報
告
の
内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
規
則
第
２
条
の

2
8
第
１
項
）
。
 

①
 
計
算
書
類
の
全
部
を
受
領
し
た
日
か
ら
４
週
間
を
経
過
し
た
日
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

②
 
計
算
書
類
の
附
属
明
細
書
を
受
領
し
た
日
か
ら
１
週
間
を
経
過
し
た
日
 

③
 
特
定
理
事
及
び
特
定
監
事
が
合
意
に
よ
り
定
め
た
日
（
合
意
が
あ
る
場
合
）
 

 
 
 
（
注
１
）
計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
の
監
査
報
告
の
内
容
を
通
知
す
べ
き
監
事
を
定
め
た
と
き
は
そ
の
監
事
、
定
め
て
い
な
い
場
合
は
全

て
の
監
事
を
い
う
（
規
則
第
２
条
の

2
8
第
５
項
）
。
 

 
 
 
（
注
２
）
計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
の
監
査
報
告
の
通
知
を
受
け
る
理
事
を
定
め
た
場
合
は
当
該
理
事
、
定
め
て
い
な
い
場
合
は
計
算
関

係
書
類
の
作
成
に
関
す
る
職
務
を
行
っ
た
理
事
を
い
う
（
規
則
第
２
条
の

28
第
４
項
）。

 

○
 
会
計
監
査
人
設
置
法
人
の
計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
の
監
査
報
告
の
内
容
及
び
手
続
は
、
次
の
と
お
り
定
め
ら
れ
て
い
る
（
規
則
第
２
条
の

3
1
及
び
第
２
条
の

3
4
）。

 

・
 
監
査
報
告
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
規
則
第
２
条
の

3
1
）。

 

 
 
①
 
監
事
の
監
査
の
方
法
及
び
そ
の
内
容
 

 
 
②
 
会
計
監
査
人
の
監
査
の
方
法
又
は
結
果
を
相
当
で
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
（
会
計
監
査
報
告
を
期
限
ま
で
に

受
領
し
て
い
な
い
場
合
は
そ
の
旨
）
 

 
 
③
 
重
要
な
後
発
事
象
（
会
計
監
査
報
告
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
除
く
。）

 

 
 
④
 
会
計
監
査
人
の
職
務
の
遂
行
が
適
正
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
に
関
す
る
事
項
 

 
 
⑤
 
監
査
の
た
め
に
必
要
な
調
査
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
 

 
 
⑥
 
監
査
報
告
を
作
成
し
た
日
 

・
 
特
定
監
事
（
注
３
）
は
、
次
に
掲
げ
る
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
に
、
特
定
理
事
（
注
４
）
及
び
会
計
監
査
人
に
対
し
、
計
算
関

係
書
類
に
つ
い
て
の
監
査
報
告
の
内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
規
則
第
２
条
の

3
4
第
１
項
）
。
 

 
 
①
 
会
計
監
査
報
告
を
受
領
し
た
日
か
ら
１
週
間
を
経
過
し
た
日
 

 
 
②
 
特
定
理
事
及
び
特
定
監
事
が
合
意
に
よ
り
定
め
た
日
（
合
意
が
あ
る
場
合
）
 

 
 
（
注
３
）
計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
の
会
計
監
査
報
告
の
内
容
を
通
知
す
べ
き
監
事
を
定
め
た
と
き
は
そ
の
監
事
、
定
め
て
い
な
い
場
合
は

全
て
の
監
事
を
い
う
（
規
則
第
２
条
の

32
第
５
項
）。

 

 
 
（
注
４
）
計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
の
監
査
報
告
の
通
知
を
受
け
る
理
事
を
定
め
た
場
合
は
当
該
理
事
、
定
め
て
い
な
い
場
合
は
計
算
関
係

書
類
の
作
成
に
関
す
る
職
務
を
行
っ
た
理
事
を
い
う
（
規
則
第
２
条
の

3
2
第
４
項
）
。
 

○
 
事
業
報
告
等
に
係
る
監
査
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
定
め
ら
れ
て
い
る
。
 

 
・
 
監
査
報
告
等
の
内
容
は
次
の
と
お
り
規
定
さ
れ
て
い
る
（
規
則
第
２
条
の

3
6
）。

 

 
 
①
 
監
事
の
監
査
の
方
法
及
び
そ
の
内
容
 

 
 
②
 
事
業
報
告
等
が
法
令
又
は
定
款
に
従
い
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
状
況
を
正
し
く
示
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
意
見
 

 
 
③
 
当
該
法
人
の
理
事
の
職
務
の
遂
行
に
関
し
、
不
正
の
行
為
又
は
法
令
若
し
く
は
定
款
に
違
反
す
る
重
大
な
事
実
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ

の
事
実
 

 
 
④
 
監
査
の
た
め
必
要
な
調
査
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
 

 
 
⑤
 
監
査
に
関
連
す
る
内
部
管
理
体
制
に
関
す
る
決
定
又
は
決
議
が
あ
る
場
合
に
、
当
該
事
項
の
内
容
が
相
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、

そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
 

 
 
⑥
 
監
査
報
告
を
作
成
し
た
日
 

・
 
特
定
監
事
（
注
５
）
は
、
次
に
掲
げ
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
に
、
特
定
理
事
（
注
６
）
に
対
し
、
事
業
報
告
等
に
つ
い
て
の
監
査

報
告
の
内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
規
則
第
２
条
の

37
第
１
項
）。

 

 
 
①
 
事
業
報
告
を
受
領
し
た
日
か
ら
４
週
間
を
経
過
し
た
日
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

②
 
事
業
報
告
の
附
属
明
細
書
を
受
領
し
た
日
か
ら
１
週
間
を
経
過
し
た
日
 

 
 
③
 
特
定
理
事
及
び
特
定
監
事
が
合
意
に
よ
り
定
め
た
日
（
合
意
が
あ
る
場
合
）
 

 
 
（
注
５
）
事
業
報
告
等
の
内
容
を
通
知
す
べ
き
監
事
を
定
め
た
と
き
は
そ
の
監
事
、
定
め
て
い
な
い
場
合
は
全
て
の
監
事
を
い
う
（
規
則
第

２
条
の

3
7
第
５
項
）
。
 

 
 
（
注
６
）
事
業
報
告
等
の
監
査
報
告
の
通
知
を
受
け
る
理
事
を
定
め
た
場
合
は
当
該
理
事
、
定
め
て
い
な
い
場
合
は
事
業
報
告
及
び
そ
の
附

属
明
細
書
の
作
成
に
関
す
る
職
務
を
行
っ
た
理
事
を
い
う
（
規
則
第
２
条
の

3
7
第
４
項
）
。
 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
監
事
の
監
査
報
告
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
か
、
作
成
等
の
手
続
が
法
令
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
な
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
・
 
監
査
報
告
に
必
要
な
記
載
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
場
合
 

 
・
 
監
事
が
期
限
ま
で
に
特
定
理
事
（
計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
の
監
査
報
告
に
あ
っ
て
は
、
会
計
監
査
人
設
置
法
人
に
あ
っ
て
は
特
定
理
事

及
び
会
計
監
査
人
）
に
監
査
報
告
の
内
容
を
通
知
し
て
い
な
い
場
合
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
監
査
報
告
、
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
 
 

 
 

法
第

45
条
の

1
8
第
３
項

に
よ

り
準

用
さ

れ
る

一

般
法
人
法
第

1
0
0
条
か
ら

第
1
0
2
条
ま
で
 

○
 

理
事

会
へ

の
出

席
義

務
を

履
行

し
て

い
る

か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
監
事
は
、
理
事
の
職
務
の
執
行
を
監
査
す
る
役
割
を
有
し
、
毎
年
度
の
監
査
報
告
の
作
成
の
義
務
を
負
う
と
と
も
に
、
次
の
義
務
を
負
う
（
法

第
4
5
条
の

1
8
第
３
項
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
一
般
法
人
法
第

1
0
0
条
か
ら
第

1
0
2
条
ま
で
）
。
 

 
①
 
理
事
の
不
正
の
行
為
が
あ
る
若
し
く
は
当
該
行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
又
は
法
令
、
定
款
違
反
の
事
実
若
し
く

は
著
し
く
不
当
な
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
理
事
会
に
報
告
す
る
こ
と
。
 

 
②
 
理
事
会
に
出
席
し
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
意
見
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
 

 
③
 
理
事
が
評
議
員
会
に
提
出
し
よ
う
と
す
る
議
案
、
書
類
、
電
磁
的
記
録
そ
の
他
の
資
料
を
調
査
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
、
法
令
違
反
等
の

事
実
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
そ
の
調
査
結
果
を
評
議
員
会
に
報
告
す
る
こ
と
。
 

○
 
上
記
の
①
及
び
③
は
監
査
報
告
の
記
載
内
容
で
あ
り
、
特
に
問
題
が
な
け
れ
ば
改
め
て
こ
れ
を
指
導
監
査
で
確
認
す
る
必
要
は
な
く
、
指
導

監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
上
記
の
②
の
義
務
の
履
行
の
た
め
、
監
事
が
理
事
会
に
出
席
を
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
な
お
、
監

事
が
理
事
会
に
出
席
し
必
要
に
応
じ
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
は
、
理
事
や
理
事
会
の
職
務
の
執
行
に
対
す
る
牽
制
を
及
ぼ
す
観
点
か
ら
重
要
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
法
律
上
の
義
務
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
理
事
会
に
お
い
て
も
監
事
が
出
席
で
き
る
よ
う
理
事
会
の
日
程
調
整
を
行
う
等
の

配
慮
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
（
所
轄
庁
が
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
を
除
く
。
）。

 

 
・
 
理
事
会
に
２
回
以
上
続
け
て
欠
席
し
た
監
事
が
い
る
場
合
 

 
・
 
監
事
の
全
員
が
欠
席
し
た
理
事
会
が
あ
る
場
合
 

 ＜
確
認
書
類
＞
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

 
理
事
会
の
議
事
録
 

６
 

理
事

会
 

 
 

 
 

（
１

）
審

議
状
況
 

１
 

理
事

会
は
法

令
及

び
定
款

の

定
め

に
従

っ
て
開

催
さ

れ
て
い

る

か
。
 

法
第

45
条
の

14
第
１

項
、
 

同
条

第
９

項
に

よ
り

準

用
さ

れ
る

一
般

法
人

法

第
9
4
条
第
１
項
、
第
２

項
 

○
 
権
限
を
有
す
る
者
が
招
集
し
て
い
る
か
。
 

○
 

各
理

事
及
び

各
監

事
に
対

し
て
、

期
限
ま

で

に
招
集
の
通
知
を
し
て
い
る
か
。
 

○
 

招
集

通
知
の

省
略

は
、
理

事
及
び

監
事
の

全

員
の
同
意
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
理
事
会
は
、
各
理
事
（
理
事
会
を
招
集
す
る
理
事
を
定
款
又
は
理
事
会
で
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
理
事
）
が
招
集
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

（
法
第

45
条
の

14
第
１
項
）
。
ま
た
、
理
事
会
を
招
集
す
る
理
事
を
定
款
又
は
理
事
会
で
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
他
の
理
事
は
招
集
権
者
で

あ
る
理
事

に
対
し

て
、
理

事
会

の
目
的

で
あ
る

事
項
を

示
し

て
、
理

事
会
の

招
集
を

請
求

す
る
こ

と
が
で

き
（
同

条
第

２
項

）
、
当
該
請
求
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
請
求
日
か
ら
５
日
以
内
に
、
理
事
会
の
招
集
通
知
（
請
求
日
か
ら
２
週
間
以
内
の
日
に
理
事
会
を
開
催
す
る
も
の
で
あ
る

必
要
が
あ
る
。
）
が
発
せ
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
請
求
を
し
た
理
事
が
理
事
会
を
招
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
条
第
３
項
）。

 

○
 
理
事
会
を
招
集
す
る
者
は
、
理
事
会
の
日
の
１
週
間
前
（
こ
れ
を
下
回
る
期
間
を
定
款
で
定
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
期
間
）
ま
で
に
、

各
理
事
及
び
各
監
事
に
対
し
て
そ
の
通
知
を
発
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法
第

4
5
条
の

1
4
第
９
項
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
一
般
法
人
法
第

94

条
第
１
項
）。

た
だ
し
、
理
事
及
び
監
事
の
全
員
の
同
意
が
あ
る
と
き
は
、
招
集
通
知
を
発
出
せ
ず
に
理
事
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
法

第
4
5
条
の

1
4
第
９
項
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
一
般
法
人
法
第

9
4
条
第
２
項
）。

 

 
 
な
お
、
理
事
会
の
招
集
通
知
は
、
各
監
事
（
監
事
の
全
員
）
に
対
し
て
も
発
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
理
事
会
を
招
集
し
た
理
事
（
法
第

45
条
の

14
第
３
項
に
よ
り
招
集
し
た
理
事
を
含
む
。
）
が
開
催
通

知
を
期
限
ま
で
に
発
出
し
て
い
る
か
、
招
集
通
知
を
省
略
し
て
い
る
場
合
に
は
、
理
事
及
び
監
事
の
全
員
の
同
意
が
あ
る
か
を
確
認
す
る
。
 

 
 
 
な
お
、
理
事
会
の
招
集
通
知
を
省
略
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
理
事
及
び
監
事
の
同
意
の
取
得
・
保
存
の
方
法
に
つ
い
て
、
法
令
上
の
制
限
は

な
い
が
、
法
人
に
お
い
て
、
理
事
及
び
監
事
の
全
員
が
同
意
書
を
提
出
す
る
こ
と
と
す
る
、
又
は
理
事
会
の
議
事
録
に
当
該
同
意
が
あ
っ
た
旨

を
記
載
す
る
等
、
書
面
若
し
く
は
電
磁
的
記
録
に
よ
る
何
ら
か
の
形
で
保
存
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
・
 
理
事
及
び
監
事
の
全
員
に
期
限
ま
で
に
理
事
会
の
招
集
通
知
が
発
出
さ
れ
て
い
な
い
場
合
 

 
・
 
招
集
権
を
有
さ
な
い
者
が
理
事
会
を
招
集
し
て
い
る
場
合
 

 
・
 
招
集
通
知
が
省
略
さ
れ
た
場
合
に
、
理
事
及
び
監
事
の
全
員
の
同
意
が
確
認
で
き
な
い
場
合
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
理
事
会
の
招
集
通
知
、
理
事
会
の
議
事
録
、
招
集
通
知
を
省
略
し
た
場
合
の
理
事
及
び
監
事
の
全
員
の
同
意
を
証
す
る
書
類
 

 
２

 
理
事

会
の
決

議
は

、
法
令

及

び
定

款
に

定
め
る

と
こ

ろ
に
よ

り

行
わ
れ
て
い
る
か
。
 

法
第

45
条
の

14
第
４

項
、
第
５
項
 

○
 

決
議

に
必
要

な
数

の
理
事

が
出
席

し
、
必

要

な
数

の
賛

成
を

も
っ

て
に

よ
り

行
わ

れ
て

い
る

か
。
 

○
 

決
議

が
必
要

な
事

項
に
つ

い
て
、

決
議
が

行

わ
れ
て
い
る
か
。
 

○
 

決
議

に
つ
い

て
特

別
の
利

害
関
係

を
有
す

る

理
事
が
決
議
に
加
わ
っ
て
い
な
い
か
。
 

○
 

理
事

会
で
評

議
員

の
選
任

又
は
解

任
の
決

議

が
行
わ
れ
て
い
な
い
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
理
事
会
の
決
議
は
、
必
要
な
数
の
理
事
が
出
席
し
、
必
要
な
数
の
賛
成
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
（
法
第

4
5
条
の

1
4
第
４
項
、
第

５
項
）。

 

法
律
上
、
決
議
に
必
要
な
出
席
者
数
（
定
足
数
）
は
議
決
に
加
わ
る
こ
と
の
で
き
る
理
事
の
過
半
数
で
あ
り
、
決
議
に
必
要
な
賛
成
数
は
出

席
し
た
理
事
の
過
半
数
で
あ
る
が
、
定
足
数
及
び
賛
成
数
は
定
款
の
相
対
的
記
載
事
項
で
あ
り
、
定
款
に
過
半
数
を
超
え
る
割
合
を
定
め
た
場

合
に
は
、
そ
の
割
合
と
な
る
。
な
お
、
定
款
に
お
い
て
は
、
特
定
の
議
案
に
関
す
る
決
議
に
つ
い
て
、
過
半
数
を
超
え
る
割
合
と
す
る
こ
と
を

定
め
る
こ
と
も
で
き
る
。
 

○
 
次
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
理
事
会
の
決
議
を
要
す
る
。
 

 
・
 
評
議
員
会
の
日
時
及
び
場
所
並
び
に
議
題
・
議
案
の
決
定
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

○
 

書
面

に
よ
る

議
決

権
の
行

使
が
行

わ
れ
て

い

な
い
か
。
 

 
・
 
理
事
長
及
び
業
務
執
行
理
事
の
選
定
及
び
解
職
 

 
・
 
重
要
な
役
割
を
担
う
職
員
の
選
任
及
び
解
任
 

 
・
 
従
た
る
事
務
所
そ
の
他
の
重
要
な
組
織
の
設
置
、
変
更
及
び
廃
止
 

 
・
 
内
部
管
理
体
制
の
整
備
（
特
定
社
会
福
祉
法
人
の
み
）
 

 
・
 
競
業
及
び
利
益
相
反
取
引
の
承
認
 

 
・
 
計
算
書
類
及
び
事
業
報
告
等
の
承
認
 

 
・
 
役
員
、
会
計
監
査
人
の
責
任
の
一
部
免
除
（
定
款
に
定
め
が
あ
る
場
合
に
限
る
。）

 

 
・
 
そ
の
他
重
要
な
業
務
執
行
の
決
定
（
理
事
長
等
に
委
任
さ
れ
て
い
な
い
業
務
執
行
の
決
定
）
 

○
 
理
事
会
の
決
議
に
は
、
決
議
に
特
別
の
利
害
関
係
（
注
１
）
を
有
す
る
理
事
が
加
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
法
第

45
条
の

14
第
５
項
）。

理
事

会
の

決
議

に
特

別
の

利
害

関
係

を
有

し
て

い
る

理
事

が
加

わ
っ

て
い

な
い

か
に

つ
い

て
の

確
認

は
法

人
に

お
い

て
行

わ
れ

る
必

要
が

あ

り
、
そ
の
確
認
が
行
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
指
導
監
査
で
確
認
す
る
。
こ
の
確
認
は
原
則
と
し
て
議
事
録
で
行
う
も
の
で
あ
る
が
、
理
事
の

職
務
の
執
行
に
関
す
る
法
人
の
規
程
に
、
理
事
が
理
事
会
の
決
議
事
項
と
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
場
合
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
を
定
め
て
い
る
場
合
は
、
個
別
の
議
案
の
議
決
の
際
に
法
人
で
改
め
て
そ
の
確
認
を
行
う
必
要
は
な
く
、
決
議
に
利
害
関
係
を
有
す
る
理
事

が
い
な
い
場
合
に
は
、
議
事
録
へ
の
記
載
も
不
要
で
あ
る
。
 

（
注
１
）
「
特
別
の
利
害
関
係
」
と
は
、
理
事
が
、
そ
の
決
議
に
つ
い
て
、
法
人
に
対
す
る
忠
実
義
務
（
法
第

4
5
条
の

16
第
１
項
）
を
履
行

す
る
こ

と
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
利
害

関
係
を
意
味
す
る
も
の
で
あ

り
、
「
特
別
の

利
害
関
係
」
が

あ
る
場
合
と
し
て
は
、
理
事

の
競

業
取
引
（
注
２
）
や
利
益
相
反
取
引
（
注
３
）
の
承
認
（
法
第

4
5
条
の

1
6
第
４
項
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
一
般
法
人
法
第

8
4
条
第
１

項
）
や
理
事
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
除
の
決
議
（
法
第

4
5
条
の

2
0
第
５
項
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
一
般
法
人
法
第

1
1
4
条
第
１
項

（
法
人
の
定
款
に
規
定
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
））

等
の
場
合
が
あ
る
。
 

 
 
 
 
（
注
２
）
理
事
が
自
己
又
は
第
三
者
の
た
め
に
当
該
法
人
の
事
業
に
属
す
る
取
引
を
行
う
こ
と
 

 
（
注
３
）
理
事
が
自
己
又
は
第
三
者
の
た
め
に
法
人
と
取
引
を
行
う
こ
と
 

○
 
理
事
若
し
く
は
理
事
会
が
評
議
員
を
選
任
若
し
く
は
解
任
す
る
旨
の
定
款
の
定
め
は
効
力
を
有
し
な
い
た
め
（
法
第

31
条
第
５
項
）、

指
導

監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
理
事
会
に
よ
る
評
議
員
の
選
任
又
は
解
任
が
行
わ
れ
て
い
な
い
か
を
確
認
す
る
。
な
お
、
理
事
又
は
理
事
会
が
、

定
款
若
し
く
は
評
議
員
の
選
任
に
関
す
る
規
程
等
に
基
づ
き
、
評
議
員
候
補
者
の
推
薦
を
行
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
 

○
 
平
成

2
8
年
改
正
法
の
施
行
前
は
、
定
款
に
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
欠
席
し
た
理
事
の
書
面
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
（
書
面
議
決
）
が
認
め

ら
れ
て
い
た
が
、
平
成

2
8
年
改
正
法
の
施
行
後
は
、
理
事
会
に
お
け
る
議
決
は
対
面
（
テ
レ
ビ
会
議
等
に
よ
る
こ
と
を
含
む
。
）
に
よ
り
行
う

こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
書
面
議
決
の
方
法
に
よ
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
書
面
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
そ
の

取
扱
い
を
是
正
す
る
必
要
が
あ
り
、
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
こ
の
書
面
議
決
が
な
さ
れ
て
い
な
い
か
を
確
認
す
る
。
 

 
な
お
、
定
款
に
、
理
事
会
の
議
案
に
つ
い
て
、
理
事
の
全
員
の
事
前
の
同
意
の
意
思
表
示
が
あ
る
場
合
に
は
理
事
会
の
議
決
を
省
略
す
る
こ

と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
理
事
の
全
員
の
事
前
の
同
意
の
意
思
表
示
に
よ
り
、
当
該
議
案
に
つ
い
て
理
事
会

の
決
議
が
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
（
法
第

45
条
の

1
4
第
９
項
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
一
般
法
人
法
第

9
6
条
）。

こ
の
場
合
に
は
、
理
事
会
の
決

議
が
省
略
さ
れ
た
こ
と
が
理
事
会
議
事
録
の
記
載
事
項
と
な
り
（
規
則
第
２
条
の

17
第
４
項
第
１
号
）、

理
事
の
全
員
の
意
思
表
示
を
記
す
書

面
又
は
電
磁
的
記
録
は
、
決
議
が
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
た
日
か
ら

1
0
年
間
主
た
る
事
務
所
に
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法
第

4
5
条
の

1
5
第
１
項
）（

指
導
監
査
に
お
け
る
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
６
の
（
２
）
記
録
を
参
照
）。

 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

 
・
 
成
立
し
た
決
議
に
つ
い
て
、
法
令
又
は
定
款
に
定
め
る
定
足
数
又
は
賛
成
数
が
不
足
し
て
い
た
場
合
 

 
・
 
議
案
に
つ
い
て
特
別
な
利
害
関
係
を
有
す
る
理
事
が
い
な
い
こ
と
を
法
人
が
確
認
し
て
い
な
い
場
合
 

 
・
 
議
案
に
つ
い
て
特
別
な
利
害
関
係
を
有
す
る
理
事
が
議
決
に
加
わ
っ
て
い
る
場
合
 

 
・
 
理
事
会
で
評
議
員
の
選
任
又
は
解
任
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
 

 
・
 
欠
席
し
た
理
事
が
書
面
に
よ
り
議
決
権
の
行
使
を
し
た
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
 

 
・
 
理
事
会
の
決
議
を
要
す
る
事
項
に
つ
い
て
決
議
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
定
款
、
理
事
会
議
事
録
、
理
事
の
職
務
の
執
行
に
関
す
る
規
程
 

 
３

 
理
事

へ
の
権

限
の

委
任
は

適

切
に
行
わ
れ
て
い
る
か
。
 

法
第

45
条
の

1
3
第
４
項
 

○
 

理
事

に
委
任

で
き

な
い
事

項
が
理

事
に
委

任

さ
れ
て
い
な
い
か
。
 

○
 

理
事

に
委
任

さ
れ

る
範
囲

が
明
確

に
な
っ

て

い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
理
事
会
の
権
限
で
あ
る
法
人
の
業
務
執
行
の
決
定
（
法
第

45
条
の

1
3
第
２
項
第
１
号
）
を
、
理
事
長
等
に
委
任
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、

法
人
運
営
に
関
す
る
重
要
な
事
項
及
び
理
事
（
特
に
理
事
長
や
業
務
執
行
理
事
）
の
職
務
の
執
行
の
監
督
に
必
要
な
事
項
（
注
１
）
等
に
つ
い

て
は
、
理
事
会
で
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
理
事
長
等
に
そ
の
権
限
を
委
任
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
法
第

45
条
の

13
第
４
項
）。

ま

た
、
理
事
へ
権
限
を
委
任
す
る
際
は
、
そ
の
責
任
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
委
任
す
る
権
限
の
内
容
を
明
確
に
す
べ
き
で
あ
る
。
指
導

監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
理
事
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
項
が
理
事
に
委
任
さ
れ
て
い
な
い
か
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
理
事
に

委
任
さ
れ
て
い
る
権
限
の
内
容
が
明
確
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
を
規
程
等
や
理
事
会
の
議
事
録
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

 
な
お
、
理
事
会
の
権
限
の
理
事
へ
の
委
任
は
、
理
事
会
で
定
め
る
規
程
あ
る
い
は
個
別
の
決
議
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
、
法
令
上
、
必

ず
し
も
規
程
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
権
限
の
明
確
化
の
た
め
、
規
程
等
で
定
め
る
べ
き
で
あ
る
。
 

（
注
１
）
理
事
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
項
（
第

4
5
条
の

1
3
第
４
項
各
号
）
 

①
重
要
な
財
産
の
処
分
及
び
譲
受
け
、
②
多
額
の
借
財
、
③
重
要
な
役
割
を
担
う
職
員
の
選
任
及
び
解
任
、
④
従
た
る
事
務
所
そ
の

他
の
重
要
な
組
織
の
設
置
、
変
更
及
び
廃
止
、
⑤
内
部
管
理
体
制
の
整
備
、
⑥
役
員
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
除
 

○
 
な
お
、
理
事
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
上
記
事
項
の
う
ち
、
①
「
重
要
」
な
財
産
、
②
「
多
額
」
の
借
財
、
③
「
重
要
な
役
割
」
を
担

う
職
員
、
④
「
重
要
な
組
織
」
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
法
人
が
実
施
す
る
事
業
の
内
容
や
規
模
等
に
応
じ
て
、
法
人
の
判
断
と
し
て
理
事
会
で

決
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
理
事
に
委
任
さ
れ
て
い
る
範
囲
を
明
確
に
す
る
た
め
、
金
額
、
役
職
又
は
役
割
、
組
織
が
行
う
業
務
等
を

具
体
的
に
決
定
す
べ
き
で
あ
る
。
 

そ
の
た
め
、
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
内
容
（
金
額
等
）
に
つ
い
て
の
判
断
を
行
う
も
の
で
は
な
く
、
理
事
会
の
決
定

に
お
い
て
、
理
事
に
委
任
さ
れ
る
範
囲
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
・
 
理
事
に
委
任
が
で
き
な
い
事
項
が
理
事
に
委
任
さ
れ
て
い
る
場
合
 

 
・
 
理
事
に
委
任
さ
れ
て
い
る
範
囲
が
、
理
事
会
の
決
定
に
お
い
て
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
理
事
会
議
事
録
、
理
事
に
委
任
す
る
事
項
を
定
め
る
規
程
等
 

 
４

 
法
令

又
は
定

款
に

定
め
る

と

こ
ろ

に
よ

り
、
理

事
長

等
が
、

職

法
第

45
条
の

1
6
第
３
項
 

○
 

実
際

に
開
催

さ
れ

た
理
事

会
に
お

い
て
、

必

要
な
回
数
以
上
報
告
が
さ
れ
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
理
事
長
及
び
業
務
執
行
理
事
は
、
理
事
会
（
注
１
）
に
お
い
て
、
３
か
月
に
１
回
以
上
職
務
の
執
行
状
況
に
つ
い
て
の
報
告
を
す
る
。
な
お
、

- 83 -



28
 

 

項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

務
の

執
行

状
況
に

つ
い

て
、
理

事

会
に
報
告
を
し
て
い
る
か
。
 

こ
の
報
告
の
回
数
は
定
款
の
相
対
的
記
載
事
項
で
あ
り
、
毎
会
計
年
度
に
４
か
月
を
超
え
る
間
隔
で
２
回
以
上
（
注
２
）
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
（
法
第

45
条
の

1
6
第
３
項
）
。
 

 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
理
事
長
及
び
業
務
執
行
理
事
が
法
令
又
は
定
款
の
定
め
に
基
づ
き
報
告
を
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
 

 
（
注
１
）
こ
の
報
告
は
、
実
際
に
開
催
さ
れ
た
理
事
会
（
決
議
の
省
略
に
よ
ら
な
い
理
事
会
）
に
お
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
（
注
２
）
定
款
で
理
事
長
及
び
業
務
執
行
理
事
の
報
告
を
「
毎
会
計
年
度
に
４
か
月
を
超
え
る
間
隔
で
２
回
以
上
」
と
定
め
た
場
合
、
同
一
の

会
計
年
度
の
中
で
は
理
事
会
の
間
隔
が
４
か
月
を
超
え
て
い
る
必
要
が
あ
る
が
、
会
計
年
度
を
ま
た
い
だ
場
合
、
前
回
理
事
会
か
ら
４

か
月
を
超
え
る
間
隔
が
空
い
て
い
な
く
て
も
差
し
支
え
な
い
。
例
え
ば
、
定
款
の
定
め
に
基
づ
き
、
理
事
会
を
毎
会
計
年
度
６
月
と
３

月
に
開
催
し
て
い
る
場
合
、
３
月
の
理
事
会
と
６
月
の
理
事
会
と
の
間
隔
は
４
か
月
を
超
え
る
も
の
で
は
な
い
が
、
会
計
年
度
を
ま
た

い
で
い
る
た
め
、
当
該
間
隔
が
４
か
月
を
超
え
て
い
な
く
て
も
差
し
支
え
な
い
。
 

 
な
お
、
理
事
の
理
事
会
へ
の
報
告
事
項
に
つ
い
て
は
、
理
事
及
び
監
事
の
全
員
に
当
該
事
項
を
通
知
を
し
た
と
き
は
、
当
該
事
項
の
理
事
会

へ
の
報
告
を
要
し
な
い
（
法
第

4
5
条
の

1
4
第
３
項
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
一
般
法
人
法
第

9
8
条
第
１
項
）。

例
え
ば
、
同
条
第
１
項
の
規
定
に

よ
り
報
告
を
省
略
で
き
る
も
の
と
し
て
は
、
競
業
又
は
利
益
相
反
取
引
を
し
た
理
事
の
当
該
取
引
に
関
す
る
報
告
（
法
第

45
条
の

1
6
第
４
項

に
よ
り
準
用
さ
れ
る
一
般
法
人
法
第

9
2
条
第
２
項
）
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
上
記
の
理
事
長
及
び
業
務
執
行
理
事
に
よ
る
職
務
の
執
行
状
況

の
定
期
的
な

報
告
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規

定
は
適
用
さ
れ
ず
（
同
条
第

２
項
）
、
必
ず
実
際
に
開
催
さ

れ
た
理
事
会
に
お
い
て
報
告

を
行
う
必

要
が
あ
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

理
事
長
及
び
業
務
執
行
理
事
（
選
任
さ
れ
て
い
る
場
合
）
が
、
理
事
会
に
お
い
て
、
３
か
月
に
１
回
以
上
（
定
款
に
定
め
が
あ
る
場
合
に
は
、

毎
会
計
年
度
に
４
か
月
を
超
え
る
間
隔
で
２
回
以
上
）
職
務
執
行
に
関
す
る
報
告
を
し
て
い
な
い
場
合
は
、
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
定
款
、
理
事
会
の
議
事
録
 

（
２

）
記

録
 

１
 

法
令

で
定
め

る
と

こ
ろ
に

よ

り
議

事
録

が
作
成

さ
れ

、
保
存

さ

れ
て
い
る
か
。
 

 

法
第

45
条
の

14
第
６

項
、
第
７
項
、
 

第
4
5
条
の

1
5
第
１
項
 

○
 

法
令

で
定
め

る
と

こ
ろ
に

よ
り
議

事
録
が

作

成
さ
れ
て
い
る
か
。
 

○
 

議
事

録
に
、

法
令

又
は
定

款
で
定

め
る
議

事

録
署

名
人

が
署
名

又
は

記
名
押

印
が
さ

れ
て
い

る

か
。
 

○
 

議
事

録
が
電

磁
的

記
録
で

作
成
さ

れ
て
い

る

場
合
、
必
要
な
措
置
を
し
て
い
る
か
。
 

○
 

議
事

録
又
は

同
意

の
意
思

表
示
の

書
面
等

を

主
た

る
事

務
所
に

必
要

な
期
間

備
え
置

い
て
い

る

か
。
 

 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
理
事
会
は
、
法
人
の
業
務
執
行
の
決
定
等
を
決
議
に
よ
り
行
う
重
要
な
機
関
で
あ
り
、
そ
の
決
議
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
適
切
に
記
録
さ
れ

る
必
要
が
あ
る
た
め
、
法
令
に
よ
り
議
事
録
の
内
容
及
び
作
成
手
続
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
 

○
 
議
事
録
の
記
載
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
規
則
第
２
条
の

1
7
第
３
項
）
。
 

①
 
理
事
会
が
開
催
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所
（
当
該
場
所
に
存
し
な
い
理
事
、
監
事
又
は
会
計
監
査
人
が
理
事
会
に
出
席
し
た
場
合
に
お
け
る

当
該
出
席
の
方
法
（
例
：
テ
レ
ビ
会
議
）
を
含
む
。）

 

②
 
理
事
会
が
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
 

ⅰ
 
招
集
権
者
以
外
の
理
事
が
招
集
を
請
求
し
た
こ
と
に
よ
り
招
集
さ
れ
た
も
の
（
法
第

4
5
条
の

1
4
第
２
項
）
 

ⅱ
 
招
集
権
者
以
外
の
理
事
が
招
集
し
た
も
の
（
法
第

45
条
の

14
第
３
項
）
 

ⅲ
 
監
事
が
招
集
を
請
求
し
た
こ
と
に
よ
り
招
集
さ
れ
た
も
の
（
法
第

45
条
の

1
8
第
３
項
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
一
般
法
人
法
第

1
0
1
条
第

２
項
）
 

ⅳ
 
監
事
が
招
集
し
た
も
の
（
法
第

4
5
条
の

1
8
第
３
項
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
一
般
法
人
法
第

1
0
1
条
第
３
項
）
 

③
 
理
事
会
の
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果
 

 
 
な
お
、
理
事
会
の
決
議
に
参
加
し
た
理
事
で
あ
っ
て
、
議
事
録
に
異
議
を
と
ど
め
な
い
も
の
は
、
そ
の
決
議
に
賛
成
し
た
も
の
と
推
定
さ

れ
る
（
法
第

4
5
条
の

1
4
第
８
項
）
こ
と
か
ら
、
議
事
録
に
お
い
て
は
、
決
議
に
関
す
る
各
理
事
の
賛
否
に
つ
い
て
正
確
に
記
録
さ
れ
る
必
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

要
が
あ
る
。
 

④
 
決
議
を
要
す
る
事
項
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
理
事
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
理
事
の
氏
名
 

⑤
 
次
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
理
事
会
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
意
見
又
は
発
言
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
意
見
又
は
発
言
の
内
容
の
概
要
 

ⅰ
 
競
業
又
は
利
益
相
反
取
引
を
行
っ
た
理
事
に
よ
る
報
告
（
法
第

45
条
の

1
6
第
４
項
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
一
般
法
人
法
第

92
条
第
２

項
）
 

ⅱ
 
理
事
が
不
正
の
行
為
を
し
、
若
し
く
は
当
該
行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
法
令
若
し
く
は
定
款
に
違
反
す
る
事

実
若
し
く
は
著
し
く
不
当
な
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
の
監
事
の
報
告
（
法
第

45
条
の

1
8
第
３
項
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
一
般
法
人
法

第
1
0
0
条
）
 

ⅲ
 
理
事
会
に
お
い
て
、
監
事
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
に
行
う
監
事
の
意
見
（
法
第

45
条
の

1
8
第
３
項
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
一
般

法
人
法
第

10
1
条
第
１
項
）
 

⑥
 
理
事
長
が
定
款
の
定
め
に
よ
り
議
事
録
署
名
人
と
さ
れ
て
い
る
場
合
（
法
第

4
5
条
の

1
4
第
６
項
）
の
、
理
事
長
以
外
の
出
席
し
た
理
事

の
氏
名
 

⑦
 
理
事
会
に
出
席
し
た
会
計
監
査
人
の
氏
名
又
は
名
称
（
監
査
法
人
の
場
合
）
 

⑧
 
議
長
の
氏
名
（
議
長
が
存
す
る
場
合
）
 

○
 
理
事
全
員
の
同
意
に
よ
り
理
事
会
の
決
議
を
省
略
し
た
場
合
（
法
第

4
5
条
の

14
第
９
項
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
一
般
法
人
法
第

96
条
）
は
、

理
事
会
に
お
い
て
実
際
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
次
の
事
項
を
議
事
録
に
記
載
す
る
（
規
則
第
２
条
の

1
7
第
４
項
第
１
号
）
。
 

 
①
 
理
事
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
事
項
の
内
容
 

 
②
 
①
の
事
項
の
提
案
を
し
た
理
事
の
氏
名
 

 
③
 
理
事
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
 

 
④
 
議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
っ
た
理
事
の
氏
名
 

○
 
理
事
、
監
事
及
び
会
計
監
査
人
が
、
理
事
会
へ
の
報
告
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
要
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
場
合
（
法
第

4
5
条
の

1
4
第
９
項

に
よ
り
準
用
さ
れ
る
一
般
法
人
法
第

98
条
第
１
項
）
は
、
理
事
会
に
お
い
て
実
際
に
報
告
が
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
次
の
事
項
を
議
事

録
に
記
載
す
る
（
規
則
第
２
条
の

17
第

4
項
第
２
号
）
。
 

 
①
 
理
事
会
へ
の
報
告
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
事
項
の
内
容
 

 
②
 
理
事
会
へ
の
報
告
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
日
 

 
③
 
議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
っ
た
理
事
の
氏
名
 

○
 
議
事
録
に
つ
い
て
は
、
そ
の
真
正
性
を
確
保
す
る
た
め
、
出
席
者
の
署
名
又
は
記
名
押
印
に
関
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
法
律
上
、

出
席
し
た
理
事
及
び
監
事
全
員
の
署
名
又
は
記
名
押
印
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
が
、
議
事
録
署
名
人
の
範
囲
は
定
款
の
相
対
的
記
載
事
項
で
あ

り
、
定
款
に
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
理
事
全
員
で
は
な
く
理
事
長
の
み
の
署
名
又
は
記
名
押
印
で
足
り
る
こ
と
と
な
る
（
法
第

45
条
の

14
第

６
項
）。

な
お
、
議
事
録
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
す
る
（
規
則
第
２
条
の

1
7
第
２
項
）
が
、
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
す
る

場
合
に
は
、
署
名
又
は
記
名
押
印
の
代
わ
り
に
を
電
子
署
名
を
す
る
こ
と
（
規
則
第
２
条
の

18
第
１
項
第
１
号
、
第
２
項
）
が
必
要
で
あ
る
。 

○
 
理
事
会
は
、
法
人
の
業
務
執
行
の
決
定
等
の
法
人
運
営
に
関
す
る
重
要
な
決
定
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
評
議
員
や
債
権
者
が
閲
覧
等
を
行
え

る
よ
う
に
す
る
た
め
、
議
事
録
に
つ
い
て
は
、
理
事
会
の
日
か
ら

10
年
間
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
主
た
る
事
務
所
に
備
え
置
く
必
要
が

あ
り
、
ま

た
、
理

事
会
の

議
決

を
省
略

し
た
場

合
（
（

１
）
の

２
参
照

）
に
は

、
理
事

全
員

の
同
意

の
意
思

表
示
を

記
載

若
し
く

は
記
録
し
た

書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
、
理
事
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
か
ら

10
年
間
、
主
た
る
事
務
所
に
備
え
置
く
必
要
が
あ
る
（
法

第
4
5
条
の

1
5
第
１
項
）
。
 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
議
事
録
に
必
要
事
項
が
記
載
及
び
議
事
録
署
名
人
の
書
名
等
が
あ
る
か
、
議
事
録
が
主
た
る
事
務
所
に
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

備
え
置
か
れ
て
い
る
か
、
理
事
会
の
議
決
を
省
略
し
た
場
合
に
は
理
事
全
員
の
意
思
表
示
の
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
が
主
た
る
事
務
所
に
備
え

置
か
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
・
 
議
事
録
に
必
要
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
場
合
 

 
・
 
議
事
録
に
議
事
録
署
名
人
の
署
名
等
が
な
い
場
合
 

 
・
 
必
要
な
議
事
録
が
主
た
る
事
務
所
に
備
え
置
か
れ
て
い
な
い
場
合
 

 
・
 
必
要
な
理
事
全
員
の
意
思
表
示
の
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
が
備
え
置
か
れ
て
い
な
い
場
合
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
定
款
、
議
事
録
、
理
事
全
員
の
同
意
の
意
思
表
示
を
記
し
た
書
類
 

７
 

会
計

監
査
人
 

 
 

 
 

 
１

 
会
計

監
査
人

は
定

款
の
定

め

に
よ
り
設
置
さ
れ
て
い
る
か
。
 

法
第

36
条
第
２
項
、
 

第
3
7
条
、
 

令
第

13
条
の
３
 

（
参
考
）
法
第

45
条
の

６
第
３
項
 

○
 

特
定

社
会
福

祉
法

人
が
、

会
計
監

査
人
の

設

置
を
定
款
に
定
め
て
い
る
か
。
 

○
 

会
計

監
査
人

の
設

置
を
定

款
に
定

め
た
法

人

が
、
会
計
監
査
人
を
設
置
し
て
い
る
か
。
 

○
 

会
計

監
査
人

が
欠

け
た
場

合
、
遅

滞
な
く

会

計
監
査
人
を
選
任
し
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
法
人
は
定
款
の
定
め
に
よ
っ
て
、
会
計
監
査
人
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
法
第

3
6
条
第
２
項
）。

定
款
に
会
計
監
査
人
を
設
置
す
る
こ

と
を
定
め
た
法
人
（
会
計
監
査
人
設
置
法
人
）
は
、
会
計
監
査
人
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

○
 
法
人
の
経
営
組
織
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
強
化
、
財
務
規
律
の
強
化
の
観
点
か
ら
、
特
定
社
会
福
祉
法
人
（
２
「
内
部
管
理
体
制
」
参
照
）
は
会

計
監
査
人
の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
（
法
第

3
7
条
）
、
定
款
に
会
計
監
査
人
の
設
置
に
つ
い
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
ま
た
、
設
置
義
務
が
な
い
法
人
も
定
款
の
定
め
に
よ
り
会
計
監
査
人
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
（
法
第

3
6
条
第
３
項
）、

会
計
監
査
人
の
選

任
手
続
や
職
務
内
容
等
は
設
置
義
務
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
同
一
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
特
定
社
会
福
祉
法

人
が
定
款
に
会
計
監
査
人
の
設
置
を
定
め
て
い
る
か
、
特
定
社
会
福
祉
法
人
を
含
め
た
定
款
に
会
計
監
査
人
の
設
置
を
定
め
た
法
人
が
会
計
監

査
人
を
設
置
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
 

○
 
会
計
監
査
人
は
、
法
人
の
計
算
書
類
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
（
計
算
関
係
書
類
）
の
監
査
を
通
じ
、
財
務
会
計
面
か
ら
法
人
の
適
正
な
運
営

を
確
保
す
る
役
割
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
会
計
監
査
人
が
欠
け
た
場
合
又
は
定
款
で
定
め
た
定
款
の
員
数
が
欠
け
た
場
合
に
、
遅
滞
な

く
会
計
監

査
人
が

選
任
さ

れ
な

い
と
き

は
、
監

事
は
、

一
時

会
計
監

査
人
の

職
務
を

行
う

べ
き
者

を
選
任

し
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
（
法
第

45

条
の
６
第

３
項

）
。
ま
た

、
会
計

監
査
人

は
、
い

つ
で
も

会
計

帳
簿
の

閲
覧
等

や
法
人

の
理

事
又
は

職
員
に

対
し
て

会
計

に
関
す

る
報
告
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
（
法
第

45
条
の

19
第
３
項
）、

そ
の
職
務
を
行
う
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
法
人
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
を
調
査

す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
条
第
４
項
）
よ
う
に
、
決
算
時
に
計
算
関
係
書
類
の
監
査
を
行
う
だ
け
で
な
く
、
会
計
年
度
を
通
じ
て
、
法
人
の
計

算
関
係
書
類
の
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
対
応
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
会
計
監
査
人
設
置
法
人
は
、
会
計
監
査
人
が
欠
け
た

場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
会
計
監
査
人
を
選
任
す
べ
き
で
あ
る
。
 

 
な
お
、
会
計
監
査
人
の
設
置
義
務
が
な
い
法
人
で
あ
っ
て
も
、
定
款
に
会
計
監
査
人
を
設
置
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
場
合
は
、
会
計
監
査

人
が
欠
け
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
会
計
監
査
人
が
欠
け
て
い
る
場
合
に
、
会
計
監
査
人
の
補
充
の
た
め
の
検
討
や
手
続
が
進
め
ら
れ
て
い

る
か
を
確
認
す
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

 
次
の
場
合
は
文
書
指
摘
と
す
る
。
 

 
・
 
特
定
社
会
福
祉
法
人
が
会
計
監
査
人
の
設
置
を
定
款
に
定
め
て
い
な
い
場
合
 

 
・
 
定
款
に
会
計
監
査
人
の
設
置
を
定
め
て
い
る
法
人
が
会
計
監
査
人
を
設
置
し
て
い
な
い
場
合
 

 
・
 
会
計
監
査
人
が
欠
け
て
い
る
場
合
に
会
計
監
査
人
の
選
任
の
た
め
の
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
定
款
、
会
計
監
査
人
の
選
任
に
関
し
て
検
討
を
行
っ
た
理
事
会
議
事
録
等
 

 
２

 
法
令

に
定
め

る
と

こ
ろ
に

よ

り
選
任
さ
れ
て
い
る
か
。
 

法
第

43
条
第
１
項
、
 

同
条

第
３

項
に

よ
り

準

用
さ

れ
る

一
般

法
人

法

第
7
3
条
第
１
項
 

○
 

評
議

員
会
の

決
議

に
よ
り

適
切
に

選
任
等

が

さ
れ
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
会
計
監
査
人
の
設
置
を
定
款
に
定
め
た
法
人
は
、
会
計
監
査
人
と
し
て
、
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
を
評
議
員
会
に
お
い
て
選
任
す
る
（
法

第
4
3
条
第
１
項
、
法
第

4
5
条
の
２
第
１
項
）。

 

○
 
評
議
員
会
で
会
計
監
査
人
の
選
任
を
行
う
際
は
、
理
事
会
が
特
定
の
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
を
会
計
監
査
人
候
補
者
と
し
て
、
会
計
監

査
人
の
選
任
に
関
す
る
議
案
を
評
議
員
会
に
提
出
す
る
こ
と
と
な
る
。
会
計
監
査
人
候
補
者
の
選
定
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
会
計
監
査
人
が
、

中
立
・
公
正
な
立
場
か
ら
法
人
の
会
計
監
査
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
業
務
の
性
質
上
、
入
札
に
よ
り
最
低
価
格
を
提
示
し
た
こ

と
の
み
を
選
定
の
基
準
と
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
く
、
通
常
の
契
約
ル
ー
ル
と
は
別
に
、
複
数
の
公
認
会
計
士
等
か
ら
提
案
書
等
を
入
手
し
、

法
人
に
お
い
て
選
定
基
準
を
作
成
し
、
提
案
内
容
に
つ
い
て
比
較
検
討
の
上
、
選
任
す
る
等
の
方
法
を
と
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
 

 
な
お
、
会
計
監
査
人
候
補
者
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
公
認
会
計
士
法
の
規
定
に
よ
り
、
計
算
書
類
の
監
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
（
注

１
）
は
会
計
監
査
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
法
第

45
条
の
２
第
３
項
）
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
者
で
な
い
か
を
確
認
す
る
必
要
が
あ

る
。
 

 
（
注
１
）
公
認
会
計
士
法
の
規
定
に
よ
り
計
算
書
類
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
は
次
の
場
合
が
あ
る
。
 

 
 
・
 
公
認
会
計
士
又
は
そ
の
配
偶
者
が
、
当
該
法
人
の
役
員
、
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
若
し
く
は
財
務
に
関
す
る
事
務
の
責
任
あ
る
担
当

者
で
あ
る
、
又
は
過
去
１
年
以
内
に
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
場
合
（
公
認
会
計
士
法
第

2
4
条
第
１
項
第
１
号
）
 

 
 
・
 
税
務
顧
問
に
就
任
し
て
い
る
公
認
会
計
士
又
は
そ
の
配
偶
者
が
、
被
監
査
法
人
か
ら
当
該
業
務
に
よ
り
継
続
的
な
報
酬
を
受
け
て

い
る
場
合
（
公
認
会
計
士
法
第

2
4
条
第
１
項
第
３
号
、
同
施
行
令
第
７
条
第
１
項
第
６
号
）
 

○
 
評
議
員
会
に
提
出
さ
れ
た
会
計
監
査
人
の
選
任
等
及
び
解
任
並
び
に
再
任
し
な
い
（
注
２
）
こ
と
に
関
す
る
議
案
に
つ
い
て
は
、
監
事
の
過

半
数
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
法
第

43
条
第
３
項
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
一
般
法
人
法
第

7
3
条
第
１
項
）、

こ
れ
ら
の
議
案
を
提
出
す

る
際
に
は
上
記
の
評
議
員
会
に
お
け
る
会
計
監
査
人
の
選
任
の
手
続
と
同
様
の
手
続
を
経
た
上
で
、
監
事
の
過
半
数
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
 

 
（
注
２
）
会
計
監
査
人
の
任
期
は
、
選
任
後
１
年
以
内
に
終
了
す
る
会
計
年
度
の
う
ち
最
終
の
も
の
に
関
す
る
定
時
評
議
員
会
の
終
結
の
時
ま

で
で
あ
る
（
法
第

45
条
の
３
第
１
項
）
が
、
そ
の
定
時
評
議
員
会
に
お
い
て
会
計
監
査
人
を
再
任
し
な
い
と
す
る
決
議
が
な
さ
れ
な

か
っ
た
と

き
は

当
該
定

時
評
議

員
会
に

お
い

て
再
任

さ
れ
た

も
の
と

み
な

さ
れ
る

（
同
条

第
２
項

）
。

そ
の

た
め
、

会
計

監
査
人

を
再

任
し
な
い
場
合
に
は
、
会
計
監
査
人
を
再
任
し
な
い
こ
と
に
関
す
る
議
案
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
会
計
監
査
人
が
評
議
員
会
に
お
い
て
選
任
さ
れ
て
い
る
か
、
理
事
会
に
よ
る
会
計
監
査
人
候
補
者
の
選

任
は
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
か
、
会
計
監
査
人
と
し
て
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
な
い
か
、
評
議
員
会
に
提
出
さ
れ
た
会
計
監
査
人
の

選
任
等
及
び
解
任
並
び
に
再
任
し
な
い
こ
と
に
関
す
る
議
案
に
つ
い
て
監
事
の
過
半
数
の
同
意
を
得
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
な
お
、
会
計
監

査
人
と
し
て
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
な
い
か
に
つ
い
て
は
、
法
人
（
理
事
会
）
が
候
補
者
と
し
て
選
定
す
る
際
に
当
該
候
補
者
に
確

認
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
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32
 

 

項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

＜
指
摘
基
準
＞
 

 
次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
・
 
会
計
監
査
人
が
評
議
員
会
の
決
議
に
よ
り
選
任
さ
れ
て
い
な
い
場
合
 

 
・
 
理
事
会
に
よ
る
会
計
監
査
人
候
補
者
の
選
任
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
 

 
・
 
理
事
会
に
よ
る
会
計
監
査
人
候
補
者
の
選
定
に
当
た
っ
て
、
候
補
者
に
対
し
て
、
会
計
監
査
人
に
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
な
い

こ
と
を
確
認
し
て
い
な
い
場
合
 

 
・
 
評
議
員
会
に
提
出
さ
れ
た
会
計
監
査
人
の
選
任
等
及
び
解
任
並
び
に
再
任
し
な
い
こ
と
に
関
す
る
議
案
に
つ
い
て
、
監
事
の
過
半
数
の
同

意
を
得
て
い
な
い
場
合
 

 
 

＜
確
認
書
類
＞
 

 
 

 
評
議

員
会
の

議
事
録
、

理
事
会
の

議
事
録

、
監
事
の

過
半
数
の

同
意
を

証
す
る
書

類
（
理
事

会
の
議

事
録
に
記

載
が
な
い

場
合
）
、
会
計

監
査

人
候
補
者
の
選
定
に
関
す
る
書
類
 

 
３

 
法
令

に
定
め

る
と

こ
ろ
に

よ

り
会
計
監
査
を
行
っ
て
い
る
か
。
 

法
第

45
条
の

19
第
１

項
、
第
２
項
 

○
 

省
令

に
定
め

る
と

こ
ろ
に

よ
り
会

計
監
査

報

告
を
作
成
し
て
い
る
か
。
 

○
 

財
産

目
録
を

監
査

し
、
そ

の
監
査

結
果
を

会

計
監

査
報

告
に
併

せ
て

記
載
又

は
記
録

し
て
い

る

か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
会
計

監
査
人
は

、
法
人
の

計
算
関

係
書
類
（

計
算
書
類

及
び
そ

の
附
属
明

細
書

）
（
注

）
及
び

財
産
目
録

を
監
査
し

、
会
計

監
査
報
告

を
作

成
す
る
（
法
第

45
条
の

1
9
第
１
項
、
第
２
項
）
。
 

（
注
）
会
計
監
査
人
が
監
査
を
行
う
対
象
は
、
法
人
単
位
貸
借
対
照
表
、
法
人
単
位
資
金
収
支
計
算
書
、
法
人
単
位
事
業
活
動
計
算
書
及
び
こ

れ
ら
に
対
応
す
る
附
属
明
細
書
で
あ
り
、
本
事
項
の
記
載
す
る
計
算
書
類
及
び
附
属
明
細
書
は
こ
れ
ら
の
も
の
を
指
す
。
 

・
 
会
計
監
査
報
告
の
記
載
事
項
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
規
則
第
２
条
の

3
0
）。

 

 
 
①
 
会
計
監
査
人
の
監
査
の
方
法
及
び
そ
の
内
容
 

 
 
②
 
監
査
意
見
（
法
人
単
位
の
計
算
書
類
及
び
そ
れ
ら
に
対
応
す
る
附
属
明
細
書
が
当
該
法
人
の
財
産
、
収
支
及
び
純
資
産
の
増
減
の
状
況

を
全
て
の
重
要
な
点
に
お
い
て
適
正
に
表
示
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
意
見
）
 

 
 
 
（
ⅰ
）
無
限
定
適
正
意
見
、（

ⅱ
）
除
外
事
項
を
付
し
た
限
定
付
適
正
意
見
、
（
ⅲ
）
不
適
正
意
見
、（

ⅳ
）
意
見
不
表
明
 

 
 
③
 
追
記
情
報
 

 
 
 
（
ⅰ
）
継
続
事
業
の
前
提
に
関
す
る
事
項
の
注
記
に
係
る
事
項
、
（
ⅱ
）
会
計
方
針
の
変
更
、（

ⅲ
）
重
要
な
偶
発
事
象
 

 
 
 
（
ⅳ
）
重
要
な
後
発
事
象
 

 
 
④
 
会
計
監
査
報
告
を
作
成
し
た
日
 

・
 
会
計
監
査
人
は
、
次
に
掲
げ
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
に
、
特
定
監
事
（
※
１
）
及
び
特
定
理
事
（
※
２
）
に
対
し
、
計
算
関
係
書
類

に
つ
い
て
の
監
査
報
告
の
内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
規
則
第
２
条
の

3
2
第
１
項
）。

 

 
 
①
 
計
算
書
類
の
全
部
を
受
領
し
た
日
か
ら
４
週
間
を
経
過
し
た
日
 

 
 
②
 
計
算
書
類
の
附
属
明
細
書
を
受
領
し
た
日
か
ら
１
週
間
を
経
過
し
た
日
 

 
 
③
 
特
定
理
事
、
特
定
監
事
及
び
会
計
監
査
人
が
合
意
に
よ
り
定
め
た
日
（
合
意
が
あ
る
場
合
）
 

 
 
 
 
（
※
１
）
会
計
監
査
報
告
の
通
知
を
受
け
る
監
事
を
定
め
た
と
き
は
そ
の
監
事
、
定
め
な
い
場
合
は
全
て
の
監
事
（
規
則
第
２
条
の

32
第

５
項
）。

 

 
 
 
（
※
２
）
会
計
監
査
報
告
の
通
知
を
受
け
る
理
事
を
定
め
た
と
き
は
そ
の
理
事
、
定
め
な
い
場
合
は
計
算
関
係
書
類
の
作
成
に
関
す
る
職

務
を
行
っ
た
理
事
（
規
則
第
２
条
の

3
2
第
４
項
）
。
 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
会
計
監
査
人
が
会
計
監
査
報
告
を
作
成
し
て
い
る
か
、
会
計
監
査
報
告
に
必
要
な
記
載
事
項
が
記
載
さ

れ
て
い
る
か
、
会
計
監
査
人
が
期
限
ま
で
に
特
定
監
事
及
び
特
定
理
事
に
会
計
監
査
報
告
の
内
容
を
通
知
を
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
・
 
会
計
監
査
人
が
会
計
監
査
報
告
を
作
成
し
て
い
な
い
場
合
 

 
・
 
会
計
監
査
報
告
に
必
要
な
記
載
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
場
合
 

 
・
 
会
計
監
査
人
が
期
限
ま
で
に
特
定
監
事
及
び
特
定
理
事
に
会
計
監
査
報
告
の
内
容
を
通
知
し
て
い
な
い
場
合
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
会
計
監
査
報
告
、
会
計
監
査
人
が
会
計
監
査
報
告
を
特
定
監
事
及
び
特
定
理
事
に
通
知
文
書
 

８
 

評
議

員
、
理
事
、

監
事

及
び

会
計

監
査

人
の
報
酬
 

 
 

 
○
 
評
議
員
、
役
員
（
理
事
及
び
監
事
）
の
報
酬
等
（
注
）
に
つ
い
て
は
、
法
人
の
公
益
性
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
法
人
の
事
業
運
営
の
透
明

性
の
向
上
を
図
る
た
め
に
情
報
公
開
を
徹
底
す
る
観
点
か
ら
、
 

①
 
報
酬
等
の
額
に
つ
い
て
、
次
の
方
法
で
定
め
る
 

ⅰ
 
評
議
員
：
定
款
で
定
め
る
 

ⅱ
 
役
員
：
定
款
で
定
め
る
、
又
は
、
評
議
員
会
の
決
議
に
よ
り
定
め
る
 

②
 
評
議
員
、
理
事
、
監
事
の
報
酬
等
の
支
給
基
準
を
作
成
し
、
評
議
員
会
の
承
認
を
受
け
、
公
表
す
る
 

③
 
評
議
員
、
理
事
、
監
事
の
区
分
毎
の
報
酬
等
の
額
の
総
額
を
公
表
す
る
 

必
要
が
あ
る
。
 

（
注

）
「
報
酬
等
」
と
は
、
報
酬
、
賞
与
そ

の
他
の
職
務
遂
行
の
対
価
と

し
て
受
け
る
財
産
上
の
利
益

及
び
退
職
手
当
を
い
う
。
ま

た
、
評
議

員
会
の
出
席
等
の
た
め
の
交
通
費
は
、
実
費
相
当
額
を
支
給
す
る
場
合
は
報
酬
に
は
該
当
し
な
い
が
、
実
費
相
当
額
を
超
え
て
支
給
す
る

場
合
に
は
、
報
酬
等
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
理
事
が
職
員
を
兼
務
し
て
い
る
場
合
に
、
職
員
と
し
て
受
け
る
財
産
上
の
利
益

及
び
退
職
手
当
は
含
ま
れ
な
い
。
 

な
お
、
①
の
報
酬
等
の
額
の
定
め
と
②
の
報
酬
等
の
支
給
基
準
は
、
報
酬
等
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
必
ず
両
方
を
規
定
す
る
必
要
が

あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

○
 
報
酬
等
の
支
給
基
準
に
つ
い
て
は
、
民
間
事
業
者
の
役
員
の
報
酬
等
及
び
従
業
員
の
給
与
、
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
経
理
の
状
況
そ
の
他
の

事
情
を
考
慮
し
て
、
不
当
に
高
額
な
も
の
と
な
ら
な
い
よ
う
な
支
給
の
基
準
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法
第

45
条
の

35
第
１
項
）。

こ

の
報
酬
等
の
支
給
基
準
や
支
給
額
（
水
準
）
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
、
民
間
事
業
者
の
役
員
の
報
酬
等
及
び
従
業
員
の
給
与
、
当
該
社
会
福
祉

法
人
の
経
理
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
不
当
に
高
額
な
も
の
で
な
い
こ
と
を
具
体
的
に
検
討
し
た
上
で
基
準
を
作
成
し
評
議
員
会

の
承
認
を
受
け
る
こ
と
並
び
に
支
給
基
準
及
び
報
酬
総
額
を
公
表
す
る
こ
と
に
よ
り
担
保
す
る
仕
組
み
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
指
導
監
査

を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
法
人
内
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
仕
組
み
が
適
正
に
機
能
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
 

○
 
報
酬
等
の
額
や
報
酬
等
の
支
給
基
準
を
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
評
議
員
や
役
員
に
報
酬
等
を
支
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
無
報
酬
と
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
報
酬
等
の
額
や
報
酬
等
の
支
給
基
準
を
定
め
る
と

き
に
無
報
酬
で
あ
る
旨
を
定
め
る
こ
と
と
な
る
。
 

（
１

）
報

酬
 

１
 

評
議

員
の
報

酬
等

の
額
が

法

令
で

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
り
定

め

ら
れ
て
い
る
か
。
 

法
第

45
条
の
８
第
４
項

に
よ

り
準

用
さ

れ
る

一

般
法
人
法
第

1
9
6
条
 

○
 

評
議

員
の
報

酬
等

の
額
が

定
款
で

定
め
ら

れ

て
い
る
か
。
 

 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
評
議
員
の
報
酬
等
の
額
は
定
款
に
定
め
ら
れ
る
（
法
第

45
条
の
８
第
４
項
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
一
般
法
人
法
第

1
96

条
）
こ
と
か
ら
、
定

款
の
規
定
を
確
認
す
る
。
な
お
、
無
報
酬
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
定
款
で
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
評
議
員
の
報
酬
等
の
支
給
基

準
を
定
め
る
が
、
定
款
と
別
に
支
給
基
準
を
定
め
、
評
議
員
会
の
承
認
を
得
た
こ
と
に
よ
り
、
定
款
の
定
め
が
不
要
と
は
な
る
わ
け
で
は
な
い

こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

○
 
評
議
員
の
報
酬
等
の
額
に
係
る
定
款
の
規
定
は
所
轄
庁
の
認
可
事
項
で
あ
り
、
定
款
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
想
定
さ
れ
な
い
た
め
、

指
導
監
査

を
行
う

に
当
た

っ
て

は
、
（
２
）

の
報
酬
の

支
給
基

準
や
（

３
）
の

報
酬
の

支
給

額
と
の

関
係
で

確
認
す

る
も

の
で
あ

る
が
、
定
款

に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
指
摘
を
行
う
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
評
議
員
の
報
酬
等
の
額
が
定
款
で
定
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
定
款
 

 
２

 
理
事

の
報
酬

等
の

額
が
法

令

に
定

め
る

と
こ
ろ

に
よ

り
定
め

ら

れ
て
い
る
か
。
 

法
第

45
条
の

1
6
第
４
項

に
よ

り
準

用
さ

れ
る

一

般
法
人
法
第

8
9
条
 

○
 

理
事

の
報
酬

等
の

額
が
定

款
又
は

評
議
員

会

の
決
議
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
理
事
の
報
酬
等
の
額
は
、
定
款
に
そ
の
額
を
定
め
て
い
な
い
場
合
に
は
、
評
議
員
会
の
決
議
に
よ
っ
て
定
め
る
（
法
第

4
5
条
の

1
6
第
４
項

に
よ
り
準
用
さ
れ
る
一
般
法
人
法
第

89
条
）
こ
と
か
ら
、
定
款
に
理
事
の
報
酬
等
の
額
の
定
め
が
な
い
場
合
に
は
、
評
議
員
会
の
決
議
に
よ

っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
な
お
、
理
事
の
報
酬
等
に
つ
い
て
、
定
款
に
そ
の
額
を
定
め
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
報
酬

に
つ
い
て
無
報
酬
と
す
る
場
合
に
は
、
評
議
員
会
で
無
報
酬
で
あ
る
こ
と
を
決
議
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

理
事
の
報
酬
等
の
額
が
定
款
で
定
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
評
議
員
会
の
決
議
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
文
書
指
摘
に

よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
定
款
、
評
議
員
会
の
議
事
録
 

 
３

 
監
事

の
報
酬

等
の

額
が
法

令

に
定

め
る

と
こ
ろ

に
よ

り
定
め

ら

れ
て
い
る
か
。
 

法
第

45
条
の

1
8
第
３
項

に
よ

り
準

用
さ

れ
る

一

般
法
人
法
第

1
0
5
条
第
１

項
、
第
２
項
 

○
 

監
事

の
報
酬

等
が

定
款
又

は
評
議

員
会
の

決

議
に
よ
っ
て
定
め
て
い
る
か
。
 

○
 

定
款

又
は
評

議
員

会
の
決

議
に
よ

っ
て
監

事

の
報

酬
総

額
の
み

が
決

定
さ
れ

て
い
る

と
き
は

、

そ
の

具
体

的
な
配

分
は

、
監
事

の
協
議

に
よ
っ

て

定
め
ら
れ
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
監
事
の
報
酬
等
の
額
は
、
理
事
の
報
酬
等
と
同
様
に
、
定
款
に
そ
の
額
を
定
め
て
い
な
い
場
合
に
は
、
評
議
員
会
の
決
議
に
よ
っ
て
定
め
る

（
法
第

4
5
条
の

1
8
第
３
項
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
一
般
法
人
法
第

1
0
5
条
第
１
項
）
こ
と
か
ら
、
定
款
に
監
事
の
報
酬
等
の
額
の
定
め
が
な
い

場
合
に
は
、
評
議
員
会
の
決
議
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
な
お
、
監
事
の
報
酬
等
に
つ
い
て
定
款
に
そ
の
額
を
定
め
て
い

な
い
場
合
で
、
無
報
酬
で
あ
る
場
合
に
は
、
評
議
員
会
で
無
報
酬
で
あ
る
こ
と
を
決
議
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

○
 
定
款
又
は
評
議
員
会
の
決
議
に
よ
っ
て
監
事
の
報
酬
総
額
の
み
が
決
定
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
具
体
的
な
配
分
は
、
監
事
の
協
議
に
よ

り
定
め
る
（
法
第

4
5
条
の

18
第
３
項
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
一
般
法
人
法
第

1
0
5
条
第
２
項
）。

こ
の
監
事
の
協
議
は
全
員
一
致
の
決
定
に
よ

る
必
要
が
あ
る
た
め
、
監
事
の
全
員
一
致
の
決
定
に
よ
り
具
体
的
な
配
分
が
な
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
 

 
 
 
な
お
、
こ
の
場
合
の
具
体
的
な
配
分
の
協
議
に
つ
い
て
は
、
手
続
や
記
録
に
関
す
る
規
定
は
な
い
が
、
報
酬
等
は
客
観
的
根
拠
に
基
づ
い
て

支
給
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
法
人
又
は
監
事
に
お
い
て
、
監
事
の
全
員
一
致
に
よ
る
決
定
が
行
わ
れ
た
こ
と
及
び
そ
の
決
定
内
容
を
記
載
・

記
録
し
た
書
類
を
作
成
す
べ
き
で
あ
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

・
 
定
款
に
監
事
の
報
酬
等
の
額
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
、
監
事
の
報
酬
等
の
額
が
評
議
員
会
の
決
議
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
な
い

場
合
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

・
 
評
議
員
会
の
決
議
に
よ
っ
て
監
事
の
報
酬
総
額
の
み
が
決
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
具
体
的
な
配
分
が
監
事
の
全
員
一
致
の
決
定
に

よ
り
定
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
定
款
、
評
議
員
会
の
議
事
録
、
監
事
の
報
酬
等
の
具
体
的
な
配
分
の
決
定
が
行
わ
れ
た
こ
と
及
び
そ
の
決
定
内
容
を
記
録
し
た
書
類
 

 
４

 
会
計

監
査
人

の
報

酬
等
が

法

令
に

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
り
定

め

ら
れ
て
い
る
か
。
 

法
第

45
条
の

1
9
第
６
項

に
よ

り
準

用
さ

れ
る

一

般
法
人
法
第

1
1
0
条
 

○
 

会
計

監
査
人

の
報

酬
等
を

定
め
る

場
合
に

、

監
事
の
過
半
数
の
同
意
を
得
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
会
計
監
査
人
の
報
酬
等
に
つ
い
て
は
、
評
議
員
や
役
員
と
異
な
り
、
法
令
上
定
款
又
は
評
議
員
会
の
決
議
で
定
め
る
こ
と
と
は
さ
れ
て
お
ら

ず
、
法
人
の
業
務
執
行
に
関
す
る
も
の
と
し
て
、
監
事
の
過
半
数
の
同
意
を
得
て
、
理
事
会
又
は
理
事
会
か
ら
委
任
を
受
け
た
理
事
が
定
め
る

こ
と
と
な
る
（
法
第

4
5
条
の

1
9
第
６
項
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
一
般
法
人
法
第

1
1
0
条
）。

指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
理
事
会
等
が

会
計
監
査
人
の
報
酬
等
を
定
め
る
際
に
監
事
の
過
半
数
の
同
意
を
得
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
 

 
な
お
、
理
事
会
の
議
事
録
に
お
い
て
、
会
計
監
査
人
の
報
酬
等
を
定
め
る
際
に
監
事
の
過
半
数
の
同
意
を
得
て
い
る
旨
の
記
載
が
あ
り
、
か

つ
、
監
事
の
議
事
録
へ
の
署
名
又
は
記
名
押
印
に
よ
り
、
監
事
の
過
半
数
の
同
意
を
得
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
場
合
に
は
、
議
事
録
と
は

別
に
監
事
の
過
半
数
の
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
は
必
要
な
い
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
会
計
監
査
人
の
報
酬
等
を
定
め
る
場
合
に
監
事
の
過
半
数
の
同
意
を
得
て
い
な
い
場
合
は
、
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
理
事
会
の
議
事
録
、
監
事
の
過
半
数
の
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
 

（
２

）
報

酬
等

支
給

基
準
 

１
 

役
員

及
び
評

議
員

に
対
す

る

報
酬

等
の

支
給
基

準
に

つ
い
て

、

法
令

に
定

め
る

手
続

に
よ

り
定

め
、
公
表
し
て
い
る
か
。
 

法
第

45
条
の

35
第
１

項
、
第
２
項
、
 

規
則
第
２
条
の

42
 

○
 

理
事

、
監
事

及
び

評
議
員

に
対
す

る
報
酬

等

に
つ

い
て

、
厚
生

労
働

省
令
で

定
め
る

と
こ
ろ

に

よ
り

、
支

給
の
基

準
を

定
め
、

評
議
員

会
の
承

認

を
受
け
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
理
事
、
監
事
及
び
評
議
員
に
対
す
る
報
酬
等
に
つ
い
て
、
民
間
事
業
者
の
役
員
の
報
酬
等
及
び
従
業
員
の
給
与
、
当
該
法
人
の
経
理
の
状
況

そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、不

当
に
高
額
な
も
の
と
な
ら
な
い
よ
う
な
支
給
の
基
準
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず（

法
第

4
5
条
の

3
5
第
１
項
）、

ま
た
、
支
給
基
準
に
つ
い
て
は
、
評
議
員
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
条
第
２
項
）。

 

○
 
支
給
基
準
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
次
の
事
項
を
定
め
る
（
施
行
規
則
第
２
条
の

42
）
。
 

①
 
役
員
等
の
勤
務
形
態
に
応
じ
た
報
酬
等
の
区
分
 

 
 
 
役
員
等
の
勤
務
形
態
に
応
じ
た
報
酬
等
の
区
分
と
し
て
は
、
常
勤
・
非
常
勤
別
に
報
酬
を
定
め
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
 

②
 
報
酬
等
の
金
額
の
算
定
方
法
 

報
酬
等
の
金
額
の
算
定
方
法
に
つ
い
て
は
、
報
酬
等
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
額
、
役
職
、
在
職
年
数
な
ど
、
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
そ

の
額
が
算
定
さ
れ
た
か
、
法
人
と
し
て
説
明
責
任
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
基
準
を
設
定
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
（
注
１
～
注
４
）。

 

（
注
１
）
評
議
員
会
が
役
職
に
応
じ
た
一
人
当
た
り
の
上
限
額
を
定
め
た
上
で
、
各
理
事
の
具
体
的
な
報
酬
金
額
に
つ
い
て
は
理
事
会
が
、

監
事
や
評
議
員
に
つ
い
て
は
評
議
員
会
が
決
定
す
る
と
い
っ
た
規
程
は
許
容
さ
れ
る
。
 

（
注
２
）
退
職
慰
労
金
に
つ
い
て
は
、
退
職
時
の
月
例
報
酬
に
在
職
年
数
に
応
じ
た
支
給
基
準
を
乗
じ
て
算
出
し
た
額
を
上
限
に
各
理
事
に

つ
い
て
は
理
事
会
が
、
監
事
や
評
議
員
に
つ
い
て
は
評
議
員
会
が
決
定
す
る
と
い
う
方
法
も
許
容
さ
れ
る
。
 

（
注
３
）
法
人
は
、
国
等
他
団
体
の
俸
給
表
等
を
準
用
す
る
場
合
、
準
用
す
る
給
与
規
程
（
該
当
部
分
の
抜
粋
も
可
）
を
支
給
基
準
の
別
紙

と
位
置
付
け
、
支
給
基
準
と
一
体
の
も
の
と
し
て
定
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

（
注
４
）
評
議
員
会
の
決
議
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
総
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
決
定
す
る
と
い
う
規
程
や
、
単
に
職
員
給
与
規
程
に
定
め
る

職
員
の
支
給
基
準
に
準
じ
て
支
給
す
る
と
い
う
だ
け
の
規
程
は
、
ど
の
よ
う
な
算
定
過
程
か
ら
具
体
的
な
報
酬
額
が
決
定
さ
れ
る
の
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

か
を
第
三
者
が
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
法
人
と
し
て
説
明
責
任
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
認
め
ら
れ
な
い
。
 

 
③
 
支
給
の
方
法
 

 
 
支
給
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
支
給
の
時
期
（
毎
月
か
出
席
の
都
度
か
、
各
月
又
は
各
年
の
い
つ
頃
か
）
や
支
給
の
手
段
（
銀
行
振
込
か
現

金
支
給
か
）
等
が
考
え
ら
れ
る
。
 

④
 
支
給
の
形
態
 

 
支
給
の
形
態
に
つ
い
て
は
、
現
金
・
現
物
の
別
等
を
記
載
す
る
。
た
だ
し
、
報
酬
額
に
つ
き
金
額
の
記
載
し
か
な
い
な
ど
、
金
銭
支
給
で

あ
る
こ
と
が
客
観
的
に
明
ら
か
な
場
合
は
、
「
現
金
」
等
で
あ
る
旨
の
記
載
は
特
段
な
く
て
も
差
し
支
え
な
い
。
 

な
お
、
理
事
、
監
事
及
び
役
員
の
報
酬
等
の
支
給
基
準
に
つ
い
て
は
、
定
款
や
評
議
員
会
の
決
議
で
定
め
た
報
酬
等
の
額
と
整
合
性
を
図
る

必
要
が
あ
る
。
 

○
 
役
員
等
の
報
酬
等
の
支
給
基
準
が
「
不
当
に
高
額
」
で
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
法
人
に
説
明
責
任
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
支
給
基
準
が
、

民
間
事
業
者
の
役
員
の
報
酬
等
及
び
従
業
員
の
給
与
、
当
該
法
人
の
経
理
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
た
上
で
定
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と

に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
検
討
を
行
っ
た
か
を
含
め
、
具
体
的
に
説
明
で
き
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
理
事
、
監
事
及
び
評
議
員
の
報
酬
等
の
支
給
基
準
が
作
成
さ
れ
て
お
り
、
評
議
員
会
の
承
認
を
受
け
て

い
る
こ
と
及
び
支
給
基
準
に
規
定
す
べ
き
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
、
支
給
基
準
が
「
不
当
に
高
額
」
で
あ
る
か
ど

う
か
に
つ
い
て
は
、
所
轄
庁
が
「
不
当
に
高
額
」
で
あ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
法
人
で
支
給
基
準
を
作
成
す
る
際
に
、
民
間
事

業
者
の
役
員
の
報
酬
等
及
び
従
業
員
の
給
与
、
当
該
法
人
の
経
理
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
検
討
が
行
わ
れ
た
か
を
確
認
す
る
（
具

体
的
な
検
討
内
容
は
問
わ
な
い
。
）
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
・
 
理
事
、
監
事
及
び
評
議
員
の
報
酬
等
の
支
給
基
準
が
作
成
さ
れ
て
い
な
い
場
合
 

 
・
 
理
事
、
監
事
及
び
評
議
員
の
報
酬
等
の
支
給
基
準
に
つ
い
て
評
議
員
の
承
認
を
受
け
て
い
な
い
場
合
 

 
・
 
理
事
、
監
事
及
び
評
議
員
の
報
酬
等
の
支
給
基
準
に
お
い
て
規
定
す
べ
き
事
項
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
 

 
・
 
理
事
、
監
事
及
び
評
議
員
の
報
酬
等
の
支
給
基
準
が
定
款
等
で
定
め
た
報
酬
等
の
額
と
整
合
が
取
れ
て
い
な
い
場
合
 

 
・
 
支
給
基
準
を
作
成
す
る
際
に
、
民
間
事
業
者
の
役
員
の
報
酬
等
及
び
従
業
員
の
給
与
、
当
該
法
人
の
経
理
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮

し
た
検
討
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
 

 ＜
確
認
す
る
書
類
＞
 

 
理
事
、
監
事
及
び
評
議
員
の
報
酬
等
の
支
給
基
準
、
評
議
員
会
の
議
事
録
 

 
 

法
第

59
条
の
２
第
１
項

第
２
号
、
 

規
則
第

1
0
条
 

○
 

理
事

、
監
事

及
び

評
議
員

に
対
す

る
報
酬

等

の
支
給
の
基
準
を
公
表
し
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
理
事
、
監
事
及
び
評
議
員
に
対
す
る
報
酬
等
の
支
給
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
法
人
の
透
明
性
を
確
保
す
る
た
め
、
評
議
員
会
の
承
認
を
受
け

た
と
き
は
、
公
表
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
（
法
第

59
条
の
２
第
１
項
第
２
号
）
。
 

○
 
公
表
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
（
原
則
と
し
て
、
法
人
（
又
は
法
人
が
加
入
す
る
団
体
）
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）
に
よ

り
行
う
（
規
則
第

1
0
条
第
１
項
）
。
 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
報
酬
等
の
支
給
基
準
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
る
公
表
が
な
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

 
理
事
、
監
事
及
び
評
議
員
に
対
す
る
報
酬
等
の
支
給
基
準
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
公
表
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
文
書
指
摘
に
よ

る
こ
と
と
す
る
。
 

 
な
お
、
所
轄
庁
が
、
法
人
が
法
人
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
の
利
用
に
よ
り
公
表
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
く
、
法
人
が
適
切
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
る
公
表
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
助
言
等
の
適
切
な
支
援
を
行

う
も
の
と
す
る
。
 

（
３

）
報

酬
の
支
給
 

１
 

役
員

及
び
評

議
員

の
報
酬

等

が
法

令
等

に
定
め

る
と

こ
ろ
に

よ

り
支
給
さ
れ
て
い
る
か
。
 

法
第

45
条
の
８
第
４
項

に
よ

り
準

用
さ

れ
る

一

般
法
人
法
第

1
9
6
条
、
 

法
第

45
条
の

1
6
第
４
項

に
よ

り
準

用
さ

れ
る

一

般
法
人
法
第

8
9
条
、
 

法
第

45
条
の

1
8
第
３
項

に
よ

り
準

用
さ

れ
る

一

般
法
人
法
第

1
0
5
条
第
１

項
、
 

法
第

45
条
の

35
第
１

項
、
第
２
項
、
 

規
則
第
２
条
の

42
 

 

○
 

評
議

員
の
報

酬
等

が
定
款

に
定
め

ら
れ
た

額

及
び

報
酬

等
の
支

給
基

準
に
従

っ
て
支

給
さ
れ

て

い
る
か
。
 

○
 

役
員

の
報
酬

等
が

定
款
又

は
評
議

員
会
の

決

議
に

よ
り

定
め
ら

れ
た

額
及
び

報
酬
等

の
支
給

基

準
に
従
っ
て
支
給
さ
れ
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
評
議

員
の
報
酬

等
に
つ
い

て
は
、
（
１
）

の
定
款

で
定
め

ら
れ
た

額
及
び
（

２
）
の
報

酬
等
の

支
給
基
準

に
従
っ
て

支
給
さ

れ
る
必
要

が
あ

る
。
ま
た

、
役
員

の
報
酬

等
に

つ
い
て

は
、
（
１
）
の

定
款
又

は
評
議

員
会
の

決
議
に

よ
り

定
め
ら

れ
た
額

及
び
（

２
）

の
報
酬

の
支
給
基
準

に
従
っ
て
支
給
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
 

 
指
導
監
査
を

行
う
に
当
た
っ
て
は
、
評
議
員
及
び
役
員
の
報
酬
が
、
定
款
等
で
定
め
ら
れ
た
額
及
び
報
酬
等
の
支
給
基
準
に
反
す
る
も
の
と

な
っ
て
い
な
い
か
を
確
認
す
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
・
支
払
わ
れ
た
報
酬
等
の
額
が
定
款
等
で
定
め
ら
れ
た
額
を
超
え
て
い
る
場
合
 

 
・
支
払
わ
れ
た
報
酬
等
の
額
が
報
酬
等
の
支
給
基
準
に
根
拠
が
な
い
場
合
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
定
款
、
評
議
員
会
の
議
事
録
、
報
酬
等
の
支
給
基
準
、
報
酬
等
の
支
払
い
の
内
容
が
確
認
で
き
る
書
類
 

（
４

）
報

酬
等

の
総

額
の
公
表
 

１
 

役
員

及
び
評

議
員

等
の
報

酬

に
つ

い
て

、
法
令

に
定

め
る
と

こ

ろ
に
よ
り
公
表
し
て
い
る
か
。
 

法
第

59
条
の
２
第
１
項

第
３
号
、
 

規
則

第
２

条
の

4
1
、

第

1
0
条
 

○
 

理
事

、
監
事

及
び

評
議
員

の
区
分

ご
と
の

報

酬
等

の
総

額
に
つ

い
て

、
現
況

報
告
書

に
記
載

の

上
、
公
表
し
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
法
人
運
営
の
透
明
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
役
員
及
び
評
議
員
の
報
酬
等
に
つ
い
て
は
、
理
事
、
監
事
及
び
評
議
員
の
区
分
毎
に
そ
の
総

額
（
注
）
を
現
況
報
告
書
に
記
載
の
上
、
公
表
す
る
。
 

 
（
注
）
理
事
の
報
酬
等
の
総
額
に
つ
い
て
は
、
職
員
を
兼
務
し
て
お
り
、
職
員
給
与
を
受
け
て
い
る
者
が
い
る
場
合
は
、
そ
の
職
員
給
与
も
含

め
て
公
表
す
る
。
た
だ
し
、
職
員
給
与
を
受
け
て
い
る
理
事
が
１
人
で
あ
っ
て
、
個
人
の
職
員
給
与
が
特
定
さ
れ
て
し
ま
う
場
合
に
は
、

職
員
給
与
を
受
け
て
い
る
理
事
が
い
る
旨
を
明
記
し
た
上
で
、
当
該
理
事
の
職
員
給
与
額
を
含
め
ず
に
理
事
の
報
酬
等
の
総
額
と
し
て
公

表
す
る
こ
と
と
し
て
差
し
支
え
な
い
。
 

○
 
公
表
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
規
則
第

10
条
第
１
項
）
が
、
規
則
第
９
条
第

３
項
に
定
め
る
「
社
会
福
祉
法
人
の
財
務
諸
表
等
電
子
開
示
シ
ス
テ
ム
」
を
利
用
し
た
届
出
を
行
い
、
行
政
機
関
等
が
そ
の
内
容
を
公
表
し
た

場
合
に
は
、
法
人
が
公
表
し
た
も
の
と
み
な
す
（
規
則
第

1
0
条
第
２
項
）
。
 

○
 
指
導
監
査
に
お
い
て
は
、
理
事
、
監
事
及
び
評
議
員
の
区
分
毎
に
そ
の
報
酬
の
総
額
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
る
公
表
又
は
財
務
諸

表
等
電
子
開
示
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
た
届
出
が
な
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
理
事
、
監
事
及
び
評
議
員
の
そ
れ
ぞ
れ
の
報
酬
等
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
公
表
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
財
務
諸
表
等
電
子
開
示

シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
た
届
出
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

Ⅱ
 
事
業
 

 
 

 
 

１
 

事
業

１
 

定
款

に
従
っ

て
事

業
を
実

施
法
第

31
条
第
１
項
 

○
 

定
款

に
定
め

て
い

る
事
業

が
実
施

さ
れ
て

い
＜
着
眼
点
＞
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

一
般
 

し
て
い
る
か
。
 

  

る
か
。
 

○
 

定
款

に
定
め

て
い

な
い
事

業
が
実

施
さ
れ

て

い
な
い
か
。
 

○
 
法
人
の
行
う
事
業
の
種
類
は
定
款
の
必
要
的
記
載
事
項
（
注
１
）
で
あ
り
、
法
人
の
公
益
性
を
踏
ま
え
る
と
、
定
款
に
は
行
う
事
業
を
正
確

に
定
め
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
法
人
が
新
た
な
種
類
の
事
業
を
開
始
す
る
場
合
や
既
存
の
種
類
の
事
業
を
廃
止
す
る
場
合
に
は
、
定
款
を
変
更

す
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
定
款
は
法
人
の
基
本
的
事
項
を
定
め
る
も
の
と
し
て
公
表
さ
れ
る
（
法
第

59
条
の
２
第
１
項
第
１
号
）
。
 

 
（
注
１
）
定
款
の
必
要
的
記
載
事
項
（
法
第

3
1
条
第
１
項
）
の
う
ち
、
事
業
の
種
類
に
関
す
る
も
の
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

 
 
 
 
 
社
会
福
祉
事
業
の
種
類
（
第
３
号
）
（
注
２
）、

公
益
事
業
の
種
類
（
第

11
号
）
（
注
３
）
、
収
益
事
業
の
種
類
（
第

12
号
）
（
注
４
） 

 
（
注
２
）
社
会
福
祉
事
業
の
種
類
に
係
る
定
款
の
定
め
つ
い
て
は
、
法
第
２
条
第
２
項
各
号
に
規
定
す
る
第
１
種
社
会
福
祉
事
業
又
は
同
条
第

３
項
各
号
に
規
定
す
る
第
２
種
社
会
福
祉
事
業
の
う
ち
い
ず
れ
の
事
業
に
該
当
す
る
か
（
い
ず
れ
の
号
に
該
当
す
る
か
に
つ
い
て
も
含

む
。
）
が
明
ら
か
な
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
定
款
例
第
１
条
参
照
）。

な
お
、
法
第
２
条
第
２
項
各
号
又
は
第
３
項
各
号
に
規

定
す
る
事
業
を
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
号
に
複
数
の
事
業
が
列
挙
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
中
で
実
際
に
実
施

す
る
事
業
の
み
を
定
款
に
定
め
る
（
例
：
法
第
２
条
第
２
項
第
２
号
に
は
「
乳
児
院
、
母
子
生
活
支
援
施
設
、
児
童
養
護
施
設
、
障
害

児
入
所
施
設
、
児
童
心
理
治
療
施
設
又
は
児
童
自
立
支
援
施
設
」
を
経
営
す
る
事
業
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
法
人
が
「
乳
児
院
」
の

み
を
経
営

す
る

場
合
に

は
、
「
乳

児
院
」

を
経

営
す
る

事
業
の

み
を
定

款
に

定
め
る

。
）
。
ま

た
、
当

該
定
款

の
定

め
に
は

個
別
の

施
設

の
名
称
を
記
載
す
る
必
要
は
な
い
が
、
定
款
の
定
め
に
個
別
の
施
設
の
名
称
を
記
載
し
た
場
合
に
は
、
施
設
の
名
称
を
変
更
す
る
場
合

や
同
種
の
施
設
を
新
設
す
る
場
合
に
も
定
款
変
更
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
 

 
（
注
３
）
公
益
事
業
の
種
類
に
係
る
定
款
の
定
め
に
つ
い
て
は
、
事
業
の
内
容
が
理
解
で
き
る
よ
う
具
体
的
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、

公
益
事
業
の
う
ち
、
規
模
が
小
さ
く
社
会
福
祉
事
業
と
一
体
的
に
行
わ
れ
る
事
業
又
は
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
の
機
能
を

活
用
し
て
行
う
事
業
の
開
始
等
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
定
款
の
変
更
を
要
し
な
い
（
定
款
例
第

35
条
の
備
考
一
の
注
３
）。

 

 
（
注
４
）
収
益
事
業
の
種
類
に
係
る
定
款
の
定
め
に
つ
い
て
は
、
事
業
の
内
容
が
理
解
で
き
る
よ
う
具
体
的
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
（
定
款

例
第

35
条
の
備
考
二
）。

 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
法
人
が
定
款
に
定
め
る
事
業
を
実
施
し
て
い
る
か
、
定
款
に
定
め
て
い
な
い
事
業
を
実
施
し
て
い
な
い

か
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
・
 
定
款
に
記
載
し
て
い
る
事
業
を
実
施
し
て
い
な
い
場
合
（
休
止
中
の
事
業
で
あ
っ
て
、
再
開
の
見
込
み
が
あ
る
場
合
を
除
く
）
 

 
・
 
定
款
に
記
載
し
て
い
な
い
事
業
（
定
款
に
記
載
を
要
さ
な
い
事
業
を
除
く
）
を
実
施
し
て
い
る
場
合
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
定
款
、
法
人
の
事
業
内
容
が
確
認
で
き
る
書
類
（
事
業
報
告
等
）
 

 
２

 
「
地

域
に
お

け
る

公
益
的

な

取
組
」
を
実
施
し
て
い
る
か
。
 

法
第

24
条
第
２
項
 

○
 

社
会

福
祉
事

業
及

び
公
益

事
業
を

行
う
に

当

た
り

、
日

常
生
活

若
し

く
は
社

会
生
活

上
の
支

援

を
必

要
と

す
る
者

に
対

し
て
、

無
料
又

は
低
額

な

料
金

で
、

福
祉
サ

ー
ビ

ス
を
積

極
的
に

提
供
す

る

よ
う
努
め
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
法
人
は
、
社
会
福
祉
事
業
の
主
た
る
担
い
手
と
し
て
税
制
上
の
優
遇
措
置
を
受
け
る
公
益
性
の
高
い
法
人
で
あ
り
、
地
域
社
会
に
積
極
的
に

貢
献
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
法
人
が
社
会
福
祉
事
業
及
び
公
益
事
業
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
上

の
支

援
を

必
要

と
す

る
者

に
対

し
て

、
無

料
又

は
低

額
な

料
金

で
、

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
積

極
的

に
提

供
す

る
よ

う
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い

（
「
地
域
に
お
け
る
公
益
的
な
取
組
」
を
実
施
す
る
責
務
。
法
第

24
条
第
２
項
）
。
 

○
 
「
地
域
に
お
け
る
公
益
的
な
取
組
」（

以
下
「
地
域
公
益
取
組
」
と
い
う
。）

は
、
次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、

法
第

5
5
条
の
２
第
４
項
第
２
号
に
規
定
す
る
「
地
域
公
益
事
業
」
に
社
会
福
祉
事
業
は
含
ま
れ
な
い
が
、
地
域
公
益
取
組
に
は
、
社
会
福
祉

事
業
が
含
ま
れ
得
る
。
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

 
①
 
「
社
会
福
祉
事
業
又
は
公
益
事
業
を
行
う
に
当
た
っ
て
提
供
さ
れ
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
」
で
あ
る
こ
と
 

社
会
福
祉
事
業
は
社
会
福
祉
を
目
的
と
す
る
事
業
で
あ
り
、
ま
た
、
社
会
福
祉
法
に
お
け
る
公
益
事
業
は
社
会
福
祉
事
業
以
外
の
社
会
福

祉
を
目
的
と
す
る
事
業
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
事
業
の
う
ち
社
会
福
祉
を
目
的
と
し
た
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
提
供
さ
れ
る
事
業
又
は
取

組
（
注
）
が
該
当
す
る
。
 

（
注
）
継
続
性
が
な
い
（
事
業
性
が
な
い
）
も
の
 

②
 
「
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
上
の
支
援
を
必
要
と
す
る
者
」
に
対
す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
こ
と
 

「
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
上
の
支
援
を
必
要
と
す
る
者
」
と
は
、
心
身
の
状
況
や
家
族
環
境
等
の
他
、
経
済
的
な
理
由
に
よ
り
支
援
を

要
す
る
者
が
該
当
す
る
。
 

③
 
「
無
料
又
は
低
額
な
料
金
」
で
提
供
さ
れ
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
こ
と
 

「
無
料
又
は
低
額
な
料
金
」
で
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
と
は
、
法
人
の
直
接
的
な
費
用
負
担
が
発
生
す
る
事
業
又
は
取
組
を
行
う
場
合
に
、

そ
の
費
用
を
下
回
る
料
金
を
徴
収
し
て
実
施
す
る
も
の
、
又
は
料
金
を
徴
収
せ
ず
に
実
施
す
る
事
業
等
が
該
当
す
る
。
そ
の
た
め
、
公
的
な

委
託

費
や

補
助

金
等

に
よ

り
事

業
費

全
額
の

費
用

負
担

が
な

さ
れ

る
場
合

や
無

料
低

額
診

療
事

業
の
よ

う
に

事
業

自
体

が
無

料
又
は

低
額

で
行
う
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
該
当
し
な
い
。
な
お
、
「
法
人
の
直
接
的
な
費
用
負
担
が
発
生
す
る
」
場
合
に
は
、
他
の
業
務

に
従
事
し
て
い
る
職
員
が
勤
務
時
間
内
に
従
事
す
る
場
合
や
法
人
本
部
や
施
設
の
空
き
ス
ペ
ー
ス
を
利
用
し
て
行
う
場
合
な
ど
、
法
人
の
新

た
な
費
用
負
担
を
伴
わ
な
い
場
合
も
含
む
も
の
で
あ
る
。
 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
法
人
が
地
域
公
益
取
組
を
実
施
し
て
い
る
か
、
法
人
が
地
域
公
益
取
組
を
実
施
し
て
い
な
い
場
合
は
実

施
す
る
こ
と
に
努
め
て
い
る
か
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
も
っ
と
も
、
地
域
公
益
取
組
は
、
法
人
が
そ
の
経
営
実
態
に
応
じ
て
地
域
の
福
祉
ニ
ー

ズ
に
対
応
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
対
す
る
所
轄
庁
の
指
導
は
、
法
人
が
自
主
的
に
行
う
こ
と
を
促
す
観
点
か
ら
な
さ
れ
る

べ
き
で
あ
っ
て
、
法
人
に
対
し
て
特
定
の
事
業
の
実
施
を
強
制
す
る
な
ど
、
法
人
の
自
主
性
を
阻
害
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、

法
第
6
1条

第
１
項
第
１
号
及
び
第
２
号
（
事
業
経
営
の
準
則
）
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
法
人

が
地
域
公
益
取
組
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
事
業
又
は
取
組
が
、
地
域
公
益
取
組
に
該
当
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
所
轄
庁
は
、
そ
の
こ
と

の
み
を
も
っ
て
、
当
該
法
人
の
行
う
事
業
又
は
取
組
の
中
止
を
求
め
る
指
導
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

法
人
が
地
域
公
益
取
組
を
実
施
し
て
い
な
い
場
合
は
、
地
域
公
益
取
組
を
実
施
で
き
な
い
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
か
、
地
域
公
益
取
組
の
実
施

を
検
討
す
る
よ
う
助
言
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
地
域
公
益
取
組
の
内
容
が
確
認
で
き
る
書
類
（
事
業
報
告
、
現
況
報
告
書
等
）
 

２
 

社
会

福
祉
事
業
 

 
 

 
 

 
１

 
社
会

福
祉
事

業
を

行
う
こ

と

を
目

的
と

す
る
法

人
と

し
て
適

正

に
実
施
さ
れ
て
い
る
か
。
 

法
第

22
条
、
 

第
2
6
条
第
１
項
、
 

審
査

基
準

第
１

の
１

の

（
１
）
 

○
 

当
該

法
人
の

事
業

の
う
ち

主
た
る

地
位
を

占

め
る
も
の
で
あ
る
か
。
 

○
 

社
会

福
祉
事

業
で

得
た
収

入
を
、

法
令
・

通

知
上

認
め

ら
れ
て

い
な

い
使
途

に
充
て

て
い
な

い

か
。
 

 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
法
人
は
、
社
会
福
祉
事
業
（
注
１
）
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
（
法
第

2
2
条
）、

社
会
福
祉
事
業
が

法
人
の
行
う
事
業
の
う
ち
の
主
た
る
地
位
を
占
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
審
査
基
準
第
１
の
１
の
（
１
）
）。

こ
の
「
主
た
る
地
位
を
占
め
る
」

こ
と
と
は
、
事
業
規
模
が
法
人
の
全
事
業
の
う
ち

5
0
%を

超
え
て
い
る
こ
と
を
い
う
も
の
と
解
さ
れ
る
。
事
業
規
模
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
年

度
毎
の
特
別
な
事
情
の
影
響
を
除
く
た
め
、
法
人
の
経
常
的
費
用
に
よ
り
判
断
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
事
業
活
動
内
訳
表
（
会

計
省
令
第

７
条
第

１
項
第

２
号

ロ
（
２

）
）

に
お
け
る

事
業
活

動
費
用

の
比
率

に
よ
り

判
断
す
る
こ

と
と
す

る
。
た

だ
し

、
所
轄

庁
が
そ
の
他
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

 
の
客
観
的
指
標
に
よ
り
社
会
福
祉
事
業
が
法
人
の
行
う
事
業
の
う
ち
の
「
主
た
る
地
位
を
占
め
る
」
と
認
め
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
 

 
（
注
１
）
社
会
福
祉
事
業
は
法
第
２
条
第
２
項
各
号
に
規
定
す
る
第
１
種
社
会
福
祉
事
業
及
び
同
条
第
３
項
各
号
に
規
定
す
る
第
２
種
社
会
福

祉
事
業
を
指
す
。
共
同
募
金
会
が
行
う
共
同
募
金
事
業
は
第
１
種
社
会
福
祉
事
業
に
当
た
り
（
法
第

1
13

条
第
１
項
）
、
ま
た
、
地
方

公
共
団
体
が
設
置
し
た
施
設
の
経
営
の
委
託
を
受
け
そ
の
施
設
を
経
営
す
る
事
業
も
、
公
益
事
業
で
は
な
く
社
会
福
祉
事
業
に
当
た
る

（
審
査
要
領
第
１
の
１
の
（
４
）
）
。
 

○
 
法
人
は
、
社
会
福
祉
事
業
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
法
人
の
行
う
社
会
福
祉
事
業
に
支
障
の
な
い
範
囲

で
あ
れ
ば
、
公
益
事
業
又
は
収
益
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
（
法
第

2
6
条
第
１
項
）。

公
益
事
業
及
び
収
益
事
業
は
社
会
福
祉
事
業
に
対
し

て
従
た
る

地
位
に
あ

り
（
審
査

要
領
第

１
の
２
の

（
４

）
、
３

の
（
５

）
）
、
原
則

と
し
て
、

社
会
福

祉
事
業
の

収
入
を
公

益
事
業

又
は
収
益

事

業
に
充
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
。
 

 
 
も
っ
と
も
、
各
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
収
入
に
つ
い
て
は
、
通
知
の
定
め
に
よ
り
、
法
人
本
部
へ
の
繰
入
れ
や
他
の
社
会
福
祉
事
業
又
は

公
益
事
業
へ
の
充
当
が
一
定
の
範
囲
で
認
め
ら
れ
る
（
注
）。

 

 
（
注
）
各
制
度
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次
の
通
知
及
び
こ
れ
ら
の
通
知
の
関
連
通
知
を
参
照
。
 

・
 
「
社
会
福
祉
法
人
が
経
営
す
る
社
会
福
祉
施
設
に
お
け
る
運
営
費
の
運
用
及
び
指
導
に
つ
い
て
」
（
平
成

1
6
年
３
月

1
2
日
付
け
雇

児
発
第

0
3
12
0
0
1
号
、
社
援
発
第

03
1
2
00
1
号
、
老
発
第

03
1
2
0
01

号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
、
社
会
・
援
護
局
長

及
び
老
健
局
長
連
名
通
知
）
 

・
 
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
附
則
第
６
条
の
規
定
に
よ
る
私
立
保
育
所
に
対
す
る
委
託
費
の
経
理
等
に
つ
い
て
」（

平
成

27
年
９
月

３
日
付
け
府
子
本
第

25
4
号
、
雇
児
発

09
0
3
第

6
号
内
閣
府
子
ど
も
・
子
育
て
本
部
統
括
官
及
び
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家

庭
局
長
連
名
通
知
）
 

・
 
「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
お
け
る
繰
越
金
等
の
取
扱
い
等
に
つ
い
て
」
（
平
成

12
年
３
月

10
日
付
け
老
発
第

1
8
8
号
厚
生
労
働

省
老
人
保
健
福
祉
局
長
通
知
）
 

・
 
「
障
害
者
自
立
支
援
法
の
施
行
に
伴
う
移
行
時
特
別
積
立
金
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」（
平
成

1
8
年

1
0
月

1
8
日
付
け
障
発
第

10
1
8
00
3

号
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
障
害
保
健
福
祉
部
長
通
知
）
 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
社
会
福
祉
事
業
の
規
模
が
法
人
の
全
事
業
の
う
ち

5
0
%を

上
回
っ
て
い
る
か
、
社
会
福
祉
事
業
の
収
入

を
法
令
・
通
知
上
認
め
ら
れ
て
い
な
い
使
途
に
充
て
て
い
な
い
か
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
・
 
社
会
福
祉
事
業
の
規
模
が
法
人
の
全
事
業
の
う
ち

5
0
%
以
下
で
あ
る
場
合
（
法
人
の
社
会
福
祉
事
業
が
「
主
た
る
地
位
を
占
め
る
」
も
の

と
所
轄
庁
が
認
め
る
場
合
を
除
く
。）

 

 
・
 
社
会
福
祉
事
業
の
収
入
を
認
め
ら
れ
な
い
使
途
に
充
て
て
い
る
場
合
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
計
算
書
類
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
 

 
２

 
社
会

福
祉
事

業
を

行
う
た

め

に
必

要
な

資
産

を
有

し
て

い
る

か
。
 

法
第

25
条
、
 

審
査
基
準
第
２
の
１
、
２

の
（
１
）
、
 

審
査
要
領
第
２
の
（
３
）
、

○
 

社
会

福
祉
事

業
を

行
う
た

め
に
必

要
な
資

産

が
確
保
さ
れ
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
法
人
は
、
社
会
福
祉
事
業
の
主
た
る
担
い
手
と
し
て
当
該
事
業
を
安
定
的
・
継
続
的
に
経
営
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
確
固
と
し
た
経
営
基
盤
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
社
会
福
祉
事
業
を
行
う
た
め
に
必
要
な
資
産
を
備
え
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（
法
第

25
条
）。

そ
の
た
め
、
原
則
と
し
て
、
法
人
は
、
社
会
福
祉
事
業
を
行
う
た
め
に
直
接
必
要
で
あ
る
全
て
の
物
件
に
つ
い
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

（
４
）
、（

６
）
、
（
７
）
 

て
、
所
有
権
を
有
し
て
い
る
こ
と
又
は
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
か
ら
貸
与
若
し
く
は
使
用
許
可
を
受
け
て
い
る
（
注
１
）
こ
と
を
要
す
る

（
審
査
基

準
第
２

の
１
の

（
１

）
前
段

）
。

も
っ
と
も

、
特
定

の
事
業

（
注
２

）
に
つ

い
て

は
、
一

定
金
額

以
上
の

資
産

を
有
す

る
こ
と
等
を

条
件
に
、
物
件
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
か
ら
貸
与
を
受
け
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
 

 
（
注
１
）
所
有
権
の
登
記
及
び
使
用
許
可
に
つ
い
て
は
、
Ⅲ
「
管
理
」
の
２
に
お
い
て
確
認
す
る
。
 

（
注
２
）
特
定
の
事
業
に
係
る
特
例
 

１
 
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
場
合
 

法
人
が

1
0
00

万
円
以
上
に
相
当
す
る
資
産
（
現
金
、
預
金
、
確
実
な
有
価
証
券
又
は
不
動
産
に
限
る
。
）
を
有
し
て
い
る
場
合
に

は
、
施
設
用
不
動
産
に
つ
い
て
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
か
ら
貸
与
若
し
く
は
使
用
許
可
、
又
は
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
以

外
の
者

か
ら
貸
与
を
受
け

て
い
て
も

差
し
支
え
な
い
（
審
査
基
準

第
２
の
１
の
（
２
）
の
イ

、
「
障
害
者
の
日

常
生
活
及
び
社

会
生

活
を

総
合

的
に

支
援

す
る

た
め

の
法

律
に

基
づ

く
地

域
活

動
支

援
セ

ン
タ

ー
の

経
営

を
目

的
と

し
て

社
会

福
祉

法
人

を
設

立
す

る

場
合
の
資
産
要
件
等
に
つ
い
て
」
（
平
成

2
4
年
３
月

3
0
日
付
け
社
援
発

0
3
30

第
５
号
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
長
通
知
）
）。

 

２
 

国
又

は
地

方
公

共
団

体
以

外
の

者
か

ら
不

動
産

の
貸

与
を

受
け

て
既

設
法

人
が

サ
テ

ラ
イ

ト
型

居
住

施
設

で
あ

る
地

域
密

着
型

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
以
外
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
設
置
す
る
場
合
 

法
人
が

10
0
0
万
円
以
上
に
相
当
す
る
資
産
（
現
金
、
預
金
又
は
確
実
な
有
価
証
券
に
限
る
。）

を
有
す
る
等
の
要
件
を
満
た
す
場

合
に
は
、
当

該
特
別
養

護
老
人

ホ
ー
ム
の

用
に
供
す

る
不
動

産
の
全
て

に
つ
い
て

、
国
及

び
地
方
公

共
団
体
以

外
の
者

か
ら
貸
与

を

受
け
て
い
て
も
差
し
支
え
な
い
（
審
査
基
準
第
２
の
１
の
（
２
）
の
キ
、「

国
又
は
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
か
ら
不
動
産
の
貸
与
を

受
け
て
既
設

法
人
が
サ

テ
ラ
イ

ト
型
居
住

施
設
で
あ

る
地
域

密
着
型
特

別
養
護
老

人
ホ
ー

ム
以
外
の

特
別
養
護

老
人
ホ

ー
ム
を
設

置

す
る
場
合
の
要
件
緩
和
に
つ
い
て
」（

平
成

2
8
年
７
月

27
日
付
け
社
援
発

07
2
7
第
１
号
・
老
発

0
7
27

第
１
号
厚
生
労
働
省
社
会
・

援
護
局
長
及
び
老
健
局
長
連
名
通
知
）
。
 

○
 
全
て
の
社
会
福
祉
施
設
の
用
に
供
す
る
不
動
産
に
つ
い
て
国
又
は
地
方
公
共
団
体
か
ら
貸
与
又
は
使
用
許
可
を
受
け
て
い
る
法
人
は
、
1
00
0

万
円
（
平
成

1
2
年

1
1
月

3
0
日
以
前
に
設
立
さ
れ
た
法
人
の
場
合
に
は
、
1
00

万
円
）
以
上
に
相
当
す
る
資
産
（
現
金
、
預
金
、
確
実
な
有
価

証
券
又
は
不
動
産
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）

を
基
本
財
産
と
し
て
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
審
査
基
準
第
２
の
２
の
（
１
）
の
イ
但
書
）。
 

○
 
社
会

福
祉
施
設

を
経
営
し

な
い
法

人
（
社
会

福
祉
協
議

会
及
び

共
同
募
金

会
を
除
く

。
）
は

、
社
会

福
祉
施

設
を
経

営
す
る

法
人
に
比

し
、

設
立
後
の
収
入
に
安
定
性
を
欠
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
設
立
時
に
そ
の
後
の
事
業
継
続
を
可
能
と
す
る
財
政
基
盤
を
有
す
る
必
要
が
あ

り
、
原
則
と
し
て
１
億
円
以
上
の
資
産
を
基
本
財
産
と
し
て
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
委
託
費
等
で
事
業
継
続
に
必
要
な
収

入
が
安
定
的
に
見
込
め
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
当
該
法
人
の
基
本
財
産
は
当
該
法
人
の
安
定
的
運
営
が
図
ら
れ
る
も
の
と
し
て
所
轄
庁
が
認
め

る
額
の
資
産
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
審
査
基
準
第
２
の
２
の
（
１
）
の
ウ
）
。
 

○
 
次
の
事
業
の
経
営
を
目
的
と
し
て
法
人
を
設
立
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
一
定
期
間
の
事
業
実
績
等
を
有
す
る
こ
と
等
の
要
件
を
満
た
す
場

合
に
は
、
1
00
0
万
円
以
上
に
相
当
す
る
資
産
（
現
金
、
預
金
、
確
実
な
有
価
証
券
又
は
不
動
産
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）

を
基
本
財
産
と
す
る

こ
と
で
足
り
る
（「

居
宅
介
護
等
事
業
の
経
営
を
目
的
と
し
て
社
会
福
祉
法
人
を
設
立
す
る
場
合
の
資
産
要
件
等
に
つ
い
て
」（

平
成

12
年
９

月
８
日
付
け
障
第

67
1
号
・
社
援
第

20
3
0
号
・
老
発
第

62
9
号
・
児
発
第

7
3
3
号
厚
生
省
大
臣
官
房
障
害
保
健
福
祉
部
長
、
社
会
・
援
護
局

長
、
老
人
保
健
福
祉
局
長
及
び
児
童
家
庭
局
長
連
名
通
知
）、
「
共
同
生
活
援
助
事
業
等
の
経
営
を
目
的
と
し
て
社
会
福
祉
法
人
を
設
立
す
る
場

合
の
資
産
要
件
等
に
つ
い
て
」（

平
成

1
4
年
８
月

3
0
日
付
け
社
援
発
第

08
3
0
00
7
号
・
老
発
第

08
3
0
00
6
号
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
長

及
び
老
健
局
長
連
名
通
知
）
、「

介
助
犬
訓
練
事
業
又
は
聴
導
犬
訓
練
事
業
の
経
営
を
目
的
と
し
て
社
会
福
祉
法
人
を
設
立
す
る
場
合
の
資
産
要

件
の
緩
和
等
に
つ
い
て
」
（
平
成

1
5
年
５
月
８
日
付
け
社
援
発
第

05
0
8
00
2
号
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
長
通
知
）
）。

 

 
・
 
居
宅
介
護
等
事
業
（
母
子
家
庭
居
宅
介
護
等
事
業
、
寡
婦
居
宅
介
護
等
事
業
、
父
子
家
庭
居
宅
介
護
等
事
業
、
老
人
居
宅
介
護
等
事
業
、

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
居
宅
介
護
、
重
度
訪
問
介
護
、
同
行
援
護
又
は
行
動
援
護
に
係
る
も
の
に
限
る
。
））
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

 
・
 
共
同
生
活
援
助
事
業
等
（
認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
及
び
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
福
祉
事

業
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
共
同
生
活
援
助
に
係
る
も
の
に
限
る
。
））

 

 
・
 
介
助
犬
訓
練
事
業
又
は
聴
導
犬
訓
練
事
業
 

 
○
 
社
会
福
祉
協
議
会
（
社
会
福
祉
施
設
を
経
営
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
共
同
募
金
会
に
あ
っ
て
は
、
30
0
万
円
以
上
に
相
当
す
る
資
産
を
基

本
財
産
と
し
て
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
市
町
村
社
会
福
祉
協
議
会
及
び
地
区
社
会
福
祉
協
議
会
に
あ
っ
て
は
、
3
00

万
円
と

10

円
に
当
該
市
町
村
又
は
当
該
区
の
人
口
を
乗
じ
て
得
た
額
（
1
0
0
万
円
以
下
の
と
き
は

10
0
万
円
と
す
る
。）

と
の
い
ず
れ
か
少
な
い
方
の
額
以

上
に
相
当
す
る
資
産
で
差
し
支
え
な
い
。
 

○
 
以
上
の
資
産
は
、
法
人
の
設
立
の
時
の
み
な
ら
ず
、
法
人
が
存
続
す
る
限
り
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
指
導
監
査
を
行

う
に
当
た
っ
て
は
、
法
人
が
行
う
事
業
に
応
じ
て
必
要
な
資
産
を
有
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
法
人
が
社
会
福
祉
事
業
を
行
う
た
め
に
必
要
な
資
産
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
定
款
、
貸
借
対
照
表
、
財
産
目
録
、
登
記
簿
謄
本
 

３
 

公
益

事
業
 

 
 

 
 

 
 
 

１
 

社
会

福
祉
事

業
を

行
う
こ

と

を
目

的
と

す
る
法

人
が

行
う
公

益

事
業

と
し

て
適
正

に
実

施
さ
れ

て

い
る
か
。
 

法
第

26
条
第
１
項
 

○
 

社
会

福
祉
と

関
係

が
あ
り

、
ま
た

、
公
益

性

が
あ
る
も
の
で
あ
る
か
。
 

○
 

公
益

事
業
の

経
営

に
よ
り

、
社
会

福
祉
事

業

の
経
営
に
支
障
を
来
し
て
い
な
い
か
。
 

○
 

公
益

事
業
の

規
模

が
社
会

福
祉
事

業
の
規

模

を
超
え
て
い
な
い
か
。
 

 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
法
人
は
、
そ
の
社
会
福
祉
事
業
に
支
障
が
な
い
限
り
、
公
益
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
（
法
第

26
条
第
１
項
）
。
公
益
事
業
と
は
、
社
会

福
祉
事
業
以
外
の
事
業
で
あ
っ
て
、
当
該
事
業
を
行
う
こ
と
が
公
益
法
人
の
設
立
目
的
と
な
り
う
る
事
業
を
い
う
と
解
さ
れ
る
が
、
法
人
が
行

う
も
の
で
あ
る
以
上
、
社
会
福
祉
と
関
連
が
な
い
事
業
は
該
当
し
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
公
益
事
業
は
、
社
会
福
祉
と

関
係
が
あ
り
、
公
益
性
が
あ
る
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
（
注
１
）
。
 

 
（
注
１
）
次
に
掲
げ
る
事
業
（
社
会
福
祉
事
業
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
が
公
益
事
業
の
例
で
あ
る
が
（
審
査
基
準
第
１
の
２
の
（
２
）
、
審
査

要
領
第
１
の
２
）、

こ
れ
ら
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

・
 
必
要
な
者
に
対
し
、
相
談
、
情
報
提
供
・
助
言
、
行
政
や
福
祉
・
保
健
・
医
療
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
と
の
連
絡
調
整
を
行
う
等
の

事
業
 

・
 
必
要
な
者
に
対
し
、
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
、
外
出
時
の
移
動
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
的
活
動
、
就
労
、

住
環
境
の
調
整
等
（
以
下
「
入
浴
等
」
と
い
う
。
）
を
支
援
す
る
事
業
 

・
 
入
浴
等
の
支
援
が
必
要
な
者
、
独
力
で
は
住
居
の
確
保
が
困
難
な
者
等
に
対
し
、
住
居
を
提
供
又
は
確
保
す
る
事
業
 

・
 
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
状
態
の
軽
減
又
は
悪
化
の
防
止
に
関
す
る
事
業
 

・
 
入
所
施
設
か
ら
の
退
院
・
退
所
を
支
援
す
る
事
業
 

・
 
子
育
て
支
援
に
関
す
る
事
業
 

・
 
福
祉
用
具
そ
の
他
の
用
具
又
は
機
器
及
び
住
環
境
に
関
す
る
情
報
の
収
集
・
整
理
・
提
供
に
関
す
る
事
業
 

・
 
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
育
成
に
関
す
る
事
業
 

・
 
社
会
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
人
材
の
育
成
・
確
保
に
関
す
る
事
業
（
社
会
福
祉
士
・
介
護
福
祉
士
・
精
神
保
健
福

祉
士
・
保
育

士
・

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
者
等
の
養
成
事
業
等
）
 

・
 
社
会
福
祉
に
関
す
る
調
査
研
究
等
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

・
 
法
第
２
条
第
４
項
第
４
号
に
掲
げ
る
事
業
（
い
わ
ゆ
る
事
業
規
模
要
件
（
注
２
）
を
満
た
さ
な
い
た
め
に
社
会
福
祉
事
業
に
含
ま

れ
な
い
事
業
）
 

・
 
介
護
保
険
法
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
地
域
密
着
型
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
居
宅
介
護
支
援
事
業
、
介
護
予
防
支
援
事
業
、
介
護
老
人
保
健
施
設
を
経
営
す
る
事
業
又
は
地
域
支
援
事
業

を
市
町
村
か
ら
受
託
し
て
実
施
す
る
事
業
 

・
 
有
料
老
人
ホ
ー
ム
を
経
営
す
る
事
業
 

・
 
社
会
福
祉
協
議
会
等
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
協
議
会
活
動
等
に
参
加
す
る
者
の
福
利
厚
生
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
宿
泊
所
、

保
養
所
、
食
堂
等
の
経
営
す
る
事
業
 

・
 
公
益
的
事
業
を
行
う
団
体
に
事
務
所
、
集
会
所
等
と
し
て
無
償
又
は
実
費
に
近
い
対
価
で
使
用
さ
せ
る
た
め
に
会
館
等
を
経
営
す

る
事
業
（
な
お
、
営
利
を
行
う
者
に
対
し
て
、
無
償
又
は
実
費
に
近
い
対
価
で
使
用
さ
せ
る
よ
う
な
計
画
は
適
当
で
な
い
。
ま
た
、

こ
の
よ
う
な
者
に
対
し
収
益
を
得
る
目
的
で
貸
与
す
る
場
合
は
、
収
益
事
業
と
な
る
も
の
で
あ
る
。）

 

 
（
注
２
）
法
２
条
第
２
項
各
号
及
び
第
３
項
第
１
号
か
ら
第
９
号
ま
で
に
規
定
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
常
時
保
護
を
受
け
る
者
を
入

所
さ
せ
て
そ
の
保
護
を
行
う
も
の
に
あ
っ
て
は
５
人
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
っ
て
は

20
人
（
た
だ
し
、
認
定
こ
ど
も
園
に

お
け

る
幼

保
連

携
施

設
を

構
成

す
る

保
育

所
を

経
営

す
る

事
業

並
び

に
障

害
者

総
合

支
援

法
に

規
定

す
る

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス
事
業
の
う
ち
、
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
及
び
離
島
等
の
地
域
で
将
来
的
に
利
用
者
の
確
保
の
見
込
み
が
な
い
と
見
込
ま
れ

る
と
都
道
府
県
知
事
が
認
め
た
生
活
介
護
、
自
立
訓
練
、
就
労
移
行
支
援
Ｂ
型
を
提
供
す
る
事
業
所
に
つ
い
て
は

10
人
）

に
満
た
な
い
も
の
（
令
第
１
条
、
規
則
第
１
条
）
 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
公
益
事
業
と
社
会
福
祉
と
の
関
連
性
や
、
当
該
事
業
の
公
益
性
に
つ
い
て
判
断
す
る
た
め
、
当
該
事
業

の
対
象
者
に
福
祉
的
な
支
援
の
必
要
な
者
が
含
ま
れ
て
い
る
か
、
社
会
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
も
の
（
福
祉
人
材
の
育
成
、
事
業
者
や
従
事
者

へ
の
支
援
等
）
で
あ
る
か
、
収
益
を
上
げ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
い
か
等
を
確
認
す
る
。
な
お
、
公
益
事
業
は
、
所
轄
庁
が
社
会
福

祉
事
業
と
の
関
連
性
や
公
益
性
を
確
認
し
た
上
で
、
定
款
の
認
可
を
受
け
て
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、

認
可
に
当
た
っ
て
確
認
し
た
事
業
内
容
に
変
更
が
な
い
か
を
確
認
す
る
。
 

○
 
公
益
事
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
会
計
を
社
会
福
祉
事
業
に
関
す
る
会
計
か
ら
区
分
し
、
特
別
の
会
計
と
し
て
経
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法

第
2
6
条
第
２
項
）。

こ
の
「
特
別
の
会
計
と
し
て
経
理
」
す
る
こ
と
と
は
、
公
益
事
業
に
係
る
事
業
区
分
を
設
定
し
、
社
会
福
祉
事
業
や
収
益

事
業
と
区
分
し
て
会
計
処
理
を
す
る
（
会
計
省
令
第
７
条
第
２
項
第
１
号
）（

注
３
）
こ
と
を
い
う
。
 

 
（
注
３
）
会
計
処
理
に
つ
い
て
は
、
Ⅲ
「
管
理
」
の
３
「
会
計
管
理
」
に
お
い
て
確
認
す
る
。
 

○
 
法
人
が
社
会
福
祉
事
業
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
公
益
事
業
の
経
営
に
よ
り
社
会
福
祉
事
業
の
経
営
に
支
障
を

来
す
こ
と
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
公
益
事
業
は
社
会
福
祉
事
業
に
対
し
て
従
た
る
地
位
に
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
原
則
と
し
て
、

そ
の
事
業
規
模
が
社
会
福
祉
事
業
の
規
模
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
事
業
規
模
に
つ
い
て
は
、
年
度
毎
の
特
別
な
事
情
の
影
響
を
除
く
た
め
、

法
人
の
経
常
的
費
用
に
よ
り
判
断
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
り
、
社
会
福
祉
事
業
が
主
た
る
地
位
を
占
め
て
い
る
か
の
判
断
と
同
様
に
事
業
活
動

内
訳
表
（
会
計
省
令
第
２
号
第
２
様
式
等
）
に
お
け
る
事
業
活
動
費
用
の
比
率
に
よ
り
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
特
定
の
会
計
年
度
に
お

い
て
、
公
益
事
業
の
規
模
が
社
会
福
祉
事
業
の
規
模
を
超
え
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
所
轄
庁
が
当
該
会
計
年
度
に
お
け
る
特
別
な
事
情
に

よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
恒
常
的
に
社
会
福
祉
事
業
の
規
模
を
超
え
る
も
の
で
は
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
 

ま
た
、
公
益
事
業
に
欠
損
金
が
生
じ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
社
会
福
祉
事
業
に
支
障
を
来
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
法
人
に
お

い
て
、
欠
損
金
が
生
じ
た
原
因
の
分
析
や
必
要
に
応
じ
て
事
業
の
経
営
の
改
善
の
た
め
の
検
討
や
具
体
的
な
措
置
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

た
だ
し
、
公
益
事
業
の
う
ち
、
所
轄
庁
の
承
認
を
受
け
た
社
会
福
祉
充
実
計
画
に
基
づ
き
行
う
も
の
（
法
第

5
5
条
の
２
第
４
項
第
２
号
に
規

定
す
る
地
域

公
益
事
業
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
法
人
の
社
会
福
祉
充

実
残
額
を
財
源
と
し
て
計
画

に
基
づ
い
て
事
業
を
行
う
も

の
で
あ
る
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

か
ら
、
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
変
更
の
承
認
が
必
要
と
な
る
場
合
以
外
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
 

 
 
な
お
、
所
轄
庁
は
、
公
益
事
業
の
継
続
が
当
該
法
人
の
社
会
福
祉
事
業
に
支
障
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
事
業
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
（
法
第

5
7
条
第
３
号
）。

 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
公
益
事
業
の
経
営
に
よ
り
社
会
福
祉
事
業
に
支
障
を
来
し
て
い
な
い
か
に
つ
い
て
、
公
益
事
業
の
規
模

が
社
会
福
祉
事
業
の
規
模
を
超
え
て
い
な
い
か
、
ま
た
、
公
益
事
業
に
欠
損
金
が
生
じ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
必
要
な
検
討
や
措
置
が
行

わ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
 

な
お
、
社
会
福
祉
事
業
へ
の
支
障
が
あ
る
た
め
、
法
に
基
づ
き
公
益
事
業
の
停
止
を
命
ず
る
場
合
に
は
、
公
益
事
業
の
今
後
の
見
通
し
や
法

人
の
財
務
状
況
を
総
合
的
に
勘
案
し
た
上
で
事
業
の
停
止
が
必
要
で
あ
る
か
の
判
断
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
・
 
事
業
に
社
会
福
祉
と
の
関
連
性
又
は
公
益
性
が
な
い
場
合
 

 
・
 
公
益
事
業
の
規
模
が
社
会
福
祉
事
業
の
規
模
を
超
え
て
い
る
場
合
（
所
轄
庁
が
認
め
る
場
合
を
除
く
）
 

 
・
 
事
業
に
欠
損
金
が
あ
る
場
合
に
、
当
該
事
業
の
経
営
の
改
善
の
た
め
の
検
討
等
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

計
算
書
類
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
（
特
に
「
事
業
区
分
間
及
び
拠
点
区
分
間
繰
入
金
明
細
書
」
）、

事
業
報
告
、
理
事
会
及
び
評
議
員
会
の
議
事

録
 

４
 

収
益

事
業
 

 
 

 
 

 
１

 
法
に

基
づ
き

適
正

に
実
施

さ

れ
て
い
る
か
。
 

法
第

26
条
 

○
 

社
会

福
祉
事

業
又

は
政
令

で
定
め

る
公
益

事

業
の
経
営
に
収
益
が
に
充
て
ら
れ
て
い
る
か
。
 

○
 

収
益

事
業
の

経
営

に
よ
り

、
社
会

福
祉
事

業

の
経
営
に
支
障
を
来
し
て
い
な
い
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
法
人
は
、
そ
の
経
営
す
る
社
会
福
祉
事
業
に
支
障
が
な
い
限
り
、
収
益
を
社
会
福
祉
事
業
又
は
令
第

13
条
各
号
に
掲
げ
る
公
益
事
業
（
以

下
「
特
定
公
益
事
業
」
と
い
う
。
注
１
）
の
経
営
に
充
て
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
収
益
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
（
法
第

2
6
条
第
１
項
）。

な
お
、
法
人
が
収
益
事
業
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
目
的
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
定
款
に
お
い
て
、
そ
の
旨
を
定
め
る
べ
き
で
あ
る
（
定

款
例
第

3
5
条
の
備
考
二
の
「
収
益
の
処
分
」
の
条
参
照
）。

 

 
（
注
１
）
特
定
公
益
事
業
（
令
第

1
3
条
）
 

①
 
法
第
２
条
第
４
項
第
４
号
に
掲
げ
る
事
業
（
事
業
規
模
要
件
を
満
た
さ
な
い
た
め
に
社
会
福
祉
事
業
に
含
ま
れ
な
い
事
業
）
 

②
 
介
護
保
険
法
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
居
宅
介
護
支
援
事
業
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業

又
は
介
護
予
防
支
援
事
業
（
社
会
福
祉
事
業
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
 

③
 
介
護
老
人
保
健
施
設
を
経
営
す
る
事
業
 

④
 
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
士
養
成
施
設
又
は
介
護
福
祉
士
養
成
施
設
等
を
経
営
す
る
事
業
 

⑤
 
精
神
保
健
福
祉
士
法
に
規
定
す
る
精
神
保
健
福
祉
士
養
成
施
設
を
経
営
す
る
事
業
 

⑥
 
児
童
福
祉
法
に
規
定
す
る
指
定
保
育
士
養
成
施
設
を
経
営
す
る
事
業
 

⑦
 
社
会
福
祉
事
業
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
当
該
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
も

の
と
し
て
、
所
轄
庁
が
認
め
る
も
の
（
平
成

14
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

2
8
3
号
）
 

○
 
収
益
事
業
に
つ
い
て
は
、
公
益
事
業
と
同
様
に
、
そ
の
会
計
を
社
会
福
祉
事
業
に
関
す
る
会
計
か
ら
区
分
し
、
特
別
の
会
計
と
し
て
経
理
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法
第

2
6
条
第
２
項
）
。
こ
の
「
特
別
の
会
計
と
し
て
経
理
」
す
る
こ
と
と
は
、
公
益
事
業
と
同
様
に
、
社
会
福
祉
法
人
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

会
計
基
準
の
規
定
に
基
づ
き
、
収
益
事
業
に
関
す
る
事
業
区
分
を
設
定
し
、
社
会
福
祉
事
業
及
び
公
益
事
業
と
区
分
し
て
会
計
処
理
を
す
る
（
会

計
省
令
第
７
条
第
２
項
第
１
号
）
こ
と
を
い
う
（
注
２
）。

 

 
（
注
２
）
会
計
処
理
に
つ
い
て
は
、
Ⅲ
の
３
「
会
計
管
理
」
に
お
い
て
確
認
す
る
。
 

○
 
収
益

事
業
は
、

そ
の
収
益

を
社
会

福
祉
事
業

又
は
特
定

公
益
事

業
（
以
下

「
社
会
福

祉
事
業

等
」
と
い

う
。
）
に
充

て
る
こ

と
を
目
的

と
し

て
行
う
も
の
で
あ
り
、
収
益
が
あ
る
場
合
に
そ
の
収
益
を
社
会
福
祉
事
業
等
に
充
て
て
い
な
い
場
合
や
、
収
益
事
業
の
経
営
に
よ
り
社
会
福
祉

事
業
の
経
営
に
支
障
を
来
す
場
合
に
は
、
収
益
事
業
を
行
う
目
的
に
反
す
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
場
合
、
所
轄
庁
は
、
そ
の
収
益
事
業
の
停
止

を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
（
法
第

57
条
第
２
号
、
第
３
号
）
。
 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
収
益
事
業
の
収
益
が
社
会
福
祉
事
業
等
に
充
て
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
会
計
省
令
に
基
づ
き
作
成

さ
れ
る
「
事
業
区
分
間
及
び
拠
点
区
分
間
繰
入
金
明
細
書
」（

運
用
上
の
取
扱
い
別
紙
３
（
④
））

に
よ
り
そ
の
確
認
を
行
う
。
収
益
事
業
か
ら

収
益
が
生
じ
て
い
な
い
こ
と
等
を
理
由
と
し
て
、
収
益
を
社
会
福
祉
事
業
等
に
充
て
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
収
益
事
業
の
経

営
の
改
善
の
た
め
の
組
織
的
な
検
討
や
具
体
的
な
措
置
が
行
わ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
 

な
お
、
社
会
福
祉
事
業
の
経
営
に
支
障
が
あ
る
た
め
、
法
に
基
づ
く
収
益
事
業
の
停
止
を
命
ず
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
当
該
収
益
事
業
の
今

後
の
見
通
し
や
法
人
の
財
務
状
況
を
総
合
的
に
勘
案
し
た
上
で
、
当
該
収
益
事
業
の
停
止
が
必
要
で
あ
る
か
の
判
断
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

・
 
収
益
事
業
の
収
益
が
社
会
福
祉
事
業
等
以
外
に
充
て
ら
れ
て
い
る
場
合
（
当
該
収
益
事
業
の
事
業
の
継
続
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
場
合

を
除
く
。
）
 

・
 
収
益
事
業
の
収
益
が
な
く
、
そ
の
収
益
を
社
会
福
祉
事
業
等
に
充
て
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
、
当
該
収
益
事
業
の
経
営
の
改
善
の
た
め
の

組
織
的
な
検
討
等
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
計
算
書
類
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
（
特
に
「
事
業
区
分
間
及
び
拠
点
区
分
間
繰
入
金
明
細
書
」
）、

事
業
報
告
、
理
事
会
及
び
評
議
員
会
の
議
事

録
 

 
２

 
法
人

が
行
う

事
業

と
し
て

法

令
上

認
め

ら
れ

る
も

の
で

あ
る

か
。
 

審
査

基
準

第
１

の
３

の

（
２
）
、（

５
）
、
 

審
査

要
領

第
１

の
３

の

（
２
）
、（

３
）
 

○
 

事
業

規
模
が

社
会

福
祉
事

業
の
規

模
を
超

え

て
い
な
い
か
。
 

○
 

法
人

の
社
会

的
信

用
を
傷

つ
け
る

お
そ
れ

の

あ
る
も
の
又
は
投
機
的
な
も
の
で
な
い
か
。
 

○
 

当
該

事
業
を

行
う

こ
と
に

よ
り
当

該
法
人

の

社
会

福
祉

事
業
の

円
滑

な
遂
行

を
妨
げ

る
お
そ

れ

が
あ
る
も
の
で
な
い
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
法
人
は
社
会
福
祉
事
業
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
経
営
す
る
収
益
事
業
は
社
会
福
祉
事
業
に
対
し
て
従
た

る
地
位
に
あ
る
必
要
が
あ
り
、
社
会
福
祉
事
業
を
超
え
る
規
模
の
収
益
事
業
を
経
営
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
事
業
規
模
に
つ
い
て
は
、

社
会
福
祉
事
業
が
主
た
る
地
位
を
占
め
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
際
と
同
様
に
、
年
度
毎
の
特
別
な
事
情
の
影
響
を
除
く
た
め
、
法
人
の
経
常

的
費
用
に
よ
り
判
断
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
り
、
事
業
活
動
内
訳
表
（
会
計
省
令
第
２
号
第
２
様
式
等
）
に
お
け
る
事
業
活
動
費
用
の
比
率
に

よ
り
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
特
定
の
会
計
年
度
に
お
い
て
、
収
益
事
業
の
規
模
が
社
会
福
祉
事
業
の
規
模
を
超
え
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て

も
、
所
轄
庁
が
、
当
該
会
計
年
度
に
お
け
る
特
別
な
事
情
に
よ
り
超
え
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
り
、
恒
常
的
に
社
会
福
祉
事
業
の
規
模
を
超
え

る
も
の
で
は
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
 

○
 
実
施
す
る
収
益
事
業
の
種
類
に
つ
い
て
、
法
令
上
制
限
は
な
い
が
、
公
益
性
の
高
い
法
人
と
し
て
、
法
人
の
社
会
的
信
用
を
傷
つ
け
る
お
そ

れ
が
あ
る
も
の
（
注
２
）
又
は
投
機
的
な
も
の
は
適
当
で
な
い
（
審
査
基
準
第
１
の
３
の
（
２
）
）。

ま
た
、
当
該
事
業
を
行
う
こ
と
に
よ
り
法

人
の
社
会
福
祉
事
業
の
円
滑
な
遂
行
を
妨
げ
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
（
注
３
）
で
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 

 
（
注
２
）
次
の
よ
う
な
事
業
は
、
法
人
の
社
会
的
信
用
を
傷
つ
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
（
審
査
要
領
第
１
の
３
の

（
２
）
）。
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

 
 
 
 
①
 
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
に
い
う
風
俗
営
業
及
び
風
俗
関
連
事
業
 

 
 
 
 
②
 
高
利
な
融
資
事
業
 

 
 
 
 
③
 
①
又
は
②
の
事
業
に
不
動
産
を
貸
し
付
け
る
等
の
便
宜
を
供
与
す
る
事
業
 

 
（
注
３
）
次
の
よ
う
な
場
合
は
、
社
会
福
祉
事
業
の
円
滑
な
遂
行
を
妨
げ
る
お
そ
れ
が
あ
る
（
審
査
要
領
第
１
の
３
の
（
３
）
）。

 

 
 
 
 
①
 
社
会
福
祉
施
設
の
付
近
に
お
い
て
、
騒
音
、
ば
い
煙
等
を
著
し
く
発
生
さ
せ
る
よ
う
な
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
 

 
 
 
 
②
 
社
会
福
祉
事
業
と
収
益
事
業
と
が
、
同
一
設
備
を
使
用
し
て
行
わ
れ
る
場
合
 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
収
益
事
業
の
規
模
が
社
会
福
祉
事
業
の
規
模
を
超
え
て
い
な
い
か
、
収
益
事
業
の
内
容
が
法
人
の
社
会

的
信
用
を
傷
つ
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
か
、
当
該
事
業
を
行
う
こ
と
に
よ
り
法
人
の
社
会
福
祉
事
業
の
円
滑
な
遂
行
を
妨

げ
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
か
を
確
認
す
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
・
 
収
益
事
業
の
規
模
が
社
会
福
祉
事
業
の
規
模
を
超
え
て
い
る
場
合
（
所
轄
庁
が
特
別
な
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
を
除
く
）
 

 
・
 
収
益
事
業
の
内
容
が
法
人
の
社
会
的
信
用
を
傷
つ
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
あ
る
場
合
 

・
 
収
益
事
業
を
行
う
こ
と
に
よ
り
法
人
の
社
会
福
祉
事
業
の
円
滑
な
遂
行
を
妨
げ
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
あ
る
場
合
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
計
算
書
類
、
収
益
事
業
の
事
業
内
容
が
確
認
で
き
る
書
類
（
事
業
報
告
等
）
 

Ⅲ
 
管
理
 

 
 

 
 

１
 

人
事

管
理
 

 
 

 
 

 
１

 
法
令

に
従
い

、
職

員
の
任

免

等
人
事
管
理
を
行
っ
て
い
る
か
。
 

法
第

45
条
の

1
3
第
４
項

第
５
号
 

○
 

重
要

な
役
割

を
担

う
職
員

の
選
任

及
び
解

任

は
、
理
事
会
の
決
議
を
経
て
行
わ
れ
て
い
る
か
。
 

○
 

職
員

の
任
免

は
適

正
な
手

続
に
よ

り
行
わ

れ

て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
職
員
の
任
免
は
、
理
事
会
で
定
め
る
規
程
あ
る
い
は
個
別
の
決
議
に
よ
り
、
そ
の
決
定
を
理
事
長
等
に
委
ね
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
施
設
長

等
の
「
重
要
な
役
割
を
担
う
職
員
」
の
選
任
及
び
解
任
に
つ
い
て
は
、
法
人
の
事
業
運
営
へ
の
影
響
が
大
き
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
決
定
を
理
事

長
等
に
委
任
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
理
事
会
の
決
議
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
（
法
第

45
条
の

13
第
４
項
第
３
号
）
。
こ
の
「
重
要

な
役
割
を
担
う
職
員
」
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
定
款
又
は
そ
の
他
の
規
程
等
に
お
い
て
明
確
に
定
め
て
お
く
べ
き
で
あ
る
（
Ⅰ
の
６
「
理
事
会
」

の
３
参
照
）。

ま
た
、
職
員
の
任
免
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
そ
の
手
続
等
に
つ
い
て
規
程
等
で
明
確
に
定
め
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
 

○
 
指
導

監
査
を
行

う
に
当
た

っ
て
は

、
「
重

要
な
役

割
を
担

う
職
員

」
の
範
囲

が
定
款
等

に
明
確

に
定
め
ら

れ
、
そ
の

選
任
及

び
解
任
は

理
事

会
の
決
議
を
経
た
上
で
行
わ
れ
て
い
る
か
、
職
員
の
任
免
が
法
人
の
規
程
等
に
基
づ
き
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
な
お
、
当
該

指
導
監
査

に
お
け

る
確
認

に
つ

い
て
は

、
「

重
要
な
役

割
を
担

う
職
員

」
に
関

し
て
必

ず
行

い
、
そ

の
他
の

職
員
に

関
し

て
は
必

要
に
応
じ
て

行
う
も
の
と
す
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
・
 
「
重
要
な
役
割
を
担
う
職
員
」
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
職
員
の
任
免
に
つ
い
て
、
理
事
会
の
決
議
を
経
ず
に
行
わ
れ
て
い
る
場
合
 

 
・
 
職
員
の
任
免
が
法
人
の
規
程
等
に
定
め
る
手
続
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

＜
確
認
書
類
＞
 

 
理
事
会
の
議
事
録
、
職
員
の
任
免
に
関
す
る
規
程
、
辞
令
又
は
職
員
の
任
免
に
つ
い
て
確
認
で
き
る
書
類
 

２
 

資
産

管
理
 

 
 

 
○

 
法
人

の
資
産
は

、
基
本
財

産
、
そ

の
他
財
産

（
注

）
、
公

益
事
業

用
財
産
及

び
収
益
事

業
用
財

産
に
区
分

す
る
こ
と

と
し
て

い
る
（
審

査
基

準
第
２
の
２
）
。
 

 
 
（
注
）「

そ
の
他
財
産
」
は
、
平
成

28
年

1
1
月

1
1
日
付
け
改
正
前
の
審
査
基
準
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
た
「
運
用
財
産
」
の
名
称
が
、

そ
の
内
容
に
そ
ぐ
わ
な
い
こ
と
か
ら
、
名
称
の
変
更
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
 

○
 
基
本
財
産
は
、
法
人
の
存
立
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
社
会
福
祉
事
業
を
行
う
た
め
の
施
設
の
用
に
供
す
る
不
動
産
や
、
不
動
産
を
保

有
し

な
い

法
人

に
お

け
る

事
業

継
続

の
た

め
の

財
政

基
礎

と
し

て
保

有
す

る
資

産
が

該
当

し
、

こ
れ

を
定

款
に

基
本

財
産

と
し

て
定

め
た

上

で
、
厳
格
な
管
理
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
 

○
 
法
人
が
公
益
事
業
又
は
収
益
事
業
を
行
う
場
合
は
、
原
則
と
し
て
、
事
業
の
用
に
供
す
る
資
産
を
、
そ
れ
ぞ
れ
公
益
事
業
用
財
産
又
は
収
益

事
業
用
財
産
と
し
て
他
の
財
産
と
明
確
に
区
分
し
て
管
理
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

○
 
そ
の
他
財
産
と
は
、
基
本
財
産
、
公
益
事
業
用
財
産
及
び
収
益
事
業
用
財
産
以
外
の
財
産
を
い
う
。
 

（
１

）
基

本
財
産
 

１
 

基
本

財
産
の

管
理

運
用
が

適

切
に
な
さ
れ
て
い
る
か
。
 

法
第

25
条
、
 

審
査

基
準

第
２

の
３

の

（
１
）
 

○
 

法
人

の
所
有

す
る

社
会
福

祉
事
業

の
用
に

供

す
る

不
動

産
は
、

全
て

基
本
財

産
と
し

て
定
款

に

記
載

さ
れ

て
い
る

か
。

ま
た
、

当
該
不

動
産
の

所

有
権
の
登
記
が
な
さ
れ
て
い
る
か
。
 

○
 

所
轄

庁
の
承

認
を

得
ず
に

、
基
本

財
産
を

処

分
し
、
貸
与
し
又
は
担
保
に
供
し
て
い
な
い
か
。
 

○
 

基
本

財
産
の

管
理

運
用
は

、
安
全

、
確
実

な

方
法

、
す

な
わ
ち

元
本

が
確
実

に
回
収

で
き
る

も

の
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
法
人
は
、
社
会
福
祉
事
業
の
主
た
る
担
い
手
と
し
て
、
当
該
事
業
を
安
定
的
・
継
続
的
に
経
営
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
原
則
と
し
て
、
社
会
福
祉
事
業
を
行
う
た
め
に
直
接
必
要
な
全
て
の
物
件
に
つ
い
て
所
有
権
を
有
し
、
そ
の
権
利
の
保
全
の
た
め

に
登
記
を
し
て
い
る
こ
と
又
は
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
か
ら
貸
与
若
し
く
は
使
用
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
な
お
、
都

市
部
等
土
地
の
取
得
が
極
め
て
困
難
な
地
域
等
に
お
け
る
施
設
や
、
第
２
種
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
不
動
産
に
つ
い
て
は
、
不
動
産
の

全
部
若
し
く
は
一
部
を
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
か
ら
貸
与
を
受
け
る
こ
と
と
し
て
差
し
支
え
な
い
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
事
業

の
存
続
に
必
要
な
期
間
の
地
上
権
又
は
賃
借
権
を
設
定
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
登
記
（
注
１
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
審
査
基
準
第
２
の
１
の

（
１
）
）。

 

（
注
１
）
国
又
は
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
か
ら
貸
与
を
受
け
て
い
る
場
合
に
、
地
上
権
等
の
登
記
を
要
さ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
場
合
は
次
の

と
お
り
。
 

・
 
「
国
又

は
地
方
公

共
団
体

以
外
の
者

か
ら
不
動

産
の
貸

与
を
受
け

て
既
設
法

人
が
通

所
施
設
を

設
置
す
る

場
合
の

要
件
緩
和

に

つ
い
て
」（

平
成

12
年
９
月
８
日
付
け
障
第

67
0
号
・
社
援
第

20
2
9
号
・
老
発
第

6
2
8
号
・
児
発
第

7
3
2
号
厚
生
省
大
臣
官
房
障

害
保
健
福
祉
部
長
、
社
会
・
援
護
局
長
、
老
人
保
健
福
祉
局
長
及
び
児
童
家
庭
局
長
連
名
通
知
）
に
定
め
る
要
件
を
満
た
す
場
合
 

・
 
「
不
動
産
の
貸
与
を
受
け
て
保
育
所
を
設
置
す
る
場
合
の
要
件
緩
和
に
つ
い
て
」（
平
成

1
6
年
５
月

2
4
日
付
け
雇
児
発
第

0
5
2
40
02

号
・
社
援
発
第

0
5
24
0
0
8
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
及
び
社
会
・
援
護
局
長
連
名
通
知
）
に
定
め
る
要
件
を
満

た
す
場
合
 

○
 
社
会
福
祉
施
設
を
経
営
す
る
事
業
を
目
的
と
し
て
定
款
に
定
め
て
い
る
法
人
に
と
っ
て
、
そ
の
所
有
す
る
社
会
福
祉
施
設
の
用
に
供
す
る
不

動
産
は
、
当
該
事
業
の
実
施
の
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
り
、
法
人
存
立
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
基
本
財
産
と
し
て
、

そ
の
全
て
の
物
件
に
つ
い
て
定
款
に
定
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
処
分
又
は
担
保
提
供
（
注
）
を
行
う
際
に
は
、
所
轄
庁
の
承
認
を
受
け
る
こ
と

を
定
款
に
明
記
し
て
お
く
が
必
要
が
あ
る
（
審
査
基
準
第
２
の
（
１
）
の
ア
、
イ
）
。
 

 
（
注
）
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
（
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
（
平
成

1
4
年
法
律
第

1
66

号
）
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。）

に

対
し
て
基
本
財
産
を
担
保
に
供
す
る
場
合
及
び
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
と
協
調
融
資
（
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
の
福
祉
貸

付
が

行
う

施
設

整
備

の
た

め
の

資
金
に

対
す

る
融

資
と

併
せ

て
行

う
同

一
の

財
産

を
担

保
と

す
る

当
該

施
設

整
備

の
た

め
の

資
金

に
対

す
る
融
資

を
い

う
。
以

下
同
じ

。
）

に
関
す

る
契
約

を
結

ん
だ

民
間
金

融
機

関
に
対

し
て
基

本
財
産

を
担
保

に
供

す
る
場

合
（
協

調
融
資

に
係
る
担

保
に

限
る
。
）
に

、
当

該
基
本

財
産

に
つ
い

て
所
轄

庁
の
承

認
を

不
要
と

す
る
旨

を
定
款

に
定
め

た
場

合
は
、

所
轄
庁

の
承
認
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

が
不
要
と
な
る
（
定
款
例
第

2
9
条
参
照
）。

 

○
 
基
本
財
産
（
社
会
福
祉
施
設
を
経
営
す
る
法
人
に
あ
っ
て
は
、
社
会
福
祉
施
設
の
用
に
供
す
る
不
動
産
を
除
く
。）

の
管
理
運
用
は
、
安
全
、

確
実
な
方
法
、
す
な
わ
ち
元
本
が
確
実
に
回
収
で
き
る
ほ
か
、
固
定
資
産
と
し
て
の
常
識
的
な
運
用
益
が
得
ら
れ
、
又
は
利
用
価
値
を
生
ず
る

方
法
で
行
う
必
要
が
あ
り
、
次
の
よ
う
な
財
産
又
は
方
法
で
管
理
運
用
す
る
こ
と
は
、
適
当
で
は
な
い
（
審
査
基
準
第
２
の
３
の
（
１
）
）。

た

だ
し
、
所
轄
庁
が
法
人
の
規
模
や
財
務
状
況
を
踏
ま
え
、
当
該
管
理
運
用
方
法
に
つ
い
て
、
安
全
、
確
実
な
方
法
に
よ
る
こ
と
に
準
ず
る
も
の

と
認
め
る
場
合
及
び
法
人
が
法
令
、
定
款
等
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
社
会
福
祉
事
業
と
し
て
の
貸
付
を
行
う
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

①
 
価
格
の
変
動
が
著
し
い
財
産
（
株
式
、
株
式
投
資
信
託
、
金
、
外
貨
建
債
券
等
）
 

②
 
客
観
的
評
価
が
困
難
な
財
産
（
美
術
品
、
骨
董
品
等
）
 

③
 
減
価
す
る
財
産
（
建
築
物
、
建
造
物
等
減
価
償
却
資
産
）
 

④
 
回
収
が
困
難
に
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
方
法
（
融
資
）
 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
法
人
の
基
本
財
産
で
あ
る
不
動
産
の
登
記
が
適
正
に
な
さ
れ
て
い
る
か
、
基
本
財
産
の
処
分
等
に
つ
い

て
定
款
の
定
め
に
基
づ
く
所
轄
庁
の
承
認
を
受
け
て
い
る
か
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
所
有
す
る
不
動
産
を
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
し
て

い
る
場
合
に
そ
の
使
用
許
可
を
受
け
て
い
る
か
、
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
不
動
産
を
国
又
は
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
か
ら
賃
借
し
て

い
る
場
合
に
地
上
権
又
は
賃
借
権
の
登
記
が
な
さ
れ
て
い
る
か
、
社
会
福
祉
施
設
の
用
に
供
す
る
不
動
産
以
外
の
基
本
財
産
の
管
理
運
用
が
安

全
、
確
実
な
方
法
で
行
わ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
・
 
基
本
財
産
で
あ
る
不
動
産
の
登
記
が
適
正
に
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
 

 
・
 
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
所
有
す
る
不
動
産
を
社
会
福
祉
事
業
に
供
し
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
使
用
許
可
を
受
け
て
い
な
い
場
合
 

 
・
 
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
不
動
産
を
国
又
は
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
か
ら
賃
借
し
て
い
る
場
合
に
、
地
上
権
又
は
賃
借
権
の
登
記

が
適
正
に
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
 

 
・
 
基
本
財
産
の
処
分
等
に
つ
い
て
定
款
の
定
め
に
基
づ
く
所
轄
庁
の
承
認
を
受
け
て
い
な
い
場
合
 

 
・
 
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
不
動
産
以
外
の
基
本
財
産
の
管
理
運
用
が
安
全
、
確
実
な
方
法
で
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
定
款
、
財
産
目
録
、
登
記
簿
謄
本
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
使
用
許
可
が
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
書
類
、
基
本
財
産
の
処
分
等
に
関
す
る

決
定
を
行
っ
た
理
事
会
議
事
録
、
評
議
員
会
議
事
録
 

（
２

）
基

本
財

産
以

外
の
財
産
 

１
 

基
本

財
産
以

外
の

資
産
の

管

理
運

用
は

適
切
に

な
さ

れ
て
い

る

か
。
 

審
査

基
準

第
２

の
３

の

（
２
）
 

○
 

基
本

財
産
以

外
の

資
産
（

そ
の
他

財
産
、

公

益
事

業
用

財
産
、

収
益

事
業
用

財
産
）

の
管
理

運

用
に

あ
た

っ
て
、

安
全

、
確
実

な
方
法

で
行
わ

れ

て
い
る
か
。
 

○
 

そ
の

他
財
産

の
う

ち
社
会

福
祉
事

業
の
存

続

要
件

と
な

っ
て

い
る

も
の

の
管

理
が

適
正

に
さ

れ
、
そ
の
処
分
が
み
だ
り
に
行
わ
れ
て
い
な
い
か
。 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
法
人
の
基
本
財
産
に
つ
い
て
は
、
法
人
存
立
の
基
礎
と
な
る
も
の
と
し
て
厳
格
な
管
理
が
求
め
ら
れ
る
が
、
基
本
財
産
以
外
の
資
産
（
そ
の

他
財
産
、
公
益
事
業
用
財
産
、
収
益
事
業
用
財
産
）
の
管
理
運
用
に
あ
た
っ
て
も
、
法
人
の
高
い
公
益
性
、
非
営
利
性
に
鑑
み
る
と
法
人
の
裁

量
が

無
限

定
に

認
め

ら
れ

る
も

の
と

解
す

べ
き

で
は

な
く

、
安

全
、

確
実

な
方

法
で

行
わ

れ
る

こ
と

が
望

ま
し

い
（

審
査

基
準

第
２

の
３

の

（
２
）
）
。
「
安
全

、
確
実
な

方
法

」
で
あ

る
こ
と
に

つ
い
て
は

、
基
本

財
産
に
対

す
る
場
合

と
同
等

の
厳
格
な

管
理
を
求

め
る
も

の
で
は
な

い

が
、
理
事
長
等
の
業
務
を
執
行
す
る
理
事
の
独
断
に
よ
る
管
理
運
用
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
法
人
の
財
産
が
大
き
く
毀
損
す
る
等
の
こ
と

が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
元
本
が
確
実
に
回
収
で
き
る
も
の
以
外
で
の
管
理
運
用
を
行
う
場
合
に
は
、
理
事
会
に
お
い
て
管
理
運
用
に
つ
い

て
の
基
準
や
手
続
を
定
め
る
こ
と
等
に
よ
り
法
人
内
で
の
事
前
又
は
事
後
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
が
働
く
よ
う
管
理
運
用
体
制
（
法
人
の
財
産
全
体

の
管
理
運
用
体
制
に
包
含
さ
れ
る
も
の
で
差
し
支
え
な
い
）
を
整
備
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
株
式
投
資
又
は
株
式
を
含
む
投
資
信
託
等
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

に
よ
る
管
理
運
用
も
認
め
ら
れ
る
が
、
一
定
の
制
約
が
あ
る
（
注
）
。
 

 
（
注
）
株
式
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
Ⅲ
の
２
の
（
３
）
「
株
式
保
有
」
を
参
照
。
 

○
 
そ
の
他
財
産
の
う
ち
、
社
会
福
祉
事
業
の
存
続
要
件
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
そ
の
財
産
が
欠
け
る
こ
と
に
よ
り
法
人
の
目
的
で
あ
る
社
会

福
祉
事
業
の
継
続
に
支
障
を
来
す
こ
と
と
な
る
た
め
、
当
該
財
産
の
管
理
が
適
正
に
さ
れ
、
そ
の
処
分
が
み
だ
り
に
行
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
（
審

査
基
準
第
２
の
２
の
（
２
）
の
イ
）。

ま
た
、
社
会
福
祉
事
業
の
存
続
要
件
と
な
っ
て
い
る
財
産
の
管
理
や
処
分
に
つ
い
て
、
法
人
に
お
い
て
、

管
理
運
用
体
制
（
法
人
の
財
産
全
体
の
管
理
運
用
体
制
に
包
含
さ
れ
る
も
の
で
も
差
し
支
え
な
い
。）

の
整
備
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。
 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
基
本
財
産
以
外
の
財
産
の
管
理
運
用
に
あ
た
っ
て
、
安
全
、
確
実
な
方
法
で
行
わ
れ
て
い
る
か
、
す
な

わ
ち
、
元
本
が
確
実
に
回
収
で
き
る
も
の
以
外
の
方
法
で
の
管
理
運
用
を
行
う
場
合
に
は
、
管
理
運
用
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
の
他

財
産
の
う
ち
、
社
会
福
祉
事
業
の
存
続
要
件
と
な
る
も
の
の
管
理
運
用
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
ま
た
、
法
人
の
基
本
財
産

以
外
の
財
産
が
大
き
く
毀
損
し
て
い
な
い
か
、
社
会
福
祉
事
業
の
存
続
要
件
と
な
る
財
産
が
欠
け
て
い
な
い
か
を
確
認
す
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
・
 
法
人
の
基
本
財
産
以
外
の
財
産
が
大
き
く
毀
損
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
法
人
に
お
け
る
当
該
財
産
の
管
理
運
用
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
な

い
場
合
又
は
管
理
運
用
に
関
す
る
規
程
等
が
遵
守
さ
れ
て
い
な
い
場
合
 

・
 
社
会
福
祉
事
業
の
存
続
要
件
と
な
っ
て
い
る
財
産
に
関
す
る
管
理
運
用
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
場
合
又
は
管
理
運
用
に
関
す
る
規
程

等
が
遵
守
さ
れ
て
い
な
い
場
合
 

 
な
お
、
上
記
基
準
の
よ
う
に
法
人
の
財
産
が
大
き
く
毀
損
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
管
理
運
用
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
場
合

は
、
そ
の
整
備
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
（
口
頭
指
摘
）
。
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
資
産
の
管
理
運
用
に
関
す
る
規
程
、
理
事
会
議
事
録
、
計
算
関
係
書
類
 

（
３

）
株

式
保
有
 

１
 

株
式

の
保
有

は
適

切
に
な

さ

れ
て
い
る
か
。
 

審
査

基
準

第
２

の
３

の

（
２
）、

 

審
査
要
領
第
２
の
（
８
）

か
ら
（
1
1
）
ま
で
 

○
 

株
式

の
保
有

が
法

令
上
認

め
ら
れ

る
も
の

で

あ
る
か
。
 

○
 

株
式

保
有
等

を
行

っ
て
い

る
場
合

（
全
株

式

の
2
0
％
以

上
を

保
有
し

て
い
る

場
合
に

限
る
。
）

に
、
所
轄
庁
に
必
要
書
類
の
提
出
を
し
て
い
る
か
。 

 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
株
式

の
保
有
は

、
原
則
と

し
て
、

次
に
掲
げ

る
①
～
③

の
場
合

に
限
ら
れ

る
が
（
注

）
、
保

有
が
認

め
ら
れ

る
場
合

で
あ
っ

て
も
、
法

人
の

非
営
利
性
の
担
保
の
観
点
か
ら
、
法
人
が
営
利
企
業
を
実
質
的
に
支
配
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
営
利
企
業
の
全
株
式
の
２
分
の
１
を
超
え
て

保
有
し
て
は
な
ら
な
い
（
審
査
基
準
第
２
の
３
の
（
２
）、

審
査
要
領
第
２
の
（
８
）
､（

1
0
）
）
。
 

①
 
基
本
財
産
以
外
の
資
産
の
管
理
運
用
の
場
合
。
た
だ
し
、
あ
く
ま
で
管
理
運
用
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
、
上
場
株
や
店
頭
公
開

株
の
よ
う
に
、
証
券
会
社
の
通
常
の
取
引
を
通
じ
て
取
得
で
き
る
も
の
に
限
る
。
 

②
 
基
本
財
産
と
し
て
寄
附
さ
れ
た
場
合
（
設
立
後
に
寄
附
さ
れ
た
も
の
も
含
む
。
）
 

③
 
未
公
開
株
の
う
ち
次
の
要
件
を
満
た
す
も
の
 

 
 
・
 
社
会
福
祉
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
う
企
業
の
未
公
開
株
で
あ
る
こ
と
 

 
・
 
法
人
に
お
い
て
、
実
証
実
験
の
場
を
提
供
す
る
等
、
企
業
が
行
う
社
会
福
祉
に
関
す
る
調
査
研
究
に
参
画
し
て
い
る
こ
と
 

 
 
・
 
未
公
開
株
へ
の
拠
出
（
額
）
が
法
人
全
体
の
経
営
に
与
え
る
影
響
が
少
な
い
こ
と
に
つ
い
て
公
認
会
計
士
又
は
税
理
士
に
よ
る
確
認
を

受
け
て
い
る
こ
と
 

 
（
注
）
次
の
通
知
の
対
象
と
な
る
社
会
福
祉
施
設
の
運
営
費
や
委
託
費
の
管
理
運
用
に
お
い
て
は
、
株
式
投
資
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に

留
意
す
る
こ
と
。
 

・
 
「
社
会
福
祉
施
設
が
経
営
す
る
社
会
福
祉
施
設
に
お
け
る
運
営
費
の
運
用
及
び
指
導
に
つ
い
て
」
（
平
成

1
6
年
３
月

1
2
日
付
け
雇
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

児
発
第

0
3
12
0
0
1
号
、
社
援
発
第

03
1
2
00
1
号
、
老
発
第

03
1
2
0
01

号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
、
社
会
・
援
護
局
長

及
び
老
健
局
長
連
名
通
知
）
 

・
 
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
附
則
第

6
条
の
規
定
に
よ
る
私
立
保
育
所
に
対
す
る
委
託
費
の
経
理
等
に
つ
い
て
」（

平
成

27
年
９
月

３
日
付
け
府
子
本
第

25
4
号
、
雇
児
発

09
0
3
第

6
号
内
閣
府
子
ど
も
・
子
育
て
本
部
統
括
官
及
び
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家

庭
局
長
連
名
通
知
）
 

○
 
基
本
財
産
と
し
て
株
式
が
寄
附
さ
れ
る
場
合
に
は
、
社
会
福
祉
法
人
の
適
切
な
運
営
の
観
点
か
ら
、
所
轄
庁
は
、
寄
附
を
受
け
た
社
会
福
祉

法
人
の
理
事
と
当
該
営
利
企
業
の
関
係
者
と
の
関
係
、
基
本
財
産
の
構
成
、
株
式
等
の
寄
附
の
目
的
に
つ
い
て
十
分
注
意
し
、
必
要
な
指
導
等

を
行
う
。
こ
の
確
認
や
指
導
の
実
施
の
た
め
、
法
人
が
株
式
保
有
等
を
行
っ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
特
定
の
営
利
企
業
の
全
株
式
の

2
0％

以

上
を
保
有
し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
法
人
は
、
法
第

4
5
条
の

3
4
の
規
定
に
よ
る
現
況
報
告
書
と
合
わ
せ
て
、
当
該
営
利
企
業
の
概
要
と

し
て
、
事
業
年
度
末
現
在
の
次
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
（
審
査
要
領
第
２
の
（
９
）
か
ら
（
1
1）

ま
で
）。
 

①
 
名
称
 

②
 
事
務
所
の
所
在
地
 

③
 
資
本
金
等
 

④
 
事
業
内
容
 

⑤
 
役
員
の
数
及
び
代
表
者
の
氏
名
 

⑥
 
従
業
員
の
数
 

⑦
 
当
該
社
会
福
祉
法
人
が
保
有
す
る
株
式
等
の
数
及
び
全
株
式
等
に
占
め
る
割
合
 

⑧
 
保
有
す
る
理
由
 

⑨
 
当
該
株
式
等
の
入
手
日
 

⑩
 
当
該
社
会
福
祉
法
人
と
当
該
営
利
企
業
と
の
関
係
（
人
事
、
取
引
等
）
 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
株
式
保
有
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
、
株
式
保
有
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
特
定
の
企
業

の
株
式
を
全
株
式
の
２
分
の
１
を
超
え
て
有
し
て
い
な
い
か
、
所
轄
庁
に
定
め
ら
れ
た
書
類
を
提
出
し
て
い
な
い
全
株
式
の

20
%
以
上
を
保
有

し
て
い
る
営
利
企
業
が
な
い
か
を
確
認
す
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
・
 
保
有
が
認
め
ら
れ
な
い
株
式
を
保
有
し
て
い
る
場
合
 

 
・
 
所
轄
庁
に
必
要
書
類
を
提
出
し
て
い
な
い
場
合
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
株
式
の
保
有
及
び
取
引
の
状
況
を
確
認
で
き
る
書
類
 

（
４

）
不

動
産

の
借

用
 

１
 

不
動

産
を
借

用
し

て
い
る

場

合
、

適
正

な
手
続

き
を

行
っ
て

い

る
か
。
 

 
○

 
社
会

福
祉
事

業
の

用
に
供

す
る
不

動
産
を

国

又
は

地
方

公
共

団
体

か
ら

借
用

し
て

い
る

場
合

は
、

国
又

は
地
方

公
共

団
体
の

使
用
許

可
等
を

受

け
て
い
る
か
。
 

○
 

社
会

福
祉
事

業
の

用
に
供

す
る
不

動
産
を

国

又
は

地
方

公
共
団

体
以

外
の
者

か
ら
借

用
し
て

い

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
法
人
は
、
社
会
福
祉
事
業
を
行
う
た
め
に
直
接
必
要
な
全
て
の
物
件
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
、
所
有
権
を
有
し
て
い
る
こ
と
又
は
国
若
し

く
は
地
方
公
共
団
体
か
ら
貸
与
若
し
く
は
使
用
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
な
お
、
都
市
部
等
土
地
の
取
得
が
極
め
て
困
難
な

地
域
に
お
い
て
は
、
不
動
産
の
一
部
（
社
会
福
祉
施
設
を
経
営
す
る
法
人
の
場
合
に
は
、
土
地
）
に
限
り
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
以
外
の

者
か
ら
貸
与
を
受
け
て
い
る
こ
と
と
し
て
差
し
支
え
な
い
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
事
業
の
存
続
に
必
要
な
期
間
の
地
上
権
又
は
賃
借
権
を
設
定

し
、
か
つ
、
こ
れ
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
審
査
基
準
第
２
の
１
の
（
１
）
）。

ま
た
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
に
よ
り
、
都
市
部
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

る
場

合
は

、
そ
の

事
業

の
存
続

に
必
要

な
期
間

の

利
用

権
を

設
定
し

、
か

つ
、
登

記
が
な

さ
れ
て

い

る
か
。
 

等
の
地
域
以
外
に
お
い
て
も
、
不
動
産
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
か
ら
貸
与
を
受
け
る
こ
と
が
認
め
ら

れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
も
、
一
定
期
間
の
地
上
権
又
は
賃
借
権
を
設
定
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
通
所

施
設
に
つ
い
て
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
（
注
）
は
、
地
上
権
又
は
賃
借
権
の
登
記
を
要
さ
な
い
場
合
が
あ
る
。
 

（
注
）
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
不
動
産
を
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
か
ら
借
用
し
て
い
る
場
合
に
、
地
上
権
若
し
く
は
賃

借
権
の
登
記
を
要
さ
な
い
と
も
の
は
次
の
と
お
り
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
、
賃
借
料
が
、
地
域
の
水
準
に
照
ら
し
て
適
正
な
額
以

下
で
あ
る
と
と
も
に
、
安
定
的
に
賃
借
料
を
支
払
い
得
る
財
源
等
が
確
保
さ
れ
、
ま
た
、
賃
借
料
及
び
そ
の
財
源
が
収
支
予
算
書
に
適
正

に
計
上
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

①
 
既
設
法
人
が
通
所
施
設
を
設
置
す
る
場
合
 

・
 
既
設
法
人
（
第
１
種
社
会
福
祉
事
業
（
法
第
２
条
第
２
項
第
２
号
か
ら
第
４
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
第

2
種
社
会
福

祉
事
業
の
う

ち
、
保

育
所
若
し

く
は
障
害

福
祉
サ

ー
ビ
ス
（

療
養
介
護

、
生
活

介
護
、
自

律
訓
練
、

就
労
移

行
支
援
又

は
就
労

継

続
支
援
に
限

る
。
）

を
行
う
も
の

に
限
る

。
）
が
次

に
掲
げ
る
通

所
施
設
を

整
備
す
る

場
合
に

は
、
当
該

通
所
施
設

の
用
に

供
す
る

不
動
産
の
全

て
に
つ

い
て
、
国

及
び
地
方

公
共
団

体
以
外
の

者
か
ら
貸

与
を
受

け
て
い
て

も
差
し
支

え
な
い

（
審
査
基

準
第
２

の

１
の
（
２
）
の
エ
及
び
キ
、「

国
又
は
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
か
ら
不
動
産
の
貸
与
を
受
け
て
既
設
法
人
が
通
所
施
設
を
設
置
す

る
場
合
の
要
件
緩
和
に
つ
い
て
」
（
平
成

12
年
９
月
８
日
付
け
障
第

6
70

号
・
社
援
第

2
0
2
9
号
・
老
発
第

6
2
8
号
・
児
発
第

73
2

号
厚
生
省
大
臣
官
房
障
害
保
健
福
祉
部
長
、
社
会
・
援
護
局
長
、
老
人
保
健
福
祉
局
長
及
び
児
童
家
庭
局
長
連
名
通
知
）
。
 

ⅰ
 
障
害
児
通
所
支
援
事
業
所
 

ⅱ
 
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
（
通
所
部
に
限
る
。
）
又
は
児
童
自
立
支
援
施
設
（
通
所
部
に
限
る
。
）
 

ⅲ
 
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
生
活
介
護
、
自
立
訓
練
（
宿
泊
型
自
立
訓
練
を
除
く
。
）
、
就
労
移
行
支
援
又
は
就
労
継
続
支

援

に
限
る
。
）
 

ⅳ
 
保
育
所
又
は
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
 

ⅴ
 
母
子
福
祉
施
設
 

ⅵ
 
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
又
は
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
 

ⅶ
 
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
補
装
具
製
作
施
設
又
は
視
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
 

ⅷ
 
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
 

ⅸ
 
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
又
は
小
規
模
保
育
事
業
（
利
用
定
員
が

10
人
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
施
設
 

・
 
な
お
、

こ
の
場
合

に
は
、

次
の
い
ず

れ
か
に
該

当
す
る

場
合
な
ど

の
よ
う
に

、
安
定

的
な
事
業

の
継
続
性

の
確
保

が
図
ら
れ

る

と
判
断
で
き
る
場
合
に
は
、
地
上
権
又
は
賃
借
権
の
登
記
を
行
わ
な
い
こ
と
と
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。
 

ⅰ
 
建
物
の
賃
貸
借
期
間
が
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て

1
0
年
以
上
と
さ
れ
て
い
る
場
合
 

ⅱ
 
貸
主
が
、
地
方
住
宅
供
給
公
社
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
法
人
、
又
は
、
地
域
に
お
け
る
基
幹
的
交
通
事
業
社
等
の
信
用

力

の
高
い
主
体
で
あ
る
場
合
 

②
 
既
設
法
人
以
外
の
法
人
が
保
育
所
を
設
置
す
る
場
合
 

国
又
は
地
方

公
共
団

体
以
外
の

者
か
ら
施

設
用
地

の
貸
与
を

受
け
て
設

置
す
る

こ
と
が
認

め
ら
れ
る

範
囲
が

都
市
部
以

外
等
地

域

で
あ
っ
て
緊
急
に
保
育
所
の
整
備
が
求
め
ら
れ
る
地
域
に
拡
大
さ
れ
て
い
る
（
審
査
基
準
第
２
の
１
の
（
２
）
の
オ
、「

不
動
産
の
貸

与
を
受
け
て
保
育
所
を
設
置
す
る
場
合
の
要
件
緩
和
に
つ
い
て
」（

平
成

16
年

5
月

2
4
日
付
け
雇
児
発
第

0
5
24
0
0
2
号
・
社
援
発
第

0
5
2
4
0
08

号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
及
び
社
会
・
援
護
局
長
連
名
通
知
）
。
 

な
お
、
貸
主

が
、
地

方
住
宅
供

給
公
社
若

し
く
は

こ
れ
に
準

ず
る
法
人

、
又
は

、
地
域
に

お
け
る
基

幹
的
交

通
事
業
社

等
の
信

用

力
の
高
い
主

体
で
あ
る

場
合
な

ど
の
よ
う

に
、
安
定

的
な
事

業
の
継
続

性
の
確
保

が
図
ら

れ
る
と
判

断
で
き
る

場
合
に

は
、
地
上

権
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

又
は
賃
借
権
の
登
記
を
行
わ
な
い
こ
と
と
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。
 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
は
、
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
不
動
産
を
国
又
は
地
方
公
共
団
体
か
ら
借
用
し
て
い
る
場
合
に
国
又
は
地

方
公
共
団
体
の
使
用
許
可
等
を
受
け
て
い
る
か
、
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
不
動
産
を
国
又
は
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
か
ら
借
用
し
て

い
る
場
合
に
そ
の
事
業
の
存
続
に
必
要
な
期
間
の
利
用
権
を
設
定
し
、
か
つ
、
登
記
が
な
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
・
 
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
不
動
産
を
国
又
は
地
方
公
共
団
体
か
ら
借
用
し
て
い
る
場
合
に
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
使
用
許
可
等

を
受
け
て
い
な
い
場
合
 

 
・
 
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
不
動
産
を
国
又
は
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
か
ら
借
用
し
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
事
業
の
存
続
に
必
要
な

期
間
の
利
用
権
の
設
定
及
び
登
記
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
（
登
記
が
不
要
な
場
合
を
除
く
。）

 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
登

記
簿

謄
本

、
国

又
は

地
方

公
共

団
体

の
使

用
許

可
が

あ
る

こ
と

又
は

国
又

は
地

方
公

共
団

体
が

借
用

を
認

め
て

い
る

こ
と

を
証

す
る

書
類

（
賃
貸
借
契
約
書
等
）、

法
人
が
行
う
事
業
・
施
設
が
確
認
で
き
る
書
類
 

３
 

会
計

管
理
 

 
 

 
○

 
３
「

会
計
管
理

」
に
関
す

る
事
項

の
確
認
に

つ
い
て
は

、
会
計

監
査
（
会

計
監
査
人

に
よ
る

監
査
に
準

ず
る
監
査

を
含
む

。
）
及

び
専
門

家

の
支
援
を
受
け
て
い
る
法
人
は
、
監
査
や
支
援
の
趣
旨
は
所
轄
庁
の
監
査
と
異
な
る
が
、
会
計
管
理
の
部
分
に
つ
い
て
の
監
査
・
確
認
が
重
複

し
て
い
る
こ
と
、
会
計
監
査
等
に
よ
り
法
人
の
財
務
会
計
に
関
す
る
事
務
の
適
正
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
判
断
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
実
施
要
綱
の
４
「
指
導
監
査
事
項
の
省
略
等
」
の
（
１
）
及
び
（
２
）
に
該
当
す
る
場
合
は
省
略
で
き
る
。
 

（
１

）
予

算
 

１
 
収
支
予
算
は
、
適
正
に
編
成
、

執
行
さ
れ
て
い
る
か
。
 

留
意

事
項

２
の

（
１

）
、

（
２
）
 

 

○
 

資
金

収
支
予

算
書

は
、
定

款
の
定

め
等
に

従

い
適
正
な
手
続
に
よ
り
編
成
さ
れ
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
法
人
は
、
毎
年
度
、
全
て
の
収
入
及
び
支
出
に
つ
い
て
予
算
を
編
成
し
、
資
金
収
支
予
算
書
を
作
成
し
た
上
で
、
そ
の
予
算
に
基
づ
い
て
事

業
活
動
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
資
金
収
支
予
算
書
は
、
事
業
計
画
を
も
と
に
、
各
拠
点
区
分
ご
と
に
資
金
収
支
計
算
書
の
勘
定
科
目
に

準
拠
し
て
作
成
す
る
（
留
意
事
項
２
の
（
１
）
、（

２
）
）
。
 

○
 
資
金
収
支
予
算
書
の
作
成
に
関
す
る
手
続
き
は
法
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
収
入
支
出
予
算
の
編
成
は
法
人
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
で
あ

り
、
定
款
に
お
い
て
、
そ
の
作
成
及
び
承
認
に
関
し
て
定
め
て
お
く
べ
き
で
あ
る
（
注
）。

 

（
注
）
定
款
例
第

3
1
条
第
１
項
で
は
、
予
算
は
理
事
長
が
作
成
し
、
 

（
例
１
）
理
事
会
の
承
認
 

（
例
２
）
理
事
会
の
決
議
を
経
て
、
評
議
員
会
の
承
認
 

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
 

※
 
定
款
に
お
い
て
、
予
算
を
評
議
員
会
の
承
認
事
項
と
す
る
こ
と
は
、
租
税
特
別
措
置
法
第

4
0
条
の
適
用
を
受
け
る
場
合
の
要
件
と

さ
れ
て
い
る
た
め
、
同
条
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
は
、
例
２
の
規
定
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
定
款
等
に
定
め
る
手
続
に
よ
り
資
金
収
支
予
算
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
 

 

＜
指
摘
基
準
＞
 

 
資
金
収
支
予
算
書
が
定
款
等
に
定
め
る
手
続
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
文
書
指
摘
と
す
る
。
 

 ＜
確
認
書
類
＞
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

資
金
収
支
予
算
書
、
定
款
、
理
事
会
議
事
録
、
評
議
員
会
議
事
録
 
 

 
 

留
意
事
項
２
の
（
２
）
 

 

○
 

予
算

の
執
行

に
当

た
っ
て

、
変
更

を
加
え

る

と
き
は
、
定
款
等
に
定
め
る
手
続
を
経
て
い
る
か
。 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
法
人
は
、
予
算
の
執
行
に
当
た
っ
て
、
年
度
途
中
で
予
算
と
の
乖
離
等
が
見
込
ま
れ
る
場
合
は
、
必
要
な
収
入
及
び
支
出
に
つ
い
て
補
正
予

算
を
編
成
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
乖
離
額
等
が
法
人
の
運
営
に
支
障
が
な
く
、
軽
微
な
範
囲
に
と
ど
ま
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な

い
（
留
意
事
項
２
の
（
２
）
）。

 

○
 
理
事
長
等
法
人
の
業
務
執
行
を
行
う
理
事
は
、
予
算
の
執
行
に
当
た
っ
て
は
、
定
款
や
経
理
規
程
に
基
づ
い
て
決
定
・
承
認
さ
れ
た
範
囲
内

で
権
限
及
び
責
任
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
理
事
長
等
の
権
限
及
び
責
任
の
範
囲
に
つ
い
て
明
確
に
す
る
た
め
、
当
初
予
算
を
変
更
し
、
補
正

予
算
を
編

成
す
る

場
合
の

手
続

に
つ
い

て
は
、

法
人
の

定
款

（
注

）
、
経

理
規
程
等

に
お
い

て
、
定

め
て
お

く
べ
き

も
の

で
あ
る

。
ま
た
、
補

正
予
算
を
編
成
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
軽
微
な
乖
離
の
範
囲
に
つ
い
て
も
、
規
程
や
予
算
等
に
お
い
て
定
め
て
お
く
、
又
は
、
支
出
総
額
が
予

算
よ

り
増

加
す

る
場

合
や

収
入

が
予

算
よ

り
減

少
す

る
場

合
で

あ
っ

て
予

算
ど

お
り

に
支

出
を

行
う

と
欠

損
が

生
じ

る
場

合
等

予
算

と
乖

離

が
生
じ
て
い
る
場
合
に
は
、
理
事
長
等
予
算
の
執
行
を
担
当
す
る
理
事
が
理
事
会
で
説
明
を
行
い
承
認
を
受
け
る
等
の
対
応
を
行
う
こ
と
が
適

当
で
あ
る
。
 

（
注
）
定
款
例
第

3
1
条
第
１
項
は
、
予
算
の
変
更
は
作
成
と
同
様
の
手
続
を
経
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
予
算
に
軽
微
な
範
囲
と
は
い
え
な
い
乖
離
が
あ
る
場
合
に
補
正
予
算
が
定
款
等
に
定
め
る
手
続
に
従
っ

て
編
成
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
な
お
、
予
算
に
軽
微
な
範
囲
と
は
い
え
な
い
乖
離
が
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
と
お
り
規
程
や
予

算
に
お
け
る
基
準
が
あ
る
場
合
に
は
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
か
、
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
理
事
会
に
お
い
て
説
明
等
が

な
さ
れ
て
い
る
か
、
法
人
の
事
業
規
模
か
ら
見
て
明
ら
か
に
軽
微
と
は
い
え
な
い
乖
離
が
な
い
か
を
確
認
す
る
。
 

 

＜
指
摘
の
基
準
＞
 

 
次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
と
す
る
。
 

 
・
 
補
正
予
算
の
編
成
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
軽
微
な
範
囲
と
は
言
え
な
い
乖
離
に
つ
い
て
、
補
正
予
算
が
編
成
さ
れ
て
い
な
い
場
合
 

 
・
 
補
正
予
算
の
編
成
に
つ
い
て
、
定
款
に
定
め
る
手
続
き
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

資
金
収
支
予
算
書
、
資
金
収
支
計
算
書
、
定
款
、
理
事
会
議
事
録
、
評
議
員
会
議
事
録
 
 

（
２

）
規

程
・
体
制
 

１
 

経
理

規
程
を

制
定

し
て
い

る

か
。
 

留
意
事
項
１
の
（
４
）
 

 

○
 

定
款

等
に
定

め
る

と
こ
ろ

に
よ
り

、
経
理

規

程
を
制
定
し
て
い
る
か
。
 

○
 
経
理
規
程
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
法
人
は
、
会
計
省
令
に
基
づ
く
適
正
な
会
計
処
理
の
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
経
理
規
程
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

○
 
経
理
規
程
に
お
い
て
は
、
法
令
等
及
び
定
款
に
定
め
る
も
の
（
注
１
）
の
他
、
法
人
が
会
計
処
理
を
行
う
た
め
に
必
要
な
事
項
（
予
算
・
決

算
の
手
続
、
会
計
帳
簿
の
整
備
、
会
計
処
理
の
体
制
及
び
手
続
、
資
産
及
び
負
債
の
管
理
や
評
価
、
契
約
に
関
す
る
事
項
等
）
に
つ
い
て
定
め

る
も
の
で
あ
り
、
法
人
に
お
け
る
会
計
面
の
業
務
執
行
に
関
す
る
基
本
的
な
取
扱
い
を
定
め
る
も
の
と
し
て
、
法
人
の
定
款
（
注
２
）
に
お
い

て
、
経
理
規
程
を
定
め
る
旨
及
び
そ
の
策
定
に
関
す
る
手
続
等
に
つ
い
て
定
め
て
お
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
経
理
規
程
に
定
め
る
事
務

処
理
を
行
う
た
め
に
必
要
な
細
則
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、
経
理
規
程
や
そ
の
細
則
等
を
遵
守
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
 

 
（
注
１

）
経
理
規

程
を
定
め

る
に
当

た
っ
て
関

係
す
る
法

令
又
は

通
知
に
は

、
会
計
省

令
、
運

用
上
の
取

扱
い
、
留

意
事
項

等
の
他

、
「
社

会

福
祉
法
人
に
お
け
る
入
札
契
約
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」（

平
成

2
9
年
３
月

2
9
日
付
け
雇
児
総
発

0
3
2
9
第
１
号
・
社
援
基
発

03
2
9
第

１
号
・
障
企
発

03
2
9
第
１
号
・
老
高
発

03
2
9
第
３
号
、
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
総
務
課
長
・
社
会
・
援
護
局
福
祉
基
盤

課
長
・
社
会
・
援
護
局
障
害
保
健
福
祉
部
企
画
課
長
・
老
健
局
高
齢
者
支
援
課
長
連
名
通
知
）
等
が
あ
る
。
 

（
注
２
）
定
款
例
第

3
4
条
で
は
、
法
人
の
会
計
に
関
し
て
は
、
法
令
等
及
び
定
款
に
定
め
の
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
理
事
会
で
定
め
る
経
理
規
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

程
に
よ
り
処
理
す
る
と
し
て
い
る
。
 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
経
理
規
程
が
定
款
に
定
め
る
手
続
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
か
、
経
理
規
程
が
法
令
又
は
通
知
に
反
す

る
も
の
で
な
い
か
、
経
理
規
程
に
従
っ
て
会
計
処
理
等
の
事
務
処
理
が
な
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
、
経
理
規
程
に
従
っ
て
、
事

務
処
理
が
な
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
各
事
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。
な
お
、
必
要
に
応
じ
て
確
認
す
る
場
合
と
し
て
は
、
高
額
な
契
約
を
締
結
し
て
い
る
場
合
等
に
、
経
理
規
程
や
そ
の
細
則
等
法
人
の
規
程

に
定
め
る
要
件
や
手
続
等
に
従
っ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
 

 

＜
指
摘
基
準
＞
 

 
次
の
場
合
は
文
書
指
摘
と
す
る
。
 

 
・
 
経
理
規
程
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
 

 
・
 
経
理
規
程
の
内
容
が
法
令
又
は
通
知
に
反
す
る
場
合
 

 
・
 
経
理
規
程
が
定
款
に
定
め
る
手
続
に
よ
り
決
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
 

 
・
 
経
理
規
程
及
び
そ
の
細
則
等
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
事
務
処
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

定
款
、
経
理
規
程
等
、
理
事
会
の
議
事
録
等
、
経
理
規
程
等
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
会
計
処
理
等
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
書

類
 

 
２

 
予
算

の
執
行

及
び

資
金
等

の

管
理

に
関

す
る
体

制
が

整
備
さ

れ

て
い
る
か
。
 

留
意

事
項

１
の

（
１

）
、

（
２
）
 

○
 

予
算

の
執

行
及

び
資

金
等

の
管

理
に

関
し

て
、

会
計

責
任
者

の
設

置
等
の

管
理
運

営
体
制

が

整
備
さ
れ
て
い
る
か
。
 

○
 

会
計

責
任
者

と
出

納
職
員

と
の
兼

務
を
避

け

る
な

ど
、

内
部
牽

制
に

配
意
し

た
体
制

と
さ
れ

て

い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
法
人
に
お
け
る
予
算
の
執
行
及
び
資
金
等
の
管
理
に
関
し
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
会
計
責
任
者
等
の
運
営
管
理
責
任
者
を
定
め
る
等
法
人
の
管

理
運
営
に
十
分
配
慮
し
た
体
制
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
内
部
牽
制
に
配
意
し
た
業
務
分
担
、
自
己
点
検
を
行
う
等
、
適
正
な
会
計
事
務
処
理

に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。
 

○
 
法
人
に
お
け
る
管
理
運
営
体
制
を
明
確
に
す
る
た
め
、
経
理
規
程
等
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
会
計
責
任
者
を
理
事
長
が
任
命
す
る
こ
と

や
、
会
計
責
任
者
又
は
理
事
長
の
任
命
す
る
出
納
職
員
に
取
引
の
遂
行
、
資
産
の
管
理
及
び
帳
簿
そ
の
他
の
証
憑
書
類
の
保
存
等
会
計
処
理
に

関
す
る
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
な
ど
を
明
確
化
す
べ
き
で
あ
る
。
 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
経
理
規
程
等
に
よ
り
予
算
の
執
行
や
資
金
等
の
管
理
に
関
す
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
、
管
理
運

用
に
関
す
る
経
理
規
程
等
に
定
め
る
手
続
が
行
わ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
・
経
理
規
程
等
に
よ
り
、
会
計
責
任
者
の
設
置
等
の
管
理
運
用
体
制
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
 

 
・
経
理
規
程
等
に
よ
り
業
務
分
担
が
明
確
に
決
め
ら
れ
て
い
お
ら
ず
、
内
部
牽
制
に
配
意
し
た
体
制
と
な
っ
て
い
な
い
場
合
 

 
・
管
理
運
用
体
制
に
関
す
る
経
理
規
程
等
に
定
め
る
手
続
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

経
理
規
程
、
業
務
分
担
を
定
め
た
規
程
等
 

（
３

）
会

計
処
理
 

 
 

 
＜

「
（
３

）
会
計
処

理
」
、
「
（
４

）
会
計
帳

簿
」
、
「
（

５
）
決
算

及
び
計
算

関
係
書
類

」
に
関

す
る
着
眼

点
及
び
取

扱
い
に

関
す
る
共

通
事
項
に

つ

い
て
＞
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

○
 
法
人
は
、
会
計
省
令
、
運
用
上
の
取
扱
い
及
び
留
意
事
項
（
以
下
、
「
会
計
基
準
」
と
い
う
。
）
に
従
い
、
会
計
処
理
を
行
い
、
会
計
帳
簿
、

計
算
関
係

書
類
及

び
財
産

目
録

を
作
成

し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
（
会

計
省
令

第
１
条

第
１

項
）
。
ま
た

、
会
計
基

準
に
お

い
て
は

、
基
準
が
示

さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
社
会
福
祉
法
人
会
計
の
慣
行
を
斟
酌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
条
第
２
項
）。

な
お
、
会
計
基
準
は
、
法
人
が
行
う
全
て
の
事
業
に
関
す
る
会
計
に
適
用
さ
れ
る
（
同
条
第
３
項
）。

 

○
 
会
計
処
理
、
会
計
帳
簿
、
計
算
関
係
書
類
及
び
財
産
目
録
に
関
す
る
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
法
人
が
会
計
基
準
に
従
っ
て
、
会

計
処
理
を
行
い
、
会
計
帳
簿
、
計
算
関
係
書
類
及
び
財
産
目
録
が
作
成
さ
れ
て
い
る
か
の
確
認
を
行
う
が
、
会
計
処
理
は
専
門
的
知
識
を
必
要

と
す
る
も
の
で
あ
り
、
個
々
の
法
人
に
お
け
る
事
務
処
理
体
制
等
を
考
慮
の
上
、
効
果
的
・
効
率
的
な
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
次
に

掲
げ
る
事
項
を
参
考
に
配
慮
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
所
轄
庁
に
お
い
て
も
、
会
計
関
係
の
指
導
監
査
を
適
切
に
行
う
た
め
、
必
要
に
応
じ

て
、
公
認
会
計
士
等
の
専
門
家
や
財
務
会
計
に
関
す
る
知
見
を
有
す
る
者
の
活
用
を
図
る
（
監
査
班
に
加
え
る
、
指
導
監
査
に
当
た
っ
て
対
象

法
人
の
計
算
書
類
等
の
チ
ェ
ッ
ク
を
依
頼
す
る
等
）
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 

 
・
 
法
人
の
計
算
関
係
書
類
が
適
正
に
作
成
さ
れ
て
い
る
か
及
び
そ
の
前
提
と
な
る
会
計
帳
簿
の
整
備
や
会
計
処
理
が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る

か
の
確
認
は
、
該
当
書
類
の
一
定
部
分
の
抽
出
を
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 
・
 
確
認
す
る
範
囲
の
抽
出
に
つ
い
て
は
、
過
去
に
是
正
指
導
を
行
っ
た
内
容
に
関
す
る
も
の
、
法
人
運
営
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
も
の
、
誤
り
が
生
じ
や
す
い
会
計
処
理
に
関
す
る
も
の
と
す
る
等
、
効
率
的
に
確
認
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
 

・
 
法
人
が
、
重
要
性
の
原
則
（
注
）
に
よ
り
会
計
基
準
に
定
め
る
本
来
の
方
法
と
異
な
る
簡
便
な
方
法
に
よ
る
会
計
処
理
を
行
っ
て
い
る
場

合
や
、
会

計
基
準
に
具
体
的
な
定
め
が

な
い
事
項
に
つ
い
て
、
「
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
社

会
福
祉
法
人
会
計
の
慣
行
を

斟
酌
」

し
て
会
計
処
理
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
法
人
に
当
該
会
計
処
理
に
関
す
る
説
明
責
任
が
あ
り
、
所
轄
庁
は
必
要
に
応
じ
て
法
人
か
ら
そ

の
理
由
や
根
拠
の
説
明
を
受
け
た
上
で
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
判
断
を
行
う
こ
と
。
 

（
注
）
重
要
性
の
乏
し
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
会
計
処
理
の
原
則
及
び
手
続
並
び
に
計
算
書
類
の
表
示
方
法
の
適
用
に
際
し
て
、
本
来
の
厳

密
な
方
法
に
よ
ら
ず
、
他
の
簡
便
な
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
（
会
計
省
令
第
２
条
第
４
号
）
。
 

 
・
 
総
務
や
会
計
を
担
当
す
る
常
勤
役
員
が
い
な
い
、
総
務
や
会
計
に
関
す
る
事
務
に
関
し
て
、
施
設
の
介
護
職
員
や
保
育
士
等
が
兼
務
を
し

て
い
る
な
ど
専
任
の
事
務
担
当
職
員
が
い
な
い
等
、
事
務
処
理
体
制
が
脆
弱
な
法
人
に
対
し
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
財
務
管
理
に
つ
い
て

識
見
を
有
す
る
者
と
し
て
選
任
さ
れ
て
い
る
監
事
等
会
計
に
関
し
て
知
見
が
あ
る
者
の
同
席
を
促
す
、
確
認
す
る
範
囲
を
事
前
に
具
体
的
に

伝
え
る
等
、
法
人
が
指
導
監
査
に
適
切
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
配
慮
を
行
う
こ
と
。
 

○
 
指
導
監
査
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
・
 
計
算
関
係
書
類
や
会
計
処
理
の
誤
り
が
な
い
か
を
確
認
し
、
単
な
る
指
摘
に
と
ど
ま
る
だ
け
で
は
な
く
、
計
算
関
係
書
類
の
内
容
に
誤
り

が
あ
る
場
合
や
会
計
処
理
が
会
計
基
準
に
則
し
た
も
の
で
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
原
因
及
び
問
題
点
を
把
握
し
、
法
人
が
ど
の
よ
う
に
改
善

し
て
い
く
べ
き
か
に
つ
い
て
、
法
人
と
相
互
理
解
を
図
っ
た
上
で
指
導
を
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
会
計
処
理
等
に
誤
り
が
多

い
法
人
に
対
し
て
は
、
専
門
家
の
支
援
の
活
用
す
る
こ
と
や
会
計
基
準
等
に
関
す
る
研
修
会
へ
の
職
員
の
参
加
を
促
す
等
法
人
の
状
況
に
応

じ
た
助
言
等
の
支
援
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 

 
・
 
計
算
関
係
書
類
の
作
成
や
会
計
処
理
等
に
つ
い
て
は
、
会
計
基
準
に
お
い
て
詳
細
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
専
門
的
な
知
見
を
要
す

る
も
の
で
あ
る
た
め
、
文
書
指
摘
を
行
う
指
摘
基
準
は
、
原
則
と
し
て
、
基
本
的
な
会
計
処
理
等
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
等
を
定
め
て
い
る
。 

 
・
 
指
摘
基
準
の
定
め
の
違
反
の
ほ
か
、
指
摘
基
準
を
記
載
し
て
い
な
い
事
項
を
含
め
、
法
人
の
財
務
状
況
を
正
確
に
表
示
し
な
い
（
問
題
等

を
隠
す
）
こ
と
を
目
的
と
し
て
会
計
処
理
を
行
っ
た
場
合
や
会
計
基
準
に
即
し
て
い
な
い
会
計
処
理
（
会
計
処
理
の
誤
り
を
含
む
）
に
よ
り

計
算
書
類
の
内
容
に
重
大
な
影
響
を
与
え
た
場
合
に
は
文
書
指
摘
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
こ
れ
ら
に
該
当
す
る
場
合
以
外
に
は
、
口
頭
指
摘

に
よ
り
改
善
を
求
め
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
適
正
な
処
理
を
行
う
た
め
の
助
言
を
行
う
。
た
だ
し
、
過
去
に
口
頭
指
摘
に
よ
り
改
善

を
求
め
た
事
項
に
つ
い
て
改
善
が
見
ら
れ
な
い
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
く
、
文
書
指
摘
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

 
・
 
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
は
、
会
計
基
準
に
定
め
る
詳
細
な
会
計
処
理
に
つ
い
て
、
全
て
を
網
羅
す
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
指
導
監
査

に
お
い
て
は
、
法
人
が
会
計
基
準
や
経
理
規
程
等
規
程
類
に
従
っ
て
会
計
処
理
を
行
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
定
め
る
事

項
以
外
に
つ
い
て
も
確
認
及
び
指
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
指
導
に
あ
た
っ
て
は
、
趣
旨
及
び
根
拠
を
明
ら
か
に
し
た
上

で
、
上
記
の
基
準
に
よ
り
行
う
。
 

 
１

 
資
産

の
評
価

は
適

正
に
行

わ

れ
て
い
る
か
。
 

 
 

○
 
貸
借
対
照
表
及
び
財
産
目
録
に
お
い
て
は
、
法
人
の
資
産
に
つ
い
て
、
勘
定
科
目
ご
と
に
そ
の
価
額
を
表
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
会
計
基
準

に
お
い
て
は
、
法
人
の
資
産
の
評
価
の
方
法
を
規
定
し
て
お
り
、
会
計
基
準
に
お
い
て
取
扱
い
を
定
め
て
い
る
内
容
に
つ
い
て
、
以
下
の
チ
ェ

ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
で
確
認
を
行
う
。
 

○
 
な
お
、
法
人
の
資
産
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
法
人
が
結
果
に
つ
い
て
の
責
任
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
所
轄
庁
は
、
原
則
と
し
て
、
法
人
の

個
々
の
資
産
の
評
価
に
つ
い
て
、
時
価
や
市
場
価
格
等
を
調
査
し
、
そ
の
調
査
結
果
と
計
算
関
係
書
類
や
財
産
目
録
と
の
照
合
に
よ
る
確
認
を

行
う
も
の
で
は
な
く
、
法
人
が
こ
れ
ら
の
評
価
を
適
正
に
行
っ
て
い
る
か
を
法
人
が
保
存
す
る
証
憑
等
に
よ
り
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

会
計

省
令

第
４

条
第

１

項
、
 

運
用
上
の
取
扱
い

1
4 

○
 

資
産

を
取
得

し
た

場
合
、

原
則
と

し
て
取

得

価
額
を
付
し
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
会
計
基
準
に
お
い
て
、
資
産
を
取
得
し
た
場
合
の
評
価
は
次
の
と
お
り
行
う
。
 

・
 
原
則
と
し
て
会
計
帳
簿
に
そ
の
取
得
価
額
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
取
得
価
額
に
は
、
資
産
を
取
得
し
た
際
に
要
し
た
手
数

料
等
の
付
随
費
用
も
含
む
。
 

・
 
通
常
要
す
る
価
額
と
比
較
し
て
著
し
く
低
い
価
額
で
取
得
し
た
資
産
又
は
贈
与
さ
れ
た
資
産
の
評
価
は
、
取
得
又
は
贈
与
の
時
に
お
け
る

当
該
資
産
の
取
得
の
た
め
に
通
常
要
す
る
価
額
を
も
っ
て
行
う
。
 

・
 
交
換
に
よ
り
取
得
し
た
資
産
の
評
価
は
、
交
換
に
対
し
て
提
供
し
た
資
産
の
帳
簿
価
額
を
も
っ
て
行
う
。
 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
資
産
を
取
得
し
た
と
き
の
評
価
が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
 

 

＜
確
認
書
類
＞
 

固
定
資
産
管
理
台
帳
、
新
規
の
固
定
資
産
の
取
得
に
か
か
る
会
計
伝
票
、
関
連
証
憑
等
 

 
 

会
計

省
令

第
４

条
第

２

項
、
 

運
用
上
の
取
扱
い

1
6、

 

留
意
事
項

17
 

○
 

有
形

固
定
資

産
及

び
無
形

固
定
資

産
に
係

る

減
価
償
却
を
行
っ
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
減
価
償
却
は
、
各
年
度
末
に
お
け
る
各
資
産
の
価
額
を
表
示
す
る
た
め
、
建
物
、
構
築
物
及
び
車
輌
運
搬
具
等
の
使
用
又
は
時
の
経
過
に
よ

り
価
値
が
減
少
す
る
も
の
で
、
耐
用
年
数
が
１
年
以
上
、
か
つ
、
原
則
と
し
て
１
個
若
し
く
は
１
組
の
金
額
が

10
万
円
以
上
の
有
形
固
定
資

産
及
び
無
形
固
定
資
産
を
対
象
と
し
て
、
原
則
と
し
て
各
資
産
ご
と
に
行
う
。
な
お
、
土
地
な
ど
減
価
が
生
じ
な
い
資
産
に
つ
い
て
は
、
減
価

償
却
を
行
わ
な
い
。
 

○
 
減
価
償
却
計
算
に
つ
い
て
は
、
有
形
固
定
資
産
に
つ
い
て
は
、
定
額
法
又
は
定
率
法
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
、
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
等
の
無

形
固
定
資
産
に
つ
い
て
は
、
定
額
法
に
よ
り
償
却
計
算
を
行
う
。
 

○
 
減
価
償
却
期
間
が
終
了
し
て
い
る
資
産
に
つ
い
て
は
、
資
産
の
種
別
及
び
取
得
時
期
に
応
じ
て
、
残
存
価
額
を
次
の
通
り
計
上
す
る
。
 

 
・
 
平
成

1
9
年
３
月

3
1
日
以
前
に
取
得
し
た
有
形
固
定
資
産
は
取
得
価
額
の

1
0
%を

残
存
価
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
耐
用
年
数
到
来
時
に
お

い
て
も
使
用
し
続
け
て
い
る
有
形
固
定
資
産
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
、
減
価
償
却
期
間
が
終
了
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
備
忘
価
額
（
１
円
）

ま
で
償
却
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
 

 
・
 
平
成

19
年
４
月
１
日
以
降
に
取
得
し
た
有
形
固
定
資
産
は
償
却
計
算
を
実
施
す
る
た
め
の
残
存
価
額
は
ゼ
ロ
と
し
、
償
却
累
計
額
が
当

該
資
産
の
取
得
価
額
か
ら
備
忘
価
額
（
１
円
）
を
控
除
し
た
金
額
に
達
す
る
ま
で
償
却
す
る
。
 

 
・
 
無
形
固
定
資
産
は
取
得
時
期
に
か
か
わ
ら
ず
、
残
存
価
額
は
ゼ
ロ
と
す
る
。
 

○
 
各
資
産
の
耐
用
年
数
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
「
減
価
償
却
資
産
の
耐
用
年
数
等
に
関
す
る
省
令
」
（
昭
和

40
年
大
蔵
省
令
第

15
号
）

に
よ
り
、
適
用
す
る
償
却
率
等
は
留
意
事
項
別
添
２
（
減
価
償
却
資
産
の
償
却
率
、
改
定
償
却
率
及
び
保
証
率
表
）
に
よ
る
。
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

○
 
減
価
償
却
計
算
は
、
原
則
と
し
て
、
１
年
を
単
位
と
し
て
行
う
が
、
年
度
の
中
途
で
取
得
又
は
売
却
・
廃
棄
し
た
減
価
償
却
資
産
に
つ
い
て

は
、
月
を
単
位
（
月
数
は
暦
に
従
っ
て
計
算
し
、
１
か
月
に
満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
時
は
こ
れ
を
１
か
月
と
す
る
）
と
し
て
計
算
を
行
う
。
 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
減
価
償
却
の
対
象
で
あ
る
固
定
資
産
に
つ
い
て
、
適
正
に
減
価
償
却
が
行
わ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
 
減
価
償
却
を
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
有
形
固
定
資
産
及
び
無
形
固
定
資
産
に
つ
い
て
、
減
価
償
却
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
は
文
書
指
摘

と
す
る
。
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

計
算
書
類

の
附
属

明
細
書

（
基

本
財
産

及
び
そ

の
他
の

固
定

資
産
（

有
形
・

無
形
固

定
資

産
）
の

明
細
書

）
、
固

定
資
産

管
理
台

帳
、
法
人
が

減
価
償
却
計
算
を
行
っ
て
い
る
補
助
簿
、
減
価
償
却
費
を
計
上
し
た
会
計
伝
票
等
 

 
 

会
計

省
令

第
４

条
第

３

項
、
 

運
用
上
の
取
扱
い

1
7、

 

留
意
事
項

22
 

○
 

資
産

に
つ
い

て
時

価
評
価

を
適
正

に
行
っ

て

い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
法
人
の
資
産
を
適
正
に
表
示
す
る
た
め
、
会
計
年
度
の
末
日
に
お
け
る
時
価
が
そ
の
時
の
取
得
価
額
よ
り
著
し
く
低
い
資
産
に
つ
い
て
は
、

当
該
資
産
の
時
価
が
そ
の
時
の
取
得
価
額
ま
で
回
復
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
時
価
を
付
す
（
時
価
評
価
を
行
う
）
必
要
が
あ
る
。
 

○
 
時
価

評
価
の

対
象
と

な
る

「
著
し

く
低
い

」
と
は

、
時

価
が
帳

簿
価
額

か
ら
概
ね

5
0
%
を

超
え
て

下
落
し

て
い
る
場

合
を
い

う
。
た

だ
し

、

「
使
用
価

値
」
（
注
）
を

算
定
す

る
こ
と

が
で
き

る
有
形

固
定

資
産
又

は
無
形

固
定
資

産
で

あ
っ
て

、
当
該

資
産
の

使
用

価
値
が

時
価
を
超
え

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
取
得
価
額
か
ら
減
価
償
却
累
計
額
を
控
除
し
た
価
額
を
超
え
な
い
限
り
に
お
い
て
、
使
用
価
値
を
付
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

 
（
注
）
「
使
用

価
値
」

に
よ
り

評
価
で

き
る
の
は

、
対
価
を

伴
う
事

業
に
供
し

て
い
る
固

定
資
産

に
限
ら
れ

、
資
産
又

は
資
産

グ
ル
ー
プ

を
単

位
と
し
、
継
続
的
使
用
と
使
用
後
の
処
分
に
よ
っ
て
生
ず
る
と
見
込
ま
れ
る
将
来
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
現
在
価
値
を
も
っ
て
算
定
す

る
。
 

○
 
法
人
の
資
産
に
つ
い
て
は
、
不
動
産
や
現
預
金
の
他
、
安
全
・
確
実
な
方
法
に
よ
り
管
理
運
用
を
行
う
こ
と
を
原
則
と
す
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
寄
附
を
受
け
た
株
式
等
を
除
き
、
上
記
の
時
価
評
価
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
指
導
監

査
に
お
い
て
は
、
法
人
が
上
記
の
時
価
評
価
を
行
う
べ
き
資
料
を
把
握
し
て
い
る
か
、
把
握
し
て
い
る
場
合
に
は
当
該
資
産
に
つ
い
て
時
価
評

価
を
行
っ
て
い
る
か
を
法
人
が
保
有
す
る
使
用
に
よ
り
確
認
す
る
。
た
だ
し
、
法
人
に
そ
の
時
価
の
変
動
が
法
人
運
営
に
重
大
な
影
響
を
与
え

る
お
そ
れ
が
あ
る
資
産
を
有
す
る
と
認
め
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

時
価

評
価

を
行

う
べ

き
資

産
が

把
握

さ
れ

て
い

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
時

価
評

価
が

行
わ

れ
て

い
な

い
場

合
は

文
書

指
摘

に
よ

る
こ

と
と

す

る
。
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

固
定
資
産
管
理
台
帳
、
時
価
評
価
の
必
要
性
の
有
無
を
判
定
し
て
い
る
法
人
作
成
資
料
、
時
価
評
価
に
係
る
会
計
伝
票
等
 

 
 

会
計

省
令

第
４

条
第

５

項
、
 

運
用
上
の
取
扱
い

1
5 

○
 

有
価

証
券
の

価
額

に
つ
い

て
適
正

に
評
価

し

て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
有
価

証
券
の
評

価
に
つ
い

て
は
、

満
期
保
有

目
的
の
債

券
（
満

期
ま
で
所

有
す
る
意

図
を
も

っ
て
保
有

す
る
債
券

を
い
う

。
）
以

外
の
有

価

証
券
の
う
ち
市
場
価
格
の
あ
る
も
の
は
、
会
計
年
度
の
末
日
に
お
い
て
そ
の
時
の
時
価
を
付
す
る
。
一
方
、
満
期
保
有
目
的
の
債
券
は
、
債
券

金
額
よ
り
低
い
価
額
又
は
高
い
価
額
で
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て
、
取
得
価
額
と
債
券
金
額
と
の
差
額
の
性
格
が
金
利
の
調
整
と
認
め
ら
れ
る
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

と
き
は
、
償
却
原
価
法
に
基
づ
い
て
算
定
さ
れ
た
価
額
を
も
っ
て
貸
借
対
照
価
額
と
す
る
。
 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
有
価
証
券
の
評
価
の
方
法
が
会
計
基
準
に
則
り
行
わ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
が
、
原
則
と

し
て
、
法
人
が
保
有
す
る
個
々
の
有
価
証
券
の
時
価
を
調
査
を
行
う
こ
と
は
要
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
有
価
証
券
の
時
価
の
変
動
が
法
人
運

営
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

市
場
価
格
の
あ
る
有
価
証
券
（
満
期
保
有
目
的
の
債
券
を
除
く
。）

に
つ
い
て
時
価
評
価
の
必
要
性
の
有
無
を
判
断
し
て
い
る
法
人
作
成
資
料
、

時
価
評
価
に
係
る
会
計
伝
票
等
、
満
期
保
有
目
的
の
債
券
に
つ
い
て
の
償
却
原
価
法
に
係
る
法
人
作
成
資
料
、
償
却
原
価
法
に
係
る
会
計
伝
票
等
、

償
却
原
価
法
に
係
る
会
計
伝
票
 

 
 

会
計

省
令

第
４

条
第

６

項
 

○
 

棚
卸

資
産
に

つ
い

て
適
正

に
評
価

し
て
い

る

か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
棚
卸
資
産
（
貯
蔵
品
、
医
薬
品
、
診
療
・
療
養
費
等
材
料
、
給
食
用
材
料
、
商
品
・
製
品
、
仕
掛
品
、
原
材
料
等
）
に
つ
い
て
は
、
会
計
年

度
末
に
お
け
る
時
価
が
そ
の
時
の
取
得
価
額
よ
り
低
い
と
き
は
、
時
価
を
付
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
こ
の
場
合
の
「
時
価
」
と
は
、
公
正

な
評
価
額
を
い
い
、
市
場
価
格
に
基
づ
く
価
額
を
い
う
。
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

棚
卸
資
産
に
つ
い
て
時
価
評
価
の
必
要
性
の
有
無
を
判
定
し
て
い
る
法
人
作
成
資
料
、
棚
卸
資
産
の
管
理
の
た
め
に
作
成
し
て
い
る
帳
簿
等
、

時
価
評
価
に
係
る
会
計
伝
票
等
 

 
２

 
引
当

金
は
適

正
に

計
上
さ

れ

て
い
る
か
。
 

 
 

○
 
引
当
金
と
は
、
将
来
の
特
定
の
費
用
又
は
損
失
で
あ
っ
て
、
そ
の
発
生
が
当
該
会
計
年
度
以
前
の
事
象
に
起
因
し
、
発
生
の
可
能
性
が
高
く
、

か
つ
そ
の
金
額
を
合
理
的
に
見
積
も
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
、
当
該
会
計
年
度
の
負
担
に
属
す
る
金
額
を
当
該
会
計
年
度
の
費
用
と
し
て
繰

り
入
れ
る
も
の
で
あ
り
、
会
計
基
準
に
お
い
て
は
、
徴
収
不
能
引
当
金
、
賞
与
引
当
金
及
び
退
職
給
付
引
当
金
の
取
扱
い
に
つ
い
て
個
別
に
定

め
て
い
る
（
注
）。

 

 
（
注
）
平
成

2
8
年

1
1
月

1
1
日
付
け
の
改
正
前
の
運
用
上
の
取
扱
い
に
お
い
て
は
、
引
当
金
は
当
分
の
間
、
上
記
の
３
種
類
の
引
当
金
に
限

る
旨
を
定
め
て
い
た
が
、
当
該
改
正
に
よ
り
削
除
さ
れ
、
３
種
類
の
引
当
金
以
外
に
つ
い
て
も
、
要
件
を
満
た
す
も
の
は
計
上
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
 

○
 
引
当
金
は
、
当
該
引
当
金
の
残
高
を
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計
上
又
は
資
産
の
部
に
控
除
項
目
と
し
て
記
載
す
る
も
の
で
あ
り
、
原
則

と
し
て
、
引
当
金
の
う
ち
賞
与
引
当
金
の
よ
う
に
通
常
１
年
以
内
に
使
用
さ
れ
る
見
込
み
の
も
の
は
流
動
負
債
に
計
上
し
、
退
職
給
付
引
当
金

の
よ
う
に
通
常
１
年
を
超
え
て
使
用
さ
れ
る
見
込
み
の
も
の
は
固
定
負
債
に
計
上
す
る
。
 

 
 

会
計

省
令

第
４

条
第

４

項
、
 

運
用
上
の
取
扱
い

1
8
の

（
２
）、

 

留
意
事
項

18
の
（
１
）
 

○
 

債
権

に
つ
い

て
徴

収
不
能

引
当
金

を
適
正

に

計
上
し
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
徴
収
不
能
引
当
金
は
、
原
則
と
し
て
、
毎
会
計
年
度
末
に
お
い
て
徴
収
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
債
権
（
事
業
未
収
金
、
未
収
金
、
受
取
手
形
、

貸
付
金
等

）
を
個

別
に
判

断
し

、
当
該

債
権
を

徴
収
不

能
引

当
金
に

計
上
す

る
方
法

（
以

下
「
個

別
法
」

と
い
う

。
）
に

よ
る
と

と
も
に
、
こ

れ
ら
の
債

権
に
つ

い
て
、

過
去

の
徴
収

不
能
額

の
発
生

割
合

に
応
じ

た
金
額

を
計
上

す
る

方
法
（

以
下
「

一
括
法

」
と

い
う

。
）
に
よ
る
も
の

で
あ
り
、
徴
収
不
能
引
当
金
は
、
貸
借
対
照
表
に
お
い
て
金
銭
債
権
か
ら
控
除
す
る
形
で
表
示
す
る
。
な
お
、
一
括
法
に
つ
い
て
は
、
過
去
の

貸
倒
実
績
率
に
よ
る
徴
収
不
能
額
の
見
積
も
り
に
つ
い
て
は
、
客
観
的
根
拠
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
過
去
に
貸
倒
の
実
績
（
日

常
的
取
引
に
係
る
債
権
や
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
者
負
担
額
に
係
る
債
権
等
で
あ
っ
て
、
少
額
で
あ
る
た
め
貸
倒
れ
に
よ
る
法
人
の
財
務
状

況
へ
の
影

響
が
軽

微
な
債

権
に

係
る
も

の
を
除

く
。
）

を
有
す

る
法
人

は
、
経

理
規
程

等
で

見
積
も

り
の
方

法
を
定

め
て

お
く
こ

と
が
望
ま
し

い
。
こ
の
場
合
は
経
理
規
程
等
に
基
づ
く
方
法
に
よ
り
徴
収
不
能
引
当
金
を
計
上
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
徴
収
不
能
引
当
金
が
会
計
基
準
に
則
り
計
上
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

引
当
金
明

細
書
（

計
算
書

類
の

附
属
明

細
書

）
、
個
別

法
及
び

一
括
法

に
よ
る

徴
収
不

能
引

当
金
の

計
上
の

必
要
性

の
有

無
を
検

討
し
て
い
る

法
人
作
成
資
料
、
徴
収
不
能
引
当
金
の
計
上
に
係
る
会
計
伝
票
等
 

 
 

会
計

省
令

第
５

条
第

２

項
第
１
号
、
 

運
用
上
の
取
扱
い

1
8
の

（
２
）
、（

３
）
、
 

留
意
事
項

18
の
（
２
）
 

○
 
賞
与
引
当
金
を
適
正
に
計
上
し
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
賞
与
引
当
金
は
、
法
人
と
職
員
と
の
雇
用
関
係
に
基
づ
き
、
毎
月
の
給
料
の
他
に
賞
与
を
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
、
翌
期
に
支
給
す
る
職

員
の
賞
与
の
う
ち
支
給
対
象
期
間
が
当
期
に
帰
属
す
る
支
給
見
込
額
を
計
上
す
る
。
 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
職
員
に
対
し
賞
与
を
支
給
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
当
該
会
計
年
度
の
負
担
に
属
す
る
金
額

を
当
該
会
計
年
度
の
費
用
に
計
上
し
、
負
債
と
し
て
認
識
す
べ
き
残
高
を
賞
与
引
当
金
と
し
て
計
上
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

引
当
金
明

細
書
（

計
算
書

類
の

附
属
明

細
書

）
、
賞
与

引
当
金

の
計
上

の
必
要

性
の
有

無
を

検
討
し

て
い
る

法
人
作

成
資

料
、
未

収
金
や
貸
付

金
の
管
理
に
関
す
る
帳
簿
等
、
賞
与
引
当
金
に
係
る
会
計
伝
票
等
 

 
 

会
計

省
令

第
５

条
第

２

項
第
２
号
、
 

運
用
上
の
取
扱
い

1
8
の

（
４
）、

 

留
意
事
項

18
の
（
３
）、

 

○
 

退
職

給
付
引

当
金

を
適
正

に
計
上

し
て
い

る

か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
退
職
給
付
引
当
金
は
、
職
員
に
対
し
退
職
金
を
支
給
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
、
将
来
支
給
す
る
退
職
金
の
う
ち
当
該
会
計
年

度
の
負
担
に
属
す
べ
き
金
額
を
当
該
会
計
年
度
の
費
用
に
計
上
し
、
負
債
と
し
て
認
識
す
べ
き
残
高
を
計
上
す
る
。
た
だ
し
、
退
職
給
付
の
対

象
と
な
る
職
員
数
が

30
0
人
未
満
の
法
人
の
ほ
か
、
職
員
数
が

30
0
人
以
上
で
あ
っ
て
も
、
年
齢
や
勤
務
期
間
に
偏
り
が
あ
る
な
ど
に
よ
り
数

理
計

算
結

果
に

一
定

の
高

い
水

準
の

信
頼

性
が

得
ら

れ
な

い
法

人
や

原
則

的
な

方
法

に
よ

り
算

定
し

た
場

合
の

額
と

期
末

要
支

給
額

と
の

差

異
に
重
要
性
が
乏
し
い
と
考
え
ら
れ
る
法
人
に
お
い
て
は
、
退
職
一
時
金
に
係
る
債
務
に
つ
い
て
期
末
要
支
給
額
に
よ
り
算
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

○
 
た
だ
し
、
法
人
が
公
的
な
退
職
金
制
度
を
活
用
し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
に
応
じ
て
 

・
 
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
の
実
施
す
る
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
制
度
及
び
確
定
拠
出
年
金
制
度
の
よ
う
に
拠
出
以
後

に
追
加
的
な
負
担
が
生
じ
な
い
外
部
拠
出
型
の
制
度
を
活
用
す
る
場
合
は
、
当
該
制
度
の
対
象
と
な
る
者
に
つ
い
て
は
、
法
人
の
資
産
か
ら

退
職
金
の
支
払
い
を
行
う
こ
と
は
な
い
た
め
、
退
職
給
与
引
当
金
の
計
上
は
行
わ
ず
、
当
該
制
度
に
基
づ
く
要
拠
出
額
で
あ
る
掛
金
額
を
も

っ
て
費
用
処
理
す
る
こ
と
 

・
 
都
道
府
県
等
の
実
施
す
る
退
職
共
済
制
度
に
お
い
て
、
退
職
一
時
金
制
度
等
の
確
定
給
付
型
を
採
用
し
て
い
る
場
合
は
、
約
定
の
額
を
退

職
給
付
引
当
金
に
計
上
す
る
。
た
だ
し
、
被
共
済
職
員
個
人
の
拠
出
金
が
あ
る
場
合
は
、
約
定
の
給
付
額
か
ら
被
共
済
職
員
個
人
が
既
に
拠

出
し
た
掛
金
累
計
額
を
差
し
引
い
た
額
を
退
職
給
付
引
当
金
に
計
上
す
る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
が
、
簡
便
法
と
し
て
、
期
末
退
職
金
要
支
給

額
（
約
定
の
給
付
額
か
ら
被
共
済
職
員
個
人
が
既
に
拠
出
し
た
掛
金
累
計
額
を
差
し
引
い
た
額
）
を
退
職
給
付
引
当
金
と
し
同
額
の
退
職
給

付
引
当
資
産
を
計
上
す
る
方
法
や
、
社
会
福
祉
法
人
の
負
担
す
る
掛
金
額
を
退
職
給
付
引
当
資
産
と
し
同
額
の
退
職
給
付
引
当
金
を
計
上
す

る
方
法
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
 

と
さ
れ
て
い
る
。
 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
法
人
の
退
職
金
の
制
度
に
応
じ
て
必
要
な
費
用
処
理
や
退
職
給
付
引
当
金
が
計
上
さ
れ
て
い
る
か
を
確

認
す
る
。
 

 

＜
確
認
書
類
＞
 

引
当
金
明

細
書
（

計
算
書

類
の

附
属
明

細
書

）
、
退
職

給
付
引

当
金
の

計
上
の

必
要
性

の
有

無
を
検

討
し
て

い
る
法

人
作

成
資
料

、
退
職
給
付
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

引
当
金
に
係
る
会
計
伝
票
等
 

 
 

会
計

省
令

第
５

条
第

２

項
、
 

運
用
上
の
取
扱
い

1
8
の

（
１
）
、（

４
）
 

○
 

上
記

の
ほ
か

、
必

要
な
引

当
金
を

計
上
し

て

い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
徴
収
不
能
引
当
金
、
賞
与
引
当
金
、
退
職
給
付
引
当
金
以
外
に
も
引
当
金
を
計
上
す
べ
き
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
必
要
な
引
当
金
を

計
上
す
る
。
特
に
、
役
員
に
対
し
在
任
期
間
中
の
職
務
執
行
の
対
価
と
し
て
退
職
慰
労
金
を
支
給
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
支
給

額
が
規
程
等
に
よ
り
適
切
に
見
積
も
る
こ
と
が
可
能
な
場
合
に
は
、
将
来
支
給
す
る
退
職
慰
労
金
の
う
ち
、
当
該
会
計
年
度
の
負
担
に
属
す
べ

き
金
額
を
当
該
会
計
年
度
の
役
員
退
職
慰
労
引
当
金
繰
入
に
計
上
し
、
負
債
と
し
て
認
識
す
べ
き
残
高
を
役
員
退
職
慰
労
引
当
金
と
し
て
計
上

す
る
。
 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
役
員
退
職
慰
労
引
当
金
等
引
当
金
を
計
上
す
べ
き
場
合
に
、
必
要
な
引
当
金
が
計
上
さ
れ
て
い
る
か
を

確
認
す
る
。
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

引
当
金
明

細
書
（

計
算
書

類
の

附
属
明

細
書

）
、
役
員

退
職
慰

労
引
当

金
の
計

上
の
必

要
性

の
有
無

を
検
討

し
て
い

る
法

人
作
成

資
料
、
役
員

退
職
慰
労
金
に
関
す
る
規
程
、
役
員
退
職
慰
労
引
当
金
に
係
る
会
計
伝
票
等
 

 
３

 
純
資

産
は
適

正
に

計
上
さ

れ

て
い
る
か
。
 

 
 

○
 
貸
借
対
照
表
に
計
上
す
る
純
資
産
に
つ
い
て
は
、
会
計
基
準
に
お
い
て
、
基
本
金
、
国
庫
補
助
金
等
特
別
積
立
金
、
そ
の
他
の
積
立
金
及
び

次
期
繰
越
活
動
増
減
差
額
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
純
資
産
に
つ
い
て
は
、
基
本
金
を
元
に
行
わ
れ
る
法
人
設
立
以
降
の
法
人
の
事
業
活
動
の
結

果
と
し
て
の
財
産
の
増
減
を
示
す
も
の
と
し
て
貸
借
対
照
表
に
表
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
会
計
基
準
に
従
い
、
貸
借

対
照
表
に
適
正
に
計
上
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
 

 
 

会
計

省
令

第
６

条
第

１

項
、
 

運
用

上
の

取
扱

い
1
1
、

1
2
、
 

留
意
事
項

14
 

○
 

基
本

金
に
つ

い
て

適
正
に

計
上
さ

れ
て
い

る

か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
基
本
金
に
は
、
社
会
福
祉
法
人
が
事
業
開
始
等
に
当
た
っ
て
財
源
と
し
て
受
け
入
れ
た
寄
附
金
の
額
を
計
上
す
る
。
 

①
 

第
１

号
基

本
金

 
社

会
福

祉
法

人
の

設
立

並
び

に
施
設

の
創

設
及

び
増

築
等

の
た
め

に
基

本
財

産
等

を
取

得
す
べ

き
も

の
と

し
て

指
定

さ
れ
た
寄
附
金
の
額
（
具
体
的
に
は
、
土
地
、
施
設
の
創
設
、
増
築
、
増
改
築
に
お
け
る
増
築
分
、
拡
張
に
お
け
る
面
積
増
加
分
及
び
施
設

の
創
設
及
び
増
築
時
等
に
お
け
る
初
度
設
備
整
備
、
非
常
通
報
装
置
設
備
整
備
、
屋
内
消
火
栓
設
備
整
備
等
の
基
本
財
産
等
の
取
得
に
係
る

寄
附
金
の
額
）
 

②
 
第
２
号
基
本
金
 
第
１
号
の
資
産
の
取
得
等
に
係
る
借
入
金
の
元
金
償
還
に
充
て
る
も
の
と
し
て
指
定
さ
れ
た
寄
附
金
の
額
（
具
体
的
に

は
、
施
設
の
創
設
及
び
増
築
等
の
た
め
に
基
本
財
産
等
を
取
得
す
る
に
あ
た
っ
て
、
借
入
金
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
借
入
金
の
返

済
を
目
的
と
し
て
収
受
し
た
寄
附
金
の
総
額
）
 

③
 
第
３
号
基
本
金
 
施
設
の
創
設
及
び
増
築
時
等
に
運
転
資
金
に
充
て
る
た
め
に
収
受
し
た
寄
附
金
の
額
（
具
体
的
に
は
、
平
成

12
年

12

月
１
日
付
け
障
企
第

59
号
・
社
援
企
第

35
号
・
老
計
第

52
号
・
児
企
第

33
号
厚
生
省
大
臣
官
房
障
害
保
健
福
祉
部
企
画
課
長
、
厚
生
省

社
会
・
援
護
局
企
画
課
長
、
厚
生
省
老
人
保
健
福
祉
局
計
画
課
長
及
び
厚
生
省
児
童
家
庭
局
企
画
課
長
連
名
通
知
「
社
会
福
祉
法
人
の
認
可

に
つ
い
て
」
別
添
社
会
福
祉
法
人
審
査
要
領
第
２
の
（
３
）
に
定
め
る
、
当
該
法
人
の
年
間
事
業
費
の

1
2
分
の
１
以
上
に
相
当
す
る
寄
附

金
の
額
及
び
増
築
等
の
際
に
運
転
資
金
に
充
て
る
た
め
に
収
受
し
た
寄
附
金
の
額
）
 

○
 
基
本
金
へ
の
組
入
れ
は
、
同
項
に
規
定
す
る
寄
附
金
を
事
業
活
動
計
算
書
の
特
別
収
益
に
計
上
し
た
後
、
そ
の
収
益
に
相
当
す
る
額
を
基
本

金
組
入
額
と
し
て
特
別
費
用
に
計
上
し
て
行
う
。
 

○
 
法
人
が
事
業
の
一
部
又
は
全
部
を
廃
止
し
、
か
つ
基
本
金
組
み
入
れ
の
対
象
と
な
っ
た
基
本
財
産
又
は
そ
の
他
の
固
定
資
産
が
廃
棄
さ
れ
、

又
は
売
却
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
事
業
に
関
し
て
組
み
入
れ
ら
れ
た
基
本
金
の
一
部
又
は
全
部
の
額
を
取
り
崩
し
、
そ
の
金
額
を
事
業
活
動

計
算
書
の
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部
に
計
上
す
る
。
 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
第
１
号
基
本
金
、
第
２
号
基
本
金
、
第
３
号
基
本
金
に
該
当
す
る
寄
附
金
の
額
が
会
計
基
準
に
則
り
基
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

本
金
に
計
上
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
・
 
第
１
号
基
本
金
、
第
２
号
基
本
金
、
第
３
号
基
本
金
に
該
当
す
る
寄
附
金
の
額
が
基
本
金
に
計
上
さ
れ
て
い
な
い
場
合
 

・
 
基
本
金
と
し
て
、
第
１
号
基
本
金
、
第
２
号
基
本
金
及
び
第
３
号
基
本
金
以
外
の
も
の
が
計
上
さ
れ
て
い
る
場
合
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

計
算
書
類
、
基
本
金
明
細
書
（
計
算
書
類
の
附
属
明
細
書
）、

寄
附
の
受
け
入
れ
に
関
す
る
書
類
（
寄
附
申
込
書
、
贈
与
契
約
書
等
）
、
基
本
金

の
計
上
に
係
る
会
計
伝
票
等
 

 
 

会
計

省
令

第
６

条
第

２

項
、
 

運
用
上
の
取
扱
い

9
、
10
、 

留
意
事
項

15
 

○
 

国
庫

補
助
金

等
特

別
積
立

金
に
つ

い
て
適

正

に
計
上
さ
れ
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
国
庫
補
助
金
等
特
別
積
立
金
は
、
施
設
及
び
設
備
の
整
備
の
た
め
に
国
、
地
方
公
共
団
体
等
か
ら
受
領
し
た
補
助
金
、
助
成
金
、
交
付
金
等

（
以
下
「
国
庫
補
助
金
等
」
と
い
う
。
（
注
）
）
の
額
を
計
上
す
る
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
次
の
も
の
を
計
上
す
る
。
 

①
 
施
設
及
び
設
備
の
整
備
の
た
め
に
国
及
び
地
方
公
共
団
体
等
か
ら
受
領
し
た
補
助
金
、
助
成
金
及
び
交
付
金
等
 

②
 
設
備
資
金
借
入
金
の
返
済
時
期
に
合
わ
せ
て
執
行
さ
れ
る
補
助
金
等
の
う
ち
、
施
設
整
備
時
又
は
設
備
整
備
時
に
お
い
て
そ
の
受
領
金
額

が
確
実
に
見
込
ま
れ
て
お
り
、
実
質
的
に
施
設
整
備
事
業
又
は
設
備
整
備
事
業
に
対
す
る
補
助
金
等
に
相
当
す
る
も
の
 

（
注
）
国
庫
補
助
金
等
と
は
、「

社
会
福
祉
施
設
等
施
設
整
備
費
の
国
庫
補
助
に
つ
い
て
」（

平
成

17
年

10
月
５
日
付
け
厚
生
労
働
省
発
社
援

第
1
0
05
0
0
3
号
厚
生
労
働
省
事
務
次
官
通
知
）
に
定
め
る
施
設
整
備
事
業
に
対
す
る
補
助
金
な
ど
、
主
と
し
て
固
定
資
産
の
取
得
に
充
て

ら
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
等
か
ら
受
領
し
た
補
助
金
、
助
成
金
及
び
交
付
金
等
を
い
う
。
ま
た
、
次
の
も
の

も
国
庫
補
助
金
等
に
含
ま
れ
る
。
 

・
 
自
転
車
競
技
法
第

2
4
条
第
６
号
な
ど
に
基
づ
い
た
い
わ
ゆ
る
民
間
公
益
補
助
事
業
に
よ
る
助
成
金
等
 

・
 
施
設
整
備
及
び
設
備
整
備
の
目
的
で
共
同
募
金
会
か
ら
受
け
る
受
配
者
指
定
寄
附
金
以
外
の
配
分
金
 

・
 
設
備
資
金
借
入
金
の
返
済
時
期
に
合
わ
せ
て
執
行
さ
れ
る
補
助
金
等
の
う
ち
、
施
設
整
備
時
又
は
設
備
整
備
時
に
お
い
て
そ
の
受
領

金
額
が
確
実
に
見
込
ま
れ
て
お
り
、
実
質
的
に
施
設
整
備
事
業
又
は
設
備
整
備
事
業
に
対
す
る
補
助
金
等
に
相
当
す
る
も
の
 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
①
国
庫
補
助
金
等
特
別
積
立
金
の
積
立
て
は
、
国
庫
補
助
金
等
を
受
け
入
れ
た
年
度
に
お
い
て
、
国
庫

補
助
金
等
の
収
益
額
を
事
業
活
動
計
算
書
の
特
別
収
益
に
計
上
し
た
後
、
そ
の
収
益
に
相
当
す
る
額
を
国
庫
補
助
金
等
特
別
積
立
金
積
立
額
と

し
て
特
別
費
用
に
計
上
し
て
い
る
か
、
②
国
庫
補
助
金
等
に
よ
り
取
得
し
た
資
産
の
減
価
償
却
費
等
に
よ
り
事
業
費
用
と
し
て
費
用
配
分
さ
れ

る
額
の
国
庫
補
助
金
等
の
当
該
資
産
の
取
得
原
価
に
対
す
る
割
合
に
相
当
す
る
額
を
取
り
崩
し
、
事
業
活
動
計
算
書
の
サ
ー
ビ
ス
活
動
費
用
に

控
除
項
目
と
し
て
計
上
し
て
い
る
か
、
③
国
庫
補
助
金
等
特
別
積
立
金
の
積
立
て
の
対
象
と
な
っ
た
基
本
財
産
等
が
廃
棄
さ
れ
又
は
売
却
さ
れ

た
場
合
に
は
、
当
該
資
産
に
相
当
す
る
国
庫
補
助
金
等
特
別
積
立
金
の
額
を
取
崩
し
、
事
業
活
動
計
算
書
の
特
別
費
用
に
控
除
項
目
と
し
て
計

上
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
国
庫
補
助
金
等
特
別
積
立
金
の
積
み
立
て
、
取
り
崩
し
の
会
計
処
理
が
会
計
基
準
に
則
り
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と

と
す
る
。
 

 ＜
確
認
書
類
＞
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

国
庫
補
助
金
等
特
別
積
立
金
明
細
書
（
計
算
書
類
の
附
属
明
細
書
）
、
国
庫
補
助
金
等
特
別
積
立
金
の
積
み
立
て
、
取
り
崩
し
に
係
る
伝
票
等
 

 
 

会
計

省
令

第
６

条
第

３

項
、
 

運
用
上
の
取
扱
い

1
9、

 

留
意
事
項

19
 

○
 

そ
の

他
の
積

立
金

に
つ
い

て
適
正

に
計
上

さ

れ
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
そ
の
他
の
積
立
金
は
、
将
来
の
特
定
の
目
的
の
費
用
又
は
損
失
の
発
生
に
備
え
る
た
め
、
法
人
が
理
事
会
の
議
決
に
基
づ
き
事
業
活
動
計
算

書
の
当
期
末
繰
越
活
動
増
減
差
額
か
ら
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
た
額
を
計
上
す
る
も
の
で
あ
り
、
当
期
末
繰
越
活
動
増
減
差
額
に
そ
の
他
の

積
立
金
取
崩
額
を
加
算
し
た
額
に
余
剰
が
生
じ
た
場
合
に
、
そ
の
範
囲
内
で
将
来
の
特
定
の
目
的
の
た
め
に
積
立
金
（
注
）
を
積
み
立
て
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

 
（
注
）
就
労
支
援
事
業
に
係
る
工
賃
変
動
積
立
金
及
び
設
備
等
整
備
積
立
金
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
会
計
基
準
に
お
い
て
取
扱
い
が
定
め
ら

れ
て
い
る
。
 

○
 
そ
の
他
の
積
立
金
を
計
上
す
る
際
は
、
積
立
て
の
目
的
を
示
す
名
称
を
付
し
て
、
同
額
の
積
立
資
産
を
積
み
立
て
る
こ
と
、
ま
た
、
積
立
金

に
対
応
す
る
積
立
資
産
を
取
崩
す
場
合
に
は
、
当
該
積
立
金
を
同
額
取
崩
す
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
他
の
積
立
金
に
つ
い
て
、
理
事
会
の
決
議
に
基
づ
い
て
い
る
か
、
積
立
て
の
目
的
を
示
す
名
称
を

付
し
て
い
る
か
、
同
額
の
積
立
資
産
が
計
上
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
・
 
そ
の
他
の
積
立
金
の
計
上
に
関
し
て
、
理
事
会
の
決
議
に
基
づ
い
て
い
な
い
場
合
 

・
 
積
立
て
の
目
的
を
示
す
名
称
を
付
し
て
い
な
い
場
合
 

・
 
積
立
金
と
同
額
の
積
立
資
産
が
計
上
さ
れ
て
い
な
い
場
合
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

積
立
金
・
積
立
資
産
明
細
書
（
計
算
書
類
の
附
属
明
細
書
）、

そ
の
他
の
積
立
金
の
積
み
立
て
、
取
り
崩
し
に
係
る
伝
票
等
 

（
４

）
会

計
帳
簿
 

１
 

会
計

帳
簿
は

適
正

に
整
備

さ

れ
て
い
る
か
。
 

法
第

45
条
の

2
4、

 

会
計

省
令

第
２

条
第

１

項
第
２
号
、
第
３
条
、
第

７
条
の
２
、
 

留
意

事
項

２
の

（
３

）
、

2
7
 

○
 

各
拠

点
ご
と

に
仕

訳
日
記

帳
及
び

総
勘
定

元

帳
を
作
成
し
て
い
る
か
。
 

○
 

計
算

書
類
に

係
る

各
勘
定

科
目
の

金
額
に

つ

い
て
主
要
簿
と
一
致
し
て
い
る
か
。
 

 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
法
人
は
、
原
則
と
し
て
、
会
計
帳
簿
と
し
て
各
拠
点
区
分
ご
と
に
仕
訳
日
記
帳
及
び
総
勘
定
元
帳
を
作
成
し
、
備
え
置
き
、
こ
れ
ら
の
会
計

帳
簿
及
び
必
要
な
補
助
簿
の
作
成
に
つ
い
て
経
理
規
程
等
に
定
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
会
計
帳
簿
は
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
も

っ
て
作
成
し
、
法
人
は
、
会
計
帳
簿
の
閉
鎖
の
時
か
ら

10
年
間
、
そ
の
会
計
帳
簿
及
び
そ
の
事
業
に
関
す
る
重
要
な
資
料
を
保
存
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（
法
第

45
条
の

2
4
）。

 

○
 
固
定
資
産
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
固
定
資
産
管
理
台
帳
を
作
成
し
、
基
本
財
産
（
有
形
固
定
資
産
）
及
び
そ
の
他
の
固
定
資
産
（
有
形
固
定

資
産
及
び
無
形
固
定
資
産
）
に
関
す
る
個
々
の
資
産
の
管
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

○
 
法
人
は
、
会
計
帳
簿
に
基
づ
き
計
算
書
類
を
作
成
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
計
算
書
類
に
お
け
る
各
勘
定
科
目
の
金
額
は
総
勘
定
元
帳
等

の
金
額
と
一
致
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
経
理
規
程
に
定
め
ら
れ
た
会
計
帳
簿
（
仕
訳
日
記
帳
、
総
勘
定
元
帳
等
）
が
拠
点
区
分
ご
と
に
作
成
さ

れ
、
備
え
置
か
れ
て
い
る
か
、
計
算
書
類
に
お
け
る
各
勘
定
科
目
の
金
額
が
総
勘
定
元
帳
等
と
一
致
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
・
 
会
計
帳
簿
が
拠
点
区
分
ご
と
に
作
成
さ
れ
て
い
な
い
場
合
 

 
・
 
会
計
帳
簿
が
そ
の
閉
鎖
の
時
か
ら
十
年
間
保
存
さ
れ
て
い
な
い
場
合
 

- 118 -



63
 

 

項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

 
・
 
計
算
書
類
に
お
け
る
各
勘
定
科
目
の
金
額
と
主
要
簿
（
総
勘
定
元
帳
等
）
が
一
致
し
な
い
場
合
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

経
理
規
程
等
に
定
め
ら
れ
た
会
計
帳
簿
、
計
算
書
類
、
固
定
資
産
管
理
台
帳
 

（
５

）
決

算
及

び
計

算
関

係
書

類
 

１
 

決
算

手
続
は

法
令

及
び
定

款

の
定

め
に

従
い
適

正
に

行
わ
れ

て

い
る
か
。
 

法
第

45
条
の

1
9、

 

第
4
5
条
の

3
0
、
 

第
4
5
条
の

3
1
、
 

規
則
第
２
条
の

39
、
 

第
２
条
の

40
 

○
 

計
算

書
類
及

び
そ

の
附
属

明
細
書

並
び
に

財

産
目

録
に

つ
い
て

、
監

事
の
監

査
を
受

け
て
い

る

か
。
 

○
 

会
計

監
査
人

設
置

法
人
は

、
計
算

書
類
お

よ

び
そ

の
附

属
明
細

書
並

び
に
財

産
目
録

に
つ
い

て

会
計
監
査
人
に
監
査
を
受
け
て
い
る
か
。
 

○
 

計
算

書
類
及

び
そ

の
附
属

明
細
書

並
び
に

財

産
目
録
は
理
事
会
の
承
認
を
受
け
て
い
る
か
。
 

○
 

会
計

監
査
人

設
置

法
人
以

外
の
法

人
は
計

算

書
類

及
び

財
産
目

録
に

つ
い
て

定
時
評

議
員
会

の

承
認
を
受
け
て
い
る
か
。
 

○
 

会
計

監
査
人

設
置

法
人
は

計
算
書

類
及
び

財

産
目
録
を
定
時
評
議
員
会
に
報
告
し
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
決
算
に
際
し
て
は
、
毎
会
計
年
度
終
了
後
３
か
月
以
内
に
、
計
算
関
係
書
類
（
計
算
書
類
（
注
１
）
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
）
及
び
財
産
目

録
（
以
下
「
計
算
関
係
書
類
等
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
所
轄
庁
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法
第

5
9
条
）
。
 

（
注
１
）
計
算
書
類
の
内
容
に
つ
い
て
は
（
５
）
「
決
算
及
び
計
算
関
係
書
類
」
の
２
参
照
 

○
 
計
算
関
係
書
類
等
を
所
轄
庁
に
提
出
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
理
事
会
の
承
認
を
受
け
、
こ
の
う
ち
計
算
書
類
及
び
財
産
目
録
に
つ
い
て
は
定

時
評
議
員
会
の
承
認
を
受
け
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法
第

4
5
条
の

3
0
、
規
則
第
２
条
の

4
0
）。

た
だ
し
、
会
計
監
査
人
設
置
法
人

に
お
い
て
は
、
一
定
の
要
件
（
注
２
）
を
満
た
す
場
合
に
は
、
計
算
書
類
及
び
財
産
目
録
に
つ
い
て
は
定
時
評
議
員
会
に
お
い
て
そ
の
内
容
を

報
告
す
る
こ
と
で
足
り
る
（
法
第

45
条
の

3
1、

規
則
第
２
条
の

4
0
）。

 

 
（
注
２
）
会
計
監
査
人
設
置
法
人
が
計
算
書
類
及
び
財
産
目
録
に
つ
い
て
、
評
議
員
会
の
承
認
を
要
さ
な
い
要
件
は
次
の
①
か
ら
③
の
全
て
を

満
た
す
場
合
で
あ
る
（
規
則
第
２
条
の

39
）
。
 

 
 
 
 
①
 
計
算
書
類
に
つ
い
て
の
会
計
監
査
報
告
に
無
限
定
適
正
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
 

 
 
 
 
②
 
会
計
監
査
報
告
に
関
す
る
監
事
の
監
査
報
告
に
、
会
計
監
査
人
の
監
査
の
方
法
又
は
結
果
相
当
で
な
い
と
認
め
る
意
見
が
な
い
こ

と
 

 
 
 
 
③
 
計
算
書
類
に
関
す
る
監
事
の
監
査
報
告
が
特
定
監
事
が
期
限
ま
で
に
通
知
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
通
知
が
あ
っ
た
も
の
と
み

な
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
 

○
 
計
算
関
係
書
類
等
に
つ
い
て
理
事
会
の
承
認
を
受
け
る
に
あ
た
っ
て
は
、
監
事
の
監
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
会
計
監
査
人
を
置
く

場
合
は
、
監
事
の
監
査
に
加
え
、
計
算
関
係
書
類
等
に
つ
い
て
会
計
監
査
人
の
監
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
注
３
）。

 

 
（
注
３
）
監
事
の
監
査
及
び
会
計
監
査
人
の
監
査
に
つ
い
て
は
、

Ⅰ
の
５
「
監
事
」、

７
「
会
計
監
査
人
」
を
参
照
。
 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
計
算
関
係
書
類
等
が
所
轄
庁
に
提
出
さ
れ
る
に
当
た
っ
て
、
必
要
な
機
関
承
認
や
報
告
の
手
続
が
行
わ

れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
計
算
関
係
書
類
等
に
関
し
て
、
必
要
な
機
関
の
承
認
を
受
け
て
い
な
い
場
合
及
び
必
要
な
報
告
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
文
書
指
摘
に
よ

る
こ
と
と
す
る
。
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

定
款
、
経
理
規
程
、
計
算
書
類
等
に
関
し
て
所
轄
庁
へ
の
提
出
日
が
分
か
る
資
料
、
監
事
に
よ
る
監
査
報
告
、
会
計
監
査
人
に
よ
る
会
計
監
査

報
告
、
理
事
会
議
事
録
、
評
議
員
会
議
事
録
等
 

 
２

 
計
算

書
類
が

法
令

に
基
づ

き

適
正
に
作
成
さ
れ
て
い
る
か
。
 

会
計
省
令
第
７
条
の
２
、

留
意
事
項
７
 

○
 

作
成

す
べ
き

計
算

書
類
が

作
成
さ

れ
て
い

る

か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
会
計

基
準
に
お

い
て
は
、

計
算
書

類
の
作
成

に
関
し
て

、
事
業

区
分
及
び

拠
点
区
分

を
設
け

な
け
れ
ば

な
ら
ず
（

注
１
）
、
法
人

は
、
計

算

書
類
と
し
て
、
法
人
全
体
、
事
業
区
分
別
及
び
拠
点
区
分
別
の
貸
借
対
照
表
、
資
金
収
支
計
算
書
並
び
に
事
業
活
動
計
算
書
を
作
成
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
法
人
が
行
う
事
業
に
よ
り
、
内
容
が
重
複
す
る
も
の
と
な
る
場
合
は
省
略
で
き
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

拠
点
区
分
に
関
す
る
計
算
書
類
（
１
～
３
に
係
る
ニ
の
書
類
）
は
各
拠
点
区
分
ご
と
に
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

①
 
貸
借
対
照
表
 

イ
 
法
人
単
位
貸
借
対
照
表
 

ロ
 
貸
借
対
照
表
内
訳
表
（
事
業
区
分
が
社
会
福
祉
事
業
の
み
の
法
人
（
注
２
）
は
省
略
可
能
）
 

ハ
 
事
業
区
分
貸
借
対
照
表
内
訳
表
（
事
業
区
分
に
拠
点
区
分
が
一
つ
で
あ
る
場
合
は
当
該
事
業
区
分
に
つ
き
省
略
可
能
）
 

ニ
 
拠
点
区
分
貸
借
対
照
表
 

②
 
資
金
収
支
計
算
書
 

イ
 
法
人
単
位
資
金
収
支
計
算
書
 

ロ
 
資
金
収
支
計
算
書
内
訳
表
（
事
業
区
分
が
社
会
福
祉
事
業
の
み
の
法
人
（
注
２
）
は
省
略
可
能
）
 

ハ
 
事
業
区
分
資
金
収
支
計
算
書
内
訳
表
（
事
業
区
分
に
拠
点
区
分
が
一
つ
で
あ
る
場
合
は
当
該
事
業
区
分
に
つ
き
省
略
可
能
）
 

ニ
 
拠
点
区
分
資
金
収
支
計
算
書
 

③
 
事
業
活
動
計
算
書
 

イ
 
法
人
単
位
事
業
活
動
計
算
書
 

ロ
 
事
業
活
動
計
算
書
内
訳
表
（
事
業
区
分
が
社
会
福
祉
事
業
の
み
の
法
人
（
注
２
）
は
省
略
可
能
）
 

ハ
 
事
業
区
分
事
業
活
動
計
算
書
内
訳
表
（
事
業
区
分
に
拠
点
区
分
が
一
つ
で
あ
る
場
合
は
当
該
事
業
区
分
に
つ
き
省
略
可
能
）
 

ニ
 
拠
点
区
分
事
業
活
動
計
算
書
 

 
（
注
１
）
事
業
区
分
及
び
拠
点
区
分
の
設
定
方
法
は
後
述
 

（
注
２
）
公
益
事
業
及
び
収
益
事
業
を
行
っ
て
い
な
い
法
人
又
は
社
会
福
祉
事
業
及
び
社
会
福
祉
事
業
と
同
一
の
拠
点
区
分
と
す
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
て
い
る
公
益
事
業
の
み
を
行
う
法
人
 

 

＜
指
摘
基
準
＞
 

 
作
成
す
べ
き
計
算
書
類
が
作
成
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

計
算
書
類
 

 
 

会
計
省
令
第
２
条
の
３
、

第
１

号
第

１
様

式
か

ら

第
３
号
第
４
様
式
ま
で
、
 

留
意
事
項

25
の
（
１
）
 

○
 

計
算

書
類
の

様
式

が
会
計

基
準
に

則
し
て

い

る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
計
算
書
類
の
作
成
は
次
の
と
お
り
行
う
。
 

・
 
記
載
す
る
金
額
は
、
原
則
と
し
て
総
額
を
も
っ
て
、
か
つ
、
１
円
単
位
で
表
示
す
る
。
 

・
 
計
算
書
類
の
様
式
は
、
会
計
省
令
に
定
め
る
と
こ
ろ
（
第
１
号
第
１
様
式
か
ら
第
３
号
第
４
様
式
ま
で
）
に
よ
る
。
 

・
 
計
算
書
類
の
様
式
に
は
勘
定
科
目
が
大
区
分
、
中
区
分
、
小
区
分
の
別
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
法
人
に
お
い
て
必
要
が
な
い
科
目
の
省
略

や
適
切
な
科
目
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合
の
追
加
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
様
式
ご
と
、
区
分
ご
と
に
定
め
ら
れ
て
い
る
（
注
）。

な
お
、

「
○
○
収
入
」
と
い
う
よ
う
な
科
目
名
が
特
定
さ
れ
て
い
な
い
勘
定
科
目
に
つ
い
て
は
、
法
人
が
そ
の
内
容
を
示
す
科
目
名
を
記
載
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
ま
た
、
該
当
す
る
取
引
が
制
度
上
認
め
ら
れ
て
い
な
い
事
業
種
別
で
は
当
該
勘
定
科
目
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

（
注
）
勘
定
科
目
の
省
略
及
び
追
加
の
取
扱
い
は
次
の
と
お
り
。
 

①
 
貸
借
対
照
表
 

イ
 
法
人
単
位
貸
借
対
照
表
 
 

ロ
 
貸
借
対
照
表
内
訳
表
 

ハ
 
事
業
区
分
貸
借
対
照
表
内
訳
表
 

中
区
分
ま
で
を
記
載
し
、
必
要
の
な
い
中
区
分
の
勘
定
科
目
は
省
略
可
能
。
中
区
分
に

つ
い
て
や
む
を
得
な
い
場
合
、
勘
定
科
目
の
追
加
可
能
。
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

ニ
 
拠
点
区
分
貸
借
対
照
表
 

 ②
 
資
金
収
支
計
算
書
 

イ
 
法
人
単
位
資
金
収
支
計
算
書
 

ロ
 
資
金
収
支
計
算
書
内
訳
表
 

ハ
 
事
業
区
分
資
金
収
支
計
算
書
内
訳
表
 

ニ
 
拠
点
区
分
資
金
収
支
計
算
書
・
・
・
・
・
 

  ③
 
事
業
活
動
計
算
書
 

イ
 
法
人
単
位
事
業
活
動
計
算
書
 

ロ
 
事
業
活
動
計
算
書
内
訳
表
 

ハ
 
事
業
区
分
事
業
活
動
計
算
書
内
訳
表
 

   ニ
 
拠
点
区
分
事
業
活
動
計
算
書
・
・
・
・
・
 

   ＜
指
摘
基
準
＞
 

計
算
書
類
が
様
式
に
従
っ
て
い
な
い
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

計
算
書
類
 

 
 

会
計
省
令
第

2
9
条
、
 

運
用
上
の
取
扱
い

2
0
か

ら
2
4
ま
で
、
別
紙
１
、

別
紙
２
、
 

留
意
事
項

25
の
（
２
）、

2
6
 

○
 

計
算

書
類
の

注
記

に
つ
い

て
注
記

す
べ
き

事

項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
計
算
書
類
に
お
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
補
足
す
る
た
め
に
、
法
人
全
体
及
び
拠
点
区
分
毎
ご
と
に
注
記
事
項
が
次
の
と
お
り
定
め
ら
れ
て
い

る
。
な
お
、
拠
点
区
分
が
１
つ
の
法
人
は
、
法
人
全
体
と
同
一
の
内
容
と
な
る
た
め
、
拠
点
区
分
に
関
す
る
注
記
は
省
略
で
き
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
注
記
事
項
に
該
当
が
な
い
場
合
に
は
、
事
項
に
よ
っ
て
、
記
載
自
体
を
省
略
で
き
る
も
の
と
「
該
当
な
し
」
と
記
載
す
る
も

の
が
あ
る
た
め
、
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

注
記
事
項
 

法
人
全
体
 

拠
点
区
分
 

該
当
が
な
い
 

場
合
 

１
継
続
事
業
の
前
提
に
関
す
る
注
記
 

○
 

×
 

項
目
記
載
不
要
 

２
重
要
な
会
計
方
針
 

○
 

○
 

「
該
当
な
し
」
 

と
記
載
 

３
重
要
な
会
計
方
針
の
変
更
 

○
 

○
 

項
目
記
載
不
要
 

４
法
人
で
採
用
す
る
退
職
給
付
制
度
 

○
 

○
 

「
該
当
な
し
」

大
区
分

の
み

を
記

載
す

る
が
、

必
要

の
な

い
勘

定
科

目
は
省

略
可

。
た

だ
し

、

追
加
・
修
正
は
不
可
。

 

大
区
分

の
み

を
記

載
す

る
が
、

必
要

の
な

い
勘

定
科

目
は
省

略
可

。
た

だ
し

、

追
加
・
修
正
は
不
可
。

 

小
区
分

ま
で

を
記

載
し

、
必
要

の
な

い
勘

定
科

目
の

省
略
可

。
中

区
分

に
つ

い

て
は
や
む
を
得
な
い
場
合
、
小
区
分
に
つ
い
て
は
適
当
な
勘
定
科
目
を
追
加
可
。

小
区
分

を
更

に
区

分
す

る
必
要

が
あ

る
場

合
に

は
、

小
区
分

の
下

に
適

当
な

科

目
を
設
け
る
こ
と
が
可
。

 

小
区
分

ま
で

を
記

載
し
、

必
要

の
な

い
勘

定
科

目
の
省

略
可

。
中

区
分

に
つ

い

て
は
や
む
を
得
な
い
場
合
、
小
区
分
に
つ
い
て
は
適
当
な
勘
定
科
目
を
追
加
可
。

小
区
分

を
更

に
区

分
す
る

必
要

が
あ

る
場

合
に

は
、
小

区
分

の
下

に
適

当
な

科

目
を
設
け
る
こ
と
が
可
。
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

と
記
載
 

５
法
人
が
作
成
す
る
計
算
書
類
と
拠
点
区
分
、
サ
ー
ビ
ス
区
分
 

○
 

○
 

「
該
当
な
し
」

と
記
載
 

６
基
本
財
産
の
増
減
の
内
容
及
び
金
額
 

○
 

○
 

「
該
当
な
し
」

と
記
載
 

７
基

本
金

又
は

固
定

資
産

の
売

却
若

し
く

は
処

分
に

係
る

国
庫

補
助

金
等

特
別

積
立

金
の

取

崩
し
 

○
 

○
 

「
該
当
な
し
」

と
記
載
 

８
担
保
に
供
し
て
い
る
資
産
 

○
 

○
 

「
該
当
な
し
」

と
記
載
 

９
固
定
資
産
の
取
得
価
額
、
減
価
償
却
累
計
額
及
び
当
期
末
残
高
（
貸
借
対
照
表
上
、
間
接
法

で
表
示
し
て
い
る
場
合
は
記
載
不
要
）
 

○
 

○
 

項
目
記
載
不
要
 

1
0
債
権
の
金
額
、
徴
収
不
能
引
当
金
の
当
期
末
残
高
、
当
該
債
権
の
当
期
末
残
高
（
貸
借
対
照

表
上
、
間
接
法
で
表
示
し
て
い
る
場
合
は
記
載
不
要
）
 

○
 

○
 

項
目
記
載
不
要
 

1
1
満
期
保
有
目
的
の
債
券
の
内
訳
並
び
に
帳
簿
価
額
、
時
価
及
び
評
価
損
益
 

○
 

○
 

「
該
当
な
し
」

と
記
載
 

1
2
関
連
当
事
者
と
の
取
引
の
内
容
 

○
 

×
 

「
該
当
な
し
」

と
記
載
 

1
3
重
要
な
偶
発
債
務
 

○
 

×
 

「
該
当
な
し
」

と
記
載
 

1
4
重
要
な
後
発
事
象
 

○
 

○
 

「
該
当
な
し
」

と
記
載
 

1
5
そ
の
他
社
会
福
祉
法
人
の
資
金
収
支
及
び
純
資
産
の
増
減
の
状
況
並
び
に
資
産
、
負
債
及
び

純
資
産
の
状
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
 

○
 

○
 

「
該
当
な
し
」

と
記
載
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
把
握
さ
れ
た
注
記
す
べ
き
事
項
が
注
記
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

計
算
書
類
、
計
算
書
類
に
対
す
る
注
記
（
法
人
全
体
）
、
計
算
書
類
に
対
す
る
注
記
（
拠
点
区
分
）
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

 
 

会
計
省
令
第

2
9
条
、
 

運
用
上
の
取
扱
い

2
0
か

ら
2
4
ま
で
、
別
紙
１
、

別
紙
２
、
 

留
意
事
項

25
の
（
２
）、

2
6
 

○
 

注
記

に
係
る

勘
定

科
目
と

金
額
が

計
算
書

類

と
整
合
し
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
注
記
事
項
の
う
ち
下
記
に
つ
い
て
は
、
計
算
書
類
に
お
け
る
金
額
の
補
足
で
あ
る
た
め
、
計
算
書
類
の
金
額
と
一
致
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

・
 
基
本
財
産
の
増
減
の
内
容
及
び
金
額
（
注
記
事
項
の
６
）
 

・
 
固
定
資
産
の
取
得
価
額
、
減
価
償
却
累
計
額
及
び
当
期
末
残
高
（
注
記
事
項
の
９
）
 

・
 
債
権
の
金
額
、
徴
収
不
能
引
当
金
の
当
期
末
残
高
、
当
該
債
権
の
当
期
末
残
高
（
注
記
事
項
の

1
0）

 

○
 
指
導
監
査
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
注
記
が
計
算
書
類
の
金
額
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
注
記
事
項
に
つ
い
て
計
算
書
類
の
金
額
と
一
致
し
て
い
な
い
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

計
算
書
類
、
計
算
書
類
に
対
す
る
注
記
（
法
人
全
体
）
、
計
算
書
類
に
対
す
る
注
記
（
拠
点
区
分
）
 

 
 

会
計
省
令
第

1
0
条
第
１

項
、
 

運
用
上
の
取
扱
い
２
、
 

留
意
事
項
４
 

○
 

事
業

区
分
に

つ
い

て
、
適

正
に
区

分
さ
れ

て

い
る
か
。
 

○
 

拠
点

区
分
に

つ
い

て
、
適

正
に
区

分
さ
れ

て

い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
法
人
は
社
会
福
祉
事
業
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
法
人
で
あ
り
、
社
会
福
祉
事
業
の
資
産
を
公
益
事
業
又
は
収
益
事
業
に
充
て
る
こ
と
は

原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
た
め
、
区
分
し
て
会
計
管
理
を
行
う
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
収
益
事
業
に
つ
い
て
は
、
社
会
福
祉
事
業
又
は
特
定

公
益
事
業
に
そ
の
収
益
を
充
て
る
こ
と
を
目
的
に
行
う
事
業
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
収
益
事
業
と
社
会
福
祉
事
業
及
び
公
益
事
業
は
区
分
し
て
会

計
管
理
を
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法
第

2
6
条
第
２
項
）
。
そ
の
た
め
、
公
益
事
業
（
社
会
福
祉
事
業
と
一
体
的
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
当

該
社
会

福
祉
事

業
と

同
一
の

拠
点
区

分
と
す

る
こ

と
を
認

め
ら
れ

て
い
る

も
の

を
除
く

。
）

又
は
収
益

事
業
を

行
う
法

人
は
計
算
書

類
の
作
成
に
関
し
て
、
社
会
福
祉
事
業
に
関
す
る
事
業
区
分
、
公
益
事
業
又
は
収
益
事
業
に
関
す
る
事
業
区
分
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
会

計
省
令
第

10
条
第
１
項
）
。
 

○
 
法
人
が
行
う
事
業
に
つ
い
て
は
、
会
計
管
理
の
実
態
を
勘
案
し
て
、
予
算
管
理
の
単
位
と
し
、
一
体
と
し
て
運
営
さ
れ
る
施
設
、
事
業
所
又

は
事
務
所

に
関
し

て
は
、

こ
れ

ら
を
一

つ
の
拠

点
と
す

る
拠

点
区
分

を
設
け

、
計
算

書
類

の
作
成

す
る
こ

と
と
さ

れ
て

い
る
（

同
上
）
。
具
体

的
な
区
分
に
つ
い
て
は
、
法
令
上
の
事
業
種
別
、
事
業
内
容
及
び
実
施
す
る
事
業
の
会
計
管
理
の
実
態
を
勘
案
し
て
区
分
を
設
定
す
る
も
の
と

す
る
。
 

○
 
各
拠
点
区
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
施
す
る
事
業
が
社
会
福
祉
事
業
、
公
益
事
業
及
び
収
益
事
業
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
に
よ
り
、
属
す
る
事

業
区
分
を
決
定
す
る
。
社
会
福
祉
事
業
と
公
益
事
業
及
び
収
益
事
業
は
、
別
の
拠
点
区
分
と
す
る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
が
、
社
会
福
祉
事
業
と

一
体
的
に
実
施
さ
れ
て
い
る
公
益
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
社
会
福
祉
事
業
と
同
一
の
拠
点
区
分
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
法
人
が
実
施
す
る
事
業
に
対
応
し
て
、
事
業
区
分
及
び
拠
点
区
分
が
適
正
に
区
分
さ
れ
て
い
る
か
、
各

拠
点
区
分
が
属
す
る
べ
き
事
業
区
分
に
属
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
 

 

＜
指
摘
基
準
＞
 

次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

・
 
設
け
る
べ
き
事
業
区
分
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
場
合
 

 
・
 
設
け
る
べ
き
拠
点
区
分
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
場
合
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

 
・
 
拠
点
区
分
が
属
す
る
べ
き
事
業
区
分
に
属
し
て
い
な
い
場
合
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

定
款
、
収
支
予
算
、
計
算
書
類
 

 
 

会
計
省
令
第

1
0
条
第
２

項
、
 

運
用
上
の
取
扱
い
３
、
 

留
意
事
項
５
 

○
 

拠
点

区
分
に

つ
い

て
、
サ

ー
ビ
ス

区
分
が

設

け
ら
れ
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
拠
点
に
お
い
て
、
複
数
の
事
業
を
実
施
す
る
場
合
等
で
あ
っ
て
、
法
令
等
の
要
請
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
ご
と
の
事
業
活
動
状
況
又
は
資

金
収
支
状
況
の
把
握
が
必
要
な
場
合
に
は
、
事
業
の
内
容
に
応
じ
て
区
分
す
る
た
め
に
、
サ
ー
ビ
ス
区
分
（
注
）
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
（
注
）
サ
ー
ビ
ス
区
分
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
事
例
が
あ
る
。
 

①
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
そ
の
他
介
護
保
険
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
に
お
け
る
会

計
の
区
分
 

②
 
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
に
お
け
る
会
計
の
区
分
 

３
 
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
に
基
づ
く
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
に
お
け
る
会
計
の

区
分
 

④
 
１
か
ら
３
以
外
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
法
人
の
定
款
に
定
め
る
事
業
ご
と
の
区
分
 

○
 
サ
ー
ビ
ス
区
分
の
設
定
は
、
次
の
方
法
に
よ
り
行
う
。
 

①
 
原
則
的
な
方
法
 

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
例
示
に
示
し

た
指

定
サ

ー
ビ

ス
基

準
等

に
お

い
て

当
該
事

業
の

会
計

と
そ

の
他

の
事
業

の
会

計
を

区
分

す
べ

き
こ
と

が
定

め
ら

れ
て

い
る

事
業
を

サ
ー

ビ
ス
区
分
と
す
る
。
他
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
法
人
の
定
款
に
定
め
る
事
業
ご
と
に
区
分
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
特
定
の
補
助
金
等
の

使
途
を
明
確
に
す
る
た
め
、
更
に
細
分
化
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
 

②
 
簡
便
的
な
方
法
 

 
 
 
介
護
保
険
関
係
事
業
又
は
保
育
関
係
事
業
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
原
則
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
取
扱
い
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

ⅰ
 
介
護
保
険
関
係
 

次
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
と
一
体
的
に
行
わ
れ
て
い
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
な
ど
、
両
者
の
コ
ス
ト
を
そ
の
発
生
の
態
様
か
ら
区
分
す
る
こ

と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
勘
定
科
目
と
し
て
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
収
入
額
の
み
を
把
握
で
き
れ
ば
同
一
の
サ
ー
ビ
ス
区
分
と

し
て
差
し
支
え
な
い
。
 

・
 
指
定
訪
問
介
護
、
指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護
と
第
１
号
訪
問
事
業
 

・
 
指
定
通
所
介
護
、
指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
と
第
１
号
通
所
事
業
 

・
 
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
、
指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
と
第
１
号
通
所
事
業
 

・
 
指
定
介
護
予
防
支
援
と
第
１
号
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
業
 

・
 
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
と
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
 

・
 
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
と
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
 

・
 
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
と
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
 

・
 
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
と
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
 

・
 
指
定
訪
問
入
浴
介
護
と
指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
 

・
 
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
と
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

・
 
福
祉
用
具
貸
与
と
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
 

・
 
福
祉
用
具
販
売
と
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
 

・
 
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
と
い
わ
ゆ
る
空
き
ベ
ッ
ド
活
用
方
式
に
よ
り
当
該
施
設
で
実
施
す
る
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
 

ⅱ
 
保
育
関
係
 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成

24
年
法
律
第

6
5
号
）
第

2
7
条
第
１
項
に
規
定
す
る
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
同
法
第

2
9
条
第

１
項
に
規
定
す
る
特
定
地
域
型
保
育
事
業
（
以
下
「
保
育
所
等
」
と
い
う
。）

を
経
営
す
る
事
業
と
保
育
所
等
で
実
施
さ
れ
る
地
域
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
事
業
に
つ
い
て
は
、
同
一
の
サ
ー
ビ
ス
区
分
と
し
て
差
し
支
え
な
い
。
 

な
お
、
保
育
所
等
で
実
施
さ
れ
る
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
、
そ
の
他
特
定
の
補
助
金
等
に
よ
り
行
わ
れ
る
事
業
に
つ
い
て
は
、

当
該
補
助
金
等
の
適
正
な
執
行
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
同
一
の
サ
ー
ビ
ス
区
分
と
し
た
場
合
に
お
い
て
も
合
理
的
な
基
準
に
基
づ
い
て

各
事
業
費
の
算
出
を
行
う
も
の
と
し
、
一
度
選
択
し
た
基
準
は
、
原
則
継
続
的
に
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。
 

ま
た
、
各
事
業
費
の
算
出
に
当
た
っ
て
の
基
準
、
内
訳
は
、
所
轄
庁
や
補
助
を
行
う
自
治
体
の
求
め
に
応
じ
て
提
出
で
き
る
よ
う
書
類

に
よ
り
整
理
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。
 

○
 
指
導
監
査
に
お
い
て
は
、
法
人
が
行
う
事
業
に
対
応
し
て
設
け
る
べ
き
サ
ー
ビ
ス
区
分
が
設
け
ら
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
 

 

＜
指
摘
基
準
＞
 

設
け
る
べ
き
サ
ー
ビ
ス
区
分
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

定
款
、
拠
点
区
分
資
金
収
支
明
細
書
、
拠
点
区
分
事
業
活
動
明
細
書
 

 
３

 
附
属

明
細
書

が
法

令
に
基

づ

き
適
正
に
作
成
さ
れ
て
い
る
か
。
 

会
計

省
令

第
７

条
第

１

項
第
３
号
、
第

30
条
、
 

運
用
上
の
取
扱
い

2
5
、
別

紙
３
（
①
）
か
ら
別
紙
３

（
⑲
）
ま
で
 

○
 

作
成

す
べ
き

附
属

明
細
書

が
様
式

に
従
っ

て

作
成
さ
れ
て
い
る
か
。
 

○
 

附
属

明
細
書

に
係

る
勘
定

科
目
と

金
額
が

計

算
書
類
と
整
合
し
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
法
人
が
作
成
す
べ
き
各
会
計
年
度
に
係
る
計
算
書
類
の
附
属
明
細
書
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
、
様
式
は
、
運
用
上
の
取
扱
い
に
お
い
て
定
め

ら
れ
て
い

る
（
別

紙
３
（

①
）

か
ら
別

紙
３
（

⑲
）
ま

で
）
。

た
だ
し

、
該
当

す
る
事

由
が

な
い
場

合
は
、

当
該
附

属
明

細
書
の

作
成
は
省
略

可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
一
部
の
附
属
明
細
書
（
注
１
及
び
注
２
）
に
つ
い
て
は
、
複
数
の
附
属
明
細
書
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
を
作
成
す
れ
ば
よ

い
。
 

 
法
人
全
体
 

拠
点
区
分
 

１
借
入
金
明
細
書
 

○
 

 

２
寄
附
金
収
益
明
細
書
 

○
 

 

３
補
助
金
事
業
等
収
益
明
細
書
 

○
 

 

４
事
業
区
分
間
及
び
拠
点
区
分
間
繰
入
金
明
細
書
 

○
 

 

５
事
業
区
分
間
及
び
拠
点
区
分
間
貸
付
金
（
借
入
金
）
残
高
明
細
書
 

○
 

 

６
基
本
金
明
細
書
 

○
 

 

７
国
庫
補
助
金
等
特
別
積
立
金
明
細
書
 

○
 

 

８
基
本
財
産
及
び
そ
の
他
の
固
定
資
産
（
有
形
・
無
形
固
定
資
産
）
の
明
細
書
 

 
○
 

９
引
当
金
明
細
書
 

 
○
 

1
0
拠
点
区
分
資
金
収
支
明
細
書
 

 
○
 

1
1
拠
点
区
分
事
業
活
動
明
細
書
 

 
○
 

1
2
積
立
金
・
積
立
資
産
明
細
書
 

 
○
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

1
3
サ
ー
ビ
ス
区
分
間
繰
入
金
明
細
書
 

 
○
 

1
4
サ
ー
ビ
ス
区
分
間
貸
付
金
（
借
入
金
）
残
高
明
細
書
 

 
○
 

1
5
就
労
支
援
事
業
別
事
業
活
動
明
細
書
 

 
○
 

1
5
-
2
就
労
支
援
事
業
別
事
業
活
動
明
細
書
（
多
機
能
型
事
業
所
等
用
）
 

 
○
 

1
6
就
労
支
援
事
業
製
造
原
価
明
細
書
 

 
○
 

1
6
-
2
就
労
支
援
事
業
製
造
原
価
明
細
書
（
多
機
能
型
事
業
所
等
用
）
 

 
○
 

1
7
就
労
支
援
事
業
販
管
費
明
細
書
 

 
○
 

1
7
-
2
就
労
支
援
事
業
販
管
費
明
細
書
（
多
機
能
型
事
業
所
等
用
）
 

 
○
 

1
8
就
労
支
援
事
業
明
細
書
 

 
○
 

1
8
-
2
就
労
支
援
事
業
明
細
書
（
多
機
能
型
事
業
所
等
用
）
 

 
○
 

1
9
授
産
事
業
費
用
明
細
書
 

 
○
 

 
（
注
１
）
1
0
拠
点
区
分
資
金
収
支
明
細
書
（
別
紙
３
（
⑩
）
）
及
び

1
1
拠
点
区
分
事
業
活
動
明
細
書
（
別
紙
３
（
⑪
）
）
 

 
1
0
拠
点
区
分
 

資
金
収
支
明
細
書
 

1
1
拠
点
区
分
 

事
業
活
動
明
細
書
 

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
及
び
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
す
る
拠
点
区
分
 

省
略
可
 

要
作
成
 

子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・
保
育
給
付
費
、
措
置
費
に
よ
る
事
業
を
実
施
す
る
拠
点
区
分
 

要
作
成
 

省
略
可
 

上
記
以
外
の
事
業
を
実
施
す
る
拠
点
 

い
ず
れ
か
一
方
を
省
略
可
 

サ
ー
ビ
ス
区
分
が
１
つ
の
拠
点
区
分
 

ど
ち
ら
も
省
略
可
 

 
（
注
２
）
就
労
支
援
事
業
に
係
る
附
属
明
細
書
（
別
紙
３
（
⑮
）
-1

か
ら
（
⑰
）
-2

ま
で
）
 

 
省
略
可
能
な
事
項
等
 

作
業
種
別
ご
と
に
区
分
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
 

作
業
種
別
の
区
分
 

サ
ー
ビ
ス
区
分
ご
と
に
定
め
る
就
労
支
援
事
業
に
つ
い
て
、
各
就
労
支

援

事
業
の
年
間
売
上
高
が

5
0
00

万
円
以
下
で
あ
っ
て
、
多
種
少
額
の
生
産
活

動
を
行
う
等
の
理
由
に
よ
り
、
製
造
業
務
と
販
売
業
務
に
係
る
費
用
を

区

分
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
 

・
1
6
就
労
支
援
事
業
製
造
原
価
明
細
書
及
び

17
就
労
支
援
事
業

販
管
費
明
細
書
に
代
え
て

18
就
労
支
援
事
業
明
細
書
 

・
1
5
-2

就
労
支

援
事

業
別

事
業

活
動

明
細

書
（
多

機
能

型
事

業

所
等
）
及
び

1
7
-
2
就
労
支
援
事
業
販
管
費
明
細
書
（
多
機
能
型

事
業
所
等
）
に
代
え
て

1
8
-2

就
労
支
援
事
業
明
細
書
（
多
機
能

型
事
業
所
等
）
 

 ○
 
附
属
明
細
書
は
計
算
書
類
の
内
容
を
補
足
す
る
重
要
な
事
項
を
表
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
計
算
書
類
に
お
け
る
金
額
と
一
致
し
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
作
成
す
べ
き
附
属
明
細
書
が
様
式
に
従
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
か
、
計
算
書
類
に
お
け
る
金
額
と
一
致

し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
・
 
作
成
す
べ
き
附
属
明
細
書
が
作
成
さ
れ
て
い
な
い
場
合
 

・
 
附
属
明
細
書
に
つ
い
て
計
算
書
類
の
金
額
と
一
致
し
て
い
な
い
場
合
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

 

＜
確
認
書
類
＞
 

定
款
、
計
算
書
類
、
計
算
書
類
の
附
属
明
細
書
 

 
４

 
財
産

目
録
が

法
令

に
基
づ

き

適
正
に
作
成
さ
れ
て
い
る
か
。
 

会
計
省
令
第

3
1
条
か
ら

第
3
4
条
ま
で
、
 

運
用
上
の
取
扱
い

2
6、

 

別
紙
４
 

○
 

財
産

目
録

の
様

式
が

通
知

に
則

し
て

い
る

か
。
 

○
 

財
産

目
録
に

係
る

勘
定
科

目
と
金

額
が
法

人

単
位
貸
借
対
照
表
と
整
合
し
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
財
産
目
録
は
、
法
人
の
全
て
の
資
産
及
び
負
債
に
つ
い
て
、
貸
借
対
照
表
科
目
、
場
所
・
物
量
等
、
取
得
年
度
、
使
用
目
的
等
、
取
得
価
額
、

減
価
償
却
累
計
額
、
貸
借
対
照
表
価
額
を
詳
細
に
表
示
す
る
た
め
に
作
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
様
式
は
運
用
上
の
取
扱
い
別
紙
４
（
注
）
に
お

い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
基
本
財
産
に
つ
い
て
は
、
定
款
の
記
載
事
項
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
定
款
の
規
定
と
一
致
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

（
注
）
記
載
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
母
子
生
活
支
援
施
設
、
婦
人
保
護
施
設
等
の
場
所
は
公
表
す
る
こ
と

に
よ
り
利
用
者
の
安
全
に
支
障
を
来
す
恐
れ
が
あ
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
場
所
が
記
載
さ
れ
た
財
産
目
録
を
公
表
す
る
場
合
は
取
扱
い
に
留

意
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

・
 
土
地
、
建
物
が
複
数
あ
る
場
合
に
は
、
科
目
を
拠
点
区
分
毎
に
分
け
て
記
載
す
る
こ
と
。
 

・
 
同
一
の
科
目
に
つ
い
て
控
除
対
象
財
産
に
該
当
し
得
る
も
の
と
、
該
当
し
得
な
い
も
の
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
分
け
て
記
載
す
る

こ
と
。
 

・
 
科
目
を
分
け
て
記
載
し
た
場
合
は
、
小
計
欄
を
設
け
て
、
「
貸
借
対
照
表
価
額
」
欄
と
一
致
さ
せ
る
こ
と
。
 

・
 
「
使
用
目
的
等
」
欄
に
は
、
社
会
福
祉
法
第

5
5
条
の

2
の
規
定
に
基
づ
く
社
会
福
祉
充
実
残
額
の
算
定
に
必
要
な
控
除
対
象
財
産

の
判
定
を
行
う
た
め
、
各
資
産
の
使
用
目
的
を
簡
潔
に
記
載
す
る
。
な
お
、
負
債
に
つ
い
て
は
、「

使
用
目
的
等
」
欄
の
記
載
を
要
し

な
い
こ
と
。
 

・
 
｢貸

借
対
照
表
価
額
｣
欄
は
、
｢取

得
価
額
｣欄

と
｢
減
価
償
却
累
計
額
｣
欄
の
差
額
と
同
額
に
な
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。
 
 

・
 
建
物
に
つ
い
て
の
み
｢取

得
年
度
｣
欄
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

・
 
減
価
償
却
資
産
（
有
形
固
定
資
産
に
限
る
）
に
つ
い
て
は
、
｢減

価
償
却
累
計
額
｣欄

を
記
載
す
る
こ
と
。
ま
た
、
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
に

つ
い
て
は
、
取
得
価
額
か
ら
貸
借
対
照
表
価
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
「
減
価
償
却
累
計
額
」
欄
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

・
 
車
輌
運
搬
具
の
○
○
に
は
会
社
名
と
車
種
を
記
載
す
る
こ
と
。
車
輌
番
号
は
任
意
記
載
と
す
る
こ
と
。
 

・
 
預
金
に
関
す
る
口
座
番
号
は
任
意
記
載
と
す
る
こ
と
。
 

○
 
財
産
目
録
は
、
法
人
の
全
て
の
資
産
及
び
負
債
に
つ
い
て
、
貸
借
対
照
表
価
額
を
表
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
貸
借
対
照
表
と
整
合
が
と
れ
て

い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
具
体
的
に
は
、
貸
借
対
照
表
科
目
と
貸
借
対
照
表
価
額
が
、
法
人
単
位
貸
借
対
照
表
と
一
致
し
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
各
合
計
欄
（
流
動
資
産
合
計
、
基
本
財
産
合
計
、
そ
の
他
の
固
定
資
産
合
計
、
固
定
資
産
合
計
、
資
産

合
計
、
流
動
負
債
合
計
、
固
定
負
債
合
計
、
負
債
合
計
、
差
引
純
資
産
）
に
つ
い
て
も
、
法
人
単
位
貸
借
対
照
表
と
一
致
し
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
な
お
、
法
人
単
位
貸
借
対
照
表
に
お
け
る
勘
定
科
目
の
金
額
を
財
産
目
録
に
お
い
て
拠
点
区
分
毎
等
に
分
け
て
記
載
し
た
場
合
は
小

計
欄
と
一
致
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
財
産
目
録
が
様
式
及
び
記
載
上
の
留
意
事
項
に
従
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
か
、
法
人
単
位
貸
借
対
照
表

と
整
合
し
て
い
る
か
、
基
本
財
産
が
定
款
と
一
致
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
な
お
、
車
輌
番
号
と
預
金
に
関
す
る
口
座
番
号
の
記
載
は
任
意

で
あ
り
、
全
て
の
車
輌
番
号
及
び
口
座
番
号
を
記
載
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

次
の
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
・
 
財
産
目
録
が
様
式
に
従
っ
て
い
な
い
場
合
 

 
・
 
法
人
単
位
貸
借
対
照
表
の
金
額
と
財
産
目
録
の
金
額
が
一
致
し
な
い
場
合
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

 
・
 
基
本
財
産
が
定
款
と
一
致
し
な
い
場
合
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

定
款
、
法
人
単
位
貸
借
対
照
表
、
財
産
目
録
 

（
６

）
債

権
債

務
の

状
況
 

○
 

借
入

は
、
適

正
に

行
わ
れ

て

い
る
か
。
 

（
参
考
）
第

45
条
の

1
3

第
４
項
第
２
号
 

○
 

借
入

（
多
額

の
借

財
に
限

る
）
は

、
理
事

会

の
決
議
を
受
け
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
多
額
の
借
財
に
つ
い
て
は
、
法
人
の
経
営
に
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
理
事
会
が
理
事
長
等
の
理
事
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
（
法
第

4
5
条
の

1
3
第
４
項
第
２
号
）
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
該
当
す
る
場
合
は
、
理
事
会
の
議
決
が
な
け
れ
ば
行
う
こ
と
が
で

き
な
い
。
多
額
の
借
財
の
範
囲
は
、
理
事
会
が
理
事
長
等
の
理
事
に
委
任
す
る
範
囲
と
し
て
、
専
決
規
程
（
注
）
等
に
お
い
て
明
確
に
定
め
る

べ
き
も
の
で
あ
る
（
定
款
例
第

2
4
条
参
照
）
。
 

（
注
）
定
款
例
第

2
4
条
に
お
い
て
は
、「

日
常
の
業
務
と
し
て
理
事
会
が
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
理
事
長
が
専
決
し
、
こ
れ
を
理
事
会
に

報
告
す
る

」
と
さ
れ
て
お
り
、
法
人
に

お
い
て
定
款
に
こ
の
規
定
を

設
け
る
場
合
に
は

、
「
理
事
会

が
定
め
る
も
の
」
と
し
て
専

決
規
程

等
の
規
程
を
定
め
る
こ
と
と
な
る
。
な
お
、
理
事
会
に
お
い
て
、
専
決
規
程
等
理
事
に
委
任
す
る
範
囲
を
定
め
な
い
場
合
に
は
、
全
て
の

借
入
れ
に
理
事
会
の
決
議
が
必
要
と
な
る
。
 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
多
額
の
借
財
（
専
決
規
程
等
が
な
く
、
理
事
長
等
に
多
額
で
は
な
い
借
入
の
権
限
が
委
任
さ
れ
て
い
な

い
場
合
は
、
全
て
の
借
財
）
が
理
事
会
の
議
決
を
受
け
た
上
で
行
わ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
 

 

＜
指
摘
基
準
＞
 

 
多
額
の
借
財
（
専
決
規
程
等
が
な
い
場
合
は
全
て
の
借
財
）
に
つ
い
て
理
事
会
の
決
議
を
受
け
た
上
で
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
は
文
書
指
摘
に

よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

定
款
、
理
事
会
議
事
録
、
借
入
金
明
細
書
（
計
算
書
類
の
附
属
明
細
書
）
、
専
決
規
程
等
、
理
事
長
に
よ
る
決
裁
文
書
、
借
入
契
約
書
等
 

４
 

そ
の

他
 

 
 

 
 

（
１

）
特

別
の

利
益

供
与

の
禁

止
 

１
 

社
会

福
祉
法

人
の

関
係
者

に

対
し

て
特

別
の
利

益
を

与
え
て

い

な
い
か
。
 

法
第

27
条
、
 

令
第

13
条
の
２
、
 

規
則
第
１
条
の
３
 

○
 

評
議

員
、
理

事
、

監
事
、

職
員
そ

の
他
の

政

令
で

定
め

る
社
会

福
祉

法
人
の

関
係
者

に
対
し

て

特
別
の
利
益
を
与
え
て
い
な
い
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
法
人
は
、
公
益
性
が
高
い
法
人
と
し
て
公
費
の
投
入
や
税
制
優
遇
を
受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
該
法
人
の
評
議
員
、
理
事
、
監
事
、
職
員

そ
の
他
の
関
係
者
（
注
１
）
に
対
し
て
特
別
の
利
益
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
（
法
第

27
条
）
。
 

（
注
１
）
特
別
の
利
益
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
関
係
者
の
範
囲
は
政
令
で
定
め
ら
れ
て
い
る
（
令
第

1
3
条
の
２
）
。
 

①
 
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
設
立
者
、
理
事
、
監
事
、
評
議
員
又
は
職
員
 

②
 
①
の
配
偶
者
又
は
三
親
等
内
の
親
族
 

③
 
①
②
と
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
 

④
 
①
か
ら
受
け
る
金
銭
そ
の
他
の
財
産
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
す
る
者
 

⑤
 
当
該
法
人
の
設
立
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
法
人
が
事
業
活
動
を
支
配
す
る
法
人
又
は
そ
の
法
人
の
事
業
活
動
を
支
配
す

る
者
と
し
て
省
令
で
定
め
る
者
（
規
則
第
１
条
の
３
）
 

ⅰ
 
法
人
が
事
業
活
動
を
支
配
す
る
法
人
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

当
該
法
人
が
他
の
法
人
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
し
て
い
る
場
合
（
注
２
）
に
お
け
る
当
該
他
の
法

人
（
第
三
項
各
号
に
お
い
て
「
子
法
人
」
と
い
う
。）

と
す
る
。
 

ⅱ
 
法
人
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
者
 

一
の
者
が
当
該
法
人
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
し
て
い
る
場
合
（
注
２
）
に
お
け
る
当
該
一
の
者
と

す
る
。
 

（
注
２
）
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
し
て
い
る
場
合
は
次
の
と
お
り
。
 

①
 
一
の
者
又
は
そ
の
一
若
し
く
は
二
以
上
の
子
法
人
が
社
員
総
会
そ
の
他
の
団
体
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方

針
を
決
定
す
る
機
関
に
お
け
る
議
決
権
の
過
半
数
を
有
す
る
場
合
 

②
 
評
議
員
の
総
数
に
対
す
る
次
に
掲
げ
る
者
の
数
の
割
合
が
百
分
の
五
十
を
超
え
る
場
合
 

ⅰ
 
一
の
法
人
又
は
そ
の
一
若
し
く
は
二
以
上
の
子
法
人
の
役
員
（
理
事
、
監
事
、
取
締
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
、

執
行
役
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
う
。）

又
は
評
議
員
 

ⅱ
 
一
の
法
人
又
は
そ
の
一
若
し
く
は
二
以
上
の
子
法
人
の
職
員
 

ⅲ
 
当
該
評
議
員
に
就
任
し
た
日
前
五
年
以
内
に
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
た
者
 

ⅳ
 
一
の
者
又
は
そ
の
一
若
し
く
は
二
以
上
の
子
法
人
に
よ
つ
て
選
任
さ
れ
た
者
 

ⅴ
 
当
該
評
議
員
に
就
任
し
た
日
前
五
年
以
内
に
一
の
者
又
は
そ
の
一
若
し
く
は
二
以
上
の
子
法
人
に
よ
つ
て
当
該

法
人
の
評
議
員
に
選
任
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
者
 

○
 
「
特
別
の
利
益
」
と
は
、
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
合
理
性
を
欠
く
不
相
当
な
利
益
の
供
与
そ
の
他
の
優
遇
を
い
う
。
例
え
ば
、
法
人
の
関
係

者
か
ら
の
不
当
に
高
い
価
格
で
の
物
品
等
の
購
入
や
賃
借
、
法
人
の
関
係
者
に
対
す
る
法
人
の
財
産
の
不
当
に
低
い
価
格
又
は
無
償
に
よ
る
譲

渡
や
賃
貸
（
規
程
に
基
づ
き
福
利
厚
生
と
し
て
社
会
通
念
に
反
し
な
い
範
囲
で
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）、

役
員
等
報
酬
基
準
や
給
与
規
程
等

に
基
づ
か
な
い
役
員
報
酬
や
給
与
の
支
給
と
い
う
よ
う
な
場
合
は
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
法
人
は
、
関
係
者
に
対
す
る
報
酬
、
給
与
の
支

払
や
法
人
関
係
者
と
の
取
引
に
関
し
て
は
、
報
酬
等
の
支
払
が
役
員
等
報
酬
基
準
や
給
与
規
程
等
に
基
づ
き
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
こ
れ
ら

の
規
程
の
運
用
に
つ
い
て
根
拠
な
く
特
定
の
関
係
者
が
優
遇
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
取
引
が
定
款
や
経
理
規
程
等
に
定
め
る
手
続
を
経
て
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
等
関
係
者
へ
の
特
別
の
利
益
の
供
与
で
は
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
説
明
責
任
を
負
う
も
の
で
あ
る
。
 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
法
人
の
関
係
者
に
対
す
る
報
酬
、
給
与
の
支
払
や
法
人
関
係
者
と
の
取
引
に
つ
い
て
、
特
別
の
利
益
供

与
と
な
っ
て
い
な
い
か
確
認
を
要
す
る
も
の
が
あ
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
法
人
に
対
し
て
定
款
や
各
規
程
等
に
基
づ
く
適
正
な
取
扱
い
で

あ
る
こ
と
の
説
明
を
聴
取
し
た
上
で
、
特
別
の
利
益
の
供
与
に
該
当
し
て
い
な
い
か
を
確
認
す
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
法
人
の
関
係
者
に
特
別
の
利
益
を
供
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
経
理
規
程
、
給
与
規
程
等
関
係
規
程
類
、
役
員
等
報
酬
基
準
、
計
算
関
係
書
類
、
会
計
帳
簿
、
証
憑
書
類
、
法
人
の
関
係
者
が
確
認
で
き
る
書

類
（
履
歴
書
等
）
 

（
２

）
社

会
福

祉
充

実
計
画
 

１
 

社
会

福
祉
充

実
計

画
に
従

い

事
業
が
行
わ
れ
て
い
る
か
。
 

法
第

55
条
の
２
第

1
1
項
 

○
 

社
会

福
祉
充

実
計

画
に
定

め
る
事

業
が
計

画

に
沿
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
法
人
は
、
毎
会
計
年
度
、
貸
借
対
照
表
の
資
産
の
部
に
計
上
し
た
額
か
ら
負
債
の
部
に
計
上
し
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
事
業
継
続
に
必

要
な
財
産
額
（
以
下
「
控
除
対
象
財
産
」
と
い
う
。）

を
上
回
る
か
ど
う
か
を
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
れ
を
上
回
る
財
産

額
（
以
下
「
社
会
福
祉
充
実
残
額
」
と
い
う
。）

が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
財
源
と
し
て
、
既
存
の
社
会
福
祉
事
業
若
し
く
は
公
益
事
業
の
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

充
実
又
は
新
規
事
業
の
実
施
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
社
会
福
祉
充
実
計
画
」
と
い
う
。）

を
策
定
し
、
こ
れ
に
基
づ
く
事
業
（
以
下
「
社
会

福
祉
充
実
事
業
」
と
い
う
。）

を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法
第

55
条
の
２
）。

こ
れ
は
、
社
会
福
祉
充
実
残
額
が
主
と
し
て
税
金
や
保

険
料
と
い
っ
た
公
費
を
原
資
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
人
が
そ
の
貴
重
な
財
産
を
地
域
住
民
に
改
め
て
還
元
す
る
と
と
も
に
、
社
会

福
祉
充
実
計
画
の
策
定
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
、
そ
の
使
途
に
つ
い
て
、
国
民
に
対
す
る
法
人
の
説
明
責
任
の
強
化
を
図
る
た
め
に
行
う
も
の
で
あ

る
。
 

○
 
法
人
は
、
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
公
認
会
計
士
又
は
税
理
士
等
の
意
見
聴
取
、
地
域
協
議
会
の
意
見
聴
取
（
地
域
公

益
事
業
を
社
会
福
祉
充
実
計
画
に
記
載
す
る
場
合
に
限
る
。）

及
び
理
事
会
の
承
認
を
経
て
、
評
議
員
会
の
承
認
を
受
け
た
上
で
、
所
轄
庁
に

承
認
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
（
法
第

5
5
条
の
２
）。

ま
た
、
社
会
福
祉
充
実
残
額
の
算
定
結
果
は
毎
年
、
全
法
人
が
所
轄
庁
に
届
出
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
社
会
福
祉
充
実
残
額
の
算
定
及
び
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
の
手
続
き
が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
か

に
つ
い
て
は
、
所
轄
庁
は
、
承
認
申
請
又
は
届
出
を
受
け
確
認
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
法
人
が
所
轄
庁
の
承
認
を
受
け
た
社
会
福
祉
充
実
計
画
に
お
い
て
実
施
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
業

が
行
わ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
社
会
福
祉
充
実
計
画
に
お
い
て
実
施
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
業
が
実
施
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
社
会
福
祉
充
実
計
画
、
事
業
報
告
、
計
算
書
類
等
 

（
３

）
情

報
の
公
表
 

１
 

法
令

に
定
め

る
情

報
の
公

表

を
行
っ
て
い
る
か
。
 

法
第

59
条
の
２
、
 

規
則
第

1
0
条
 

○
 

法
令

に
定
め

る
事

項
に
つ

い
て
、

イ
ン
タ

ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
公
表
し
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
法
人
の
公
益
性
を
踏
ま
え
、
法
人
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
遅
滞
な
く
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法

第
5
9
条
の
２
第
１
項
、
規
則
第

1
0
条
第
１
項
）。

 

 
・
 
定
款
の
内
容
（
所
轄
庁
に
法
人
設
立
若
し
く
は
変
更
の
認
可
を
受
け
た
と
き
又
は
変
更
の
届
出
を
行
っ
た
と
き
）
 

 
・
 
役
員
等
報
酬
基
準
（
評
議
員
会
の
承
認
を
受
け
た
と
き
）
 

 
・
 
法
第

5
9
条
に
よ
る
届
出
を
し
た
書
類
の
う
ち
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類
の
内
容
（
注
１
）（

届
出
を
し
た
と
き
）
 

 
 
（
注
１
）
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類
（
規
則
第

1
0
条
第
３
項
）
。
 

・
 
計
算
書
類
 

・
 
役
員
等
名
簿
 

・
 
現
況
報
告
書
（
規
則
第
２
条
の

4
1
第
１
号
か
ら

1
3
号
ま
で
及
び
第

16
号
に
掲
げ
る
事
項
）
（
注
２
）
 

 
 
 
 
 
（
注
２
）
現
況
報
告
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
「
社
会
福
祉
法
人
が
届
け
出
る
「
事
業
の
概
要
等
」
等
の
様
式
に
つ
い
て
」
（
平
成

2
9
年
３
月

29
日
付
け
雇
児
発

0
3
29

第
６
号
・
社
援
発

0
32
9
第

48
号
・
老
発

0
3
29

第
3
0
号

、
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・

児
童
家
庭
局
長
及
び
社
会
・
援
護
局
長
、
老
健
局
長
連
名
通
知
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
お
、
公
表
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
法
人
の
運
営
に
係
る
重
要
な
部
分
（
注
３
）
に
限
り
、
個
人
の
権
利
利
益
が
害
さ
れ

る
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
（
注
４
）
を
除
く
。
 

（
注
３
）
法
人
の
運
営
に
係
る
重
要
な
部
分
で
は
な
い
こ
と
に
よ
る
省
略
は
、
計
算
書
類
及
び
役
員
等
名
簿
に
つ
い
て
は
想

定
さ
れ
な
い
が
、
現
況
報
告
書
の
様
式
は
こ
の
規
定
を
踏
ま
え
定
め
ら
れ
て
い
る
。
 

（
注
４
）
個
人
の
権
利
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
と
し
て
は
、
役
員
等
名
簿
に
お
け
る
個
人
の
住
所
の
記
載
や

現
況
報
告
書
に
お
け
る
母
子
生
活
支
援
施
設
、
婦
人
保
護
施
設
等
の
所
在
地
（
公
表
す
る
こ
と
に
よ
り
個
人
又
は
利
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

用
者
の
安
全
に
支
障
を
来
す
恐
れ
が
あ
る
）
が
あ
る
。
 

○
 
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
る
公
表
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
法
人
（
又
は
法
人
が
加
入
す
る
団
体
）
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載

に
よ
る
が
、
計
算
書
類
及
び
現
況
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
「
社
会
福
祉
法
人
の
財
務
諸
表
等
電
子
開
示
シ
ス
テ
ム
」
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
る

届
出
を
行
い
、
内
容
が
公
表
さ
れ
た
場
合
に
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
る
公
表
が
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
（
規
則
第

10
条

第
３
項
）
。
 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
事
項
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
公
表
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
必
要
な
事
項
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
（
法
人
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
）
に
よ
り
公
表
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
な
お
、
所
轄
庁
が
、
法
人
が
法
人
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
の
利
用
に
よ
り
公
表
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
く
、
法
人
が
適
切
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
る
公
表
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
助
言
等
の
適
切
な
支
援
を
行

う
も
の
と
す
る
。
 

（
４

）
そ

の
他
 

１
 

福
祉

サ
ー
ビ

ス
の

質
の
評

価

を
行

い
、

サ
ー
ビ

ス
の

質
の
向

上

を
図

る
た

め
の
措

置
を

講
じ
て

い

る
か
。
 

法
第

78
条
第
１
項
 

○
 

福
祉

サ
ー
ビ

ス
第

三
者
評

価
事
業

に
よ
る

第

三
者

評
価

の
受
審

等
の

福
祉
サ

ー
ビ
ス

の
質
の

評

価
を

行
い

、
サ
ー

ビ
ス

の
質
の

向
上
を

図
る
た

め

の
措
置
を
講
じ
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
社
会
福
祉
事
業
の
経
営
者
は
、
自
ら
そ
の
提
供
す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
評
価
を
行
う
こ
と
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
常

に
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
者
の
立
場
に
立
っ
て
良
質
か
つ
適
切
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法
第

78

条
第
１
項
）。

福
祉
サ
ー
ビ
ス
第
三
者
評
価
事
業
は
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
所
の
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
公
正
・
中
立
な
第
三
者
評
価

機
関
が
専
門
的
か
つ
客
観
的
な
立
場
か
ら
評
価
し
、
事
業
者
が
施
設
運
営
に
お
け
る
問
題
点
を
把
握
し
た
上
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
に
結
び

つ
け
る
こ
と
及
び
受
審
結
果
を
公
表
す
る
こ
と
に
よ
り
、
利
用
者
の
サ
ー
ビ
ス
選
択
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
法
人

に
お
い
て
は
、
当
該
事
業
に
よ
る
第
三
者
評
価
（
以
下
、「

第
三
者
評
価
」
と
い
う
。
）
を
積
極
的
に
活
用
し
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
を
図
る

た
め
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 

○
 
第
三
者
評
価
の
受
審
等
に
つ
い
て
は
、
実
施
し
な
い
こ
と
が
法
令
等
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
法
人
は
社
会
福
祉
事
業
の
主
な
担
い

手
と
し
て
、
そ
の
事
業
の
質
の
向
上
を
図
り
、
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
の
取
組
と
し
て
積
極
的
に
行
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
実

施
要
綱
３
の
（
３
）
に
お
い
て
も
、
監
査
周
期
の
延
長
に
関
す
る
判
断
基
準
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
た
め
、
指
導
監
査
を
行
う

に
当
た
っ
て
は
、
法
人
が
行
う
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
第
三
者
評
価
を
受
け
、
そ
の
結
果
を
公
表
し
て
い
る
か
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上

を
図
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
 
法
人
が
行
う
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
第
三
者
評
価
の
受
審
及
び
結
果
の
公
表
や
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
を
図
る
た
め
の
措
置
を
行
っ
て
い

な
い
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
措
置
の
実
施
に
つ
い
て
の
助
言
を
行
う
。
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
第
三
者
評
価
の
結
果
報
告
書
等
 

 
２

 
福
祉

サ
ー
ビ

ス
に

関
す
る

苦

情
解

決
の

仕
組
み

へ
の

取
組
が

行

わ
れ
て
い
る
か
。
 

法
第

82
条
 

○
 

福
祉

サ
ー
ビ

ス
に

関
す
る

苦
情
解

決
の
仕

組

み
へ
の
取
組
が
行
わ
れ
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
社
会
福
祉
事
業
の
経
営
者
は
、
常
に
、
そ
の
提
供
す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
利
用
者
等
か
ら
の
苦
情
の
適
切
な
解
決
に
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（
法
第

82
条
）。

福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
苦
情
解
決
の
仕
組
み
に
つ
い
て
は
、「

社
会
福
祉
事
業
の
経
営
者
に
よ
る
福
祉
サ
ー

ビ
ス
に
関
す
る
苦
情
解
決
の
仕
組
み
の
指
針
に
つ
い
て
」
(平

成
12

年
６
月
７
日
付
け
障
第

4
5
2
号
・
社
援
第

13
5
2
号
・
老
発
第

51
4
号
・

児
発
第

5
7
5
号
厚
生
省
大
臣
官
房
障
害
保
健
福
祉
部
長
、
社
会
・
援
護
局
長
、
老
人
保
健
福
祉
局
長
及
び
児
童
家
庭
局
長
連
名
通
知
）
に
お
い
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

て
定
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
法
人
に
お
い
て
は
、
こ
の
苦
情
解
決
の
仕
組
み
を
整
備
し
、
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
利
用
者
か
ら
の
苦

情
の
適
切
な
解
決
に
努
め
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
 

○
 
苦
情
解
決
の
仕
組
み
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
苦
情
解
決
の
体
制
整
備
、
手
順
の
決
定
及
び
そ
れ
ら
の
利
用
者
等
へ
の
周
知
を
行
う
こ
と
か
求

め
ら
れ
る
。
 

・
 
苦
情
解
決
の
体
制
整
備
と
し
て
は
、
苦
情
解
決
の
責
任
主
体
を
明
確
に
す
る
た
め
の
苦
情
解
決
責
任
者
の
設
置
、
職
員
の
中
か
ら
苦
情
受

付
担
当
者
を
任
命
す
る
と
と
も
に
、
苦
情
解
決
に
社
会
性
や
客
観
性
を
確
保
し
、
利
用
者
の
立
場
や
特
性
に
配
慮
し
た
適
切
な
対
応
を
推
進

す
る
た
め
、
複
数
の
第
三
者
委
員
（
注
１
）
を
設
置
し
、
法
人
が
経
営
す
る
全
て
の
事
業
所
・
施
設
の
利
用
者
が
第
三
者
委
員
を
活
用
で
き

る
体
制
を
整
備
す
る
。
 

（
注
１
）
第
三
者
委
員
に
は
、
苦
情
解
決
を
円
滑
・
円
満
に
図
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
、
世
間
か
ら
の
信
頼
性
を
有
す
る
者
で
あ

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
社
会
福
祉
士
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員
、
大
学
教
授
、
弁
護
士
な
ど
が
想
定
さ
れ
る
。
な
お
、

法
人
の
関
係
者
で
あ
っ
て
も
、
法
人
の
業
務
執
行
や
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
直
接
関
係
し
な
い
者
（
評
議
員
、
監
事
等
）
に
つ
い

て
は
、
認
め
ら
れ
る
。
 

・
 
苦
情
解
決
の
手
順
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
 

①
 
施
設
内
へ
の
掲
示
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
等
に
よ
る
利
用
者
に
対
す
る
苦
情
解
決
責
任
者
、
苦
情
受
付
担
当
者
及
び
第
三
者
委
員
の

氏
名
・
連
絡
先
や
、
苦
情
解
決
の
仕
組
み
に
つ
い
て
の
周
知
 

②
 
苦
情
受
付
担
当
者
又
は
第
三
者
委
員
に
よ
る
利
用
者
等
か
ら
の
苦
情
受
付
、
苦
情
の
受
付
内
容
と
対
応
方
法
の
記
録
 

③
 
受
け
付
け
た
苦
情
の
苦
情
解
決
責
任
者
及
び
第
三
者
委
員
へ
の
報
告
（
苦
情
申
出
人
が
第
三
者
委
員
へ
の
報
告
を
明
確
に
拒
否
す
る
意

思
表
示
を
し
た
場
合
を
除
く
）
 

④
 
苦
情
解
決
責
任
者
に
よ
る
苦
情
申
出
人
と
の
話
し
合
い
に
よ
る
解
決
（
苦
情
申
出
人
又
は
苦
情
解
決
責
任
者
は
、
必
要
に
応
じ
て
第
三

者
委
員
の
助
言
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
 

⑤
 
④
で
解
決
で
き
な
い
場
合
は
第
三
者
委
員
の
立
ち
会
い
 

⑥
 
「
事
業
報
告
書
」
や
「
広
報
誌
」
等
に
実
績
を
公
表
（
個
人
情
報
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
 

○
 
苦
情
解
決
の
取
組
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
組
を
行
わ
な
い
こ
と
が
社
会
福
祉
法
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
（
注
２
）
が
、
法
人
は
社
会
福

祉
事
業
の
主
な
担
い
手
と
し
て
、
そ
の
事
業
の
質
の
向
上
を
図
り
、
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
の
取
組
と
し
て
積
極
的
に
行
う
べ
き

も
の
で
あ
っ
て
、
実
施
要
綱
３
の
（
３
）
に
お
い
て
、
監
査
周
期
の
延
長
に
関
す
る
判
断
基
準
の
一
つ
で
あ
る
た
め
、
指
導
監
査
を
行
う
に
当

た
っ
て
は
、
苦
情
解
決
の
体
制
整
備
、
手
順
の
決
定
及
び
そ
れ
ら
の
利
用
者
等
へ
の
周
知
を
行
っ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
 

 
（
注
２
）
福
祉
各
法
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
施
設
等
の
基
準
と
し
て
、
苦
情
解
決
の
取
組
を
行
う
義
務
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
法

人
監
査
に
お
い
て
、
法
人
が
運
営
す
る
社
会
福
祉
施
設
等
に
お
い
て
苦
情
解
決
の
取
組
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
当
該
施
設
等

の
基
準
違
反
の
疑
い
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
場
合
に
は
、
当
該
社
会
福
祉
施
設
等
に
対
す
る
権
限
を
有
す
る
行
政
庁
に
通
報
す
る
等

必
要
な
対
応
を
行
う
こ
と
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
法
人
に
お
い
て
、
苦
情
解
決
の
体
制
整
備
、
手
順
の
決
定
、
そ
れ
ら
の
利
用
者
等
へ
の
周
知
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
措
置
の

実
施
に
つ
い
て
の
助
言
を
行
う
。
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
苦
情
解
決
責
任
者
、
苦
情
受
付
担
当
者
、
第
三
者
委
員
の
任
命
に
関
す
る
書
類
、
苦
情
解
決
に
関
す
る
規
程
類
、
苦
情
解
決
の
仕
組
み
の
利
用
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項
目
 

監
査

事
項
 

根
拠
 

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
 

着
眼

点
、
指

摘
基
準

、
確
認
書

類
 

者
へ
の
周
知
の
た
め
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
 

 
３

 
当
該

法
人
が

登
記

し
な
け

れ

ば
な

ら
な

い
事
項

に
つ

い
て
期

限

ま
で

に
登

記
が

な
さ

れ
て

い
る

か
。
 
  

法
第

29
条
、
 

組
合
等
登
記
令
（
昭
和

3
9

年
政
令
第

29
号
）
 

○
 

登
記

事
項
（

資
産

の
総
額

を
除
く

）
に
つ

い

て
変

更
が

生
じ
た

場
合

、
二
週

間
以
内

に
変
更

登

記
を
し
て
い
る
か
。
 

○
 

資
産

の
総
額

に
つ

い
て
は

、
会
計

年
度
終

了

後
3
か
月
以
内
に
変
更
登
記
を
し
て
い
る
か
。
 

＜
着
眼
点
＞
 

○
 
法
人
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
設
立
の
登
記
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
（
法
第

34
条
）
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

登
記
事
項
の
変
更
が
あ
る
場
合
は
、
政
令
に
定
め
る
と
こ
ろ
（
注
１
、
注
２
）
に
よ
り
、
変
更
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法
第

29

条
第
１
項
）。

 

 
（
注
１
）
政
令
に
定
め
る
登
記
事
項
（
組
合
等
登
記
令
第
２
条
及
び
別
表
）
は
次
の
と
お
り
。
 

①
目
的
及
び
業
務
、
②
名
称
 、

③
事
務
所
の
所
在
場
所
 、

④
代
表
権
（
注
３
）
を
有
す
る
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
資
格
、
 

⑤
存
続
期
間
又
は
解
散
の
事
由
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
期
間
又
は
事
由
、
⑥
資
産
の
総
額
 

 
（
注
２
）
変
更
登
記
の
期
限
（
組
合
等
登
記
令
第
３
条
）
 

 
 
 
 
・
資
産
の
総
額
以
外
の
登
記
事
項
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
変
更
が
生
じ
た
と
き
か
ら
２
週
間
以
内
 

 
 
 
 
・
資
産
の
総
額
に
つ
い
て
は
、
毎
事
業
年
度
の
末
日
か
ら
３
月
以
内
（
毎
年
度
６
月
末
ま
で
）
 

 
（
注
３
）
法
人
の
代
表
権
を
有
す
る
者
は
、
理
事
長
の
み
で
あ
り
、
平
成

2
8
年
改
正
法
施
行
前
に
、
複
数
の
理
事
が
代
表
者
と
し
て
登
記
さ

れ
て
い
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
平
成

2
8
年
改
正
後
施
行
後
に
理
事
長
を
選
任
し
た
後
、
理
事
長
以
外
の
理
事
は
代
表
権
を
有
し
な
い

こ
と
と
な
り
（
平
成

28
年
改
正
法
附
則
第

1
5
条
）
、
理
事
長
以
外
の
代
表
者
登
記
は
抹
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
留
意
す
る

こ
と
。
 

○
 
指
導
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
登
記
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
に
、
変
更
登
記
が
期
限
ま
で
に
行
わ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
 

 ＜
指
摘
基
準
＞
 

 
指
導
監
査
時
点
に
お
い
て
、
期
限
ま
で
に
変
更
登
記
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
変
更
登
記
の
手
続
（
法
務
局
等
へ
の
具
体
的
な
協
議
を
含

む
。
）
を
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
は
文
書
指
摘
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

な
お
、
変
更
登
記
が
行
わ
れ
て
い
る
又
は
手
続
中
で
あ
る
が
、
期
限
を
過
ぎ
て
い
る
場
合
に
は
、
今
後
同
様
な
こ
と
が
な
い
よ
う
に
求
め
る
（
口

頭
指
摘
）
。
 

 ＜
確
認
書
類
＞
 

 
登
記
簿
謄
本
、
登
記
手
続
の
関
係
書
類
等
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社援基発 0427 第１号 

平成 29 年４月 27 日 

 

 

都道府県 

各 指定都市 民生主管部（局）長 殿 

中 核 市 

 
 

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長 
（ 公 印 省 略 ） 

 
 
 

会計監査及び専門家による支援等について 

 

 

 社会福祉法等の一部を改正する法律（平成 28 年法律第 21 号。以下「改正法」という。）

による社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号。以下「法」という。）の改正により、社会福祉

法人制度の改革が行われ、社会福祉法人（以下「法人」という。）の経営組織のガバナンス

の強化を図る観点から、一定規模を超える法人について、会計監査人の設置が義務付けら

れたところです。 

 また、「「社会福祉法人の認可について」の一部改正について」（平成 28 年 11 月 11 日付

け雇児発 1111 第１号・社援発 1111 第４号・老発 1111 第２号厚生労働省雇用均等・児童家

庭局長、社会・援護局長及び老健局長連名通知）による「社会福祉法人の認可について」

（平成 12 年 12 月１日付け障第 890 号・社援第 2618 号・老発第 794 号・児発第 908 号厚生

省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長及び児童家庭局長連名

通知）の改正により、同通知別紙１「社会福祉法人審査基準」第３の６の（１）で「会計

監査を受けない法人においては、財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務

会計に関する事務処理体制の向上に対する支援について、法人の事業規模や財務会計に係

る事務態勢等に即して、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人（中略）を活用す

ることが望ましいこと。」とされたところです。 

 これらの改正を受け、会計監査又は公認会計士、監査法人、税理士若しくは税理士法人

（以下「専門家」という。）による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援若しくは

財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援（以下「専門家による支援」という。）

を受けた法人について、法第 56 条第１項の規定等に基づく指導監査を行う場合、「社会福

祉法人指導監査実施要綱の制定について」（平成 29 年４月 27 日付け雇児発 0427 第７号・

社援発 0427 第１号・老発 0427 第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局

長、老健局長連名通知。以下「実施要綱」という。）別添「社会福祉法人監査実施要綱」に

より、一般監査の実施の周期の延長等を行うことができることとされています。 

このことを踏まえ、日本公認会計士協会及び日本税理士会連合会との協議を経て、下記

のとおり会計監査及び専門家による支援を受けた場合に作成される報告書について定める

とともに、所轄庁が実施する指導監査において周期の延長等の確認事項として位置付ける

- 134 -



2 

ことといたしましたので、各都道府県、指定都市及び中核市におかれましては、本通知の

内容等を御了知いただき、法人に対し、適切に指導をいただくとともに、都道府県におか

れましては、貴管内の市（指定都市及び中核市を除き、特別区を含む。）に対して周知いた

だきますようお願いいたします。また、法人の業務運営に資するよう貴管内の法人に対し

ても併せて、本通知を周知いただきますようお願いします。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の９第１項及び第３項

の規定に基づき都道府県又は市（特別区を含む。）が法定受託事務を処理するに当たりよる

べき基準として発出するものであることを申し添えます。 

 

 

記 

 

 

１．会計監査及び専門家による支援について 

（１）法人の受ける会計監査は、毎年度、以下に掲げる会計監査人による監査（法第 37 条

の規定により、会計監査人設置義務を負う法人（以下「会計監査人設置義務法人」と

いう。）において行われる会計監査、又は法第 36 条第２項の規定により、会計監査人

設置義務を負わない法人において定款の定めにより会計監査人を設置して行われる会

計監査をいう。以下同じ。）、又は会計監査人による監査に準ずる監査（会計監査人に

よる監査が行われない場合に、法人と公認会計士若しくは監査法人との間で締結する

契約に基づき行われる会計監査人による監査と同じ計算関係書類及び財産目録を監査

対象とする監査をいう。以下同じ。）であること。 

 

① 会計監査人による監査 

法人が会計監査人による監査を受けたときは、法第 45 条の 19 第１項に規定する会

計監査報告（以下「独立監査人の監査報告書」という。）及び監査の実施概要や監査

の過程で発見された内部統制の重要な不備等を記載した報告書（以下「監査実施概要

及び監査結果の説明書」という。）を会計監査人から受領すること、並びに同条第６

項の規定で準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成 18 年法律第

48 号）第 108 条第１項の規定に基づく会計監査人の監事への不正の行為等に関する

報告及び社会福祉法施行規則（昭和 26 年厚生省令第 28 号）第２条の 33 第１項に規

定する会計監査人の特定監事への通知が適切に行われること。 

※ 独立監査人の監査報告書並びに監査実施概要及び監査結果の説明書の作成の具

体的方法及び留意事項等については、別途送付する「社会福祉法人の計算書類に関

する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」（平成 29 年４月 27 日日本公認会計士

協会非営利法人委員会実務指針第 40 号）によることとする（以下同じ。）。 

 

② 会計監査人による監査に準ずる監査 

法人が会計監査人による監査に準ずる監査を受けたときは、独立監査人の監査報告

書並びに監査実施概要及び監査結果の説明書を公認会計士又は監査法人から受領す

ること、かつ、公認会計士又は監査法人による監事への報告及び通知が適切に行われ

ること。 

また、契約に係る透明性を確保する観点から、会計監査人による監査に準ずる監査
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に係る契約を締結する場合であっても、会計監査人を設置する場合と同様に、複数の

候補者から提案書を入手し、法人において選定基準を作成し、当該提案書に記載され

た提案の内容について比較検討の上、契約の相手方として選定すること。なお、価格

のみを基準として選定することは適当でないこと。 

 

（２）専門家による支援について 

法人の受ける専門家による支援は、会計監査を受けない場合において、当該法人の

事業規模や財務会計に係る事務体制等に即して、必要に応じて行われるものであり、

毎年度、以下に掲げる財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に

関する事務処理体制の向上に対する支援を受けるものであること。 

 

① 財務会計に関する内部統制の向上に対する支援 

法人の受ける財務会計に関する内部統制の向上に対する支援は、当該法人と公認会

計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき、公認会計士又は監査法人により別

添１「財務会計に関する内部統制の向上に対する支援業務実施報告書」に記載された

支援項目等に関連して発見された課題及びその課題に対する改善の提案の報告を受

けるものであること。 

※ なお、当該支援は、「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令

の整備等及び経過措置に関する政令等の公布について」（平成 28 年 11 月 11 日付け

社援発 1111 第２号厚生労働省社会・援護局長通知）第一の一の１に記載する会計

監査人設置義務の基準の段階的な拡大により、将来的に会計監査人設置義務法人と

なることが見込まれる法人が実施することが望まれる。 

 

② 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援 

法人の受ける財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援は、法人と専門家

との間で締結する契約に基づき、専門家により別添２「財務会計に関する事務処理体

制の向上に対する支援業務実施報告書」に記載された支援項目の確認及びその事項に

ついての所見を受けるものであること。 

 

２．一般監査の実施の周期の延長及び指導監査事項の省略について 

（１）実施要綱３「一般監査の実施の周期」に基づく周期の延長の判断及び実施要綱４「指

導監査事項の省略等」に基づく指導監査事項の省略を行うかどうかの判断については、

毎年度、法人から提出される計算書類、附属明細書、財産目録に加え、次に掲げる区

分に応じ、法人から提出を受けた各区分に定める書類を確認した上で行われるもので

あること。 

 

① 実施要綱３の（２）のアに基づく会計監査人による監査若しくはイに基づく会計

監査人による監査に準ずる監査を受けた場合における一般監査の実施の周期の延長

の判断、又は４の（１）に基づく指導監査事項の省略の判断 独立監査人の監査報

告書並びに監査実施概要及び監査結果の説明書 

 

② 実施要綱３の（２）のウに基づく専門家による支援を受けた場合における一般監

査の実施の周期の延長の判断、又は４の（２）に基づく専門家による支援を受けた
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場合における指導監査事項の省略の判断 実施要綱３の（２）のウ又は４の（２）

の専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別添１又は別添２の様式による

書類 

 

（２）なお、会計監査又は専門家による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援を

受けた場合には、実施要綱４の（３）の専門家が当該支援を踏まえて作成する書類と

して、独立監査人の監査報告書並びに監査実施概要及び監査結果の説明書、又は別添

１の様式による書類の提出を受けることにより、当該規定に基づく組織運営に掲げる

項目及び監査事項の確認を行うにあたっては、これらの報告書を活用し効率的な監査

の実施に資するものとすること。 
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別添１ 

 

財務会計に関する内部統制の向上に対する支援業務実施報告書 

 

 

平成×年×月×日 

社会福祉法人××× 

理事長 ×××× 殿 

 

                         支援業務実施者（注１） 

公認会計士   ×××× 印 

 

 

 

貴法人より委嘱を受け、平成○年○月○日から平成○年○月○日に社会福祉法人×××に

おいて実施した、財務会計に関する内部統制の向上に対する支援業務は下記のとおりです。 

 

 

記 

 

 

支援項目及び発見された課題並びに改善提案の詳細については別紙を参照下さい。 

 

本業務は、貴法人における「財務会計に関する内部統制の向上に対する支援」を行うもの

で、発見された課題への記載事項は、業務実施の過程で発見されたものであり、当該記載事

項が貴法人における全ての問題点を網羅していることを保証するものではありません。また、

当該業務の結果として、貴法人の業務運営の適正性、計算書類の適正性を保証するものでは

ありません。本業務の実施が、支援業務実施者の貴法人に対する監査業務の受嘱を保証する

ものではありません。 

この報告書は、所轄庁への報告及び貴法人の内部での利用を前提に作成しておりますので、

上記以外に利用される場合には、事前に支援業務実施者の了解を得ていただくことが必要で

す。 

 

以  上  

 

 

（注１）支援業務実施者（公認会計士、監査法人）にあわせて、記名、押印のこと。 
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財務会計に関する内部統制に対する支援項目リスト 

 

１．法人全般の統制 

※ 業務の実施に当たっては、「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」の別添「社会福祉法人指導監査実施要

綱」の別紙「指導監査ガイドライン」の「Ⅰ 法人運営」についても留意すること。 

NO. 項目 課題 改善提案 

1-1 ガバナンス体制について(理事会、評議員会、監事等) 

○支援の視点 

 定款の作成・変更手続について 

 内部管理体制の整備状況について1 

 評議員及び評議員会について 

・ 評議員の選任手続について 

・ 評議員会の開催（招集手続、出席状況、決議(定足数

の充足等)、開催頻度、議事録の作成、等）について 

 理事及び理事会について 

・ 理事の選任手続について 

・ 理事会の開催（招集手続、出席状況、決議(定足数の

充足等)、開催頻度、議事録の作成、等）について 

 監事及び監事監査について 

・ 監事の選任手続について 

・ 監事の監査実施概要について 

・ 監事と内部監査人との連携状況について 

 役員及び評議員に対する報酬等の決定手続について 

 理事長・施設長による会議の開催（位置づけ、会議規

程の有無、構成員、開催頻度、招集手続、会議と決裁

の手順、議事録の作成、等）について 

 法人本部機能運営（法人本部設置の有無、役割、本部

の職務分掌・職務権限等）について 

 その他（業務実施者が必要と認めた事項） 

 

  

1-2 各種規程・業務手順書の整備について 

○支援の視点 

 規程の整備について 

 業務手順書の整備について 

 規程・業務手順書の役職員への周知の仕組みについて 

 その他（業務実施者が必要と認めた事項） 

  

                                                   
1 内部管理体制の整備として、一定規模を超える社会福祉法人（会計監査人の設置が義務付けられる法人と同様）には、

社会福祉法人の業務の適正を確保するための体制（社会福祉法施行規則第 2 条の 16）が要請されています。 
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NO. 項目 課題 改善提案 

 

1-3 職務分掌・職務権限体制について 

○支援の視点 

 重要な契約行為について、担当者や理事等が単独で契

約を進めることができない仕組みについて 

 職務分掌・職務権限の明確化について 

 稟議規程の整備について 

 稟議制度、職務権限の周知について 

 過度な兼任や権限移譲により職務分掌・職務権限体制

が無効化されている状況がないかについて 

 公印の保管・管理について 

 公印の代理押印の報告について 

 稟議書の管理について 

 その他（業務実施者が必要と認めた事項） 

 

  

1-4 予算実績分析体制について 

○支援の視点 

 予算の策定手続について 

 予算の承認手続について 

 予算と実績の比較頻度及び分析状況について 

 予算差異の報告について 

 予算の流用及び補正に係る手続について 

 その他（業務実施者が必要と認めた事項） 

 

  

1-5 IT の管理体制について 

○支援の視点 

 責任者の設置について 

 規程の整備について 

 情報機器の保管状況とアクセス制限について 

 共有データへのアクセス制限について 

 モニタリングについて 

 データのバックアップについて 

 パスワードの管理について 

 特権 ID の管理について 

 承認なくシステムの設定変更が行われない仕組みに

ついて 

 IT システムが行う処理の理解について 

 決算で必要な情報閲覧が可能かについて（遡った情報

の閲覧、必要な期間にわたる情報の保存等） 
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NO. 項目 課題 改善提案 

 その他（業務実施者が必要と認めた事項） 

1-6 コンプライアンス 

○支援の視点 

 理事長の経営方針及び組織風土について 

 法令や規制遵守が行われるための仕組みについて 

 規程の整備について 

 職員への周知について 

 職員のローテーションについて 

 内部通報制度について 

 行政指導監査における指摘事項に対する対応状況に

ついて 

 役員等に対する特別な利益供与の状況について 

 日常的なモニタリングの実施状況について 

 資産総額の変更登記の状況について 

 法人所有資産の登記の状況について 

 人員の配置状況及び人員基準の準拠状況について 

 その他（業務実施者が必要と認めた事項） 

 

  

1-7 リスクマネジメント 

○支援の視点 

 法人全体としての財務に影響を及ぼすリスクの把握

について 

 法人全体としての財務に影響を及ぼすリスクに対す

る対応方針について 

 その他（業務実施者が必要と認めた事項） 

 

  

1-8 人材育成 

○支援の視点 

 職位と役割の明確化について 

 職員のキャリアアッププランの明確化について 

 職員の評価制度について 

 職員が職務に必要とされる知識と技能を獲得するた

めの仕組みについて 

 職員のメンタルケア体制の整備について 

 人材育成制度の明確化及び職員への周知について 

 その他（業務実施者が必要と認めた事項） 

 

  

1-9 関連当事者との取引 

○支援の視点 
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NO. 項目 課題 改善提案 

 関連当事者の範囲の把握について 

 関連当事者との取引をもれなく把握する体制につい

て 

 関連当事者と取引を行う場合の承認体制について 

 その他（業務実施者が必要と認めた事項） 

 

1-10 情報管理体制 

○支援の視点 

 利用者及び職員の個人情報の管理体制について 

 利用者及び職員のマイナンバ－の管理体制について 

 その他（業務実施者が必要と認めた事項） 

 

  

1-11 情報公開 

○支援の視点 

 所轄庁への届出状況について 

 各種書類等の備え置き及び閲覧体制について 

 各種書類等のインタ－ネット等による情報公開の状

況について 

 その他（業務実施者が必要と認めた事項） 
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２．各種事業の統制 

※ 業務の実施にあたっては、「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」の別添「社会福祉法人指導監査実施要

綱」の別紙「指導監査ガイドライン」の「Ⅲ管理３会計管理」についても留意すること。 

NO. 項目 課題 改善提案 

2-1 収益認識 

○支援の視点 

 利用者との契約手続及び利用者情報の管理体制

について 

 介護報酬等の各種加算の算定状況及び要件の充

足状況について 

 介護報酬等の減算適用の有無の確認について 

 介護報酬等の請求手続の管理について 

 寄附金の受入管理体制について 

 補助金・助成金の申請・管理体制について 

 受託収益、指定管理料の請求・管理体制について 

 収益が現金主義ではなく、実現主義で計上（提供

した物品やサービスに基づいて計上）されている

かについて 

 収益・債権の計上漏れ、二重計上を防ぐ仕組みに

ついて 

 入金管理・債権管理について 

 債権金額と関連証憑書類との定期的な照合につ

いて 

 その他（業務実施者が必要と認めた事項） 

 

  

2-2 購買取引 

○支援の視点 

 経理規程等に従った購買取引の実施について（入

札の実施や契約書の締結状況等） 

 発注業務、検収業務、支払業務の職務分掌・承認

体制について 

 購買先選定の透明性について 

 購買取引が発生主義で計上（物品やサービスの受

領・検収に基づいて計上）されているかについて 

 費用・債務の計上漏れ、二重計上を防ぐ仕組みに

ついて 

 発注した物品やサービスの受領・検収状況の確認

(納品時の検品のみならず、当該納品が発注通り

の納品であるかの確認も含む)について 

 受領した物品やサービスについてのみ支払処理
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NO. 項目 課題 改善提案 

が行われる仕組みについて 

 支払に際しての承認体制について 

 債務金額と請求書残高との定期的な照合につい

て 

 会計帳簿と関連証憑の保管・整備状況について 

 その他（業務実施者が必要と認めた事項） 

 

2-3 固定資産管理 

○支援の視点 

 固定資産台帳と固定資産の現物の関連性の明確

化について 

 固定資産の取得、除却、売却、移動が固定資産台

帳にもれなく登録される仕組みについて 

 固定資産台帳と現物の定期的な照合（実地棚卸）

について 

 固定資産台帳と会計帳簿の定期的な照合につい

て 

 法人所有の財産と預かり財産の区別について 

 減価償却資産の登録及び計算について 

 国庫補助金等で固定資産を取得した場合の国庫

補助金等特別積立金の計上及びその取り崩しに

ついて 

 その他（業務実施者が必要と認めた事項） 

 

  

2-4 財務・資金管理 

○支援の視点 

 現金の保管・管理体制について 

 契約処理、出納処理についての職務分掌について 

 経理規程に基づいた入金取引、出金取引について 

 領収書管理について 

 現金実査結果と会計帳簿残高の定期的な照合に

ついて 

 仮払金の管理体制について 

 銀行印、通帳の保管・管理体制について 

 インターネットバンキングの管理体制について 

 キャッシュカード、クレジットカード、IC カード

の管理体制について 

 預金の銀行残高証明金額や通帳残高と会計帳簿

残高との定期的な照合について 
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NO. 項目 課題 改善提案 

 有価証券について、証券会社等の残高証明書との

定期的な照合について 

 資金運用規程・投資リスク管理方針の整備につい

て 

 投資取引を行う場合の承認手続体制について 

 借入取引を行う場合の承認手続体制について 

 投資取引、借入取引が適時にもれなく記帳される

仕組みについて 

 借入取引の利息計算・計上について 

 投資取引、借入取引等の各種補助簿と会計帳簿の

定期的な照合について 

 法人資産と入居者等からの預り資産の区分につ

いて 

 利用者預り金に関する管理体制について 

 利用者立替金に関する管理体制について 

 その他（業務実施者が必要と認めた事項） 

 

2-5 人件費管理 

○支援の視点 

 職員の人事管理記録の整備について 

 採用者、退職者について、給与マスタ―ファイル

への追加、削除が適時に漏れなく行われる仕組み

について 

 給与控除、源泉徴収、その他給与マスターファイ

ルへの変更管理について 

 執務時間の記録及び管理状況について 

 給与の計算方法について 

 給与支払に関する承認体制について 

 給与計算台帳と会計帳簿の定期的な照合につい

て 

 その他（業務実施者が必要と認めた事項） 

 

  

2-6 在庫管理 

○支援の視点 

 在庫の受払記録の作成について 

 実地棚卸の実施体制及び会計帳簿への反映につ

いて 

 在庫の受払記録と会計帳簿の定期的な照合につ

いて 
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NO. 項目 課題 改善提案 

 その他（業務実施者が必要と認めた事項） 
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３．決算の統制 

※ 業務の実施にあたっては、「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」の別添「社会福祉法人指導監査実施要

綱」の別紙「指導監査ガイドライン」の「Ⅲ管理３会計管理」についても留意すること。 

NO. 項目  課題  改善提案 

3-1 決算・財務報告に関する規程の整備 

○支援の視点 

 決算・財務報告の基礎となる規程や業務の手順

が整備されているかについて 

 決算・財務報告の基礎となる規程や業務の手順

は、各拠点間で整合しているかについて 

 その他（業務実施者が必要と認めた事項） 

 

  

3-2 決算・会計業務体制 

○支援の視点 

 会計担当部署の組織体制について 

 新会計基準（「社会福祉法人会計基準」（平成 28

年厚生労働省令第 79 号）他）への移行について 

 会計業務に係るセキュリティー体制について 

 会計処理の検閲及び会計処理の承認手続につい

て 

 財務報告へ重要な影響を与える事項について、

法人内の各拠点、各事業部門から情報が収集で

きる体制の整備について 

 基礎的な勘定科目体系及びその内容は各拠点間

で整合しているかについて 

 会計方針が各拠点間で整合しているかについて 

 補助簿と総勘定元帳の整合性の確認について 

 決算スケジュールについて 

 例外的な処理を行う場合の手続について 

 その他（業務実施者が必要と認めた事項） 

 

  

3-3 各種証憑の整備体制について 

○支援の視点 

 会計処理の根拠資料が網羅的に保管されている

かについて 

 会計処理の根拠資料が検証可能な形で整理され

ているかについて 

 その他（業務実施者が必要と認めた事項） 

 

  

3-4 決算の実施   
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NO. 項目  課題  改善提案 

○支援の視点 

 決算に必要な情報の識別及び収集について 

 決算作業の職務分掌と承認について 

 その他（業務実施者が必要と認めた事項） 

 

3-5 各勘定科目の統制 

○支援の視点 

 主要な勘定科目の決算作業プロセスの明確化に

ついて 

 各勘定科目の内訳明細の中に内容が不明な項目

がないかについて 

 徴収不能引当金の計上について 

 賞与引当金の計上について 

 退職給付引当金の計上について 

 その他引当金の要件を満たす取引の有無を把握

する仕組み及びその計上について 

 期末における資産の評価について 

 未収、未払の経過勘定、未決済項目の把握・計

上について 

 その他（業務実施者が必要と認めた事項） 

 

  

3-6 計算書類の開示・保存 

○支援の視点 

 計算書類等（計算書類、附属明細書、財産目録

他）の作成状況について 

 計算書類等（計算書類、附属明細書、財産目録

他）の様式について 

 注記が必要な項目を把握する体制について 

 計算書類等の金額と主要簿との整合性について 

 各種開示書類、開示項目間の整合性の確認につ

いて 

 計算書類等（計算書類、附属明細書、財産目録

他）の保存状況について 

 その他（業務実施者が必要と認めた事項） 

 

  

3-7 内部取引の把握と相殺消去 

○支援の視点 

 法人が行う内部取引の内容について 

 法人が使用する財務会計システムの内部取引の
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NO. 項目  課題  改善提案 

入力方法と相殺消去に係る仕様について 

 内部取引の財務会計システムへの入力の手順に

ついて 

 内部取引に係る証憑・帳簿・その他管理資料の

整備 

 内部取引の整合性の確認方法について 

 内部取引の不一致時の手続について 

 その他（業務実施者が必要と認めた事項） 
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別添２ 

 

財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務実施報告書 

 

平成×年×月×日 

社会福祉法人××× 

理事長 ×××× 殿 

支援業務実施者（注１）       

税 理 士   ××××  印 

公認会計士   ××××  印 

 

 

貴法人より委嘱を受け、平成○年○月○日から平成○年○月○日に社会福祉法人×××に

おいて実施した、財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務は下記のとおりで

す。 

 

記 

 

支援項目及びその事項についての所見の詳細については別紙を参照ください。 

 

 

本業務は、貴法人における「財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援」を行

うもので、所見への記載事項は、業務実施の過程で発見されたものであり、当該記載事項

が貴法人における全ての問題点を網羅していることを保証するものではありません。また、

当該業務の結果として、貴法人の業務運営の適正性、計算書類の適正性を保証するもので

はありません。 

この報告書は、所轄庁への報告及び貴法人の内部での利用を前提に作成しておりますの

で、上記以外に利用される場合には、事前に支援業務実施者の了解を得ていただくことが

必要です。 

 

以  上  

 

     

 

（注１）支援業務実施者（税理士、税理士法人、公認会計士又は監査法人）にあわせて、記名、押印のこと。 
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財務会計に関する事務処理体制に係る支援項目リスト 

※ 業務の実施にあたっては、「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」の別添「社会福祉法人指導監査実施要

綱」の別紙「指導監査ガイドライン」の「Ⅲ管理３会計管理」についても留意すること。 

№ 
勘定科目 

・項目等 
確 認 事 項 

残高

等 

 

チェック 

１ 予算 

収支予算は、毎会計年度開始前に理事長が作成し、定款の定めに従い適切な承

認を受けているか。 
 ＹＥＳ ＮＯ 所見 

予算執行中に、予算に変更事由が生じた場合、理事長は補正予算を作成し、定

款の定めに従い適切な承認を受けているか。 
 ＹＥＳ ＮＯ 所見 

２ 経理体制 

経理規程が制定されているか。  ＹＥＳ ＮＯ 所見 

統括会計責任者や会計責任者が置かれ、それらの者とは別の現金管理責任者

（出納職員）が置かれているか。 
 ＹＥＳ ＮＯ 所見 

定款、法人が行っている事業の実態、法令等の事業種別等に基づき事業区分、

拠点区分、サービス区分は適切に設定されているか。 
 ＹＥＳ ＮＯ 所見 

勘定科目は、「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上

の留意事項について」 別添３に準拠しているか。 
 ＹＥＳ ＮＯ 所見 

３ 会計帳簿 

正規の簿記の原則に従って適時に正確な会計帳簿を作成しているか。  ＹＥＳ ＮＯ 所見 

計算書類に係る各勘定科目の金額は、主要簿（総勘定元帳等）と一致している

か。 
 ＹＥＳ ＮＯ 所見 

基本財産（有形固定資産）及びその他の固定資産（有形固定資産、無形固定資

産）の金額は、固定資産管理台帳と一致しているか。 
 ＹＥＳ ＮＯ 所見 

計算書類に係る各勘定科目の金額は、補助簿（現金出納帳、棚卸資産受払台帳、

有価証券台帳等）と一致しているか。 
 ＹＥＳ ＮＯ 所見 

経理規程に定められた会計帳簿（仕訳日記帳、総勘定元帳、補助簿及びその他

の帳簿）は拠点区分ごとに作成され、備え置かれているか。 
 ＹＥＳ ＮＯ 所見 

４ 計算書類等 

法人が作成している計算書類は、経理規程と一致しているか。  ＹＥＳ ＮＯ 所見 

決算手続に際して各種機関の監査・承認及び日程等は法令及び定款の定めに従

い適正に行われているか。 
 ＹＥＳ ＮＯ 所見 

計算書類が様式に従って作成されているか。  ＹＥＳ ＮＯ 所見 

貸借対照表上、基本財産として表示されているものは定款の定めと対応してい

るか。 
 ＹＥＳ ＮＯ 所見 

貸借対照表上、未収金、前払金、未払金、前受金等の経常的な取引によって発

生した債権債務は、流動資産又は流動負債に表示されているか。 
 ＹＥＳ ＮＯ 所見 

貸借対照表上、貸付金、借入金等の経常的な取引以外の取引によって発生した

債権債務については、貸借対照表日の翌日から起算して１年以内に入金又は支

払の期限が到来するものは流動資産又は流動負債に、入金又は支払の期限が１

年を超えて到来するものは固定資産又は固定負債に表示されているか。 

 ＹＥＳ ＮＯ 所見 

法人が作成している附属明細書は、経理規程と一致しているか。  ＹＥＳ ＮＯ 所見 

法人全体及び拠点区分ごとに作成すべき附属明細書が全て作成されているか。  ＹＥＳ ＮＯ 所見 

附属明細書が様式に従って作成されているか。  ＹＥＳ ＮＯ 所見 

附属明細書の勘定科目と金額は、計算書類と整合性がとれているか。  ＹＥＳ ＮＯ 所見 

財産目録が記載すべき事項及び様式に従って作成されているか。  ＹＥＳ ＮＯ 所見 

財産目録の勘定科目と金額は、法人単位貸借対照表と整合性がとれているか。  ＹＥＳ ＮＯ 所見 
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№ 
勘定科目 

・項目等 
確 認 事 項 

残高

等 

 

チェック 

５ 

資産、負債の

基本的な 

会計処理 

資産は、原則として、取得価額（受贈又は交換によって取得した資産について

は、その取得時における公正な評価額）で計上されているか。 
 ＹＥＳ ＮＯ 所見 

負債のうち、債務は、原則として、債務額で計上されているか。  ＹＥＳ ＮＯ 所見 

６ 

収益、費用の 

基本的な 

会計処理 

収益は、原則として、物品の販売又はサービスの提供等を行い、かつ、 これ

に対する現金及び預金、未収金等を取得した時に計上され、費用は、原則とし

て、費用の発生原因となる取引が発生した時又はサービスの提供を受けた時に

計上されているか。（発生主義） 

 ＹＥＳ ＮＯ 所見 

収益とこれに関連する費用は、両者を対応させて期間損益が計算されている

か。 

 
ＹＥＳ ＮＯ 所見 

７ 内部取引 内部取引は相殺消去されているか。 無 
有  

ＹＥＳ ＮＯ 所見 

８ 
預貯金 

・積立資産 
残高証明書等により残高が確認されているか。 無 

有  

ＹＥＳ ＮＯ 所見 

９ 徴収不能額 
法的に消滅した債権又は徴収不能な債権がある場合、これらについて徴収不能

額が計上されているか。 
無 

有  

ＹＥＳ ＮＯ 所見 

10 有価証券 

満期保有目的の債券以外の有価証券で、市場価格のあるものは、時価で計上さ

れているか。 
無 

有  

ＹＥＳ ＮＯ 所見 

満期保有目的の債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合に

おいて、取得価額と債券金額の差額の性格が金利の調整と認められるときは、

償却原価法に基づいて算定されているか。（なお、取得価額と債権金額との差

額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、償却原価法を適用

しないことができる。） 

無 

有  

ＹＥＳ ＮＯ 所見 

有価証券について、会計年度の末日における時価がその時の取得価額より著し

く低い場合、当該有価証券の時価がその時の取得原価まで回復すると認められ

る場合を除き、時価が付されているか。 

無 

有  

ＹＥＳ ＮＯ 所見 

上記以外の有価証券は取得価額で計上されているか。 無 
有  

ＹＥＳ ＮＯ 所見 

11 棚卸資産 
棚卸資産について、会計年度の末日における時価がその時の取得原価よりも下

落した場合、時価が付されているか。 
無 

有  

ＹＥＳ ＮＯ 所見 

12 経過勘定 
経過勘定がある場合、前払費用及び前受収益は、当期の損益計算に含まれず、

また、未払費用及び未収収益は、当期の損益計算に反映されているか。 
無 

有  

ＹＥＳ ＮＯ 所見 

13 固定資産 

有形固定資産は、定額法又は定率法のいずれかの方法に従い、無形固定資産は、

定額法により、相当の減価償却が行われているか。 
無 

有  

ＹＥＳ ＮＯ 所見 

固定資産について、会計年度の末日における時価がその時の取得原価より著し

く低い資産の有無を把握しているか。 
無 

有  

ＹＥＳ ＮＯ 所見 

固定資産について、会計年度の末日における時価がその時の取得原価より著し

く低い資産がある場合、当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認

められる場合を除き、時価が付されているか。 

※ただし、使用価値を算定することができる有形固定資産又は無形固定資産で

あって、当該資産の使用価値が時価を超えるものについては、取得価額から減

価償却累計額を控除した価額を超えない限りにおいて、使用価値を付すること

ができる点に留意する。 

無 

有  

ＹＥＳ ＮＯ 所見 
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№ 
勘定科目 

・項目等 
確 認 事 項 

残高

等 

 

チェック 

14 

借入金 借入目的に応じた適切な勘定科目に計上されているか。 無 
有  

ＹＥＳ ＮＯ 所見 

債権債務の 

状況 

借入金（理事長に委任されていない多額の借財に限る）は、理事会の議決を経

て行われているか。また、借入金は、事業運営上の必要によりなされたもので

あるか。 

 

ＹＥＳ ＮＯ 所見 

借入金の償還財源に寄附金が予定されている場合は、法人と寄附予定者との間

で書面による贈与契約が締結されており、その寄附が遅滞なく履行されている

か。 

 

ＹＥＳ ＮＯ 所見 

15 リース取引 

リース取引(契約上賃貸借となっているものも含む)に係る借手である場合、フ

ァイナンス・リース取引は、通常の売買契約に係る方法に準じて会計処理が行

われているか。（なお、ファイナンス・リース取引について、取得したリース

物件の価額に重要性が乏しい場合、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計

処理することができる。） 

無 

有  

ＹＥＳ ＮＯ 所見 

リース取引(契約上賃貸借となっているものも含む)に係る借手である場合、オ

ペレーティング・リース取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処

理が行われているか。 

無 

有  

ＹＥＳ ＮＯ 所見 

16 引当金 

賞与引当金や退職給付引当金、その他将来の特定の費用又は損失で、発生が当

期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積

ることができる取引がある場合に、引当金として計上されているか。 

無 

有  

ＹＥＳ ＮＯ 所見 

徴収不能のおそれのある債権がある場合、その徴収不能見込額が徴収不能引当

金として計上されているか。 
無 

有  

ＹＥＳ ＮＯ 所見 

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

が利用されている場合、毎期の掛金が費用処理されているか。 
無 

有  

ＹＥＳ ＮＯ 所見 

17 基本金 
基本金は社会福祉法人が事業開始等に当たって財源として受け入れた寄附金

の額を寄附の種類に応じて計上されているか。 
無 

有  

ＹＥＳ ＮＯ 所見 

18 
国庫補助金等

特別積立金 

社会福祉法人が施設及び設備の整備のために国、地方公共団体等から補助金、

助成金、交付金等を受領した場合、国庫補助金等特別積立金として積立てを行

っているか。 

無 

有  

ＹＥＳ ＮＯ 所見 

国庫補助金等特別積立金について、対象資産の減価償却費のその取得原価に対

する割合に相当する額を取り崩しているか。 
無 

有  

ＹＥＳ ＮＯ 所見 

上記取崩し額は、サービス活動費用の控除項目として、国庫補助金等特別積立

金取崩額が計上されているか。 

また、国庫補助金等特別積立金を含む固定資産の売却損・処分損が計上される

場合は、特別費用に控除項目として、当該資産に係る国庫補助金等特別積立金

取崩額が計上されているか。 

無 

有  

ＹＥＳ ＮＯ 所見 

19 
その他の 

積立金 

その他の積立金は、理事会の決議を経た上で、積立ての目的を示す名称を付し、

同額の積立資産が積み立てられているか。 
無 

有  

ＹＥＳ ＮＯ 所見 

その他の積立金の積立は、当期末繰越活動増減差額にその他の積立金取崩額を

加算した額に余剰が生じた場合に行われているか。 
無 

有  

ＹＥＳ ＮＯ 所見 

その他の積立金に対応する積立資産を取り崩す場合には、当該その他の積立金

を同額取崩しているか。 
無 

有  

ＹＥＳ ＮＯ 所見 

就労支援事業に関する積立金を計上している場合、各積立金の計上金額は、会

計基準省令所定の要件を満たしているか。 
無 

有  

ＹＥＳ ＮＯ 所見 
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№ 
勘定科目 

・項目等 
確 認 事 項 

残高

等 

 

チェック 

20 補助金 
補助の目的に応じて帰属する拠点区分を決定し、適切な勘定科目に計上されて

いるか。 
 無 

有  

ＹＥＳ ＮＯ 所見 

21 寄附金 

金銭の寄附は、寄附目的により拠点区分を決定し、適切な勘定科目に計上され

ているか。 
無 

有  

ＹＥＳ ＮＯ 所見 

経常経費に対する寄附物品は、取得時の時価により、経常経費寄附金収入及び

経常経費寄附金収益に計上されているか。 
無 

有  

ＹＥＳ ＮＯ 所見 

土地などの支払資金の増減に影響しない寄附物品は、取得時の時価により、事

業活動計算書の固定資産受贈額として計上され、資金収支計算書には計上され

ていないか。 

無 

有  

ＹＥＳ ＮＯ 所見 

共同募金からの配分金は、その配分金の内容に基づき適切な勘定科目に計上さ

れ、このうち基本金又は国庫補助金等特別積立金に組み入れるべきものは適切

に組入れされているか。 

無 

有  

ＹＥＳ ＮＯ 所見 

寄附金申込書、寄附金領収書（控）、寄附金台帳の記録は全て対応しているか。 無 
有  

ＹＥＳ ＮＯ 所見 

22 
共通支出（費

用）の配分 
共通支出（費用）の配分は、合理的な基準に基づき適切に行われているか。 無 

有  

ＹＥＳ ＮＯ 所見 

23 整合性 

資金収支計算書の当期末支払資金残高と貸借対照表の支払資金残高（流動資産

と流動負債の差額。ただし、１年基準により固定資産又は固定負債から振り替

えられた流動資産・流動負債、引当金及び棚卸資産（貯蔵品を除く。）を除く。）

は一致しているか。 

 ＹＥＳ ＮＯ 所見 

事業活動計算書の次期繰越活動増減差額と貸借対照表の次期繰越活動増減差

額は一致しているか。また、（うち当期活動増減差額）が、事業活動計算書の

当期活動増減差額と一致しているか。 

 ＹＥＳ ＮＯ 所見 

貸借対照表の純資産の部と財産目録の差引純資産は一致しているか。  ＹＥＳ ＮＯ 所見 

24 注記 

該当する事項がない場合、項目名の記載が省略できる注記事項と項目名の記載

が省略できない注記事項が区分され、省略できない事項において該当する事項

がない場合には、「該当なし」と記載されているか。 

 ＹＥＳ ＮＯ 所見 

注記に係る勘定科目と金額が計算書類と整合性がとれているか。  ＹＥＳ ＮＯ 所見 

25 

社会福祉法人会計基準で示していない会計処理の方法が行われている場合、その処理の方法は、

法人の実態等に応じて、一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の慣行を斟酌している

か。 

無 
有  

ＹＥＳ ＮＯ 所見 

① 「残高等」の欄については、該当する勘定項目等の残高がない場合又は「確認事項」に該当する事実がない場合は、「無」

を〇で囲みます。「確認事項」に該当する場合において、社会福祉法人会計基準に従って処理しているときは、「チェ

ック」欄の「ＹＥＳ」を、社会福祉法人会計基準に従って処理していないときは、「チェック」欄の「ＮＯ」を〇で囲

みます。「所見」欄に関連する記載を行う場合には、「チェック」欄の「所見」を○で囲みます。 

② 「ＮＯ」の場合は、「所見」欄にその理由等を記載します。また、「ＹＥＳ」であっても、改善すべき点があれば記載

します。 
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社会福祉法人指導監査ブロック別担当者研修会の内容

＜質疑応答＞

＜アンケート＞

平成29年度
社会福祉法人指導監査ブロック別

担当者研修会

厚生労働省
社会･援護局福祉基盤課

平成29年度社会福祉法人指導監査
ブロック別担当者研修会

資料１
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・ 監査要綱及び監査周期の見直し等に当たり、関係団体及び自治体の意見を踏まえ
検討。また、制度施行後も不断の見直しに向けた意見交換を実施。

社会福祉法人に対する指導監督の見直しについて

現状と課題 見直しの方向性

附帯決議

・ 所轄庁における指導・監督を強化するため、監査の
ガイドラインや監査人材の育成プログラムを策定する
こととし、その工程表を策定する。

→ 工程表に基づき、監査のガイドラインを平成29年4
月に策定するとともに、平成29年５月から６月にかけ
て所轄庁に対する人材育成のための研修会を実施
する。

・ 指導監督等の権限が都道府県から小規模な一般市
にも委譲されていることから、所轄庁に対し適切な支
援を行う。

・ 指導監督に係る国の基準を一層明確化することで
標準化を図ること。

・ 監査事項に関して、具体的な確認内容や指導監査
の基準が示されていないことから、所轄庁の指導が
地域により異なる規制や必要以上に厳しい規制（ロー
カルルール）が存在している。

・ 地域の多様な福祉ニーズに対応していくためには、
法人の自主性・自律性を尊重する必要がある。

・ 社会福祉法人の経営組織のガバナンスの強化を図
るため、会計監査人監査が導入されるが、所轄庁監
査との関係性を整理する必要がある。

社会福祉法人に対する指導監督については、ガバナンス強化等による法人
の自主性・自律性を前提とした上で、国の基準を明確化（ローカルルールの是
正）し、指導監査の効率化・重点化を図る。

＜考え方＞

＜対応＞

②会計監査人監査導入に伴う行政監査の省略・重点化

・ 指導監査要綱の見直しの際、会計監査人監査において確認する会計管理に関す
る監査事項の重複部分の省略を可能とし、監査の重点化を図る。

①指導監査要綱の見直し、監査ガイドラインの作成・周知

・ 法令、通知等で明確に定められた事項を原則とし、監査事項の整理・簡素化を図
る。併せて、監査の確認事項や指導監査の基準を明確化したガイドラインを作成し、
所轄庁へ通知するとともに法人にも周知を図る。

③監査周期等の見直しによる重点化

・ 前回の監査結果等を踏まえ、経営組織のガバナンスの強化等が図られている等、
良好と認められた法人に対する監査の実施周期を延長。一方、ガバナンス等に大
きな問題があると認められる法人に対しては、毎年度監査を実施するなど、指導監
査の重点化を図る。

④監査を担う人材の育成

・ 社会福祉法人に対する指導監査が法定受託事務であることを踏まえ、監査ガイド
ライン等により、所轄庁職員を育成するためのプログラムを作成し、平成29年度よ
り研修を実施する。

指導監督の見直しに向けた団体、自治体との意見交換の実施

規制改革（H26.6.24閣議決定）

3

１．社会福祉法人に対する指導監督の見直しの全体像

2
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社会福祉法人に対する指導監督の流れ

■社会福祉法における社会福祉法人に対する行政上の監督に関する仕組みは、以下のとおり。

定
期
監
査
（
監
査
実
施
計
画
に
基
づ
く
監
査
）

改
善
事
項
な
し

運営の適正化

改
善
命
令

業
務
停
止
命
令

又
は
役
員
解
職
勧
告

解
散
命
令

特
別
監
査

改
善
命
令
に
従
わ
な
い
と
き

○行政指導、改善命
令、業務停止命令
及び役員解職勧告
によっても監督の目
的を達成することが
できないとき
○正当な事由なく１
年以上にわたって
事業を行わないとき

改
善
事
項
あ
り

正
当
な
理
由
が
な
く
、
改
善
勧

告
に
係
る
措
置
を
と
ら
な
か
っ

た
と
き

監
査
結
果
通
知
書運営等

に重大
な問題

5

改
善
勧
告

勧
告
に
従
わ
な
い

旨
の
公
表

○法令、行政
処分又は定
款に違反
○運営が著し
く適正を欠
くと認められ
るとき

改
善
勧
告
に
従
わ
な

い
と
き

※

役
員
解
職
勧
告
は
行
政
処
分
で
は
な
い

平成28年度改正
により追加

法人における自主的
な改善が難しい場合に
は、監査結果通知を法
に基づく改善勧告として
行うことも考えられる。

再
調
査

改
善
報
告
書

運営等に重
大な問題や不
祥事の発生

監
査
実
施
計
画
の
作
成
（
各
年
度
）

一般監査

行政処分

附帯決議①（衆議院）

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

（略）

五、所轄庁による社会福祉法人に対する指導監督については、一部の地域において独自の取扱いが散見さ
れるとの指摘もあることから、国の基準を一層明確化することで標準化を図ること。

社会福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議 平成２７年７月２９日 衆議院厚生労働委員会

附帯決議②（参議院）

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

（略）

六、社会福祉法人の所轄庁については、指導監督等の権限が都道府県から小規模な一般市にも委譲されて
いること、社会福祉充実計画の承認等の新たな事務が増えることから、所轄庁に対し適切な支援を行
うとともに、一部の地域において独自の取扱いが散見されるとの指摘があることに鑑み、また、指導
監督が法定受託事務であることを踏まえ、指導監督に係る国の基準を一層明確化することで、その標
準化を図ること。

七、社会福祉法人の提供するサービスの質の確保に当たっては、高い能力を発揮する人材の雇用及び職員
全体で職務を補い合う業務体制の確立が求められることから、社会福祉法人において労働基準法、労
働安全衛生法等の労働関係法令の確実な遵守並びに業務に関する規程の整備及び運用がなされるよう、
所要の措置を講ずること。

社会福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議 平成２８年３月１７日 参議院厚生労働委員会

4
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○ 公益性・非営利性を確保する観点から制度を見直し、国民に対する説明責任を果たし、地域社会に貢献する
法人の在り方を徹底する。

２．事業運営の透明性の向上

□ 財務諸表の公表等について法律上明記

１．経営組織のガバナンスの強化

□ 理事・理事長に対する牽制機能の発揮

□ 財務会計に係るチェック体制の整備

○ 議決機関としての評議員会を必置 ※理事等の選任・解任や役員報酬の決定など重要事項を決議

(注）小規模法人について評議員定数に係る経過措置を設ける。

○ 役員・理事会・評議員会の権限・責任に係る規定の整備
○ 親族等特殊関係者の理事等への選任の制限に係る規定の整備

○ 一定規模以上の法人への会計監査人の導入 等

○ 閲覧対象書類の拡大と閲覧請求者の国民一般への拡大
○ 財務諸表、現況報告書（役員報酬総額、役員等関係者との取引内容を含む。）、
役員報酬基準の公表に係る規定の整備 等

３．財務規律の強化
① 適正かつ公正な支出管理の確保

② いわゆる内部留保の明確化

③ 社会福祉事業等への計画的な再投資

① 役員報酬基準の作成と公表、役員等関係者への特別の利益供与を禁止等
② 純資産から事業継続に必要な財産（※）の額を控除し、福祉サービスに再投下可能
な財産額（「社会福祉充実残額」）を明確化
※①事業に活用する土地、建物等②建物の建替、修繕に必要な資金③必要な運転資金 ④基本金、国庫補助等特別積立金

③ 再投下可能な財産額がある社会福祉法人に対して、社会福祉事業又は公益事業
の新規実施・拡充に係る計画の作成を義務づけ（①社会福祉事業、②地域公益事業、③その

他公益事業の順に検討） 等

□ 社会福祉法人の本旨に従い他の主体では
困難な福祉ニーズへの対応を求める

○ 社会福祉事業又は公益事業を行うに当たり、日常生活又は社会生活上支援を
要する者に対する無料又は低額の料金で福祉サービスを提供することを責務として
規定 ※利用者負担の軽減、無料又は低額による高齢者の生活支援等

５．行政の関与の在り方

□ 所轄庁による指導監督の機能強化

□ 国・都道府県・市の連携を推進

○ 都道府県の役割として、市による指導監督の支援を位置づけ

○ 経営改善や法令遵守について、柔軟に指導監督する仕組み（勧告等）に関する

規定を整備

○ 都道府県による財務諸表等の収集・分析・活用、国による全国的なデータベース

の整備 等

社会福祉法人制度の改革（主な内容）

４．地域における公益的な取組を
実施する責務

7

２．制度見直しの概要及び背景

6
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○ 社会福祉法人について、一般財団法人・公益財団法人と同等以上の公益性を担保できる経営組織とする。

＜改正前＞

理事
理事長
理事会

●理事会を業務執行に関する意思決定機関として
位置付け、理事・理事長に対する牽制機能を
働かせる。
●理事等の義務と責任を法律上規定。

評議員
評議員会

●評議員会を法人運営の基本ルール・体制の決定
と事後的な監督を行う機関として位置付け、
必置の議決機関とする。

※小規模法人について評議員定数の経過措置

（決議事項）
・定款の変更
・理事・監事・会計監査人の選任、解任
・理事・監事の報酬の決定 等

監事 ●監事の権限、義務（理事会への出席義務、
報告義務等）、責任を法律上規定。

会計
監査人

●一定規模以上の法人への会計監査人による
監査の義務付け（法律）。

＜改正後＞

●資産額100億円以上若しくは負債額50億円以上
又は収支決算額10億円以上の法人は２年に１回、
その他の法人は５年に１回の外部監査が望まし
いとしている（通知）。

●評議員会は、任意設置の諮問機関であり、
理事・理事長に対する牽制機能が不十分。

（審議事項）
・定款の変更
・理事・監事の選任 等

●監事の理事・使用人に対する事業報告の要求や
財産の調査権限、理事会に対する報告義務等が
定められていない。

●理事会による理事・理事長に対する牽制機能が
制度化されていない。

●理事、理事長の役割、権限の範囲が明確でない。
（注）理事会、理事長は通知に規定が置かれている。

１．経営組織の在り方について

9

運営の透明性の確保 経営組織のガバナンスの確保 財務規律の強化

① 財務諸表・現況報告書・役員
報酬基準の公表

② 国・都道府県・市の連携によ
る法人情報の収集・分析・公
表

③ 国による全国的なデータベー
スの整備

① 評議員会による理事・理事会
に対する牽制機能の発揮

② 理事・理事会等の権限・義務・
責任の明確化

③ 会計監査人制度の導入

① 適正かつ公正な支出管理
（役員報酬基準の設定、関係者への利益供
与の禁止）

② 再投下可能な財産の明確化
（「社会福祉充実残額」の算出）

③ 再投下可能な財産の計画的
再投下（「社会福祉充実計画」の策定）

公益法人の在り方の見直し

1. 平成18年の公益法人制度改革
2． 公益法人税制の見直しの議論
（政府税調等）

社会福祉法人を取り巻く課題

改革の視点

福祉サービスの変容

1. 福祉ニーズの多様化・複雑化

2. 措置から契約への移行

3. 多様な事業主体の参入

社会福祉法人の運営に対する
指摘

1. 他の事業主体とのｲｺｰﾙﾌｯﾃｨﾝｸﾞ
と社会貢献（規制改革実施計画）

2. 内部留保の明確化

3. 一部の法人の不適正な運営に
対する指摘

○公益性・非営利性の徹底 ○国民に対する説明責任の履行 ○地域社会への貢献

8
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○ 社会福祉法人が保有する財産については、事業継続に必要な財産（控除対象財産）を控除した上で、
再投下対象財産（社会福祉充実財産）を明確化する。
○ 社会福祉充実財産が生じる場合には、法人が策定する社会福祉充実計画に基づき、既存事業の充実
や新たな取組に有効活用する仕組みを構築する。

【活用可能な財産】

資産から負債（借入金等）
や基本金を控除し、現に活
用可能な資産を算出。

【①事業用不動産等】

事業継続に必要な財産
（＝控除対象財産）

社会福祉事業等に活
用している不動産の

帳簿価格。

「社会福祉充実計画」を策定
し、計画的に、既存事業の充
実又は新規事業に活用。

資産－負債－基本金
－国庫補助等特別
積立金

年間支出の３月分

財産目録上の事業用
不動産等の合計額

減価償却累計額×建設単価等
上昇率×自己資金比率（22％） 等

第１順位：社会福祉事業 地域公益事業
第２順位：地域公益事業 第３順位：公益事業

施設の将来の建替とそ
れまでの間の大規模修
繕に係る費用等

【③運転資金】

【②将来の建替費用等】

（社会福祉充実財産の使途は、以下の順に検討の上、法人が策定する社会福祉充実計画に基づき、既存事業の充実や新たな事業に再投資）

緊急な支払い等に備
えるための運転資金

【社会福祉充実計画の策定】

社会福祉充実
財産が生じた
場合のみ

【再投下対象財産】
（社会福祉充実財産）

※ 法律上は社会福祉充実残額

３．社会福祉法人の財務規律について

11

備置き・
閲覧

公表

事業報告書 ○ －

財産目録 ○ －

貸借対照表 ○ ○
（通知）

収支計算書（事業活動計算書・資金
収支計算書）

○ ○
（通知）

監事の意見を記載した書類 ○ －

現況報告書（役員名簿、補助金、社
会貢献活動に係る支出額、役員の
親族等との取引状況を含む。）

－ ○
（通知）

役員区分ごとの報酬総額 － －

定款 － －

役員報酬基準 － －

事業計画書 － －

備置き・
閲覧

公表

○ －

○ －

○ ○

○ ○

○ －

○ ○

○
（※）

○
（※）

○ ○

○ ○

○ －

備置き・
閲覧

公告・
公表

○ －

○ －

○ ○

○ ○

○ －

○ －

○ －

○ －

○ ○

○ －

公表

－

－

○
（通知で措置済）

○
（通知で措置済）

－

○

○

－

－

－

改正前 改正後 公益財団法人
規制改革
実施計画

○ 社会福祉法人の高い公益性に照らし、公益財団法人以上の運営の透明性を確保することとし、以下の事項を法令上明記。
・ 定款、事業計画書、役員報酬基準を新たに閲覧対象とすること
・ 閲覧請求者を利害関係人から国民一般にすること
・ 定款、貸借対照表、収支計算書、役員報酬基準を公表対象とすること

○ 既に通知により公表を義務付けている現況報告書（役員名簿、補助金、社会貢献活動に係る支出額、役員の親族等との取
引内容を含む。）について、規制改革実施計画を踏まえ、役員区分ごとの報酬総額を追加した上で、閲覧・公表対象とすること
を法令上明記。

○ 国民が情報入手しやすいホームページを活用して公表。

（※）現況報告書に記載

２．運営の透明性の確保について

10

- 161 -



社会福祉法人改革の施行スケジュールについて

２８年度 ２９年度
～３月 ４～６月 ７月～

関係法令
改正等

法人

評議員会
関係

理事会
関係

会計監査人
関係

社会福祉充実
計画関係

※残額のある法人の
み計画作成

所
轄
庁

定款変更等

地域協議会

指導監査

財務諸表等電子
開示システム

○新評議員による定時評議員会の
開催（決算、新役員、報酬基準等）

○旧役員による理事会の開催
（決算、新役員等）

○定款変更認可

●施行

●旧評議員任期満了
新評議員の任期開始

○充実計画承認

○定時評議員会による会計監査人
の選任

○定時評議員会
による承認

○会計監査開始

○適宜Ｑ＆Ａ発出

○会計監査人候補者の選定
⇒ 予備調査の実施

○予備調査の結果に基づく法人
による改善

●旧役員任期満了
新役員の任期開始

○新役員による理事会の
開催（理事長の選定等）

○公認会計士・税理士による確認
※地域公益事業を位置付ける場合には、
地域協議会等の意見聴取

○会計監査
契約締結

○所轄庁への承認申請

○定款変更（新評議員の選任方法
等）の手続（理事会等の開催）

○評議員選任・解任委員会の開催
○新評議員の選任

○本格稼働

○指導監査の実施○所轄庁職員への研修

○試行運用の結果を反映

２週間空ける※

←定時評議員会終結時

※ 計算書類等を定時評議員会の日の２週間前から備え置くことが必要なため、決算承認理事会と定時評議員会は、２週間空けて開催することが必要がある。

○地域協議会の運営主体の検討、
立ち上げ準備

○地域協議会の開催

○入力様式（本格稼働版）のダウンロード開始

＜決算見込み＞
○社会福祉充実残額の試算

↓（残額がある場合のみ）

○社会福祉充実計画（案）の検討・作成

○

現況報告書等の様式発出

○自治体向け操作説明会 ○厚生労働省への情報の提供

13

○監査要綱、監査ガイドライン等の発出

○ 平成２８年改正社会福祉法において、社会福祉法人の公益性・非営利性を踏まえ、法人の本旨から導かれる本来の役割を
明確化するため、「地域における公益的な取組」の実施に関する責務規定が創設された。

（参考）社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）（抄）
第２４条 （略）
２ 社会福祉法人は、社会福祉事業及び第二十六条第一項に規定する公益事業を行うに当たっては、日常生活又は社会生
活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない。

① 社会福祉事業又は公益事業を行う
に当たって提供される「福祉サービ
ス」であること

② 「日常生活又は社会生活上の支援
を必要とする者」に対する福祉サー
ビスであること

③ 無料又は低額な料金で提供されること

○ 社会福祉法人の地域社会への貢献
⇒ 各法人が創意工夫をこらした多様な「地域における公益的な取組」を推進

地域において、少子高齢化・人口減少などを踏まえた福祉ニーズに対応するサービスが充実

（在宅の単身高齢者や障
害者への見守りなど）

（生活困窮世帯の子どもに
対する学習支援など）

【社会福祉法人】

（留意点）
社会福祉と関連
のない事業は該
当しない

（留意点）
心身の状況や家庭
環境、経済的な理
由により支援を要す
る者が対象

（留意点）
法人の費用負担により、料金を徴収しない又は費用を
下回る料金を徴収して実施するもの

地域における公益的な取組

４．「地域における公益的な取組」について

12
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指導監査の目的①

社会福祉法（昭和26年３月法律第45号）（抄）

（定義）

第22条 この法律において「社会福祉法人」とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立さ
れた法人をいう。

（経営の原則等）

第24条 社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的に
その経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなけれ
ばならない。

（監督）

第56条 所轄庁は、この法律の施行に必要な限度において、社会福祉法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告を
させ、又は当該職員に、社会福祉法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書
類その他の物件を検査させることができる。

社会福祉法に基づき、法人の自主性及び自律性を尊重し、法令又は通知等に定められた法人と

して遵守すべき事項について運営実態の確認を行うことによって、適正な法人運営と社会福祉事業

の健全な経営の確保を図る。（実施要綱の１）

15

３．指導監査の目的について

14
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４．指導監査の見直し内容について

17

指導監査の目的②

社会福祉法に基づき、法人の自主性及び自律性を尊重し、法令又は通知等に定められた法人と

して遵守すべき事項について運営実態の確認を行うことによって、適正な法人運営と社会福祉事業

の健全な経営の確保を図る。（実施要綱の１）

16

指導監査に当たっては、法人運営に改善すべき点がある場合には、法人が自ら改善すべき点を
把握し、自主的に改善に取り組むことができるように指導を行うことが重要。

○ 指導に際しては、常に公正不偏かつ懇切丁寧であることを旨とし、単に改善を要する事項の指
導にとどまることなく、具体的な根拠（※）を示して行うものとする。また、法人との対話や議論を通
じて、指導の内容に関する真の理解を得るよう努め、自律的な運営を促すものとする。
（実施要綱の５の（２））
（※）指摘を行う（法令、通知の条項に違反している）場合には、違反している条項や違反の内容を
具体的に示す、助言を行う場合には、その理由等を具体的に示す必要がある。

○ 口頭指摘や助言を行う場合は、法人と指導の内容に関する認識を共有できるよう配慮する必要
がある。（実施要綱の５の（１））
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○ いわゆるローカルルールの是正については、ローカルルールが生じた原因には、
・ 基準が抽象的又は解釈が分かれるものであることによるもの
・ 基準が定められていないものを指導することによるもの
など複数あると考えられるため、その原因に応じた対応を行う。
○ そのほか、不適切な指導事例を集積し周知するとともに、監査ガイドラインの見直しを継続的に行う。

ローカルルールの是正のための対応

ローカルルールの内容 発生原因 対応

基
準
の
内
容

所轄庁の独自基準による
指摘（改善指導）

基準が曖昧、抽象的
監査ガイドラインによる基
準の明確化

基準が定められていない
ことに対して指摘を行うこ
とによるもの

所轄庁が独自基準で指導
を行うことがないようにする
規定を設ける

必要以上に詳細な書類を
要求される

監査において確認する書
類が定められていない

監査において確認する書
類を明確化する

不
適
切
な
指
導
事
例
の
集
積
及
び
周
知

監
査
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
継
続
的
な
見
直
し

所
轄
庁
の
対
応

同様の事案についての所
轄庁・担当者により対応
が異なる

所轄庁・担当者により基準
の解釈に差異がある

研修や全国会議等による
監査ガイドラインの周知・
徹底

19

＜基本方針＞
社会福祉法人制度改革を踏まえ、社会福祉法人に対する指導監査については、指導監査要綱を見直すと
ともに監査内容の標準化を図るための監査ガイドラインを作成し、所轄庁のみならず、法人にも周知を図る。
① 法令、通知等で明確に定められた事項に関する監査を行うことを原則とする

※ ローカルルール（地域によって異なる規制や必要以上に厳しい規制）の是正

② 法人のガバナンスの強化や情報公開等による法人の自主的・自律的な運営を前提として、監査事項の
整理、行政監査と会計監査人監査等との関係の明確化等を行う

＜見直しの方針＞

①指導監査要綱の見直し

（指導監査実施要綱の制
定）

・ 運営に大きな問題が認められない法人に対する監査の実施周期を延長する。一
方、運営に大きな問題があると認められる法人に対しては、必要に応じて指導監査
を実施する等、指導監査の重点化を図る。

・ 行政監査と会計監査人監査等との関係を整理し、会計管理に関する事項の省略
を可能とする等、行政監査の重点化を図る。
・ 指導監査の結果に基づいて行う法人への指導方法を整理する。

②指導監査ガイドライン
の作成

・ 抽象的な監査事項の明確化をするとともに、全国の所轄庁の監査内容の標準化
を図るため、監査事項毎に、法改正に関する内容を含めた監査事項の「着眼点」等
を記載し、「指摘基準」について整理する。

・ 法人の指導監査を担当する自治体職員が、監査で確認すべき内容や制度内容の
理解を深めることができるものとする。

法人にも周知を図ることにより、所轄庁の監査結果について、法人との相互理解を深めることが可能となる。

また、法人の自主的・自律的な運営の下、それぞれの規模・特性に応じ、本監査要綱等を踏まえ、必要な内部規定等
の策定や自主点検を実施し、法人自らが適正な運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図ることが期待される。

指導監査要綱の見直し及び監査ガイドラインの作成・周知について

18
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５．実施要綱について

21

○ 所轄庁（自治体）職員に対する新指導監査要綱に関する研修の実施 （ローカルルールの

排除の徹底） 【５月～６月】

○ 新指導監査要綱に基づく監査の実施 【７月～】

○ 団体、自治体と新指導監査要綱に基づく監査についての意見交換 【年度内】

○ 所轄庁職員に対する研修の実施 【２９年度の実施状況を踏まえて検討】

○ 指導監査に関する団体、自治体との意見交換 【年度内】

指導監査の見直しに向けた団体、自治体との意見交換の実施

指導監査について、毎年、団体、自治体と意見交換を行い、指導監査要綱や監査を
行う所轄庁職員に対する研修内容に反映する。

平成29年度

平成30年度以降

20
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旧指導監査要綱（局長通知）においては、改善を要する場合には文書をもって行い、文書による改善報告を求
めることとしていたが、その他の具体的な指導方法についての定めがなく、各自治体による運用が行われていた
ことから、指導方法の標準化を図る。

※ いずれの場合も根拠を明確に提示のうえ、法人の理解を得ること。

※ 口頭指摘及び助言を行う場合は、法人と指導内容の共有を図ること。

ガイドラインに定める監査事項に関して指摘基準に
該当する場合

法令・通知違反は認められないが、法人運営の向上
を図る観点から適当と認める場合

【文書指摘】
・ 「改善措置を文書をもって指導」を行い、一定の期限を付して
改善報告を求める。

【口頭指摘】
・ 軽微な法令・通知違反の場合や文書指摘を行わない場合でも
改善が見込まれる場合は、「口頭による指導」を行い、次回の指
導監査等で確認を行う。

【助言】
・ 法令違反ではないが、法人運営の向上に資すると考えられる
事項がある場合は、法人に従わなければならないものではない
ことを明確にした上で「助言」を行うことができる。

指導の対象

・ 所轄庁が処分権限を有さない他法令・通知違反の疑いが認めら
れる場合は、法人に対して当該法令等を所管する機関への確認を
促す等の指導を行う。また、必要に応じて関係機関へ通報する等
措置をとることにより、適切に対応する。

指導監査の過程において、社会福祉法（福祉関係）
以外の法令・通知違反の疑いがある事項が発見され
た場合

指導の方法

指導方法の標準化について

23

○ 社会福祉法人に対する指導監査は、法人の自主性及び自立性を尊重し、法令又は通知等に定められた法人として遵守
すべき事項について運営実態の確認を行うことによって、適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図る。

１．指導監査の目的

実施要綱の構成について

○ 指導監査は、一般監査と特別監査があり、いずれも実地において行う。
○ 一般監査は、実施計画を策定した上で、「指導監査ガイドライン」に基づき実施。（一定の周期で実施）
○ 特別監査は、運営等に重大な問題を有する法人を対象として、随時実施。

２．指導監査の類型

監査周期等の見直しによる重点化について（Ｐ２６）

会計監査人監査導入に伴う行政監査の省略・重点化について（Ｐ２５）

指導方法の標準化について（Ｐ２３）

３．一般監査の実施の周期

４．指導監査事項の省略等

５．指導監査の結果及び改善状況の報告

○ 各年度の指導監査の結果について、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課に報告。

６．指導監査の結果の報告

○ 社会福祉法令以外の法令、通知違反の場合の措置、その他関係機関等との連携等

７．関係機関等との連携等

22
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対応 監査事項の重複部分の省略

○ 会計監査人の監査が実施されている法人については、会計管理に関する監査事項の省略を可能とする。
※監査意見が無限定適正意見又は限定付適正意見の場合に限る。
※限定付適正意見の場合は、その原因となる事項について、理事会等で協議し、対応しているかについて、指導監査において確認を行う。

○ 公認会計士又は監査法人による社会福祉法に準ずる監査（※）を実施している法人に対しても、上記に準じた取扱いを行う。

※会計監査人による監査が行われない場合に、法人と公認会計士若しくは監査法人との間で締結する契約に基づき行われる会計監査人によ
る監査を同じ計算関係書類及び財産目録を監査対象とする監査をいう。

○ 上記の他、法人が公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人（以下「専門家」という。）による支援（※）を受けている
場合は、支援内容に応じて、会計管理に関する監査事項を省略することを可能とする。

※財務会計に関する内部統制の向上支援及び財務会計に関する事務処理体制の向上支援の内容については、課長通知で定めている。

・ 法人運営の適正性を担保することを目的と
して実施するもの【一般的に3～5年に1回】

・ 法人自らが財務報告の信頼性を担保し、説明責任を
果たすことを目的として実施するもの【毎年度実施】

監査の趣旨は異なるが、会計管理の部分についての監査・確認が重複していること、会計監査等により法
人の財務会計に関する事務の適正性が確保されていると判断することが可能であることから、所轄庁の判
断により会計監査人の監査を実施している法人等の所轄庁の監査事項の一部を省略するなど、指導監査
の重点化を図る。

行政による指導監査の趣旨 会計監査の趣旨

会計監査人監査導入に伴う行政監査の省略・重点化について

対応 監査事項の効率的な実施

○ 会計監査人監査や専門家による財務会計に関する内部統制の向上支援は、会計のみならず、組織運営に関しても対象と
なるものであり、これらの結果を確認できる報告書を活用することにより、指導監査における確認作業の効率的な実施を図る
ものとする。

25

指導方法の標準化について（Q&A案より）

（問） 「実施要綱」の５の（１）のア若しくはイに記載のある口頭指摘や助言では、法人側に正確な
記録が残らないこと、所轄庁と法人との間に認識の齟齬が発生し得ること、また、評議員、理事
及び監事が所轄庁からどのような指導を受けたのか正確に把握できないことから、口頭指摘や
助言を行う場合は、必ず文書で行うようにするべきではないか。

（答） 「実施要綱」の５の(1)においては、口頭指摘や助言の指導を行う場合には、法人と指導の内
容に関する認識を共有できるよう配慮する必要があることを示しており、この共有の方法は基
本的には書類（メモ等）により行うことを想定している。

（問） 「実施要綱」の７の（３）で「法人に対して管轄機関への確認を促す等の指導を行う」とあるが、
ここでいう「指導」とは、文書指摘、口頭指摘、助言のいずれを想定しているのか。また、「必要
に応じて、処分権限を有する関係機関へ通報する等の措置をとることにより、適切に対応する」
とあるが、これはどのような場合を想定しているのか。

（答） 確認を促す等の対応にあたっては、特定の指導（文書指摘、口頭指摘、助言）を前提として
いるものではなく、法人の認識や対応状況等に応じて、法人自ら確認することを促す、あるいは
所轄庁が直接管轄機関に情報提供するなど、所轄庁において適宜対応していただきたい。

24
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施行後、初めて行う一般監査は、概ね３年以内を目
処にすべての法人に対して行う。

H28’ H29’ H30’ H31’ H32’ H33’ H34’
Ａ法人

Ｂ法人

法律施行

監査周期の考え方①（監査の周期を延長しない場合）

監査

大きな問題がない場合、次回の監査は、
翌年度から３箇年のうちに行う。

監査

・ 一般監査の実施の周期については、３箇年に１回行う。【指導監査実施要綱】
・ 概ね３年以内を目処にすべての法人に対する指導監査が一巡するスケジュールで実施。
【平成29年３月２日主管課長会議資料】

※大きな問題がある場合は、随時、特別監査を行う。

次回
監査

次回
監査

大きな問題がない場合、次回の監査は、
翌年度から３箇年のうちに行う。

27

◆ 前回の監査結果等を踏まえ、経営組織のガバナンスの強化が図られている等、良好と認められる法人に対
する監査の実施周期を延長する。
◆ 一方、ガバナンス等に大きな問題があると認められる法人に対しては、継続的な監査を実施するなど、指導
監査の重点化を図る。

見直し前の一般監査の周期

法人本部の運営等について、特に大きな問題が認
められない法人。

２年に１回

外部監査を活用した場合において、その結果
等に基づき法人の財務状況の透明性・適正
性が確保されていると判断するとき。

４年に１回と
することが
可能

苦情解決への取組が適切に行われており、
以下のいずれかの内容に積極的に取組み、
良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう
努めている判断するとき。

・福祉サービス第三者評価事業の受審、公表
（ISO9001認証取得施設も同様とする。）
・地域社会に開かれた事業運営
・先駆的な社会貢献活動の取組

同上

上記以外の法人
（継続的な
実施）

見直し後

法人本部の運営等について、特に大きな問題が認め
られない法人。

３年に１回を
原則 （※）

会計監査人の監査や専門家の活用を図った場合
において、その結果等に基づき法人の財務状況
の透明性・適正性が確保されていると判断すると
き。

活用状況に
応じて以下の
取扱いが可
能

会計監査人を置く法人
５年に１回ま
で延長可

公認会計士又は監査法人による社会福祉
法に準じた監査を実施する法人

同上

専門家による財務会計の支援を受けた法人
４年に１回ま
で延長可

苦情解決への取組が適切に行われており、（略）
良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努
めていると判断するとき【同左】

４年に１回ま
で延長可

上記以外の法人
継続的な
実施

監査周期等の見直しによる重点化について

（※）法人監査と施設監査と監査周期が異なる場合、それぞれの周期で実施する
ことが非効率であり、併せて実施することが、所轄庁と法人の双方に効率的・
効果的である場合など特別な事情がある場合は、異なる周期の設定が可能。（注）監査周期については、年度単位で判断する。 26
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監査周期等の延長等について（Q&A案より）

（問） 監査周期の延長の判断にあたり、「会計監査人による監査に準ずる監査」が毎年度実施さ
れなくても要件が成立すると考えてよいか。例えば、５年に一度の実施であっても周期の延長の
判断を行ってもよいのか。また、専門家の活用についても同様に４年に一度の実施であっても
周期の延長の判断を行ってもよいのか。

（答） 監査周期の延長の判断にあたり、「会計監査人による監査に準ずる監査」については、毎年
度実施することが監査周期の延長の判断の要件となる。また、専門家の活用の場合について
も、同様に毎年度の実施を要件とする。

（問） 監査周期の延長を行った場合、又は行わなかった場合において、いずれも監査事項の省略
をすることは可能か。

（答） 監査の実施周期の延長と監査事項の省略とを同時に行うことは可能である。また、監査の
実施周期の延長を行わない場合に、監査事項の省略をすることも可能である。

29

（参考）
「会計監査及び専門家による支援等について」（平成29年４月27日付 福祉基盤課長通知）
２．一般監査の実施の周期の延長及び指導監査事項の省略について
（１）実施要綱３「一般監査の実施の周期」に基づく周期の延長の判断及び実施要綱４「指導監査事項の省略等」に基づ
く指導監査事項の省略を行うかどうかの判断については、毎年度、法人から提出される計算書類、附属明細書、財
産目録に加え、次に掲げる区分に応じ、法人から提出を受けた各区分に定める書類を確認した上で行われるもので
あること。

H28’ H29’ H30’ H31’ H32’ H33’ H34’
Ａ法人

法律施行

監査周期の考え方②（監査の結果を受け、監査の周期を延長する場合）

監査

周期を５箇年に１回に延長した場合、次回の監査は、
大きな問題がなければ、翌年度から５箇年のうちに行う。

・ 一般監査の実施の周期を、各号に掲げる周期まで延長することができる。【指導監査実施要綱】

① 会計監査を受けている法人 ５箇年に１回
② 専門家による支援を受けている法人 ４箇年に１回

※法人の財務の状況の透明性及び適正性並びに法人の経営組織の整備及びその適切な運用が確保されていると判断される必要がある。

③ 苦情解決への取組が適切に行われ、地域社会に開かれた事業運営等を行う法人 ４箇年に１回

※もっとも、毎年度６月に法人から提出される会計監査報告等に基づき、
３箇年経過後は、周期の延長の継続・中止の判断を行う。

次回
監査

延
長
継
続
・
中
止
の
判
断

延
長
継
続
・
中
止
の
判
断

※大きな問題がある場合は、随時、特別監査を行う。
28
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６．専門家の活用について

31

○ 広域的に事業展開する法人に対する所轄庁による法人監査と、当該法人の事業所が所在する
区域の行政庁による施設監査との連携を図るため、所轄庁以外の都道府県知事又は市町村長
（以下「関係都道府県知事等」という。）との間において、
① 関係都道府県知事等は、法人に対して、適当な措置をとることが必要と認めるときは、法人所
轄庁に対し、その旨の意見を述べることができる（法第57条の２第１項）。
② 法人所轄庁は、関係都道府県知事等に対して、必要があると認めるときは、情報又は資料の
提供その他必要な協力を求めることができる（法第57条の２第２項）。

■法改正後の指導監督体制

報告徴収、検査、
勧告、命令

事業所
（Ｂ県）

主たる事務所
（Ａ県）

所轄庁
事業所が所在する
区域の行政庁

事業所が所在する
区域の行政庁

事業所
（Ｃ市）

社会福祉法人

■社会福祉法（昭和26年法律第45号） 抄
（関係都道府県知事等の協力）
第57条の２ 関係都道府県知事等（社会福祉法人の事務所、事業所、施設その他これらに準ずるものの所在地の都道府県知
事又は市町村長であつて、当該社会福祉法人の所轄庁以外の者をいう。次項において同じ。）は、当該社会福祉法人に対して
適当な措置をとることが必要であると認めるときは、当該社会福祉法人の所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができる。
２ 所轄庁は、第56条第１項及び第４項から第９項まで並びに前条の事務を行うため必要があると認めるときは、関係都道府
県知事等に対し、情報又は資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

広域的に事業展開する社会福祉法人に対する指導監督について

意見 意見

協力の求め協力の求め

30
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会計監査人設置義務の範囲について（参考）

○ 会計監査人設置の基準については、最終会計年度の収益３０億円／負債６０億円を超える法人。

○ 会計監査人の導入は、今回の改革の柱の一つであり、しっかりとした監査体制を構築し、社会福祉法人への信頼を確立

するとともに、法人の経営力強化・効率的な経営の観点からも、一定の規模を超える社会福祉法人に会計監査人による監

査を義務付け、ガバナンスの強化、財務規律の強化を図ることが重要である。

○ 会計監査人の導入については、①選任までに、予備調査を含め、一定の期間が必要であるほか、②監査を受ける社会

福祉法人及び監査を実施する公認会計士等の双方において、会計監査人制度・社会福祉法人制度等への理解及び態勢

整備等の準備が必要である。

○ 会計監査人制度を円滑に導入し、より多くの社会福祉法人に安定的に根付かせていくためには、段階的に制度を導入す

ることが適当であり、 具体的には、以下のとおり。

会計監査人設置義務法人

・ 平成２９年度、平成３０年度は、収益３０億円を超える法人又は負債６０億円を超える法人
・ 平成３１年度、平成３２年度は、収益２０億円を超える法人又は負債４０億円を超える法人
・ 平成３３年度以降は、収益１０億円を超える法人又は負債２０億円を超える法人
と段階的に対象範囲を拡大。
ただし、段階施行の具体的な時期及び基準については、平成２９年度以降の会計監査の実施状況等を踏まえ、必要に応

じて見直しを検討する。

収益30億円（負債60億円）以下の法人
収益10億円（負債20億円）～収益30億円（負債60億円）の範囲の法人については、段階施

行により、会計監査人設置義務の対象としていくことを予定している。（ただし、段階施行の具
体的な時期及び基準については、平成29年度以降の会計監査の実施状況を踏まえ、必要に
応じて見直しを検討する。）

会計監査人設置義務のない法人

33

会計監査人設置義務のない法人における専門家の活用

会計監査人設置義務のない法人における専門家活用方法

◆社会保障審議会福祉部会報告書（平成２７年２月１２日）
【会計監査人の設置の義務付けの対象とならない法人に対する対応】（抄）

会計監査人の設置の義務付けとならない法人については、
・公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人による財務会計に係る態勢整備状況の点検等

◆「社会福祉法人の認可について（局長通知）（最終改正 平成２８年１１月１１日）」
６ 法人の組織運営に関する情報開示等（抄）

（１） 会計監査を受けない法人においては、財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関
する事務処理体制の向上に対する支援について、法人の事業規模や財務会計に係る事務態勢等に即して、
公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人（以下、専門家）を活用することが望ましいこと。

なお、法人が会計監査を受けた場合、専門家を活用した場合又は福祉サービス第三者評価事業を受審した
場合において、法人が、法第５９条の規定による所轄庁への届出と合わせて当該会計監査報告の写し、当該
専門家の活用に関する結果報告書の写し又は当該福祉サービス第三者評価事業の受審結果の写しを所轄庁
に提出したときは、実地監査（中略）について・・・、法人の自主性の確保や負担軽減を図ることとして差し支え
ないこと。

財務会計に関する内部統制の向上に対する支援の例

・法人全般の統制（ガバナンス体制、各種規程・業務手順の整備等）
・各種事業の統制（購買、固定資産、資金管理、人件費、収益、在庫管理等の各業務のリスクへの対応手続支援等）
・決算の統制（決算・財務報告に関する規程整備、決算業務体制、計算書類等の確定作業等に対する支援等）

財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援の例

・法人が作成する計算書類等の会計基準との整合性の点検及び改善支援
・経理体制の現状把握、効率化等改善に対する支援 等

第2回社会福祉法人の財務規律の向上に向
けた検討会資料 要約抜粋

◆「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」（局長通知）
32
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法人規模に応じた会計監査及び専門家活用イメージ

収益30億円
（負債60億）

①

②-1
②-2

収益10億円
（負債20億）

段階
施行

④

③

・将来的にも会計監査人設置
義務のない規模の法人を想定
した基本的な支援項目リストの
内容とする。

・ただし、点線の範囲の法人に
おいても、段階施行以前におい
て選択可能な専門家活用であ
る。

・基本的には、段階的に会計監査人設置
義務法人となる法人が対象。

・よって、支援項目リストの内容は会計監
査人を設置する場合を想定。

・ただし、点線の範囲の法人においても、
選択可能な専門家活用である。

③

④②-1、②-2

・基本的には、段階的に会
計監査人設置義務法人と
なる法人が対象。

・ただし、点線の範囲の法
人においても、選択可能な
専門家活用である。

35

※ 番号はＰ34の記載と対応している。

会計監査の実施又は専門家の活用と指導監査との関係（活用できる書類）

○ 以下の法人類型ごとに所轄庁が確認書類の提出を受けることにより、指導監査において、当該確認書類の活用を図るこ

とができる。

法人類型
会計監査、専門家の活用の場
合の指導監査上の取扱い

活用できる書類

① 会計監査人設置義務法人
②-1 会計監査人による監査（定款規定）
②-2 会計監査人による監査に準ずる監
査（定款規定しない）

監査周期５年に１回
・「会計監査報告」（「独立監査人の監査報告書」）

・「監査実施概要及び監査結果の説明書」
※ 「社会福祉法人の計算書類に関する監査上
の取扱い及び監査報告書の文例」（平成29年4
月27日 日本公認会計士協会非営利法人委員
会実務指針第40号）

「会計管理」に関する
監査事項の省略

「組織運営」に関する
監査事項の効率的な実施

③ 財務会計に関する内部統制の向上に
対する支援

監査周期４年に１回 「財務会計に関する内部統制の向上に対する支援
業務実施報告書」
※ 「会計監査人非設置の社会福祉法人における
財務会計に関する内部統制の向上に対する支
援業務」（平成29年4月27日 日本公認会計士
協会非営利法人委員会研究報告第32号）

「会計管理」に関する
監査事項の省略

「組織運営」に関する
監査事項の効率的な実施

④ 財務会計に関する事務処理体制の向
上に対する支援

監査周期４年に１回 「財務会計に関する事務処理体制の向上に対す
る支援実施報告書」
※ 平成29年4月27日 日本税理士会連合会

「会計管理」に関する
監査事項の省略

「組織運営」に関する
監査事項の効率的な実施

－
34
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○ 指導監査の省略及び効率的な実施の対象となる指導監査事項は以下のとおり。

事項 項目 会計監査人設置（注） 内部統制支援 事務処理体制支援

Ⅰ 組織運営 １ 定款

「独立監査人の監査報告書」
及び「監査実施概要及び監
査結果の説明書」の活用を
図ることができる。

「財務会計に関する内部統制
の向上に対する支援業務実施
報告書」の活用を図ることがで
きる。

－

２ 内部管理体制 －

３ 評議員・評議員会 －

４ 理事 －

５ 監事 －

６ 理事会 －

７ 会計監査人 －

８ 評議員、理事、監事、
会計監査人の報酬

－

Ⅱ 事業 １ 事業一般 － － －

２ 社会福祉事業 － － －

３ 公益事業 － － －

４ 収益事業 － － －

Ⅲ 管理 １ 人事管理 － － －

２ 資産管理 － － －

３ 会計管理 省略可 省略可 省略可

４ その他 － － －

（注） 会計監査人設置については、会計監査人による監査に準ずる監査を含む。 37

３

「
独
立
監
査
人
の
監
査
報
告
書
」及
び

「
監
査
実
施
概
要
及
び
監
査
結
果
の
説
明
書
」の
作
成

会計監査と指導監査との関係

＜会計監査（イメージ）＞

１

法
人
の
内
部
統
制
の
確
認

収益プロ
セス

資金管理
プロセス

人件費プ
ロセス

在庫管
理プロセ
ス

固定資産
管理

プロセス

購買プ
ロセス

事
業
（
社
会
福
祉
、
公
益
、
収
益
事
業
）

に
か
か
る
内
部
統
制
の
確
認

法
人
全
般
に
か
か
る

内
部
統
制
の
確
認

内部統制の確認
結果を踏まえ、そ
の整備・運用状
況のレベルに応
じて、監査の内容
（重点化項目・省
力化項目）を決定
する。

２

会
計
処
理
や
計
算
書
類
等
を
対
象
と
し
た

監
査
手
続
の
実
施

（注）会計監査を
受ける法人の状
況や公認会計士
が行う監査手法
等により内部統
制の確認方法は
様々である。

法人全般の統制 ・統制環境
・事業活動に伴うリスクの評価と対応
・統制活動
・情報と伝達
・モニタリング

IT全般統制 ・セキュリティ管理
・変更管理
・開発管理
・運用管理等

決算の統制 ・決算にかかる規程の整備
・伝票承認や決算整理仕訳の分掌体制 等

適
正
な
支
出
・
財
産
管
理
等
を
担
保
す
る

内
部
統
制
の
確
認

○ 「独立監査人による監査報告書」 【指導監査ガイドライン】
無限定適正意見又は限定付適正意見の場合 → Ⅲ管理３会計管理の省略可

※ 但し、限定付適正意見の場合は、その原因となる事項について理事会等で協議し、

対応しているかについて、指導監査において確認

○ 「監査実施概要及び監査結果の説明書」
監査の結果についての記載を指導監査の際に参照する。 → Ⅰ組織運営の効率的な実施 36
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専門家の活用について

（問） 法人の評議員や監事が公認会計士、税理士の資格を有する場合、同時に専門家として支
援を行うことは可能か。

（答） 可能である。

ただし、評議員については、法人運営の基本的事項を決定する者と業務執行を行う者を分離す
る観点から、業務執行に該当する業務を行うことは適当でなく、また、監事については、理事の職
務や法人の計算書類を監査する立場にあり、自身で行った業務を自身で点検するという自己点検
に当たらぬよう、業務執行にあたることは行わないことが必要である。

（参考）

「「社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項について」等に関するQ&A」（平成29年２月６
日改訂）問２２、問３９より

39

指導監査ガイドライン
財務会計に関する事務処理体制

に対する支援項目リスト
財務会計に関する内部統制
に対する支援項目リスト

Ⅲ 管理 （１）予算 １ 予算 １－４ 予算実績分析体制について

３ 会計管理 （２）規程・体制

２ 経理体制

１－２ 各種規程・業務手順書の整備について
１－３ 職務分掌・職務権限体制について
３－１ 決算・財務報告に関する規程の整備
３－２ 決算・会計業務体制

（３）会計処理

５ 資産、負債の基本的な会計処理
１０ 有価証券
１１ 棚卸資産
１３ 固定資産
１６ 引当金
１７ 基本金
１８ 国庫補助金等特別積立金
１９ その他の積立金
２４ 注記

３－５各勘定科目の統制

（４）会計帳簿 ３ 会計帳簿
３－２ 決算・会計業務体制
３－６ 計算書類の開示・保存（５）決算及び

計算関係書類
４ 計算書類等

（６）債権債務の状況 １４ 債権債務の状況 ２ー４ 財務・資金管理

専門家の活用（内部統制支援、事務処理体制支援）と
指導監査ガイドラインにおける会計管理部分との関係

○ 指導監査ガイドラインと専門家の活用（内部統制支援、事務処理体制支援）については、以下
の関連性を持つ内容となっている。
○ 専門家の活用については、専門家による助言に基づき、法人の財務会計に係る態勢の向上に
資するもの。

38
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指導監査ガイドラインについて①

適用範囲 一般監査における確認及び指導は、実施要綱及びガイドラインに定めるところによる。

※ 特別監査においては、その目的である法人運営に関する問題の内容又は原因等に関連する事
項について必要な確認を行う。

監査事項及びその
確認に関する考え
方

○ 法改正に伴う監査事項を整理するとともに、法令、通知等で明確に定められた事項を対象とする。

○ 抽象的な監査事項の明確化を図るため、監査事項毎の具体的な確認事項（チェックポイント）、着
眼点、確認の対象とする書類（確認書類）を追加する。

○ 膨大な法令、通知に関する全ての事項を網羅的に確認するものではなく、一般監査において通常
確認すべき基本的な監査事項を設定する。ただし、次の事項については、個別の監査事項に加え、
法人運営が適正であるかを確認するため必要な範囲で必要に応じて確認ができることとし、複数の
監査事項に共通する確認方法等を設定する。

・ 法令、通知又は法人の内部規程を遵守しているか。

・ 経理規程を遵守しているか。

※ 経理規程は、法人の内部規程に含まれるが、法人の財務会計に関する基本的な事項を定
める法人運営上特に重要な規程であることから、別に記載している。

・ 会計処理、会計帳簿、計算関係書類について、社会福祉法人会計基準等に準拠しているか。

※ これらの事項については、社会福祉法人会計基準等に基づき適正な会計処理を行い、法
人の財務状況を正確に表示することは、法人の財務規律の強化や情報公開の観点から特に
重要であるため、経理規程等の取扱いとは別に記載している。

指導監査ガイドラインは、所轄庁が「社会福祉法人指導監査実施要綱」に基づいて行う一般監査について、そ
の監査の対象とする事項（監査事項）、当該事項の法令及び通知上の根拠、監査事項の適法性に関する判断
を行う際の確認事項（チェックポイント）、チェックポイントの確認を行う際に着目すべき点（着眼点）、法令又は通
知等の違反がある場合に文書指摘を行うこととする基準（指摘基準）並びにチェックポイントを確認するために
用いる書類（確認書類）を定めるものである。

41

７．指導監査ガイドラインについて

40
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指導監査ガイドラインについて（Q&A案より）

（問） 所轄庁が、法令又は通知の定めとは別に、指導監査の実施に当たって独自の書類等の提
出を求めることも認められるか。

（答） ガイドラインでは、法令又は通知の根拠なく、特定の書類の作成を求めないことを原則として
いる。しかしながら、指導監査に必要な範囲において、所轄庁から法人に十分説明し、また、法
人の過度の負担にならないように配慮している場合は、法人に法令又は通知で定められてい
る報告書類に加え、確認のために必要な特定の書類等の提出を求めることは差し支えない。

43

指導監査ガイドラインについて②

確認書類の範囲及び
考え方

○ 監査事項の確認に当たっては、ガイドラインに定める確認書類を用いること。法人がガイドライ
ンに定める確認書類を作成していない場合は、ガイドラインに定める指摘基準の該当性を確認で
きる既存の別の書類を用いて行うよう努めること。

○ ガイドラインは法人に新たな書類の作成を義務付けるものではないため、法令又は通知の根拠
なしに特定の書類の作成を求めないこと。

○ ただし、法人は、社会福祉事業を適正に行うため、事業運営の透明性の確保等を図る経営上の
責務を負うものであり（法第24条第１項）、法令等に従い適正に運営を行っていることについて、
客観的な資料に基づき自ら説明できるようにすることが適当である。そのため、法人は、法人にお
いて確認を要するものとガイドラインに定められている事項について、法令等で特定の文書の作
成が義務付けられていない場合であっても、文書等により客観的な説明を行うことができるように
努めるべきであること。

確認結果に基づく指導
についての考え方

○ 監査事項ごとに、実施要綱に定める指導（文書指摘、口頭指摘又は助言）を行う基準を具体的
に設定する。ただし、次の場合は、指摘基準についても複数の監査事項に共通する指摘基準を
設定する。
・ 法令、通知又は法人の内部規程の違反がある場合
・ 経理規程の違反がある場合
・ 会計処理、会計帳簿、計算関係書類について、社会福祉法人会計基準等に準拠しない処理
等が行われている場合

42
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○ 監査方針の策定に当たって
・ 当面３カ年の対応

○ 今回の指導監査の見直しによって、所轄庁においては、所管するすべての法人に対し、概
ね３年以内を目処に指導監査を実施していただきたい。

○ 指導監査に当たっては、改正後社会福祉法に基づく運営体制が確保されているかど
うかを確認することを主眼として、当面３カ年の監査方針を策定していただきたい。

○ 運営体制の確保の確認に当たっては、特に今回新たに制度に位置づけた中でも、
①評議員、評議員会に関する事項、②評議員、理事、監事及び会計監査人の報酬に関
する事項、③事業運営の透明性の向上に関する事項、について、入念な確認をお願い
したい。

平成29年度以降に実施する指導監査については、改正後社会福祉法に基づき初めて実施されるこ
ととなるが、所管するすべての法人について、改正後社会福祉法に基づく運営体制が確保されてい
るかの確認を早期に行う必要がある。そのため、所轄庁においては、所管する法人数等を勘案し、
概ね３年以内を目途にすべての法人に対する指導監査が一巡するスケジュールで実施していただく
ようお願いする。
※ 平成29年3月2日 社会･援護局関係主管課長会議資料

45

８．指導監査の実施について

44
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法人の運営体制が確保されているかを確認するための主な事項（ガイドライン抜粋）

１．評議員、評議員会に関する事項（ガイドラインⅠの３「評議員、評議員会」）

３．事業運営の透明性の向上に関する事項（ガイドラインⅠの１の３、Ⅲの４の（３）「情報の公表」、Ⅰの８
「評議員、理事、監事及び会計監査人の報酬」）

２．評議員、理事、監事及び会計監査人の報酬に関する事項（ガイドラインⅠの８「評議員、理事、監事
及び会計監査人の報酬」）

○ 評議員の選任について
・ 法律の要件を満たす者が適正な手続により選任されているか。
・ 評議員となることができない者又は適当でない者が選任されていないか。
・ 評議員の数は、法令及び定款に定める員数となっているか。

○ 評議員会の招集・運営について
・ 評議員会の招集が適正に行われているか。
・ 決議が適正に行われているか。
・ 評議員会について、適正に記録の作成、保存を行っているか。

○ 定款について
・ 法令に従い、定款の備置き・公表がされているか。

○ 情報の公表について（計算書類、現況報告書等）
・ 法令に定める情報の公表を行っているか。

○ 報酬等支給基準について（再掲）
○ 報酬等の総額の公表について（再掲）

○ 報酬について
・ 評議員、理事、監事及び会計監査人の報酬等の額が法令で定めるところにより定められているか。

○ 報酬等支給基準について
・ 役員及び評議員に対する報酬等の支給基準について、法令に定める手続により定め、公表しているか。

○ 報酬の支給について
・ 役員及び評議員の報酬等が法令等に定めるところにより支給されているか。

○ 報酬等の総額の公表について
・ 役員及び評議員等の報酬について、法令に定めるところにより公表しているか。

47

○ 監査方針の策定に当たって
・ 平成29年度の留意点

46

○ ガバナンスに関する事項については、制度改正により新たに導入された仕組みを
を法人が理解した上で適正に行われているかを中心に確認を行う。
（主な事項については、次ページ参照）

○ 財務会計に関する事項については、平成28年度の計算書類等が社会福祉法人会
計基準に従い、定時評議員会の承認を含む法令に定める手続を経て作成されている
かを中心に確認を行う。

※ 平成28年11月11日付会計基準関係通知の改正については、財産目録及び決算に関する事項以外は平成

28年度決算には適用されないことに留意が必要

平成29年度の指導監査（一般監査）は、各法人において平成29年６月までに開催され
る定時評議員会における手続等法改正への対応が適正に行われているかを確認する
ことが特に重要であり、７月以降に実施することが適当。

平成28年度の法人運営については、制度改正への準備行為や平成28年度の計算書
類等の作成に関するもの、制度に変更がないもの（事業に関する部分等）はガイドライ
ンに基づき指導を行う。一方、制度が変更になる部分は、従前の基準により指導を行う
ものであるが、ガイドラインを参考に、法人が制度改正に適切に対応できるようにする
観点からの指導も行うこと。
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法第59条の規定により社会福祉法人が届出を行う書類等の公表について①

49

公表方法

定款

× 法人ＨＰ等

○ ○ ○ システム
○ ○ ○ システム
○ ○ ○ システム
○ ○ ○ システム

法人単位資金収支計算書 ○ ○ ○ システム
資金収支内訳表 ○ ○ ○ システム
事業区分資金収支内訳表 ○ ○ ○ システム
拠点区分資金収支計算書 ○ ○ ○ システム
法人単位事活動計算書 ○ ○ ○ システム
事業活動内訳表 ○ ○ ○ システム
事業区分事業活動内訳表 ○ ○ ○ システム
拠点区分事業活動計算書 ○ ○ ○ システム

○ × ×
○ × ×
○ × ×
○ × ×
○ × ×

○ × ×

○ × ×
○ × ×

○ × ×

○ × ×
○ ○ ×
○ ○ ×
○ × ×
○ × ×

○ × ×

○ × ×
○ × ×
○ × ×
○ × ×
○ × ×
○ × ×
○ × ×

これらの監査報告（法45条の32）

貸借対照表内訳表
事業区分貸借対照表内訳表
拠点区分貸借対照表

これらの会計監査報告（法45条の32）

補助金事業等収益明細書
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

事業区分間及び拠点区分間貸付金
（借入金）残高明細書
基本金明細書
国庫補助金等特別積立金明細書

授産事業費用明細書 

基本財産及びその他の固定資産
（有形・無形固定資産）の明細書
引当金明細書
拠点区分資金収支明細書

就労支援事業製造原価明細書 
就労支援事業販管費明細書
就労支援事業明細書 

計
算
書
類
等
（

法
第
5
9
条
第
１
号
）

計算書類
（法45条の32）

貸借対照表
（法45条の27第２項）

法人単位貸借対照表

拠点区分事業活動明細書
積立金・積立資産明細書
サービス区分間繰入金明細書 
サービス区分間貸付金（借入金）
残高明細書
就労支援事業別事業活動明細書

収支計算書
（法45条の27第２項）

資金収支計算書

事業活動計算書

事業報告（法45条の32）

これらの附属明細書
（法45条の32）

借入金明細書
寄附金収益明細書

所轄庁への
届出又は
申請事項

(法第59条)

届出又は申請事項

調査事項
（システムによる県・国
への報告・提供事項）
（法第59条の２
第２項､第３項､

第６項）

公表事項
（法第59条の２
第１項第３号）

（設立時の承認の申請　法31条１項） ○
（法第31条,45条の

36,59条）

○
（第１号）

（変更の承認の申請　法45条の36第２項）

（軽微な変更の場合の届出　法45条の36第４項）

（付 録）

48
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（注）・システムとは、社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムをいう。
・実線はシステムを用いるもの。点線はシステムを用いないもの。
・社会福祉充実計画については、公表はシステムで行うものであるが、承認申請は文書で行う必要があるので留意すること。

50

公表方法

○ ○ ×
○ × ○ 法人ＨＰ等

○ ×
○

（第２号）
法人ＨＰ等

○ ○ ○ システム

○
○

（一部×）
○

（一部×）
システム

○
○

（一部×）
○

（一部×）
システム

○
○

（一部×）
○

（一部×）
システム

○ ○
○

（一部×）
システム

○ ○ ○ システム
○ ○ ○ システム
○ ○ ○ システム
○ ○ ○ システム

○
○

（一部×）
○

（一部×）
システム

○ ○
○

（一部×）
システム

○ ○ ○ システム

○ ○
○

（一部×）
システム

○ ○ ×
事業計画 ○ × ×

○ ○
○

（一部×）
システム

社会福祉充実計画 （承認の申請　法55条の２第１項）

（変更の承認の申請　法55条の３第１項本文） ○ システム

（軽微な変更の届出　法55条の３第１項但書）

財
産
目
録
等

（

法
第
5
9
条
第
２
号
）

財産目録（法45条の34第１項第１号）
役員等名簿（法45条の34第１項第２号）

事業の概要
その他省令で
定める事項を
記載した書類

（法第45条の34
第１項第４号）

当該社会福祉法人の主たる事務所の所在地及び電話番号その他
連絡先等の当該社会福祉法人に関する基本情報

当会計年度の初日における評議員の状況

当会計年度の初日における理事の状況

報酬等の支給の基準（法45条の34第１項第３号、法45条の35第２項）

前会計年度における理事会の状況
前会計年度における監事の監査の状況

○
（事務処理基準）

○
（法第55条の２,

55条の３､
事務処理基準）

前会計年度における会計監査の状況

前会計年度における事業等の概要

前会計年度末における社会福祉充実残額並びに社会福祉充実計画
の策定の状況及びその進捗の状況 （規則２条の41第12号）

当該社会福祉法人に関する情報の公表等の状況

第12号に規定する社会福祉充実残額の算定の根拠

その他必要な事項

当会計年度の初日における監事の状況

前会計年度及び当会計年度における会計監査人の状況

当会計年度の初日における職員の状況
前会計年度における評議員会の状況

届出又は申請事項

所轄庁への
届出又は
申請事項

(法第59条)

調査事項
（システムによる県・国
への報告・提供事項）
（法第59条の２
第２項､第３項､

第６項）

公表事項
（法第59条の２
第１項第３号）

法第59条の規定により社会福祉法人が届出を行う書類等の公表について②
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事 務 連 絡 

平成２９年７月１１日 

 

都道府県 

各 指定都市 社会福祉法人担当課（室）御中 

中 核 市 

 

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課 

 

 

「社会福祉法人に対する指導監査に関するＱ＆Ａ」の送付について 

 

 

 平素より、社会福祉法人制度の円滑な運営にご尽力を賜り、感謝申し上げます。 

社会福祉法人に対する指導監査につきましては、「社会福祉法人指導監査実施要綱の制

定について」（平成 29年４月 27 日付け雇児発 0427 第７号・社援発 0427 第１号・老発 0427

第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）の別添

「社会福祉法人指導監査実施要綱」に基づき適切に実施していただくこととしていますが、

今般、別添のとおり、「社会福祉法人の指導監査に関するＱ＆Ａ」をとりまとめましたの

で、ご了知いただくとともに、都道府県におかれましては、貴管内の市（指定都市及び中

核市を除き、特別区を含む。）に対して周知いただきますようお願いいたします。 
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社会福祉法人に対する指導監査に関するＱ＆Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会・援護局 福祉基盤課 

平成 29 年 7 月 11 日 

 

※本質疑応答集においては下記の略語を用いる。 

「実施要綱」：社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について（平成 29 年４月 27 日付け雇

児発 0427 第７号・社援発 0427 第１号・老発 0427 第１号厚生労働省雇用均等・

児童家庭局長、社会・援護局長及び老健局長連名通知） 

「ガイドライン」：社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について（平成 29 年４月 27 日付け

雇児発0427第７号・社援発0427第１号・老発0427第１号厚生労働省雇用均等・

児童家庭局長、社会・援護局長及び老健局長連名通知）の別紙「指導監査ガイ

ドライン」 

 

（注） 現時点の考え方を示したものであり、今後、追加等があり得る。 
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1 
 

社会福祉法人に対する指導監査に関するＱ＆Ａ 

 

 

＜指導監査実施要綱＞ 

問１ 「実施要綱」の２の（２）に定める一般監査を行っている際に、当該法人に特別監査に該当

するような運営等に係る重大な問題を発見した場合、即時に特別監査に切り替えることは可

能か。 
（答） 一般監査の過程において、法人の運営等に重大な問題を発見した場合には、当該問題の

原因を把握するため、特別監査に切り替えることも可能である。 

 

問２ 「実施要綱」の２の（３）に定める特別監査を行うに当たり、法人に対して事前通告（実施 

通知）を行う必要があるか。 

（答） 特別監査については、事前通告（実施通知）を必ずしも必要とはしない。 

 

問３ 「実施要綱」の２の（２）において、年度当初に一般監査の実施時期等を内容とした

実施計画を策定することとされているが、一方で「会計監査及び専門家による支援等

について」（課長通知）の２の（１）において、一般監査の実施の周期決定について、

毎年度法人から提出される計算書類等を確認した上で決定することとされている。 

  この場合、毎年度法人から書類が提出されるのを待つと実施計画は毎年度７月以降

にしか策定できないこととなるが、どのように解釈すればよいか。年度当初に対象法

人を決定し実施計画を策定した上で、７月以降にそれを見直すことは可能か。 
（答） 実施計画については、年度当初に作成するが、会計監査報告等の提出を法人から受け、

一般監査の実施の周期の延長等の判断を行った場合には、この実施計画を変更して監

査周期の変更を行うことが可能である。このため、所轄庁においては、毎年度法人か

ら提出される計算書類等を確認し、当該法人の財務の状況の透明性及び適正性並びに

当該法人の経営組織の整備及びその適切な運用が確保されているかを判断した上で、

周期の延長等に関し検討されたい。 

 

問４ 「実施要綱」の３の（１）のアに記載する「特に大きな問題が認められないこと」の具体的な

判断基準如何。 
（答） 法人運営については、その理念・形態、事業規模等が様々であり、その適切性について一

律の基準を定めることは困難である。そのため、特に大きな問題が認められないことについて

は、個々の法人のこれまでの運営状況や所轄庁による指導監査の結果等も踏まえつつ、

時々の状況に即して、各所轄庁において判断されることが適当である。 

 

問５ 一般監査の実施周期（延長の場合も含む。）は、３箇年（４箇年又は５箇年の場合も含

む。）に１回とされているが、前回の指導監査を６月１日に実施し、同法人の次回の監査を３年

後（４年又は５年後）の９月１日に実施するとした場合、前回監査から３年（４年又は５年）３ヶ月

経過することとなるが、差し支えないか。 

（答） 監査周期の数え方は、「年」でなく「箇年」であり、年度単位で数えることとなる。例えば、平

成 29 年度に監査を行い、次回監査を「３箇年」後に行うこととした場合、次回監査は平成 32

年度中に行えばよく、前回監査から３年３ヶ月経過していても問題はない。 
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問６ 監査周期の延長を行った場合、又は行わなかった場合において、いずれも監査事項の省

略をすることは可能か。 
（答） 監査の実施周期の延長と監査事項の省略とを同時に行うことは可能である。また、監査の

実施周期の延長を行わない場合に、監査事項の省略をすることも可能である。 

 

問７ 今回の通知改正により、監査事項の省略について定められたが、適用を開始できる時期

はどうなるのか。 
（答） 会計監査報告や支援業務実施報告書の内容を勘案した上で、監査事項省略の判断を行

うこととなることから、その報告書が出された後であれば可能である。 

 

問８ 「実施要綱」の３の（４）において、新たに設立された法人に対する一般監査については、

次年度において実施することが可能とされているが、例えば平成29年4月に設立した法人の

場合、次年度の平成 30 年 4 月以降速やかに実施すればよいのか。 

（答） 新設法人については、設立後速やかに一般監査を実施することが必要である。ただし、年

度末近くに設立した法人について、当該年度中の一般監査が時間的に困難である場合があ

るため、要綱中、「設立年度又は次年度」と定めているものである。 

 

問９ 「実施要綱」の５の（１）のア若しくはイに記載のある口頭指摘や助言では、法人側に正確

な記録が残らないこと、所轄庁と法人との間に認識の齟齬が発生し得ること、また、評議員、

理事及び監事が所轄庁からどのような指導を受けたのか正確に把握できないことから、口頭

指摘や助言を行う場合は、必ず文書で行うようにするべきではないか。 
（答） 「実施要綱」の５の(1)においては、口頭指摘や助言の指導を行う場合には、法人と

指導の内容に関する認識を共有できるよう配慮する必要があることを示しており、こ

の共有の方法は基本的には書類（メモ等）により行うことを想定している。なお、所

轄庁において文書指摘又は口頭指摘等に関して適切に区分した上で、公文書の形式で

行うことを妨げるものではない。 

 

問 10 「実施要綱」の５の（１）に、「法令又は通知等の違反」とあるが、この「等」とは、具体的に

は何か。 

（答） 法人の定款及び法人で定めた各種内部規程をいう。 

 

問 11 「実施要綱」の５の（３）で、指導を行った事項について改善が図られない場合には改善

勧告等所要の措置を講ずることとあるが、文書指摘だけではなく、口頭指摘や助言を行った

場合にも改善勧告等の措置を講ずる必要があるのか。 

（答） 口頭指摘は、違反の程度が軽微である場合又は違反について文書指摘を行わずとも改善

が見込まれる場合に、助言は、法令又は通知等の違反が認められない場合に行われるもの

であるため、口頭指摘又は助言にとどまる場合は、運営が著しく適正を欠くことを前提とする

改善勧告等の対象にはならない。 

 

問 12 「実施要綱」の７の（３）で「法人に対して管轄機関への確認を促す等の指導を行う」とある

が、ここでいう「指導」とは、文書指摘、口頭指摘、助言のいずれを想定しているのか。また、

「必要に応じて、処分権限を有する関係機関へ通報する等の措置をとることにより、適切に対

応する」とあるが、これはどのような場合を想定しているのか。 
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（答） 確認を促す等の対応にあたっては、特定の指導（文書指摘、口頭指摘、助言）を前提として

いるものではなく、法人の認識や対応状況等に応じて、法人自ら確認することを促す、あるい

は所轄庁が直接管轄機関に情報提供するなど、所轄庁において適宜対応していただきた

い。 

 

問13 今回の制度改正の施行に当たり、平成29年度から概ね３年以内に全ての法人の指導監

査を行うこととされているが、平成 28 年度までの指導監査の実施時期に関わらず実施すると

いう考えでよいか。 

（答） 貴見のとおりである。 

 

＜専門家の活用＞ 

問 14 「会計監査人による監査に準ずる監査」を受けるにあたり、「法人において選定基準を作

成し」とあるが、どのような内容を想定しているのか。 
（答） 「会計監査人による監査に準ずる監査」として、定款の定めにより会計監査人を設置せずに、

法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき、会計監査人による監査と

同じ計算関係書類及び財産目録を監査対象とする監査を受ける場合には、複数の公認会

計士又は監査法人から提案書等を入手するとともに、法人において選定基準を作成し、提

案内容について比較検討のうえ選定することが必要である。なお、価格のみで選定すること

は適当ではない。 

選定基準については、「社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項について（経営

組織の見直しについて）」（平成 28 年６月 20 日 事務連絡）P28 の「会計監査人選定基準の

イメージ」を参考とされたい。 

 

※ 複数の公認会計士又は監査法人の候補者から提案書等を入手するにあたっては、日

本公認会計士協会のホームページにおいて公表されている公会計協議会社会保障部

会の部会員リストを参考資料として活用できること。 

 

問 15 監査周期の延長の判断にあたり、「会計監査人による監査に準ずる監査」が毎年度実施 

されなくても要件が成立すると考えてよいか。例えば、５年に一度の実施であっても周期の延 

長の判断を行ってもよいのか。また、専門家の活用についても同様に４年に一度の実施であ 

っても周期の延長の判断を行ってもよいのか。 

（答） 監査周期の延長の判断にあたり、「会計監査人による監査に準ずる監査」については、毎

年度実施することが監査周期の延長の判断の要件となる。また、専門家の活用の場合につ

いても、同様に毎年度の実施を要件とする。 

 
（参考） 

「会計監査及び専門家による支援等について」（平成 29年４月 27日付 福祉基盤課長通知） 

２．一般監査の実施の周期の延長及び指導監査事項の省略について 

（１）実施要綱３「一般監査の実施の周期」に基づく周期の延長の判断及び実施要綱４「指導

監査事項の省略等」に基づく指導監査事項の省略を行うかどうかの判断については、毎年

度、法人から提出される計算書類、附属明細書、財産目録に加え、次に掲げる区分に応じ、

法人から提出を受けた各区分に定める書類を確認した上で行われるものであること。 
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＜指導監査ガイドライン＞ 

問 16 指導監査の実施にあたり、１回の指導監査において、ガイドラインに定める全ての監査事

項、チェックポイントの確認を行うのか。 

（答） ガイドラインに定める監査事項、チェックポイントの確認については、所轄庁が前回の監査

結果や法人からの提出書類の確認等により適正に行われていると判断するものについては、

省略して差し支えない。 

 

問 17 所轄庁が、法令又は通知の定めとは別に、指導監査の実施に当たって独自の書類等の

提出を求めることも認められるか。 

（答） ガイドラインでは、法令又は通知の根拠なく、特定の書類の作成・提出を求めないことを原

則としている。しかしながら、指導監査に必要な範囲において、所轄庁から法人に十分説明

し、また、法人の過度の負担にならないように配慮している場合は、法人に法令又は通知で

定められている報告書類に加え、確認のために必要な特定の書類等の提出を求めるこ

とは差し支えない。 

 

問 18 評議員の評議員会への出席又は理事及び監事の理事会への出席については、「欠席

が継続しており、名目的、慣例的に選任されていると考えられる評議員、理事及び監事がい

る場合」は文書指摘を行うこととなっており、その判断の基準について、着眼点（評議員：ガイ

ドラインⅠの３の（１）の２、理事：ガイドラインⅠの４の（３）の１、監事：Ⅰの５の（２）の２の該当

部分）で「原則として」とあるが、この「原則として」の取扱如何。 

（答） ご指摘の「原則として」については、評議員、理事及び監事がその職責を果たす観点から

評議員会又は理事会への出席が求められていることを踏まえ、以下の例のような法人側に責

任のないやむを得ない理由がある場合に、欠席理由について、法人の説明を十分に聞いた

上で、欠席回数のみをもって文書指摘が行われないこともあり得ることを留意されたい。 

 
（やむを得ない理由の例） 

・ 自然災害 

・本人の病気・けが 

・その他、法人の責めに帰さないやむを得ない理由があると、所轄庁が認めた場合 

 

問 19 ガイドラインⅠの４の（１）の指摘基準中の、理事の３分の１を超える欠員がある場合の「具

体的な検討」と理事に欠員がある場合の「補充の検討」はどのように異なるのか。 

（答） 「補充の検討」については、理事候補者の検討や補充のスケジュールの検討など補充に向

けて何らかの検討が行われていれば足りるものであるが、「具体的な検討」については、理事

候補者の選定、補充のための理事会の開催時期の決定等具体的な手続きが進行中である

ことが必要である。 

 

問 20 ガイドラインⅠの２の「内部管理体制に係る必要な規程の作成が行われているか」の確認

はどのように行うのか。 

（答） 内部管理体制の整備に関する事項の確認については、「社会福祉法人制度改革の施行に

向けた留意事項について（経営組織の見直しについて）」（平成 28 年６月 20 日 事務連絡）

の第 4 章の（3）に記載する対応が行われているかを確認する。なお、事務連絡第 4 章の(3)

のウの記載は例示であって、これらの対応が行われていない場合であっても、社会福祉法施
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行規則第 2 条の 16 に定める事項のすべてを理事会で決定している場合には、指導の対象と

なるものではない。 

 

問 21 評議員や役員の履歴書、就任承諾書や議事録署名人等の押印は、実印でなければな

らないのか。【着眼点（評議員：ガイドラインⅠの３の（１）の２、理事：ガイドラインⅠの４の（３）

の１、監事：Ⅰの５の（２）の２の該当部分）】 

（答） 法人の登記に当たって、実印を押印した書類や印鑑登録証明書を申請書類として求めら

れた場合には、登記を行うためにこれらの書類が必要となるが、法人運営の観点からは、評

議員や役員の履歴書や就任承諾書の押印は、必ずしも実印による必要はなく、法人監査に

おいてもこれらの押印に使用された印鑑が実印であるかの確認は行わない（そのため、印鑑

登録証明書の確認も不要である。）。 

 

問 22 評議員や役員の選任の際に、欠格事由に該当しないことの証明書類として、市町村が

発行する「身分証明書」が必要か。【着眼点（評議員：ガイドラインⅠの３の（１）の２、理事：ガイ

ドラインⅠの４の（３）の１、監事：Ⅰの５の（２）の２の該当部分）】 

（答） 評議員や役員が欠格事由に該当しないことについては、履歴書や誓約書等により確認す

ることで足り、身分証明書を徴する必要はない。ただし、法人がその判断により、評議員や役

員の候補者から、身分証明書を徴することは差し支えない。 

 

問 23 関係行政庁の職員が法人の評議員や役員となることは適当ではないとされているが、関

係行政庁の職員が法人の評議員や役員となっている場合に指導は行わないのか。また、関

係行政庁の職員には、関係行政庁の首長や副首長、所轄庁のみならず社会福祉法第 58

条に定める助成等を行った地方公共団体の職員も含まれるか。 

（答） 関係行政庁の職員が評議員又は役員となることは公私分離の原則から適当ではないが、 

一義的には、関係行政庁が自律的に遵守すべき規制であり、関係行政庁の職員が評議員

や役員となっていることのみをもって法人に対する指導は行わない（監査における確認事項

とはしていない。）。 

    また、「関係行政庁の職員」には、当該法人に対して助成等を行った行政庁の職員も含ま

れる。 

 

問 24 社会福祉充実計画の作成の手続について、指導監査で確認する必要はないのか。 
（答） 社会福祉充実計画の作成に関する手続については、所轄庁が当該計画を承認する際

に確認済であり、指導監査において改めて確認を行う必要はない。 

 

問 25 「指導監査を行うに当たっては、経理規程に定められた会計帳簿（仕訳日記帳、総勘定

元帳等）が拠点区分ごとに作成され、備え置かれているか」とあるが、この作成及び備置きは

書面での備置き及び保存に限られるのか。 

（答） 書面での備置き及び保存に加え、電磁的記録による備置き及び保存が可能である。 
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